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第１章 序章 

１．問題意識 

 冷戦が崩壊して２５年以上も経ち、国際政治における核兵器の役割は大幅に

低下した、あるいは、後景に退いたと考えられていたが、近年、「第２核時代

(second nuclear age)」1と呼ばれる核兵器の拡散の進展や、主要核兵器保有国2間

の関係悪化に伴い、核兵器は再び国際関係を規律する重要な役割を果たす、あ

るいは再び前景に表れてくるようになっている。そのような時代にあって、日

本の安全保障に多大な影響を及ぼす近隣の核兵器国である中国は、不透明な形

で核戦力の増強を推し進めている。安全保障政策の一手段である軍備管理・軍

縮によって、これら核兵器国の核戦力の増強を食い止め、ひいては後退させる

ことができるのであれば、日本の安全保障にとって有益な効果をもたらすこと

ができようが、短中期において、米露の核軍備管理・軍縮条約の可能性は別と

して、中国を交えた核軍備管理・軍縮条約の交渉・締結の可能性はほとんど見

込まれない。これは、中国のみならず、米国を含む各国の政府関係者や専門家

が、中国の核戦力の規模は米露のそれと比して小さく、中国が米露と並んで核

軍備管理・軍縮条約の当事国となるには時期尚早であるとの考えが共有されて

いるからである3。中国の核戦力の規模、例えば、核弾頭保有総数は約２８０個4、

米露のそれはそれぞれ約６、５５０個5、約６，８５０個6であると推定されてい

る7。しかし、少なくとも配備戦略核数については公表している米露と異なり、

全く公表していない中国の核戦力の実態は不透明であり、ある研究によれば、

                                                   
1 Paul Bracken, “The second nuclear age,” Foreign Affairs, Vol.79, No.1 (Jan/Feb 2000), 

pp.146-156. Fred Ikle, “The Second Coming of the Nuclear Age,” Foreign Affairs, Vol.75, 

No.1 (January/February 1996), pp.119-128; Keith B. Payne, Deterrence in the Second 
Nuclear Age (Lexington: University Press of Kentucky, 1996). 
2 本論文では、「核兵器国」を核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）で核兵器の保有が法的に認めら

れている米国、露、中国、英国及びフランスの５か国を指す。「核兵器保有国」は、これら

５か国に加えて、インド、パキスタン、イスラエル等、核兵器を保有している、又は保有

しているとみられている国を指す。 
3 Eric Heginbotham et al., China's Evolving Nuclear Deterrent: Major Drivers and 
Issues for the United States (Santa Monica: Rand Corporation, 2017), p.153. 

<https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1600/RR1628/RAN

D_RR1628.pdf>  
4 Hans M. Kristensen and Robert S. Norris, “Chinese nuclear forces, 2018,” Bulletin of 
Atomic Scientists, Vol.74, No.4 (2018), pp.289-290.  
5 Hans Kristensen and Robert S. Norris, “United States nuclear forces, 2018,” Bulletin 
of Atomic Scientists, Vol.74, No.2 (2018), p.121.  
6 Hans Kristensen and Robert S. Norris, “Russian nuclear forces, 2018,” Bulletin of 
Atomic Scientists, Vol.74, No.3 (2018), p.186.  
7 核兵器の保有総数ではなく、戦略核の配備数に限ったとしても、新戦略兵器削減条約（新

ＳＴＡＲＴ）の義務履行で約１，５５０個である。 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1600/RR1628/RAND_RR1628.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1600/RR1628/RAND_RR1628.pdf
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中国は約３，０００個の核弾頭を保有しているとの見方もされている8。こうし

た研究に対しては、多くの反論がなされているが9、少なくとも多くの論争を喚

起していることは事実であり、それが日本を含む地域において不信感を惹起し

ている10。 

 とは言え、中国に限らず、そもそも核兵器は、その誕生からして常に秘密の

ベールに包まれてきたことも事実である。計画の存在自体が極秘裏に進められ

たマンハッタン計画の責任者であったグローブス将軍の最大の関心事項は如何

に同計画の秘密を守るかということにあった。その秘密を守るために、グロー

ブス将軍は諜報・防諜・監視を行う新たな機関を設け、議会も議会の監視を受

けない秘密の予算プロセスを認めた。１２万人以上の人員が動員されたにもか

かわらず、全体像を掴んでいるのはごく一部に過ぎず、各人は目の前に与えら

れた任務だけをこなすよう命じられた。「ここで見たこと、したこと、聞いたこ

とは、ここを離れるに際しては、ここに置いて行け」という看板があらゆると

ころに掲示され、秘密保護が徹底された11。 

核エネルギーをめぐるこうした秘密性は、第２次世界大戦終了後、米ソ対立

の激化から冷戦時代が始まってほどなくして成立した１９４６年原子力基本法

に引き継がれた。「情報の管理」を規定する同法の第１０条は、「（原子力）委員

会は、共通の防衛及び安全保障を確保する方法で、機密データの流布を管理す

る政策をとらなければならない。」として、「機密データ(restricted data)」とは

「原子力兵器の製造若しくは利用、核分裂性物質の生産、又は電力生産におけ

る核分裂性物質の利用に関するすべてのデータを意味する。ただし、委員会が、

時々において共通の防衛及び安全保障に悪影響を及ぼさずに公表できると決定

するデータについては、その限りでない。」と定義した12。「すべてのデータ」と

いう文言には、（秘密解除されない限り）情報源にかかわらず、過去、現在又は

将来のあらゆる提案、推測、シナリオ又は噂までも含むものであり、それらの

                                                   
8 Phillip A. Karber, Strategic Implications of China’s Underground Great Wall 
(September 26, 2011). 

<https://fas.org/nuke/guide/china/Karber_UndergroundFacilities-Full_2011_reduced.pd

f>  
9 代表的なものとして、Hui Zhang, “The defensive nature of China’s “underground great 

wall,”” Bulletin of Atomic Scientists (January 16, 2012); Jeffrey Lewis, “Collected 

Thoughts on Phil Karber,” Arms Control Wonk (December 7, 2011). 

<https://www.armscontrolwonk.com/archive/204799/collected-thoughts-on-phil-karber/>  
10 防衛研究所編『中国安全保障レポート２０１８－岐路に立つ米中関係―』、２０１８年。 
11 Cynthia C. Kelly, ed., The Manhattan Project: The Birth of the Atomic Bomb in the 
Words of Its Creators, Eyewitnesses, and Historians (New York: Black Dog & Leventhal 

Publishers, 2007), pp.231-232.  
12 Atomic Energy Act of 1946 (Public Law 585, 79th Congress). １９４６年原子力法は、

同年８月１日に大統領が署名し、翌年１月１日に発効した。 

https://fas.org/nuke/guide/china/Karber_UndergroundFacilities-Full_2011_reduced.pdf
https://fas.org/nuke/guide/china/Karber_UndergroundFacilities-Full_2011_reduced.pdf
https://www.armscontrolwonk.com/archive/204799/collected-thoughts-on-phil-karber/
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「すべてのデータ」は生まれながらにして秘密(born secret)（以下、「生来の秘

密性」）であり、政府に属するものとされた。米国内法においてこの「生来の秘

密性」が適用されている分野は他にない13。 

「生来の秘密性」が規定された背景には、米国が核兵器の「秘密」を独占す

ることで、米国民は核戦争の危険から保護されるという当時の米国民の一般的

な認識があった。当初から「安全保障」と「秘密」が互換的に用いられ、秘密

性が国家安全保障にとって望ましいのみならず、不可欠であるとの認識が共有

されることで、科学者の間でも完全な情報開示を表だって主張する科学者はほ

とんどいなかったのである14。「生来の秘密性」は、原子力法の幾度かの改正に

伴って微修正されながらも、基本的な概念として現在も効力を有している15。 

しかし、近年、核兵器についても、「透明性」を求める声が国際社会で高まっ

ている。２０１０年核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議16で１０年ぶりに採

択された最終文書は、核兵器国に対してこれまで以上に具体的な透明性向上を

求めたことが大きな成果の一つである。合意された行動計画には２２の核軍縮

関連の行動があるが17、そのうち４カ所において「透明性」の言及がなされた他

                                                   
13 Howard Morland, “Born Secret,” Cardozo Law Review, Vol.26, No.4 (March 2005), 

pp.1401-1402.  
14 Byron S. Miller, “A Law is Passed: The Atomic Energy Act of 1946,” The University of 
Chicago Law Review, Vol.15, No.4 (Summer 1948), p.810.  
15 現在も有効な１９５４年原子力法では、第１１条 y項で、「機密データ」を「（１）原子

力兵器の設計、製造又は利用、（２）特殊核物質の生産、又は（３）エネルギー生産におけ

る特殊核物質の利用に関するすべてのデータを意味する。ただし、機密解除されたデータ

又は第１４２条に基づいて機密データのカテゴリーから外されたデータについては、その

限りでない。」と定義した上で、第１２章（「情報の管理」）の第１４２条で原子力委員会に

よる機密データの機密指定及び機密解除に関する規定がなされている。Atomic Energy Act 

of 1954, as Amended (Public Law 83-703). 
16 会議の名称である“Review Conference”の“Review”の対象は、条約そのものではなく、条

約第８条３項のとおり、「条約の運用(the operation of the Treaty)」であることから、外務

省は２０００年の会議以来、「運用検討会議」と訳している。しかし、“Review Conference”

の“Review”は通常「検討」ではなく、「再検討」や「見直し」と訳されることから、本稿で

は「再検討会議」と訳すこととする。「再検討会議」では、条約そのものを見直すかの印象

を与えるということであれば、「条約運用再検討会議」と訳せばいいことであるが、会議の

正式名称は“Conference of the Review of the Operation of the Treaty”ではなく、あくまで

も“Review Conference”である。なお、ＮＰＴ再検討会議は、１９９０年の再検討会議まで

は「第１回再検討会議」のように冒頭に番号が付されていた。しかし、１９９５年の会議

が条約の運用の再検討のみならず、条約の延長を決めることとなっていたことから、同会

議の名称が「再検討会議」でなく「再検討・延長会議」となり、正式名称が「１９９５年

再検討・延長会議」となった。そのため、その後は「２０００年再検討会議」のように開

催年が冒頭に付されることとなった。 
17 ＮＰＴは、核軍縮、核不拡散及び原子力の平和的利用の三本柱で構成されている。２０

１０年以前の再検討会議では、例えば２０００年再検討会議における核軍縮に関する「１

３措置」のように、基本的に核軍縮についてのみ具体的な措置について合意されていた。
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18、透明性に関連した行動が３つ盛り込まれた。透明性についてこれだけ多くの

項目が設けられたのは過去のＮＰＴ再検討会議ではなかったことである。 

同再検討会議の１か月前には、米国政府は、透明性を重視した新たな核態勢

見直し（ＮＰＲ）を発表している。チェコ共和国の首都プラハで、米国のオバ

マ(Barack H. Obama)大統領が「米国は、核兵器のない平和で安全な世界を追

求することを約束」した核政策に関する歴史的な演説19を行ったちょうど１年後

である。そのＮＰＲは、更なる国際的な不安定や危険のリスクを冒さずに米国

やその他の国が究極的に核兵器を放棄することが可能となり得る条件の一つと

して、「主要な懸念国の（核）計画・能力に関する更なる透明性」を挙げた。そ

の上で、核兵器を放棄するための条件は現在整っておらず、核兵器のない世界

に進むための環境を醸成するために、露と中国との間で戦略的安定性を促進し、

透明性と相互信頼を向上することを追求するとした20。２０１８年のトランプ政

権のＮＰＲにおいても、透明性は重要なキーワードとして頻出している。これ

に対し、２０１０年以前のＮＰＲにおいては、１９９４年ＮＰＲにおいて露の

核兵器の管理を向上させるための一つの手段として核弾頭の解体に関する透明

性が挙げられ、２００１年ＮＰＲにおいては第一次戦略攻撃兵器削減条約（Ｓ

ＴＡＲＴＩ）が透明性にかかる有意義な基礎を与えているとの記述があったの

みである。２０１０年ＮＰＲが中露との戦略的安定性を促進する文脈で透明性

の向上を追求するとの方針を示し、「透明性」という用語に計１７回にわたって

言及したことと比して、実質的な内容に乏しいと言える（第６章参照）。 

 更に、２０００年代後半以降の核軍縮の大きな潮流を形作ったとされるキッ

シンジャー元国務長官、シュルツ元国務長官、ペリー元国防長官及びナン元上

院国防委員長の４賢人による２００７年１月以来のウォール・ストリート・ジ

ャーナル紙への年次の寄稿でも、２０１１年３月の寄稿において、核兵器のな

い世界は単純に現在の世界から核兵器を差し引くだけの世界ではないと述べた

上で、安定及び強化された相互安全保障のためのグローバルな政治的環境を醸

成するために必要なこととして、透明性の向上を挙げるに至った21。 

                                                                                                                                                     

２０１０年再検討会議では、初めてＮＰＴ三本柱すべてについて、「行動計画」として具体

的な措置が合意された。これら三本柱すべてを網羅した「行動計画」には全部で６４の行

動が盛り込まれている。 
18 「透明性」の文言自体は、３つの行動での言及に加えて、セクションの冒頭で言及され

ている箇所があるため、実際には４か所で言及されていることになる。 
19 U.S. White House, Remarks by President Barack Obama in Prague as Delivered 

(April 5, 2009). 

<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-oba

ma-prague-delivered> 
20 U.S. Department of Defense, Nuclear Posture Review Report (April 2010), p.7, p.12, 

pp.48-49. 
21 George P. Shultz, William J. Perry, Henry A. Kissinger and Sam Nunn, “Deterrence 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-prague-delivered
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-prague-delivered
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 また、２００９年以来（２０１０年を除き）ほぼ毎年開催され、２０１１年

以降は２０１０年ＮＰＴ再検討会議の行動計画のフォローアップについて議論

している５核兵器国会合（いわゆる「Ｐ５」プロセス）においても、５核兵器

国間の信頼醸成措置の一環として透明性向上が最も重要な議題として毎年議論

されてきている22。これは、２０１０年行動計画において透明性向上及びその関

連事項が数多く求められていることを含め、透明性向上に関する国際社会にお

ける近年の議論の盛り上がりとは無縁ではない。日本が豪州と共に形成した１

０か国の非核兵器国による地域横断的なグループである軍縮不拡散イニシアテ

ィブ（ＮＰＤＩ）23が、２０１１年に核兵器国に対して透明性向上のための具体

的な提案を行ったことも５核兵器国に対する一定の圧力になっているのではな

いかと推察される（第三章及び第四章に詳述）。 

 このように、核兵器は一方で「生来の秘密性」を抱えながらも、他方で、そ

の秘密性は、核兵器保有国に対して「透明性」を求める国際社会から、また、

特に民主主義国家においては国内からの要請を受けて、徐々に浸食されつつあ

る。核兵器保有国の一部は、核兵器に関連する一部の情報を、特定の核兵器保

有国との間で相互的に、あるいは、国際社会に対して一般的に開示するように

なっているのである。 

 本研究は、主に２つの問題意識に基づいている。第１に、核兵器の「生来の

秘密性」がどのようにして「透明性」という議論に変化していったのかという

問題意識である。第２に、短中期的に、フォーマルな形式である核軍備管理・

軍縮条約を活用して日本近隣の核兵器国の核戦力の増強を食い止めることは期

待できないとの認識の中で、少なくともまずは透明性を向上させることで、中

長期的には核兵器のない世界に向けて核軍備管理・軍縮条約に結び付けること

ができないか、という問題意識である。本研究は、それらの問題意識の下、国

際社会における核兵器に関する透明性の議論がどのように進展してきたのかを

明らかにすることを目的とする。 

 

２．先行研究 

上記１．のとおり核軍縮の文脈における透明性の議論が盛り上がっている反

                                                                                                                                                     

in the Age of Nuclear Proliferation,” Wall Street Journal, March 7, 2011.  
22 Andrea Berger and Malcom Chalmers, Great Expectations: The P5 Process and the 
Non-Proliferation Treaty (London: Whitehall Report 3-13, August 2013). 

<https://rusi.org/sites/default/files/whr_3-13_web.pdf> 
23 ＮＰＤＩは、２０１０年ＮＰＴ再検討会議の行動計画の実施を前進させることを主な目

的として、２０１０年９月に設立されたグループ。メンバー国は、オーストラリア、カナ

ダ、チリ、ドイツ、日本、ナイジェリア、メキシコ、オランダ、フィリピン、ポーランド、

トルコ及びアラブ首長国連邦の１２か国。ナイジェリアとフィリピンは、２０１３年９月

に参加。外務省ホームページ参照。<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/npdi/index.html>  

https://rusi.org/sites/default/files/whr_3-13_web.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/npdi/index.html
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面、核軍備管理・軍縮における透明性の意義に関する本格的に包括的な先行研

究は少ない。そもそも「透明性」と一口に言っても、その定義、具体的に何を

対象としているのか（スコープ）、どの程度の透明性が求められるのか（レベル）、

透明性の実施方法、何のために透明性が必要なのか（意義）等の点について、

国際的な合意が存在する訳でもなく、必ずしも明確ではない。核軍備管理・軍

縮の文脈における透明性に関する唯一と言ってよいストックホルム平和研究所

（ＳＩＰＲＩ）による包括的な先行研究は必ずしも十分ではないが、一定の示

唆を得ることはできる。 

例えば、定義について、ザリンパス(Nicholas Zarimpas)は、「透明性」は多義

的に用いられ、基本的に「秘密性」の反意語としての「開放性と説明責任の原

則」に基づいているとした上で、「認識されること、理解されること又は検知さ

れること、明らかなこと、明白なことを通じて、容易に認められる特性又は状

態」というオックスフォード英語辞典の定義を引用した。しかし、ザリンパス

は、この一般的な定義を核軍備管理・軍縮の文脈に当てはめた場合の定義づけ

を行っていない24。ピカエフ(Alexander Pikayev)も、広義の意味で「情報及び

情報の入手可能性及び信頼性」を指すとするに留まり、必ずしも核軍備管理・

軍縮における定義を行った訳ではない25。 

ザリンパスは、核軍備管理・軍縮における透明性に関する幾つかの特徴を挙

げている。まず、ザリンパスは、軍備管理の文脈において、透明性は、信頼醸

成や協力と関連づけられることが多いと述べている。透明性によって、各国の

意図や能力に関する予測可能性が高まることで、相互理解を促進し、緊張を緩

和し、誤解を減らすことになる。透明性の概念は、秘密とされていた情報が開

示されることに加え、入手可能性と信頼性も含む。根本的には、国際社会、近

隣国又は自国民に向けて各国が自発的かつ一方的に行う措置であるが、協調的

な措置や交渉に基づくものもある。更に、透明性の概念は、検証の概念と同義

ではないが、密接に関連しており、説明責任と効果的な検証の前提条件である26。 

透明性の具体的な対象（スコープ）について、ザリンパスは、核弾頭と核物

質に関連する数量を主な対象として取り上げつつ、将来的には、核兵器関連の

完全な記録、核弾頭解体の検証、余剰核分裂性物質の不可逆的な処分、新しい

核弾頭及び核分裂性物質の生産禁止までも含み得るとした27。グラン(Camille 

                                                   
24 Nicholas Zarimpas, “Introduction” in Transparency in Nuclear Warheads and 
Materials: The Political and Technical Dimensions, ed. Nicholas Zarimpas (New York: 

Oxford University Press, 2003), p.7.  
25 Alexander Pikayev, “Transparency and security in Russian-US nuclear relations,” in 

Transparency in Nuclear Warheads and Materials, p.58.  
26 Zarimpas, p.7 
27 Ibid., p.8.  
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Grand)は、過去と現在に分けて、過去については、核兵器開発の記録、核実験、

核事故、兵器級核分裂性物質の生産、核兵器の生産、現在については、核軍縮

努力、現地査察やデータ交換といった二国間・多国間の軍備管理、現存・閉鎖

核施設、核分裂性物質の保有量、核兵器の保有量・能力を挙げている28。李彬(Li 

Bin)は、核戦略における透明性（核態勢や戦略に関する情報）、質的透明性（核

兵器の種類等）、量的透明性（核兵器保有数等）、核活動に関する説明（誤解を

招く特定の行動に関する説明と証拠提示）、施設訪問の受け入れ（核実験、生産、

研究施設への訪問の受け入れ）の５つに分類している29。 

透明性の具体的行為については、ザリンパスは、程度に応じて、意図の表明、

情報の提供、情報の検証の３つに分類している30。グランは、一方的宣言・行動、

二国間合意・条約、核兵器国のみによる多国間合意、その他の多国間合意に分

類している31。 

透明性が核軍備管理・軍縮に与える影響に関する包括的な先行研究はないが、

リンドレー(Dan Lindley)が安全保障レジームとの関係で包括的な研究を行って

いる。リンドレーは、安全保障レジームは透明性を向上させる、透明性の見通

しは協力を促進する、透明性は協力を促進し紛争を防止するといった仮説を立

て、ヨーロッパ協調(Concert of Europe)や複数の国連平和維持活動のケース・

スタディを通じて、それらの仮説が一定程度成り立つことを実証した32。安全保

障レジームの１つである軍備管理レジームにおける透明性の意義については、

ケーススタディとして取り上げたヨーロッパ協調や国連平和維持活動とは異な

り、軍備管理レジームが具体的な危機や事案を扱う訳ではないこともあり、そ

れらの仮説を客観的に測定可能な形で証明することは非常に困難として、附属

において簡単に論じているだけである33。それでも、安全保障レジーム全般にお

ける仮説は、必ずしもそのままではないが、一定程度当てはまるだろうとして

いる。リンドレーが述べるとおり、軍備管理レジームにおける透明性の影響を

客観的に測定できる形で実証することは困難であることから、本研究はリンド

レーの仮説を軍備管理レジームに当てはめてその仮説の是非を実証するもので

はなく、リンドレーの仮説を前提とする。 

 

                                                   
28 Camille Grand, “Nuclear weapon states and the transparency dilemma,” in 

Transparency in Nuclear Warheads and Materials, pp.39-46. 
29 Li Bin, “China and nuclear transparency,” in Transparency in Nuclear Warheads and 
Materials, pp.50-51. 
30 Zarimpas, p.8. 
31 Grand, pp.46-47. 
32 Dan Lindley, Promoting Peace with Information: Transparency as a Tool of Security 
Regimes (Princeton: Princeton University Press, 2007). 
33 Ibid., pp.215-236.  
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３．研究の意義 

上記２．で見たように、先行研究は、過去に実際になされた透明性措置や、

透明性に関して過去の国際会議で実際になされた議論を、一次資料に基づいて

包括的に整理した上で行った分析ではない。核軍備管理・軍縮における透明性

に関する議論が盛り上がっている割には、核軍備管理・軍縮における透明性に

関する研究が深まっているとは言えず、また、様々な文献や実際の外交の現場

では透明性という用語が異なる意味・目的で扱われているという現状がある。 

核軍備管理・軍縮の分野において透明性に関する議論が盛り上がっているに

もかかわらず、このような状況を放置したままでは、透明性に関する議論の更

なる進展の障害にもなりかねない。研究者や外交の現場における政策担当者等

によって透明性の概念や対象が異なったままでは、透明性の向上を支持するか

否かという雑駁かつ不毛な議論に留まり、それ以上の発展が望めなくなるから

である。こうした傾向は、特に政府関係者が参加する国連やＮＰＴといった公

式な場において顕著と言える。とりわけ長年にわたって透明性に極めて消極的

な姿勢を維持している中国は、透明性という用語が異なる意味で用いられるこ

とを逆手に、近年国際社会で盛り上がりつつある透明性に関する議論に水を差

している。国際社会は、ここまで進展してきた透明性に関する議論が引き続き

進展するか、あるいは、停滞するかの局面に差し掛かっている。 

「核兵器のない世界」の実現のためには、これまでの米ソ・米露の二国間に

よる核軍備管理・軍縮交渉から、いずれ中国を含めた他の核兵器保有国の関与

をも得た複数国間の核兵器の削減交渉を始める必要があるが、その前提条件と

して透明性は不可欠である。透明性がなければ、核軍縮のためのベースライン

を決めることも、また、合意された削減の検証も行うことができない。したが

って、透明性の議論の停滞は、透明性に関する議論の停滞に留まるものではな

く、核軍備管理・軍縮そのものに関する議論の停滞をも招き得るものである。 

地域の安全保障という観点からは、透明性を含む核軍備管理・軍縮に関する

議論が実質的に進展しないこととなれば、それはひいては、専守防衛という非

常に自制的な防衛政策を維持し、外交を通じた安全保障向上に重きを置く日本

の安全保障にとっても有害となり得る。 

そこで、本研究は、今後の国際的な議論の発展の基礎を提供し得ることを期

待して、上記１．で述べた問題意識の下、次のリサーチ・クエスチョンを立て

る。 

第１に、そもそも一般的な軍備管理・軍縮において透明性の概念はどのよう

に位置づけられてきたのか。例えば、透明性を通じて何を達成しようとしてき

たのか。どのような意義があるのか。第２に、核軍備管理・軍縮における透明

性についても、二国間と多国間に分けたうえで、透明性概念の位置づけおよび



9 

 

意義について、以下のような問いを立てる。すなわち、二国間と多国間におい

て、透明性の議論がどのように発展してきたのか。二国間については、米ソ・

米露の核軍備管理・軍縮の枠内において実際にどのような透明性措置がとられ

てきたのか。多国間については、ＮＰＴ体制の維持・強化との関係において透

明性がどのように議論されてきたのか。第３に、そうした米ソ・米露において

とられてきた透明性措置は核戦略理論との関係においてなぜ可能であったのか。

他方で、なぜ米中間では現代に至るまで可能ではないのか。そして、米ソ・米

露における透明性措置は、どのように中国に適用できるか。 

以上の問いに関し、米ソ・米露間の核軍備管理・軍縮において実際にとられ

てきた透明性措置や核軍縮に関する国際フォーラムの場における実際の議論を

下に、核軍備管理・軍縮における透明性の概念や議論の進展ぶりを整理し、そ

れら透明性措置と核政策・戦略との関係を明らかにすることで、国際社会にお

ける透明性に関する今後の議論をより精緻なものとすることが期待される。す

なわち、透明性概念の発展の過程の分析を通じ、政策の展開の文脈に沿いなが

ら概念の整理と精緻化を試みるものである。そのことによって、国際社会にお

ける核兵器の透明性に関する議論の進展、ひいては将来における複数国間の核

軍備管理・軍縮交渉と究極的な核兵器のない世界の実現の基礎を敷くのに貢献

できることが期待される。 

 

４．分析の枠組みと論文の構成 

 先行研究では、実際の透明性措置に基づいた概念整理が行われてこなかった

ことから、本研究では、基本的に国連文書や米ソ・米露の条約といった一次資

料に基づいて、実際の透明性措置を材料として、透明性の概念や議論の進展を

整理する。また、それら実際にとられた透明性措置が、なぜ冷戦時代の米ソ・

米露において可能であったのに対して、現代の中国においてとり得ないのか、

各国の核戦略理論を当てはめることで明らかにする。 

まず、第２章では、第１のリサーチ・クエスチョンに対処すべく、特に通常

兵器と宇宙の軍事利用における信頼醸成措置（ＣＢＭ）との関係を中心に、軍

備管理・軍縮一般において透明性がどのように位置づけられてきたのか、どの

ような意義が見いだされてきたのかを整理・分析する。 

第３章以降は、核軍備管理・軍縮の分野における透明性に焦点を当てる。第

３章では、第２のリサーチ・クエスチョンのうち二国間の透明性を論じるべく、

米ソ・米露の二国間における透明性に焦点を当てる。戦略核に関する軍備管理・

軍縮条約における透明性を中心として、米ソ・米露が戦略核に関して実際にと

った透明性措置の事実関係を整理・分析することで、米ソ・米露間の透明性の

進展を概観する。米ソ・米露の核兵器、更にはそれら核兵器のうちの戦略核に
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関する透明性に焦点を当てるのは、両国間の戦略核については、既に複数の軍

備管理・軍縮条約が成立しており、透明性の進展についてより正確かつ容易な

比較ができるからである。 

続いて、第４章及び第５章においては、第２のリサーチ・クエスチョンのう

ち多国間における透明性を論じるべく、近年、議論が盛り上がっている多国間

の場における透明性に焦点を当てる。多国間の核軍縮プロセスとして、ＮＰＴ

再検討プロセスにおける透明性の議論を概観する。１９７０年のＮＰＴ成立後

の最初の再検討会議から直近の２０２０年再検討プロセスにおける透明性に関

する議論を、１９７５年から２０１０年まで（第４章）と２０１０年以降（第

５章）に分けて公式文書等の一次資料を中心に概観する。核軍縮を含めた包括

的な「行動計画」が合意された２０１０年再検討会議は、ＮＰＴの歴史におい

て重要な節目であることから、２０１０年再検討会議を境に概観する。ＮＰＴ

再検討会議における透明性に関する合意事項、各国提案及び発言を中心に、透

明性に関する議論の経緯を整理・分析する。ＮＰＴでの透明性に関する議論の

変遷を見ることで、議論の重心がどのように変化しているのか、透明性の意義

がどのように進展しているのかについて論じる。 

第６章では、第３のリサーチ・クエスチョンに対処すべく、第３章から第５

章までの米ソ・米露の実例について、特に米国を中心に、それら透明性措置が

受け入れ可能であった背景を両国の核戦略との関係で概観する。その後、中国

への適用可能性を探るべく、中国の透明性に関する考え方とその背景を中国の

核戦略から明らかにする。 

最終章では、本研究の限界と今後の検討課題を述べつつ、第２章から第６章

までで明らかとなったことを受けて、核軍備管理・軍縮における透明性の意義

を総括する。その上で、中国の透明性に関する今後の展望と政策上の含意を論

じる。中国の核戦略に基づきつつも、第３章で概観した米ソ・米露間の透明性

措置を踏まえて、具体的にどのような透明性措置であれば中国の核戦略を害し

ない形で採用し得るのか論じる。第４章及び第５章で概観したＮＰＴ再検討プ

ロセスにおいて認識されている透明性の意義との関連でも、中国によるそうし

た透明性措置の意義を論じる。 
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第２章 軍備管理・軍縮一般における透明性 

 

 本章では、まず、軍備管理・軍縮一般において透明性がこれまでどのように

位置づけられてきたか、その意義・役割や具体的な透明性措置を含め概観する。 

 

１．透明性の定義 

 序章で述べたとおり、国際的に合意された軍備管理・軍縮における「透明性」

の定義がある訳ではない。唯一最も国際的な合意に近いと思われる定義は、１

９９１年の「通常兵器の国際的な移転における透明性を促進する方途に関する

研究」と題された国連事務総長による報告書におけるものである。同報告書は、

必ずしも国際場裏における政府間の合意文書ではないが、１８か国の政府から

推薦を受け国連事務総長が任命した政府専門家による合意文書であり、政府間

の合意文書に次ぐ公的な文書である。その報告書では、「開放性(openness)」と

「透明性(transparency)」を区別して、それぞれ一定の定義を示している。「開

放性」とは、「軍事的問題に関して情報を公にする一般的な国の政策」であると

して、「国の政府システムや慣習の機能」であるとしている。それに対して、「透

明性」は、「非公式又は公式の国際的な取決めの下で軍事的分野における活動の

特定の側面に関する情報を体系的に提供すること」としている34。ここでは、国

家の一方的な行為（開放性）と国際的な取決めの下での行為（透明性）とに区

別している。 

 その後の様々な透明性に関連する国連の報告書において「透明性」に関する

特段の定義はなされていなかったが、２０１３年の「宇宙活動に関する透明性・

信頼醸成措置に関する政府専門家グループ」による報告書は、「一般的に、透明

性・信頼醸成措置は、相互理解と信頼を醸成し、誤認及び誤算を緩和し、結果

として軍事的衝突を防止し地域・グローバルな安定性を作ることを目的として、

政府が情報を共有する手段である。また、透明性・信頼醸成措置は、国家の平

和的意図に関する信頼を醸成し、相互理解を進め、意図の明確さを向上させ、

経済的及び安全保障の分野における予測可能な戦略的状況を高めることに資す

る。」と定義した35。ここでは、信頼醸成や誤解緩和といった様々な目的のため

の情報共有と定義され、行為自体は国家の一方的行為や国際的な取決め如何に

かかわらず「情報を共有」すること自体を「透明性」と幅広く定義づけた。 

                                                   
34 Report of the Secretary-General: Study on Ways and Means of Promoting 
Transparency in International Transfers of Conventional Arms (A/46/301: September 9, 

1991), p.13. 
35 Report of the Group of Governmental Experts on Transparency and 
Confidence-Building Measures in Outer Space Activities (A/68/189*: July 29, 2013), 

p.12. 
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 「透明性」の概念を実際の具体的措置に基づいて整理することが目的である

本研究においては、いわゆる「落ち」がないよう研究対象を広めにとることが

望ましい。したがって、１９９１年の国連事務総長報告書のように、国家の一

方的な行為か国際的な取決めの下での行為かによって区別する必然性はない。

また、透明性の目的についても、基本的には２０１３年の上記報告書で言及さ

れている目的自体はそのとおりであるが、下記３．で後述するとおり必ずしも

それら目的に限定される訳ではない。したがって、本研究においては、「政府が

核兵器や核軍備管理・軍縮に関連する能力や意図にかかる情報を開示するあら

ゆる行為」（軍備管理・軍縮一般であれば、「政府が兵器や軍備管理・軍縮に関

連する能力や意図にかかる情報を開示するあらゆる行為」）と定義する。 

 

２．国際場裏における透明性の用語の変化 

 軍備管理・軍縮関連において「透明性」の用語が用いられるようになったの

は比較的最近のことである。例えば、国連で最初に用いられたと思われるのは、

１９８８年（１２月）の国連総会で採択された「国際的な武器移転」に関する

決議においてである。同決議は、国連事務総長に対して、「政府専門家の支援を

得て、普遍的かつ非差別的な基礎に基づく通常兵器の国際的な移転における透

明性を促進する方途を研究するよう要請し」た36。１９９１年（９月）に事務総

長が国連総会に提出した同研究に関する報告書は、「情報の欠如を原因とする誤

認や誤算が過剰な軍備増強を加速させる、開放性と透明性の向上が国際安全保

障及び安定に資するとのコンセンサスが生まれている。」と指摘した37。１９９

２年（５月）に国連軍縮委員会（ＵＮＤＣ）で採択された「軍事に関する客観

的情報のためのガイドラインと勧告」では、軍事に関する客観的情報の目的の

一つとして、「信頼を醸成し、相互信用を向上させ、緊張緩和に資するために軍

事に関する透明性を慫慂する」ことが挙げられた38。翌年の１９９３年にＵＮＤ

Ｃで採択された「グローバル安全保障の文脈における軍縮への地域的アプロー

チのためのガイドラインと勧告」においても、「軍縮・軍備制限への地域的アプ

ローチは、地域諸国間の信頼を醸成するために軍事に関する透明性を促進すべ

きである。」とされた39。 

                                                   
36 International Arms Transfers (A/RES/43/75 I: December 7, 1988), p.3. 
37 Report of the Secretary-General: Study on Ways and Means of Promoting 
Transparency in International Transfers of Conventional Arms, p.50. 
38 “Guidelines and Recommendations for Objective Information on Military Matters,” in 

Report of the Disarmament Commission: General Assembly Official Records 
Forty-seventh Session Supplement No.42 (A/47/42: 1992), p17.  
39 “Guidelines and Recommendations for Regional Approaches to Disarmament within 

the Context of Global Security,” in Report of the Disarmament Commission: General 
Assembly Official Records Forty-eighth Session Supplement No.42 (A/48/42: 1993), 
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 二国間においても、「透明性」の用語が最初に登場したのは、１９９３年の米

露の高濃縮ウラン透明性プログラムや１９９４～１９９５年にかけての包括的

な透明性レジームの構築に向けた米露合意においてである（第５章参照）。地域

間においても、例えば、欧州の地域安全保障メカニズムである欧州安全保障協

力会議（ＣＳＣＥ）／欧州安全保障協力機構（ＯＳＣＥ）の合意文書で「透明

性」が初めて登場したのは、１９９０年の「新しい欧州のためのパリ憲章」に

おいてであり40、後述の信頼醸成措置に関する文書としては１９９２年のウィー

ン文書が最初である41。 

 このように、「透明性」の用語が明示的に用いられるようになったのは冷戦末

期頃からであるが、実際には透明性はそれ以前から、「信頼醸成措置(CBMs: 

Confidence-Building Measures)」の一部として国際関係の重要な考え方であっ

た。１９８２年の国連の「信頼醸成措置に関する包括的研究」において、信頼

醸成措置の目標は、「様々な地域及び究極的には世界的な国際軍備競争の継続の

重要な要因となっている、不信、恐怖、緊張及び敵対関係の原因の低減、又は、

時には除去することに貢献する」とされている42。この包括的研究では、「透明

性」という用語はまだ用いられていないが、「不信の原因の一つは、他国の軍事

的行動及びその他の相互安全保障に関する信頼性のある情報が欠如しているこ

とである」43として、情報の欠如、すなわち不透明性が相互不信の原因の一つで

あり、その対策として信頼醸成措置が位置付けられている。透明性の概念が本

来的に信頼醸成措置の概念の一部であることを示唆している。 

上記１．のとおり、「核兵器や核軍備管理・軍縮に関連する能力や意図にかか

る情報を開示するあらゆる行為」（軍備管理・軍縮一般であれば、「兵器や軍備

管理・軍縮に関連する能力や意図にかかる情報を開示するあらゆる行為」）との

定義の下で考えれば、「透明性」という用語が明示的に用いられていなくても、

第２次世界大戦後、実質的に透明性に該当する措置は数多くとられてきている

と言える。 

第２次世界大戦後における国際的に合意された最初の軍備管理・軍縮分野の

透明性措置は、１９５９年１２月に署名された南極条約と言える。南極条約は、
                                                                                                                                                     

p.18. 
40 Charter of Paris for a New Europe (Paris, 1990), p.6. 
41 Vienna Document 1992 of the Negotiations of Confidence- and Security-Building 
Measures Convened in Accordance with the Relevant Provisions of the Concluding 
Document of the Vienna Meeting of the Conference on Security and Co-Operation in 
Europe (Vienna: March 4, 1992), p.16. 
42 Comprehensive Study on Confidence-building Measures: Report of the 
Secretary-General (New York: United Nations Publications, 1982), p.6. この「包括的研

究」は、１９７９年の国連総会決議(A/RES/34/87B)に基づいて設置された政府専門家グル

ープ（１４か国の政府専門家で構成）の合意として出された報告書である。 
43 Ibid., p.7, p.39.  
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南極地域を「平和的目的」のみに利用することを定め、「軍事基地及び防備施設

の設置、軍事演習の実施並びにあらゆる型の兵器の実験のような軍事的性質の

措置」を禁じることで、完全な非軍事化を実現した（第１条）。その上で、「南

極地域のすべての地域（これらの地域におけるすべての基地、施設及び備品並

びに南極地域における貨物又は人員の積卸し又は積込みの地点にあるすべての

船舶及び航空機を含む。）」（第７条３項）に対して、各締約国が指名する監視員

（同１項）は「いつでも出入りする完全な自由を有する」（同２項）。更に、「南

極地域のいずれかの又はすべての地域の空中監視をいつでも行うことができる」

（同第４項）として、完全な査察が認められた44。これは、同じく現地査察の規

定を有する後の中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約における現地査察制度をはる

かに凌ぎ、イラクの大量破壊兵器の廃棄を検証するための国連特別委員会（Ｕ

ＮＳＣＯＭ）及び国連監視検証査察委員会（ＵＮＭＯＶＩＣ）による「いつで

も、どこでも」実施できる査察と匹敵する現地査察制度とも言え、徹底した透

明性を実現している。その後、宇宙（１９６７年署名の宇宙条約）や海底（１

９７１年署名の海底非核化条約）といったその他の国際公域公域にも、程度の

差はあるが、検証規定が設けられ、透明性が確保された。南極条約のように、

冷戦期の早い段階で国際社会が極めて高いレベルの透明性措置に合意できたの

は、国家主権が及ばない国際公域であるからこそ可能であったと言える。 

国際公域ではない分野では、１９６３年に米ソが合意した「ホットライン」

の設置が実質的に最初の透明性措置と言える。このホットライン協定（「直接の

コミュニケーション・リンク設置に関する米ソ了解覚書」）45は、１９６２年１

０月のキューバ危機において、米ソ間に直接のコミュニケーション・チャンネ

ルが存在しないことから、相手の動きや意図がわからない状況に直面した米ソ

が、危機感を覚えて合意したものである46。上述の包括的研究において「最初の

重要な具体的な信頼醸成措置」と評されたように47、当時は信頼醸成措置として

認識されていたが、ホットラインの設置は、相手の動きや意図の透明性を高め、

相手の動きや意図をより良く把握・理解することを目的としていることから、

透明性措置の一つとも言える。 

「透明性」に関わる措置は、このように当初はいわば無意識な形で「信頼醸

                                                   
44 藤田久一『軍縮条約・資料集』（第二版）、有信堂、１９９７年、２６９～２７０頁。 
45 Memorandum of Understanding Between the United States of America and The 
Union of Soviet Socialist Republics Regarding the Establishment of a Direct 
Communications Link (June 20, 1963).  
46 Webster A. Stone, "The Hot Line: Washington-Moscow Direct Communications Link, 

1963 to the Present," in Encyclopedia of Arms Control and Disarmament, ed. Richard 

Dean Burns (New York: Charles Scribner's Sons Macmillan Publishing Company, 1993), 

pp.847-853.  
47 Comprehensive Study on Confidence-building Measures, p.21. 
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成措置」の一部として実質的に実施されながら、冷戦末期頃から、明示的に「透

明性」という用語が用いられるようになった。その後、２０００年代半ば頃か

らは「透明性・信頼醸成措置(TCBMs: Transparency and Confidence-Building 

Measures)」と信頼醸成措置と並列する概念のような形で用いられるようにもな

った。例えば、２００５年以来、国連総会では「宇宙活動に関する透明性・信

頼醸成措置」に関する決議が毎年採択されている。２０１０年の同決議に基づ

いて「宇宙活動に関する透明性・信頼醸成措置に関する政府専門家グループ」

が設置され、２０１３年に報告書を提出した48。２０１１年の「軍事支出報告の

ための国連標準化文書の運用及び更なる進展に関する政府専門家グループ」の

報告書においても「透明性・信頼醸成措置」との文言が用いられている49。当初

は「信頼醸成措置」であったのが徐々に「透明性・信頼醸成措置」と呼ばれる

ほどになったことは、透明性の位置づけが徐々に高まってきていることを示し

ている。 

 

３．透明性の目的・意義 

 軍備管理・軍縮一般における透明性は、多くの場合、異なる観点や意味合い

を持って語られ認識されてきた。ここでは、国連文書を中心に、通常兵器の軍

備管理・軍縮においてこれまで透明性がどのように意義づけられてきたのか整

理する。 

 

①信頼醸成のための透明性 

 まず、信頼醸成のための透明性がある。上記２．の「信頼醸成措置に関する

包括的研究」が列挙した信頼醸成措置の具体例は次のとおりである50。上記の透

明性の定義に当てはめると、下記の信頼醸成措置のうち下線のものについては

透明性措置と言える51。 

                                                   
48 Report of the Group of Governmental Experts on Transparency and 
Confidence-Building Measures in Outer Space Activities (A/68/189*: July 29, 2013).  
49 Report of the Group of Governmental Experts on the Operation and Further 
Development of the United Nations Standardized Instrument for Reporting Military 
Expenditures (A/66/89: June 14, 2011), p.12.  
50 Comprehensive Study on Confidence-building Measures, pp.30-32. 
51 信頼醸成措置については様々な分類がなされている。例えば、ボロワスキは、信頼醸成

措置を次の３つのカテゴリーに分類した。①情報交換（軍事予算、主要部隊や司令部の場

所、組織、軍事力、ドクトリンの開示；核兵器の事故、権限を有しない核の事案の通告；

ミサイル実験発射の通告；核リスク低減センター）、②観察・査察（主要な軍事的行動の観

察；現地査察；ＩＣＢＭサイロのセンサー；行動を秘匿しないこと）、③軍事行動への制約

（攻撃シミュレーションの禁止；軍隊の出入口の設定；攻撃兵器の前方展開禁止；複数ミ

サイル発射の禁止；軍事行動の上限）。John Borawski, “The World of CBMs,” in John 

Borawski, ed. Avoiding War in the Nuclear Age: Confidence-Building Measures for 
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●軍事的性格を有する情報及びコミュニケーション 

 ・軍事的活動及びその他の相互安全保障問題に関する情報の公表及び交換 

 ・軍備管理・軍縮問題に関する情報の公表及び交換 

●軍事支出 

 ・絶対値又は割合といった相互の合意に基づいた軍事予算の漸次的削減 

●軍事活動に関する事前通報 

 ・合意された基準の下での主要な軍事演習に関する事前通報 

 ・その他の軍事演習に関する自発的な事前通報 

 ・主要な軍事行動に関する事前通報 

●相互訪問 

 ・軍事演習への軍事監視団の招待 

 ・軍事視察団の交換 

 ・軍事学校における他国の軍人への奨学金の提供 

●協議 

 ・軍備管理・軍縮合意の実施を促進するための協議メカニズムの設置 

●軍事行動 

 ・演習のような特定の軍事活動のスコープ・程度に関する情報の提供 

●軍事的緊張の緩和 

 ・軍事的緊張の緩和に資する措置 

 ・非核兵器国の安全保障を強化する措置 

●制約 

 ・特定の軍事活動の制限又は除外 

 ・非核兵器地帯、非武装地帯、平和・協力地帯の設置 

●検証 

 ・信頼醸成措置や軍備管理・軍縮条約での検証にかかる手続きの強化 

●危機管理 

 ・ホットラインの設置等、コミュニケーションの改善にかかる手続きの確立 

 ・軍隊の切り離し 

 ・監視ポストの設置のような平和維持措置 

●紛争解決 

 ・緊張緩和や紛争解決に貢献する措置 

 

                                                                                                                                                     

Crisis Stability (Boulder: Westview Press, 1986), pp.10-14. ①と②は透明性措置と言える。

③の軍事行動の制約も、他国に事前の警告を与えることを目的としており、間接的に透明

性を高める効果を有するが、直接的に情報を開示するものではないので、本論文では透明

性措置として扱わない。 
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信頼醸成措置は、①潜在敵国が侵略的な意図を有してないことを各国に再保証

し、特定の行動に対する誤解の可能性を減じること、②強国の軍隊による政治

的脅迫のスコープを狭めること、③危機状況において敵対的な行動が意図しな

い形でエスカレートする可能性を最小限化することを目的としている52。不信や

恐怖の原因を緩和・除去することによって、誤解や誤算によって生じ得る紛争

のリスクを減じ、国家が武力行使に訴えるリスクを抑える役割が期待される53。

その不信や恐怖の原因の一つである情報の欠如、すなわち不透明性に対処する

のが信頼醸成のための透明性である。上述のとおり、当初は単に信頼醸成措置

として扱われていたが、徐々に透明性措置としても認識されるようになった。 

 この信頼醸成としての透明性は、多くの国連の報告書でも認められており、

最も重要な透明性の概念と言える。例えば、１９８８年のＵＮＤＣで採択され

た「信頼醸成措置の適切な種類及びグローバル又は地域レベルにおける信頼醸

成措置の実施のためのガイドライン」では、まだ「透明性」という用語は出て

こないが、「軍隊、兵器、軍事活動に関する情報交換」が「諸国間の信頼を促進

し、各国の意図に関する誤認の危険性を減じる」とした54。１９９１年の「通常

兵器の国際的な移転における透明性を促進する方途に関する研究」は、「透明性

の最も重要な意図された効果は、信頼と安全保障の醸成、疑念、不信、恐怖の

緩和」であるとした55。１９９２年の「軍事に関する客観的情報のためのガイド

ラインと勧告」では、客観的情報の目的の一つとして、「相互の信頼を醸成し向

上させ、緊張を緩和させること」が挙げられた56。最近の国連軍備登録制度に関

する政府専門家グループ報告書57や軍事支出報告に関する政府専門家グループ

報告書58でも同趣旨が盛り込まれている。 

                                                   
52 Jozef Goldblat, Arms Control (London: SAGE Publications Ltd., 2002), p.10. 
53 Comprehensive Study on Confidence-building Measures, pp.6-7, p.39. Carl C. 

Krehbiel, Confidence- and Security-Building Measures in Europe (New York: Praeger 

Publishers, 1989), p.4.  
54 “Guidelines for Appropriate Types of Confidence-Building Measures and for the 

Implementation of such Measures on a Global or Regional Level,” in Special Report of 
the Disarmament Commission to the General Assembly at Its Third Special Session 
Devoted to Disarmament (A/S-15/3*: 28 May 1988), p.34. 
55 Report of the Secretary-General: Study on Ways and Means of Promoting 
Transparency in International Transfers of Conventional Arms, p.37. 
56 “Guidelines and Recommendations for Objective Information on Military Matters,” 

p.17. 
57 Report on Continuing Operation of the United Nations Register of Conventional 
Arms and its Further Development (A/71/259: July 29, 2016), p.11. 
58 Report of the Group of Governmental Experts on the Operation and Further 
Development of the United Nations Standardized Instrument for Reporting Military 
Expenditures, p.2, p.7; Report of the Group of Governmental Experts to Review the 
Operation and Further Development of the United Nations Report on Military 
Expenditures (A/72/293: August 4, 2017), p.17, p.23. 
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②検証のための透明性 

 軍備管理・軍縮関連の合意では、合意された義務を当事国が遵守しているか

を検証する規定が盛り込まれることが多い。互いの検証能力を侵害しないこと

から始まって、衛星や航空機による査察、申告施設への現地査察、遠隔操作が

可能な装置による査察、未申告施設への現地査察等、様々な検証措置がある。

透明性は、そうした検証措置の一環として語られることも多い。１９９２年の

「軍事に関する客観的情報のためのガイドラインと勧告」は、客観的情報の目

的の一つとして、「軍備管理、削減、廃絶における義務の遵守の検証」を挙げた
59。軍縮不拡散における透明性の新しい役割を論じたフロリニ(Ann Florini)は、

透明性の効果を語る際に、「検証規定によって違反が探知され罰せられる可能性

が非常に高くなるので、条約当事国による違反を抑止する」と論じた60。安全保

障レジームにおける透明性の役割を論じたリンドレー(Dan Lindley)も、軍備管

理における透明性について論じた際、「（一部の例外を除いて）相互に検証され

ない限り、攻撃兵器を制限する合意は署名される可能性は低いだろう。更に、

特定の種類の兵器を制限する合意は、国家の意図を一般的に検証しようとする

に過ぎないオープンスカイ条約的な合意よりもはるかに侵入的な検証を必要と

するであろう。これらの査察の機微性は、透明性を通じた安全保障の追求と秘

密性を通じた安全保障の追求との間の交換条件（トレードオフ）を著しく上げ

ることになる。」とした61。このように、透明性は、検証と同一視して論じられ

ることもある。なお、信頼醸成のための透明性は、その目的から透明性の対象

を幅広くとるのに対して、検証のための透明性は、合意された義務の履行を確

認するために特定の対象に標的を絞るという違いがある。 

 

③軍備管理・軍縮の代替策としての透明性 

軍備管理・軍縮を進めようとして合意が得られないことを受けて、代替策と

して始められる透明性措置がある。例えば、１９４５年に国連が創設されて以

来、世界の人的・経済的資源を軍備のために転用することを最も少なくすると

いう国連憲章第２６条で規定された国連の任務を全うすべく、様々な軍事支出

削減に関する提案がなされた。１９７３年には国連安保理常任理事国の軍事支

                                                   
59 “Guidelines and Recommendations for Objective Information on Military Matters,” 

p.17. 
60 Ann M. Florini, "A New Role for Transparency," in Arms Control: New Approaches to 
Theory and Policy, ed. Nancy W. Gallagher (London: Frank Cass Publishers, 1998), 

pp.59-60. 
61 Dan Lindley, Promoting Peace with Information: Transparency as a Tool of Security 
Regimes (Princeton: Princeton University Press, 2007), p.318.  
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出をそれぞれ１割ずつ削減し、削減分を開発援助に回すという提案が国連総会

決議で採択された62。同決議に基づいて、「軍事支出削減の結果として捻出され

た予算の配分に関する特別委員会」が設置されたが、核兵器国の間での意見対

立により同委員会は開催されることはなかった63。しかし、同時に、軍事支出の

標準報告制度の創設が提案され、国連総会決議で採択された64。これは、軍事支

出削減への合意が見通せないことで、より野心度の低くより現実的な提案が代

替策として合意に至ったものである65。こうした透明性は、軍備管理・軍縮への

合意の見通しが難しい中で、軍備管理・軍縮が合意されるまでの間当面実施可

能な次善の策としてとられる措置である。 

 

④軍備管理・軍縮の促進剤としての透明性 

 軍備管理・軍縮への合意を促進することを目的とする透明性もある。１９９

１年の「通常兵器の国際的な移転における透明性を促進する方途に関する研究」

に関する報告書では、「透明性措置そのものは、（兵器に）制限をかけるもので

はないが、様々な方法で、一方的又は多国間の制約措置の導入を促進すること

ができる。」とした66。 

 １９９２年の「軍事に関する客観的情報のためのガイドラインと勧告」は、「透

明性」という用語は必ずしも使ってないが、客観的情報の目的の一つとして、「軍

備管理、削減、廃絶のプロセスを促進すること」を挙げた67。 

 また、透明性そのものではなくても、上述のとおり透明性をその一部に含む

信頼醸成措置について、軍備管理・軍縮を促進するものとして位置付けられる

こともある。例えば、１９８２年の国連の「信頼醸成措置に関する包括的研究」

                                                   
62 Reduction of the Military Budges of States Permanent Members of the Security 
Council by 10 per cent and Utilization of Part of the Funds Thus Saved to Provide 
Assistance to Developing Countries (A/RES/3093 A (XXVIII): December 7, 1973). 
63 Reduction of Military Budgets: International Reporting of Military Expenditures: 
Practical Test of the Proposed Standard Instrument for International Reporting of 
Military Expenditures: Report of the Ad Hoc Panel on Military Budgeting (New York: 

United Nations Publications, 1981), p.1.  
64 Reduction of the Military Budges of States Permanent Members of the Security 
Council by 10 per cent and Utilization of Part of the Funds Thus Saved to Provide 
Assistance to Developing Countries (A/RES/3093 B (XXVIII), December 7, 1973). 
65 United Nations Office for Disarmament Affairs, Promoting Further Openness and 
Transparency in Military Matters: An Assessment of the United Nations Standardized 
Instrument for Reporting Military Expenditures, UNODA Occasional Papers No.20 
(New York: United Nations Publications, 2010), p.3. 
66 Report of the Secretary-General: Study on Ways and Means of Promoting 
Transparency in International Transfers of Conventional Arms (A/46/301: September 9, 

1991), pp.36-37. 
67 “Guidelines and Recommendations for Objective Information on Military Matters,” 

p.17. 
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では、信頼醸成措置は、信頼醸成措置によって武力行使の可能性が減じること

で、軍備競争への衝動も減じ、結果として、「軍備管理・軍縮交渉のプロセスを

促進する」、「軍備の制限・削減に関する既存の及び新たな交渉において有意義

な進展をもたらす」とした68。１９８８年の「信頼醸成措置の適切な種類及びグ

ローバル又は地域レベルにおける信頼醸成措置の実施のためのガイドライン」

では、信頼醸成措置は、「軍縮措置の実現を促進することに資する潜在性を有す

る」、「軍備管理・軍縮のプロセスを促進する」とした69。１９９３年の「グロー

バル安全保障の文脈における軍縮への地域的アプローチのためのガイドライン

と勧告」は、信頼醸成措置は、「軍備管理・軍縮のプロセスを促進することがで

きる」とした70。 

 具体例としては、軍事支出報告のための国連文書は、当初上述のとおり、軍

事支出削減が合意できない中での代替策として始まったが、軍事支出の削減交

渉を促進するよう議論されるようになった71。 

 

⑤国際的な規範としての透明性 

 透明性は、当然やるべき国際規範として語られる場合もある。例えば、ファ

ルケンラス(Richard Falkenrath)は、欧州通常戦力（ＣＦＥ）条約における透明

性の意義を語る中で、透明性は、「一般的に実施されれば、すべての関係者の幸

福を改善する国際関係における規範」であるとした72。フロリニも、透明性は、

「アクターが求められる行動の標準として、国際安全保障関係、国際政治にお

いてますます確立されつつある規範」であるとして、「この新しい規範が、１９

８０年代の軍備管理に盛り込まれた検証規定や信頼醸成措置を通じて、冷戦の

終了に大きく貢献した。」と論じている73。このように、冷戦崩壊直後の１９９

０年代においては、意義・目的如何にかかわらず、当然やるべき国際規範とし

て透明性が語られることがあった。政府間文書においてそのような記述が見当

たらないのは、透明性を国際規範として認めない勢力が存在することを示して

いると言える。 

 

                                                   
68 Comprehensive Study on Confidence-building Measures, p.6. 
69 “Guidelines for Appropriate Types of Confidence-Building Measures and for the 

Implementation of such Measures on a Global or Regional Level,” p.27. 
70 “Guidelines and Recommendations for Regional Approaches to Disarmament within 

the Context of Global Security,” p.31. 
71 Promoting Further Openness and Transparency in Military Matters, pp.6-7. 
72 Richard A. Falkenrath, Shaping Europe’s Military Order: The Origins and 
Consequences of the CFE Treaty, CSIA Studies in International Security No. 6 
(Cambridge: MIT Press 1995), p.248. 
73 Ann M. Florini, "A New Role for Transparency," p.51. 
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 以上のように、透明性の目的・意義を大きく５つに分類したが、すべてが同

一次元の問題でもなく、また、互いに重複することもあり、完全に切り分ける

ことはできない。例えば、透明性の程度を議論する場合には、上記①（信頼醸

成のための透明性）と②（検証のための透明性）が関係する。透明性の程度と

しては、検証のための透明性の方が、信頼醸成のための透明性よりも高くなる。

それぞれの分類の中でも、更に程度の差はあろう。また、③（軍備管理・軍縮

の代替策としての透明性）、④（軍備管理・軍縮の促進剤としての透明性）、⑤

（国際的な規範としての透明性）は、透明性措置を議論・合意するきっかけと

して議論される場合に関係してくる。透明性措置の意義・目的を論じる場合に

は、①～⑤のいずれも関係するであろう。更に、同じ透明性措置であっても、

③でも④でもある場合もあろうし、③・④から次第に①に変化しつつ、⑤の性

格も有するというものもあろう 

例えば、軍事支出に関する国連報告制度は、上述のとおり、当初、軍事支出

の削減が合意できない中で、削減の代替策（③）であった。その後、同報告制

度を正式に立ち上げた１９８０年の国連総会決議で、軍事支出の報告が将来の

「軍事支出の削減に向けた重要な一歩」と位置付けられていたことからもわか

るとおり、軍事支出に関する国連報告制度は軍事支出削減のための促進剤（④）

でもあった74。その後、決議のタイトルが１９８９年に「軍事予算」75、１９９

１年には「軍事支出の透明性」76、１９９４年には「軍事支出の透明性を含む軍

事に関する客観的情報」77と修正され、１９９１年の決議からは、軍事支出の透

明性が将来の軍事支出の削減に向けた一歩といった記述は消えた。すなわち、

１９９１年頃を境に、軍事支出の報告は、軍事支出の削減の代替策や促進剤と

しての位置づけではなくなったこと示唆する。代わりに、信頼醸成のためとい

う位置づけ（①）が明記され、また、軍事支出の削減そのものではないが、将

来の軍備管理一般の合意に貢献し得る（④）との文言が入った。また、行政的

な煩雑さ等から報告を提出していない国もあるが、主要な軍事大国の多くは概

ね毎年報告を提出している78ことから、軍事支出の報告を提出すること自体が規

範的（⑤）な性質を帯びつつあると言えなくもないであろう。実際、１９９２

年の「軍事に関する客観的情報のためのガイドラインと勧告」では、軍事に関

                                                   
74 Reduction of Military Budgets (A/RES/35/142 B: December 12, 1980). 
75 Military Budgets (A/RES/44/114 B: December 15, 1989).  
76 Transparency of Military Expenditures (A/RES/46/25: December 6, 1991).  
77 Objective Information on Military Matters, including Transparency of Military 
Expenditures (A/RES/49/66: December 21, 1994).  
78 Report of the Group of Governmental Experts to Review the Operation and Further 
Development of the United Nations Report on Military Expenditures (A/72/293: August 

4, 2017), pp.10-12. 
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する客観的情報の提供は「すべての国の義務」とまで言い切っている79。 

このように上記カテゴリーはすべて必ずしも同一の次元ではなく、また、互

いに重複することもあり、それぞれを明確かつ相互排他的に切り分けることは

できないが、透明性について整理された形で議論する上で有意義と思われる。 

 

４．透明性を履行する際の主な原則 

軍備管理・軍縮一般における透明性を議論・履行するに際して幾つかの原則

が適用されてきた。国連文書で示されてきた主な原則は次のとおりである。 

 

安全保障：当然のことながら、国際社会が主権国家で構成される以上、透明

性措置を含めそれぞれの国家が実行することは、各国の安全保障を害さないこ

とが大原則である。１９９２年の国連軍縮委員会による「軍事に関する客観的

情報のためのガイドラインと勧告」においても、自衛権を含め国連憲章が厳格

に守られなければならないとして、各国の正当な安全保障上の必要性や「損な

われない安全保障の原則」を考慮することが求められた80。したがって、いかな

る透明性措置も、各国の安全保障が損なわれないと認識される範囲内で合意・

履行される。 

なお、国際的に合意された透明性が成立するための条件としては、各国の安

全保障を害しないということの他、２０１３年の宇宙活動のＴＣＢＭに関する

政府専門家グループ報告書は、①措置の内容が曖昧でなく明確であること、②

措置の実施が確認できること、③措置の結果が目的（信頼醸成）を達成するこ

とを挙げており、妥協の産物としての曖昧な措置はむしろ逆効果であることを

示唆している81。 

 

公開性：透明性措置は、一方的に公開する場合の他、二国間、サブ地域内、

地域内、多国間等、様々なレベルで合意・履行され得る。「軍事に関する客観的

情報のためのガイドラインと勧告」は、国家安全保障を害さない範囲で、最大

限可能な限りすべての国の公衆に公開することを原則としつつ、特定の合意の

下での情報は参加国だけに限定することも可能とした82。実際の国家実行におい

ては、二国間や地域内の透明性措置は、関係当事国間だけに限定され（例えば、

                                                   
79 “Guidelines and Recommendations for Objective Information on Military Matters,” 

p.18. 
80 “Guidelines and Recommendations for Objective Information on Military Matters,” 

p.18. 
81 Report of the Group of Governmental Experts on Transparency and 
Confidence-Building Measures in Outer Space Activities, pp.14-15. 
82 Ibid., pp.18-19. 
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米ソ・米露の核軍備管理・軍縮条約における透明性措置（第３章参照）や欧州

における透明性措置（下記６．参照））、国連のような多国間では、基本的に公

開される傾向にある（例えば、国連の軍備移転登録制度や核兵器不拡散条約（Ｎ

ＰＴ）における透明性措置）。一方的な措置は、基本的には国際社会に対する一

方的な措置なので、公開が前提となる。 

 

非限定性：国家の安全保障が損なわれないとの原則に基づいている限り、透

明性のスコープ（対象）に特段の限定はない。１９９２年の「軍事に関する客

観的情報のためのガイドラインと勧告」は、如何なる軍事活動であっても、如

何なる軍の構成要素であっても、それらが領域内であろうと宇宙空間や公海を

含む領域外であろうと、また、核兵器、その他の大量破壊兵器、通常兵器であ

ろうと、情報提供の対象となり得るとした83。 

 

比較可能性：特に多国間の透明性措置については、「比較可能性

(comparability)」の原則が重視されている。これは、各国が提出した様々な情

報を横に並べて比較できるようにするという考え方である。例えば、１９７０

年代から議論されてきた軍事支出の削減については、実際の削減について合意

ができない状況にあった。数年にわたる議論の末、１９７６年、軍事支出削減

に関する国連の専門家グループは、代替策として軍事支出に関して各国が報告

を出す国際的な報告システムを具体的な報告フォーマット(reporting format)と

共に提案した。報告フォーマットの提示は、軍事支出に関する意味のある国際

的な比較を可能にすることが目的であった。報告フォーマットの構成やスコー

プは、意味のある国際的な比較が可能かどうかを基準の一つとして検討された84。

報告システムを試験するよう求められた軍事予算に関する国連アドホック・パ

ネルも、１９８０年の報告書で、報告文書(reporting instrument)は、各国の軍

事支出や軍事力の国際的な比較を促進する構成になっていることを念頭に置い

ているとした上で、比較可能性について更に検討するよう勧告した85。同勧告を

受けた１９８０年の国連総会は、報告文書の利用を勧告した上で、国連事務総

長に対して、軍事予算に関するアドホック専門家グループの支援を得て、異な

る国及び異なる年の間で軍事支出を比較する問題を検討し解決策を提示するよ

                                                   
83 Ibid., p.18.  
84 Report of the Secretary-General: Measurement and International Reporting of 
Military Expenditures: Report Prepared by the Group of Experts on the Reduction of 
Military Budgets (A/31/222: October 20, 1976), p.8, p.30,.   
85 Report of the Secretary-General: Reduction of Military Budgets (A/35/479: October 21, 

1980), pp.9-10, p.57.  
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う求めた86。その後、軍事支出に関する報告フォーマットは、国連の専門家グル

ープの検討を重ねて改善されてきたが、比較可能性は常に基準の一つとして考

慮されていた87。結果として、報告フォーマットは、データの比較可能性を担保

する手段として標準化され、「軍事支出報告のための国連標準化文書」という名

称で活用されてきた（その後、２０１３年に「軍事支出国連報告」に改名した。）。 

この比較可能性は、１９９２年の「軍事に関する客観的情報のためのガイド

ラインと勧告」においても、提供されるデータは正確かつ比較可能であるべき

として、軍事に関する客観的情報のための原則の一つとしても挙げられた88。こ

のように、比較可能性は、軍事支出の報告に限らず、軍事問題一般に関する透

明性の原則の一つとなった。 

 

５．透明性の対象 

 上記３．で列挙した様々な信頼醸成措置のうちの透明性措置に該当するもの

も踏まえれば、透明性の対象は、大きく①定量的(quantitative)情報、②行為情

報、③意図情報の３つに分類される。①の定量的情報は、保有や配備している

通常兵器の数といった定量的・数値的な軍事情報を指す。②の行為情報は、軍

事演習や特定の軍事行動といった具体的な行為に関する軍事情報を指す。③の

意図情報は、軍事政策、軍事戦略、軍事ドクトリンといった軍事に関わる意図

を示す軍事情報を指す。 

 

６．具体的な透明性措置の発展 

 欧州では、ＣＳＣＥ／ＯＳＣＥを通じて信頼醸成措置が長年にわたって発展

してきた。上述のとおり、多くの信頼醸成措置が実質的には透明性措置でもあ

ることから、ここでは、欧州における信頼醸成措置のうち透明性措置と言える

措置の発展を概観する。そのことによって、軍事一般における透明性措置がど

のような発展の経路を辿ってきたのかを把握することができ、また、第３章以

降の核軍備管理・軍縮における透明性措置の発展と比較が可能となる。 

 欧州では１９５０年代のオープンスカイ提案を始め、様々な透明性措置が提

案されてきたが、最初に合意された透明性措置は１９７５年のＣＳＣＥにおけ

るヘルシンキ最終合意書である89。非武装航空機による米ソ双方の軍事施設の上

                                                   
86 Reduction of Military Budgets (A/RES/35/142 B: December 12, 1980). 
87 例えば、Report of the Group of Governmental Experts to Review the Operation and 

Further Development of the United Nations Report on Military Expenditures (A/72/293: 

August 4, 2017). 
88 “Guidelines and Recommendations for Objective Information on Military Matters,” 

p.19, p.21. 
89 Conference on Security and Co-Operation in Europe Final Act (Helsinki 1975).  
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空飛行を認めるとのアイゼンハワー(Dwight D. Eisenhower)米大統領によるオ

ープンスカイ提案は、秘密性に基づくソ連の戦略的優越性を中和することを目

的としていたが、ソ連側からは「西側によるスパイのための企み」として拒絶

された90。冷戦の最中の提案でもあり、また、米側も必ずしも合意できるとは考

えておらず、ソ連とのプロパガンダ戦における勝利を確保することを提案の目

的の一つしていた91こともあって、真剣な交渉がなされたとは言えない。ヘルシ

ンキ最終合意書における信頼醸成措置／透明性措置は、１９６０年代末からの

米ソのデタントの一環として、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）とワルシャワ条

約機構間の相互・均衡兵力削減（ＭＢＦＲ）交渉と共に１９７３年に交渉が開

始され、１９７５年に妥結した。当時の西側（ＮＡＴＯ）諸国は、東西の軍事

バランスが東側に偏っているとして、ＭＢＦＲ交渉を優先していた。これに対

して、ソ連は、欧州の国境線の現状を西側に追認させ、米国の影響力を削ぐこ

とを目的として、欧州の地域安全保障メカニズムとしてのＣＳＣＥの交渉を優

先していた。西側は、ＣＳＣＥの交渉に同意する条件として、安全保障に限ら

ず、人権や文化交流といった側面も交渉することを求めた。その結果、ヘルシ

ンキ最終合意書における主な合意事項は、スポーツや文化、人的交流や科学技

術面における協力が中心となり、軍事面における信頼醸成措置／透明性措置は、

ＣＳＣＥの合意文書としてタイトルに「安全保障」を盛り込むために必要とい

う程度の位置づけであった。西側にとってのＣＳＣＥにおける安全保障に関す

る交渉は、東側のデタントに対する誠実さを試す程度のものであった92。他方で、

ＭＢＦＲ交渉については、ソ連側が、そもそも東西の軍事バランスに関する西

側の認識を受け入れず、交渉が妥結する見通しは全くなかった93。したがって、

ヘルシンキ最終合意書における信頼醸成措置／透明性措置は、上記３．のカテ

ゴリーの中では、③の軍備管理・軍縮の代替策としての透明性として始まった

ものとも言える。 

 欧州における信頼醸成措置／透明性措置は、１９７５年のヘルシンキ最終合

意書を皮切りに、１９８６年のストックホルム文書94、１９９０年のウィーン文

                                                   
90 Jonathan B. Tucker, “Negotiating Open Skies: A Diplomatic History,” in Open Skies, 
Arms Control, and Cooperative Security, ed. Michael Krepon and Amy E. Smithson 

(New York: Henry L. Stimson Center, 1992), p.5; 筆者によるグッビー大使(Ambassador 

James E. Goodby)へのインタビュー、ワシントンＤＣ、２０１８年１１月２５日。  
91 Ann M. Florini, “Transparency: A New Norm of International Relations” (Ph.D, diss., 

University of California, Los Angeles, 1995), pp.138-139.  
92 Krehbiel, Confidence- and Security-Building Measures in Europe, pp.1-4; Zdzislaw 

Lachowski, Confidence- and Security-Building Measures in the New Europe, SIPRI 
Research Report No.18 (Stockholm: Oxford University Press, 2004), pp.10-11. 
93 Falkenrath, Shaping Europe’s Military Order: The Origins and Consequences of the 
CFE Treaty, pp.1-4. 
94 Document of the Stockholm Conference on Confidence- and Security-Building 
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書95、その後１９９２年96、１９９４年97、１９９９年の改訂されたウィーン文

書98の後、２０１１年のウィーン文書99に至るまで発展した。これら文書におけ

る透明性措置は、大きく次の２つの方向性で発展している。第１に、透明性措

置の種類の多様化である。第２に、それぞれの透明性措置の内容面における深

化である。前者は水平的発展、後者は垂直的発展と言える。 

 

（１）透明性措置の多様化（水平的発展） 

 欧州における透明性措置は詳細かつ複雑に発展しているが、概ね、次の４段

階を経て多様化していると言える。第１段階は、特定の軍事行動に関する事前

通報（例：２５，０００人以上の部隊の主要軍事演習に関する２１日以上前の

事前通報）である（１９７５年のヘルシンキ最終合意書）。第２段階は、特定の

軍事活動へのオブザーバーの受入れ100（例：７，０００人以上の部隊の軍事活

動へのオブザーバーの受入れ）である（１９８６年のストックホルム文書）。第

３段階は、軍事情報の交換（例：軍事組織、人員、主要兵器・装備等に関する

具体的な情報交換）とそれら情報の検証（例：査察の受入れ）である（１９９

０年のウィーン文書）。この第３段階では、信頼醸成措置／透明性措置の履行状

況に関する評価のためのメカニズムの設置も合意されている（例：年次会合の

開催を通じた履行状況に関する議論）。第４段階は、将来の防衛計画に関する情

報交換（例：中長期の軍事力の規模、構成、訓練、装備、防衛政策・ドクトリ

ン・予算等の年次情報交換）である（１９９４年のウィーン文書）。 

                                                                                                                                                     

Measures and Disarmament in Europe Convened in Accordance with the Relevant 
Provisions of the Concluding Document of the Madrid Meeting of the Conference on 
Security and Co-Operation in Europe (Stockholm: September 19, 1986).  
95 Vienna Document 1990 of the Negotiations on Confidence- and Security-Building 
Measures Convened in Accordance with the Relevant Provisions of the Concluding 
Document of the Vienna Meeting of the Conference on Security and Co-Operation in 
Europe (Vienna: November 17, 1990).  
96 Vienna Document 1992 of the Negotiations on Confidence- and Security-Building 
Measures Convened in Accordance with the Relevant Provisions of the Concluding 
Document of the Vienna Meeting of the Conference on Security and Co-Operation in 
Europe (Vienna: March 4, 1992). 
97 Vienna Document 1994 of the Negotiations of Confidence- and Security-Building 
Measures (Vienna: November 28, 1994).  
98 Vienna Document 1999 of the Negotiations of Confidence- and Security-Building 
Measures (Istanbul: November 16, 1999). 
99 Vienna Document 2011 of the Negotiations of Confidence- and Security-Building 
Measures (Vienna: November 30, 2011). 
100 １９７５年のヘルシンキ最終合意書においても、軍事演習へのオブザーバーの受入れに

ついて言及はあるが、自発的かつ相互主義に基づく措置として、一般的な内容に留まって

いる。これに対して、１９８６年のストックホルム文書では、義務的措置として、オブザ

ーバーを受け入れる具体的な基準に合意している。したがって、軍事活動へのオブザーバ

ーの受入れは第２段階とした。 
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 ここからわかるのは、第１に、表面的に見える軍の動的情報に関する事前通

報（第１段階）から始まって、表面的にはより見えにくい軍の情報に関する交

換へ拡大するという大きな流れである。第３段階で、現状の軍事組織、人員、

保有する主要兵器・装備等、軍の静的情報の交換、更に、第４段階では将来に

向けた意図の情報交換に至っているのは、表面的にはより見えにくい情報も対

象にするという流れが見てとれる。上記５．の透明性の対象カテゴリーから見

ると、行為情報の透明性措置（第１段階の特定の軍事行動の事前通報、第２段

階の特定の軍事活動へのオブザーバー受入れ）から始まって、次に、定量的情

報に関する透明性措置（第３段階の軍事組織、人員、主要兵器・装備等の軍事

情報の交換）、最後に、意図情報に関する透明性措置（第４段階の将来の防衛計

画に関する情報交換）という流れとなっている。 

第２に、単なる情報交換に留まらず、それら情報を事後的に検証し、評価す

るメカニズムの構築も徐々に図られていることがわかる。すなわち、第２段階

で、特定の軍事活動のオブザーバーの受入れに合意しているのは、第１段階の

情報に関する一定程度の検証と位置付けることもできる。更に、第３段階では、

軍の静的情報の裏付けを得るための査察や、履行状況に関する評価のためのメ

カニズムの設置も合意されている。このように、当初は、軍備管理・軍縮の代

替策として、また、信頼醸成措置として始まり、次第に、検証措置としての透

明性措置も加わっていったことがわかる。また、下記６．（２）で述べるとおり、

当初は拘束性の弱い自発的な措置としての合意であったものが、次第に義務的

なものに変化しており、規範としての性格も強まっていったと言える。 

 

（２）透明性措置の内容の深化（垂直的発展） 

 上記６．（１）で欧州における透明性措置の水平的発展の大きな流れを概観し

たのに対して、ここでは、それぞれの透明性措置がその内容面においてどのよ

うに深化していったのか、垂直的発展を概観する。大きく３つの側面がある。 

 第１に、交換する情報の対象の拡大である。例えば、事前通報の対象となる

主要軍事演習の部隊人員数のしきい値は、１９７５年のヘルシンキ最終合意書

では２５，０００人であったが、１９８６年ストックホルム文書では１３，０

００人以上となり、１９９２年のウィーン文書では、９，０００人以上となっ

た。他にも、１９９０年のウィーン文書において軍事予算に関する情報の年次

交換が合意されたが、１９９４年のウィーン文書では、予定されている予算の

みならず、実際に費やした軍事支出も対象となった。 

第２に、情報交換のタイムラインの拡大である。例えば、１９７５年のヘル

シンキ最終合意の時点では、事前通報は２１日前までに行うこととされたが、

１９８６年のストックホルム文書以降は、その倍の４２日前までとされた。更
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に、ストックホルム文書以降は、４２日前までの事前通報に加えて、事前通報

対象の軍事活動の翌年の予定を毎年１１月１５日までに交換することとなった。

１９９０年ウィーン文書で合意された翌年の軍事予算についても、１９９４年

ウィーン文書では２年後と３年後、４年後と５年後の軍事予算の見通しについ

ても交換することとなった。直前（２１日前まで乃至４２日前まで）の事前通

報に加えて、翌年の計画や数年後の軍事予算の見通しも交換することで、将来

の軍事的な予測可能性を高めることとなった。上記６．（１）の第４段階で、将

来の防衛計画も交換対象となったのはこうした流れの一環と言える。 

第３に、オブザーバーや査察の受入れのためのしきい値の緩和である。例え

ば、１９７５年のヘルシンキ最終合意書では相互主義に基づく自発的なオブザ

ーバー受入れであったが、１９８６年のストックホルム文書では、１７，００

０人以上の部隊の軍事活動についてはオブザーバーの受入れが義務づけられた。

その後、１９９２年のウィーン文書以降、１３，０００人にしきい値が下げら

れた。また、査察については、１９８６年のストックホルム文書で合意されて

以降、年３回までの査察や同じ国からの査察は年１回までとするといった査察

の骨格は２０１１年ウィーン文書までほぼ変わっていないが、細かなところで

の変更はある。例えば、１９９４年ウィーン文書で、それまで被査察国に通告

することが義務づけられていた「査察の理由」が不要となったことは、査察受

入れのためのしきい値を緩和することを意味している。その他、１９９０年ウ

ィーン文書では、空軍基地への訪問受入れ回数は５年に１回より多い回数の訪

問を受け入れる義務はないとされた。しかし、１９９９年ウィーン文書で、最

低５年に１回は受け入れることが義務づけられた。 

第４に、情報交換のための機構・メカニズムの充実化である。例えば、当初

は通常の外交チャンネルを通じて必要な情報交換を行っていたが、１９９０年

のウィーン文書において、信頼醸成措置／透明性措置に関する情報交換を直接

行うためのコミュニケーション・ネットワークを構築することが、同ネットワ

ークの詳細な技術的仕様と共に合意された。また、２４時間ベースで情報交換

を行うことができるよう各国に窓口（ポイント・オブ・コンタクト）を設ける

ことが合意された。１９９０年のウィーン文書における情報交換のためのフォ

ーマットの合意もメカニズムの一つと言える。フォーマットを用いることで、

各国が提供する情報を統一し、上記５．で述べた「比較可能性」に資すること

にもなる。更に、１９９０年のウィーン文書では、情報交換に起因する論点を

協議するためのメカニズムの設置も合意された。上述の信頼醸成措置／透明性

措置の現在及び将来の履行状況に関する評価を行うための年次会合の開催であ

る。同年次会合では、その他、履行から生じる論点の明確化、合意された措置

の運用、合意された措置の履行から得られる情報のインプリケーションについ
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ても議論することができる。 

 

７．まとめ 

 通常兵器の軍備管理・軍縮において「透明性」という用語が用いられるよう

になったのは、冷戦末期の１９８０年代後半から１９９０年代という比較的最

近のことであるが、実質的には、それ以前から、「軍事行動に関する情報」とい

った形で認識されていた。透明性措置は、当初は主に信頼醸成措置の一部とし

ていわば無意識な形で実施されていたが、冷戦末期の頃から明示的に「透明性」

という用語が用いられるようになり、近年では、上記２．のとおり透明性の位

置づけが徐々に高まってきていることを示すように「透明性・信頼醸成措置」

と称されるほどになっている。 

 透明性の目的・意義は、主に①信頼醸成措置（不信や恐怖の原因を緩和・除

去することで相互信頼・理解を醸成する）、②検証措置（軍備管理・軍縮の合意

での義務を遵守しているかを検証する）、③軍備管理・軍縮の代替（合意が得ら

れない軍備管理・軍縮を代替する）、④軍備管理・軍縮の促進（更なる軍備管理・

軍縮への合意を促進する）、⑤規範（目的いかんにかかわらず、国際規範として

実施する）に分類される。 

 透明性における原則としては、①安全保障（各国の安全保障を害さない）、②

公開性（様々なレベルで公開）、③非限定性（あらゆることが対象となり得る）、

④比較可能性（各国の情報を比較できること）が挙げられる。透明性の対象は、

①定量的情報、②行為情報、③意図情報に分けられる。 

 欧州における透明性措置は、特定の軍事行動に関する行為情報といった表面

的に見えやすい軍の動的情報から始まって、軍事組織、人員、主要兵器・装備

といった定量的情報、将来の防衛計画といった意図情報のように、表面的には

より見えにくい軍事情報の交換へと拡大していった。更に、単なる情報交換に

留まらず、事後的に検証・評価するメカニズムも徐々に発展していった。この

ように、当初は、軍備管理・軍縮の代替策、また、信頼醸成措置として始まっ

た欧州の透明性措置は、次第に検証措置としての透明性措置の性格も帯びてき

た。更には、拘束性も徐々に強まり規範性も高まっていった。 
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第３章 米ソ及び米露間の核軍備管理・軍縮における透明性 

 

 第２章で概観した軍備管理・軍縮一般における透明性を踏まえ、第３章以降

では核軍備管理・軍縮の分野に焦点を当てて透明性について論じる。第３章で

二国間関係における透明性、第４章及び第５章で多国間関係における透明性を

論じる。核軍備管理・軍縮において最も実績のある二国間関係は、冷戦期から

冷戦後にかけての米ソ及び米露間であることから、本章では、米ソ及び米露間

の核軍備管理・軍縮における透明性措置について事実関係を整理する。なお、

ここでの透明性措置とは、必ずしも「透明性措置」と形式的に呼称される必要

はなく、第２章で定義したとおり、「核兵器や核軍備管理・軍縮に関連する能力

や意図にかかる情報を開示するあらゆる行為」を指す。 

 

１．核軍備管理・軍縮条約以前の透明性措置 

（１）ホットライン協定：直接の通信線の設置 

 第２章で述べた１９６３年の米ソのホットライン協定（「直接通信線の設置に

関する米ソ了解覚書」）は、核兵器そのものの管理や縮小を規定する合意ではな

いが、意図しない形での核兵器の使用を防ぐために、核兵器の使用の可能性が

高まる危機的な状況においても、二国間のコミュニケーションを確保し、相手

の動きや意図をより良く把握・理解することを目的としている。その意味で意

図情報に関する透明性措置と言える。 

同様の提案は最初にソ連によって１９５４年になされていたが、核兵器の使

用の可能性が極限に高まったキューバ危機に首脳間の直接のコミュニケーショ

ンの必要性が強く認識されたことを契機として合意された。具体的には、１９

６３年の協定で、米ソ双方の首都に一か所ずつのテレタイプのターミナル・ポ

イントが設置され、電信回線と無線回線の２つが敷かれた。電信回線に障害が

ある場合には無線回路が使用されることとされた。ホットラインを通じて受領

した相手の首脳からのコミュニケーションは迅速に自らの首脳に伝達すること

とされた。その後、１９７１年には衛星回線の設置、１９８４年にはファクシ

ミリによる送信システムも追加された。これによって、文字のみならず、地図

や図表の送信も可能となった。ホットライン協定は、誤解を極小化し、相互の

動きや意図を可能な限り正確に把握することを目的としていることから、当初

から音声ではなく、あくまでも音声ではない方法（当初は文字のみ、その後図

表も可）によってコミュニケーションを図ることとされた101。 

                                                   
101 Sally Horn, “The Hotline,” in Avoiding War in the Nuclear Age: Confidence-Building 
Measures for Crisis Stability, ed. John Borawski (Boulder: Westview Press, 1986), 

p43-48; Memorandum of Understanding Between the United States of America and the 
Union of Soviet Socialist Republics Regarding the Establishment of a Direct 
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 ホットラインが実際に活用された正確な数は開示されていないが、１９６７

年の第三次中東戦争の際に、米国が、中東における米国の艦隊の動きに誤解が

生じないよう活用したことが公式に明らかにされている102。その他、１９７０年

の印パ戦争、１９７３年の第四次中東戦争、１９７４年のトルコによるキプロ

ス侵攻、１９７９年のソ連によるアフガン侵攻及び中国によるベトナム介入、

１９８２年のレバノン戦争の際にも利用されている103。 

 

（２）米ソ核戦争勃発危険低減協定：ミサイル発射の事前通告 

１９７１年の上記ホットライン協定改訂と合わせて、意図しない形での核兵

器の使用のリスクを下げるための更なる方途として、米ソ核戦争勃発危険低減

協定においてミサイルの発射の事前通告が合意された。同協定の第４条におい

て、「自国の領域を越えて他の締約国の方向に向けられる場合には、あらゆるミ

サイル打ち上げ計画を事前に他方の当事国に通告する」104ことが求められた。

１９７１年の同協定の時点では具体的にどのような情報を通告するのかまでは

規定されていないが、ミサイル打ち上げという行為情報に関する透明性措置と

言える。通告や情報の要請は、上記１．（１）で設置された米ソのホットライン

を通じて行われることとされた。 

なお、１９７２年の公海事故防止協定においても、第６条において、「船舶の

航行又は飛行中の航空機に対して危険となる公海上の行動を通告する」105こと

が求められた。同協定にミサイルの発射自体には言及はないものの、公海上で

の航海又は飛行の危険となる限りにおいて、ミサイルの発射についても間接的

に事前通告の対象となっていると解されている106。 

 

                                                                                                                                                     

Communications Link (June 20, 1963); Agreement Between the U.S. and the U.S.S.R. 
on Measures To Improve the U.S.A.-U.S.S.R. Direct Communications Link (With Annex, 
Supplementing and Modifying the Memorandum of Understanding with Annex, of June 
20, 1963) (September 30, 1971); Agreement Between the United States of America and 
the Union of Soviet Socialist Republics To Expand the U.S.-USSR Direct 
Communications Link (July 17, 1984).  
102 Memorandum of Understanding Between the United States of America and the 
Union of Soviet Socialist Republics Regarding the Establishment of a Direct 
Communications Link; Horn, “The Hotline,” p45.  
103 Ibid., p48; John Borawski, “The World of CBMs,” in John Borawski, ed. Avoiding 
War in the Nuclear Age, p23-24. 
104 藤田久一『軍縮条約・資料集』（初版）、有信堂、１９８８年、１６１頁；Agreement on 

Measures to Reduce the Risk of Outbreak of Nuclear War Between the United States of 
America and the Union of Soviet Socialist Republics (September 30, 1971).  
105 藤田、前掲書、２４３頁；Agreement Between the Government of the United States of 

America and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics on the 
Prevention of Incidents on and over the High Seas (May 25, 1972).  
106 Borawski, “The World of CBMs,” p24. 
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２．核軍備管理・軍縮条約における透明性措置 

（１）戦略攻撃兵器制限暫定協定（ＳＡＬＴⅠ） 

１９７２年に署名されたＳＡＬＴⅠは、大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発

射基及び潜水艦発射型弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）発射基について、５年間の有

効期間をもつ暫定的な上限を設定した。上限を設定するにあたって、その上限

を示す数値や基礎情報（ベースライン情報）となる署名・発効時点での数値（定

量的情報）は盛り込まれなかった。しかし、限定的ではあるが、次のとおり、

一定の透明性措置が盛り込まれた。その多くがその後の核軍備管理・軍縮条約

においても盛り込まれた先駆的なものであった。 

第１に、協定第５条１項において、協定の規定の遵守を確保するために、各

締約国は、一般的に認められた国際法の諸原則に合致する方法で、検証のため

の国家技術手段（ＮＴＭ）（例えば人工衛星）を自由に使用することができる、

とされた。更に、同第２項において、各締約国は、他の締約国のＮＴＭを妨害

しないことを約束し、同第３項で、ＮＴＭによる検証を妨害する故意の秘匿手

段を用いないことを約束した。これらの規定は、ＳＡＬＴⅠ以降のすべての核

軍備管理・軍縮条約において踏襲された重要な基本原則となった。人工衛星を

中心としたＮＴＭの自由な利用に合意したことは、初めて戦略攻撃兵器を管理

する軍備管理条約の合意そのものを可能ならしめた非常に重要な突破口となっ

た。それまでの米国政府の立場は、ソ連が情報開示をすべきであり、また、ソ

連との軍備管理条約は、相互に合意した透明性・検証措置によって検証されな

ければならないというものであったが、ソ連は拒否していた。しかし、米国政

府は、交渉の準備段階における１９６８年時点で、人工衛星で十分に検証でき、

具体的なデータ交換や検証措置に合意しなくともよいとの判断に至った107。こ

のように、ＮＴＭは条約の義務履行の検証のための不可欠な要素となり、また、

条約の内容もＮＴＭで検証できる範囲で設計された。ＮＴＭの使用を認め、そ

の妨害を禁止した規定は、検証のための透明性措置と言える。 

第２に、協定第６条において、条約当事国間の対話の場として、協定の規定

の目的と実施を促進するために常設協議委員会が設置された。米ソは、ＳＡＬ

ＴⅠ合意から半年後の常設協議委員会の設置に関する了解覚書において、ＳＡ

ＬＴⅠと対弾道ミサイル・システム制限条約（ＡＢＭ条約）に共通する常設協

議委員会として、少なくとも１年に２回ジュネーブで開催すること等について

合意した108。また、ＳＡＬＴⅠに附属する「ＳＡＬＴＩに関する合意声明、共

                                                   
107 筆者によるモートン・ハルペリン(Morton H. Halperin)・オープン・ソサエティ財団上

級顧問へのインタビュー、ワシントンＤＣ、２０１８年４月２９日。同氏は、ジョンソン

(Lyndon B. Johnson)政権時のＳＡＬＴⅠの予備交渉に国防次官補代理として関わった。 
108 Memorandum of Understanding Between the Government of the United States of 
America and the Government of Soviet Socialist Republics Regarding the 
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通了解及び一方的声明」のＥ項において、常設協議委員会で合意される手続き

にしたがって、新たなＳＬＢＭに代替される旧型ＩＣＢＭ発射基又は旧型潜水

艦の発射基の解体又は破壊を適時に通告することとされた109。こうした常設的

な委員会の設置や通告制度もその後の核軍備管理・軍縮条約で引き継がれた。 

上述のとおりＳＡＬＴⅠでは、後のデータ交換のような数値を含む透明性措

置が盛り込まれなかったのは、ソ連が如何なる数字も盛り込むことを拒否した

ことと110、米国としても、条約のスコープをＮＴＭのみで検証可能な程度に留

めるという前提で、ＮＴＭのみで検証は十分に可能との判断に至ったためであ

る。しかし、ＳＡＬＴⅠにおいても、間接的ながらも定量的情報について一定

の透明性は確保された。ＳＡＬＴＩは、第１条において、重ＩＣＢＭ発射基を

含む固定式（サイロ型）ＩＣＢＭ発射基について、１９７２年７月１日以降の

新たな建造を禁止した。協定内においては、署名時点で米ソそれぞれが保有す

るＩＣＢＭ発射基の数は盛り込まれていない。しかし、ロジャース(William P. 

Rogers)米国務長官はニクソン(Richard M. Nixon)米大統領に対して、衛星等の

ＮＴＭに基づく評価として、ＳＡＬＴⅠ署名時点（１９７２年５月２６日）に

おける米ソそれぞれが保有する運用可能及び建設中のＩＣＢＭ発射基を米国が

１０５４基、ソ連が１６１８基と報告している111。 

また、ＳＬＢＭ関連については、協定本体第３条において、ＳＬＢＭ発射基

及び新型弾道ミサイル潜水艦について、ＳＡＬＴＩの署名時点において運用可

能及び建造中のものに制限すること、並びに１９６４年以前に配備されていた

旧型ＩＣＢＭ発射基又は旧型潜水艦の発射基と同数と代替されるものとして建

造される追加的な発射基及び弾道ミサイル潜水艦に制限することが義務づけら

れた。これらの義務をより詳細に規定する形で、協定の議定書において、米ソ

が保有することが認められたＳＬＢＭ発射基及び現代型の弾道ミサイル潜水艦

について、米国はそれぞれ最大７１０基及び４４隻、ソ連はそれぞれ最大９５

０基及び６２隻とされた。これは保有が認められる最大数であり、署名時点で

の保有数ではない。しかし、議定書では、この最大保有可能上限までの「追加

                                                                                                                                                     

Establishment of a Standing Consultative Commission (December 21, 1972).  
109 Agreed Statements, Common Understandings, and Unilateral Statements 
Regarding the Interim Agreement Between the United States of America and the Union 
of Soviet Socialist Republics on Certain Measures With Respect to the Limitation of 
Strategic Offensive Arms (May 26, 1972). 
110 Notburga K. Calvo-Goller and Michel A. Calvo, The SALT Agreements: 
Content-Application-Verification (Dordrecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff 

Publishers, 1987), p.32. 
111 Report from Secretary of State Rogers to President Nixon on the Strategic Arms 
Limitations Agreements (June 10, 1972), in Documents on Disarmament 1972 (May 

1974), p.279. 

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015005487098;view=1up;seq=303>  

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015005487098;view=1up;seq=303
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的な」潜水艦の弾道ミサイルについて、米国の場合は６５６基の運用可能及び

建造中の原子力潜水艦の弾道ミサイル発射基を超える発射基（すなわち、現状

の６５６基のＳＬＢＭから５４基を追加することができる。）、ソ連の場合は７

１０基の運用可能及び建造中の原子力潜水艦の弾道ミサイル発射基を超える発

射基（すなわち、現状の７１０基のＳＬＢＭから２４０基を追加することがで

きる）と規定していることから、実質的にこれらの数字が署名時点の保有数と

推測される112。 

条約の中で両国の保有数値を公表していないＩＣＢＭと実質的に公表してい

ると言えるＳＬＢＭとのこのような違いは、ＳＡＬＴの目的から説明し得る。

すなわち、ＳＡＬＴは、その後の米ソ・米露核軍備管理・軍縮条約に連なる原

則として、米ソ・米露二国間の戦略的安定性を確保するために、先制攻撃の誘

因となり不安定的なＩＣＢＭから、報復攻撃に用いられるより安定的なＳＬＢ

Ｍへの転換を図る最初の核軍備管理条約である113。したがって、ＩＣＢＭにつ

いては現状凍結を義務づけ、ＳＬＢＭについてはＩＣＢＭの代替であることを

条件として追加的建造・配備を認めつつ上限を定めた。ＩＣＢＭについては現

状凍結である以上、新規のＩＣＢＭ発射基の建造さえ禁止すればよく、新規の

ＩＣＢＭ発射基の建造の有無は人工衛星等のＮＴＭを用いて検証可能であった。

よって、必ずしも署名時点での保有数値は必要なかった。他方で、ＳＬＢＭに

ついては追加的建造を認めつつも、過度な軍備競争を防ぐためにも、上限の数

値を盛り込む必要があった。更に、何をもって「追加的」とするのか明確にす

る必要があるため、署名時点での保有数値を実質的に盛り込む必要があったも

のと考えられる。 

 このように、ＳＡＬＴⅠにおいては、下記２．（２）で示すＳＡＬＴⅡとは異

なって、保有数に関するデータ交換といった形での定量的情報に関する透明性

措置は盛り込まれなかったが、ＩＣＢＭについては新たな発射基の建造の禁止、

ＳＬＢＭについては発射基の上限設定という形で、米ソ間で初めて定量的情報

にかかる透明性が間接的ながら若干程度確保されたと言える。 

                                                   
112 ハルペリン氏は、その後のデータ交換がなくても、上限を定める条約に合意しただけで

も透明性の観点からは非常に大きな進展があったと評価している。当時、ソ連の外務省は

自国の戦略攻撃兵器の保有状況について全く知らされておらず、米側が具体的な数字を伴

った議論を始めたとたんに、ソ連軍関係者から袖に連れて行かれ、外務省関係者の前でそ

うした話をしないよう釘を刺されたとのことである。ハルペリン氏は、軍備管理条約の一

つの結果として、ソ連政府内でも情報が共有されていなかった交渉当事者にも核能力・計

画に関する情報が拡散し、政府内の透明性が向上することを挙げた。ハルペリン氏へのイ

ンタビュー。 
113 この点、佐藤栄一は、ソ連はＳＡＬＴによって「陸から海への移動を余儀なくされた」

と評価している。佐藤栄一『現代の軍備管理・軍縮：核兵器と外交１９６５～１９８５年』、

東海大学出版、１９８９年、３７６～３７７頁。 
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（２）戦略攻撃兵器制限条約（ＳＡＬＴⅡ） 

米国上院外交委員会で承認されながらも、ソ連のアフガニスタン侵攻によっ

て、米国上院本会議での承認が得られなかったために発効しなかったＳＡＬＴ

Ⅱは、第３条においてＩＣＢＭ発射基、ＳＬＢＭ発射基、重爆撃機及び空対地

弾道ミサイル（ＡＳＢＭ）の総数を２，４００基以下に制限することを義務づ

けた。ＳＡＬＴⅡは最終的に発効しなかったものの、ＳＡＬＴＩと違って、Ｓ

ＡＬＴⅡでは、署名時（１９７９年６月１８日）に１９７８年１１日１日時点

での米ソそれぞれのＩＣＢＭの発射基の保有数、複数個別誘導再突入体（ＭＩ

ＲＶ）化されたＩＣＢＭの発射基の保有数、ＳＬＢＭの発射基の保有数、ＭＩ

ＲＶ化されたＳＬＢＭの発射基の保有数、重爆撃機の保有数等、条約の規制対

象に関するデータを相互に交換している。ＳＡＬＴⅡのデータ交換は、後の戦

略攻撃兵器削減条約（ＳＴＡＲＴ）のそれと違って、運搬手段のみで、また、

保有総数のみであったが、定量的情報にかかる透明性措置としては画期的なこ

とである。例えば、ＩＣＢＭ発射基について、米国は１，０５４基、ソ連は１，

３９８基保有していたとのデータを相互に提供している。このデータ交換は、

発効時にアップデートされることで合意されていた114（しかし、上記のとおり、

発効しなかったため、アップデートされることはなかった。）。このデータ交換

について、米国は、条約の義務の検証目的に必要ということではなく、また、

条約の義務の遵守状況を検証するために依存していないとしている115。データ

交換が検証のために必要でないということは、上記２．（１）のとおり、ＳＡＬ

ＴⅠの時点で米国政府がＮＴＭのみで条約の義務の遵守を検証できると判断し

ていたことと合致する。交換されたデータ内容をＮＴＭで検証することで、相

手国が真実を語っているのかがわかり、相互の信頼醸成に資するという意義が

ある116。したがって、ＳＡＬＴⅡにおけるデータ交換は、検証措置としての透

明性措置というよりも信頼醸成措置としての透明性措置であったと言える。 

ＳＡＬＴⅡでは、更に、ＩＣＢＭの発射等幾つかの事前通告制度が盛り込ま

れた。同協定の第１６条１項の第一共通了解は、そうした事前通告について、

締約国間の信頼(confidence)を強化させるものと位置付けている。ＳＡＬＴⅡの

通告制度が対象としている情報や行為は次のとおりである。まず、第１６条１

                                                   
114 Memorandum of Understanding Between the United States of America and the 
Union of Soviet Socialist Republics Regarding the Establishment of a Data Base on the 
Numbers of Strategic Offensive Arms (June 18, 1979).  
115 U.S. Department of State, Narrative: Treaty Between the United States of America 
and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Strategic Offensive 
Arms (SALT II) (June 18, 1979). <https://www.state.gov/t/isn/5195.htm> 
116 ハルペリン氏へのインタビュー。 

https://www.state.gov/t/isn/5195.htm
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項で「各締約国は、計画されたＩＣＢＭの発射を行う前に、同発射が行われる

ことを、その都度、十分事前に他の締約国に通告することを約束する。ただし、

実験場又はＩＣＢＭ発射基の配備地域からの単数のＩＣＢＭの発射で、自国の

領土を越えることが計画されていない場合を除く。」とあるとおり、ＩＣＢＭの

発射を事前通告の対象としている117。ＩＣＢＭの発射については、ＳＡＬＴⅡ

が最初ではなく、上記１．（２）のとおり、ＳＡＬＴⅡ以前にも１９７１年の米

ソ核戦争勃発危険低減協定及び１９７２年発効の米ソ公海事故防止協定におい

ても一定のＩＣＢＭ発射の事前通告が求められていた。ＳＡＬＴⅡにおけるＩ

ＣＢＭの発射に関する事前通告は、こうしたＳＡＬＴⅡ以前の事前通告制度を

基礎として進展させている。 

すなわち、①核戦争勃発危険低減協定で対象となった自国領域を離れるＩＣ

ＢＭの発射であるか否かは関係なく、ＳＡＬＴⅡではすべての「複数ＩＣＢＭ

の発射」が通告対象となった118。②複数のＩＣＢＭ発射を一般的な形でまとめ

て通告することを求めていた核戦争勃発危険低減協定とは違い、ＳＡＬＴⅡで

は、ＩＣＢＭのそれぞれの発射が通告対象となった（ただし、実験場又はＩＣ

ＢＭ発射基の配備地域からの発射で、自国の領土を越えることが計画されてい

ない単数のＩＣＢＭの発射は対象外）。③ＩＣＢＭの実験・発射ゾーン以外から

の発射についてもすべて通告対象となった。④ＳＡＬＴⅡで義務づけられてい

る通告対象以外の発射についても自発的に通告することは妨げないとされた119。

なお、ＳＡＬＴⅡの事前通告制度はＩＣＢＭのみを対象としているが、核戦争

勃発危険低減協定はミサイルの種類は限定していないことから、ＩＣＢＭ以外

のミサイルの事前通告については引き続き同協定の対象となる。 

ＳＡＬＴⅡにおいては、更に、条約本体ではなく、附属の合意声明や共通理

解という文書においてであるが、①条約上の重爆撃機に（新たな）型式の爆撃

機を含めること120、②新型軽ＩＣＢＭの指定（新型軽ＩＣＢＭがＭＩＲＶを装

着する場合で、最初に飛行実験された時点）③ＳＬＢＭの追加的型式の指定（Ｓ

ＬＢＭがＭＩＲＶを装着する場合で、最初に潜水艦に搭載された時点）、④ＡＳ

ＢＭの型式の指定（ＡＳＢＭがＭＩＲＶを装着する場合で、最初に飛行実験さ

                                                   
117 藤田、前掲書、１４２頁；Treaty Between the United States of America and the Union 

of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Strategic Offensive Arms (June 18, 

1979), Article XVI, para.1. 
118 Agreed Statements and Common Understanding Regarding the Treaty Between the 
United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation 
of Strategic Offensive Arms (June 18, 1979), Article XVI, Second Common 

Understanding.  
119 Ibid., Article XVI, First Common Understanding; Calvo-Goller, The SALT 
Agreements, p.269. 
120 Agreed Statements and Common Understanding, Article II, para.3, Second Agreed 

Statement. 
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れた時点）121、⑤巡航ミサイル又はＡＳＢＭの実験に使用された航空機の数（型

式毎）122も、常設協議委員会（条約第１７条に基づいて設置され条約上の義務

の遵守に関する問題などを協議）における通告の対象とされた123。 

更に、戦略攻撃兵器の代替、転換および解体又は破壊のための完了した行動

及び取りつつある行動についても常設協議委員会における通告の対象となった
124。この点、ＳＡＬＴＩにおいては、条約本体ではなく、附属の「ＳＡＬＴＩ

に関する合意声明、共通了解及び一方的声明」のＥ項において「適時に通告す

る」とだけ規定されていたが、ＳＡＬＴⅡにおいては、条約本体において、「常

設協議委員会の定期会合において、少なくとも年二回」相互に通告することと

なった。常設協議委員会は、更に、戦略攻撃兵器の数についての合意されたデ

ータベースを部門毎に維持することとされた125。このように、ＳＡＬＴⅠでは

条約の規定の目的及びその履行を促進するためという一般的な言及に留まって

いた常設協議委員会は、ＳＡＬＴⅡにおいては、条約の義務の遵守に関する問

題の検証や条約に関連する戦略的状況の変化の検討等に加えて、実際のより具

体的な情報交換（データベースの維持や通告）の場としての機能を有するまで

に進化した。 

 

（３）中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約 

 ＩＮＦ全廃条約は、米露の軍備管理・軍縮交渉の中で初めて特定のカテゴリ

ーの核兵器を全面的に廃棄することに合意した条約である。射程５００～５５

００キロの地上発射型弾道ミサイル・巡航ミサイル、それらの発射基、支援構

造物、及び支援装置を発効から３年以内に全廃することを定めた。 

同条約には、データ交換、通告、現地査察といった、ＩＮＦの全面廃棄を確

実に検証するための多くの詳細な透明性措置が盛り込まれた。それらは、同条

約以前の透明性措置を大きく超え、その後の透明性措置の発展に大きく寄与す

るものであった。まず、条約第９条では、米ソそれぞれが保有するすべてのＩ

ＮＦ、それらの発射基、支援構造物、及び支援装置に関するデータを交換する

義務、また、そのための了解覚書が取り交わされることが明記された。データ

は、６か月毎に更新され、１９８７年に別途設置された核危険低減センター（下

記２．（１１）で後述）を通じて通告される。米ソは、同条約に署名した１９８

                                                   
121 ②～④について：Ibid., Article II, para.5, Second Agreed Statement.  
122 Ibid., Article VIII, para. 1, Second Common Understanding. 
123 Calvo-Goller, The SALT Agreements, p.270.  
124 Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist 
Republics on the Limitation of Strategic Offensive Arms (June 18, 1979), Article XVII, 

para.2 (e). 
125 Ibid., Article XVII, para.3. 
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７年１２月８日と同日に、同条約の規定に基づいてデータベースの設置に関す

る了解覚書に署名した。同覚書によれば、米ソは署名前の同年１１月１日に既

に最初のデータ交換を行っている。了解覚書では、配備・非配備の別でのミサ

イルや発射基の保有数、支援構造物や支援装置の形態別の数に加えて、ミサイ

ルの名称、緯度・経度情報や運用基地を含む配備場所といったことまで、非常

に詳細なデータが交換された。実際に交換されたデータは非常に詳細かつ多岐

にわたっており、本論文ですべてを網羅することはできないため、一部を以下

に記す。 

 中距離ミサイルについて、配備ミサイル数は米国が４２９基、ソ連が４７０

基、非配備ミサイル数は米国が２６０基、ソ連が３５６基、ミサイルの第２段

の総数は米国が２３６基、ソ連が６５０基、配備発射基は米国が２１４基、ソ

連が４８４基、非配備発射基は米国が６８基、ソ連が１２４基であった。準中

距離ミサイルについても同様のカテゴリーで相互にデータを交換した。 

 更に、ミサイル、発射基、支援構造物及び支援装置について、より具体的な

名称、配備地域、配備基地等についてデータを交換した。例えば、配備中距離

ミサイルについて、米国は、パーシングⅡミサイルとＢＧＭ－１０９Ｇの２種

類をソ連に通告した。そのパーシングⅡミサイルについて、配備地域をドイツ

のみ、配備境界を南北には北緯５１度００分００秒から北緯４８度００分００

秒、東経１２度００分００秒のうちのドイツ領土内とした。その範囲内におい

て、具体的なミサイルの運用基地を３か所の基地名 (Schwaebisch-Gmuend, 

Neu Ulm, Waldheide-Neckarsulm)を緯度・経度を伴う位置情報とともに挙げ、
それぞれの基地におけるミサイル数、発射基数、支援構造物・支援装置を通告

している（例えば、Schwaebisch-Gmuendにおける配備パーシングⅡのミサイ

ル数は４基の予備を含めて４０基、発射基数は３６基、支援構造物・支援装置

については、発射パッドのシェルターはゼロ、訓練用ミサイルは２４基。）126。 

 更に、条約第９条では、データ交換に加えて、様々な通告制度が設けられた。

主なものは次のとおり。 

 －特定の配備地域、ミサイル操作基地またはミサイル支援施設の予定廃棄日

（３０日以上前に通告） 

 －廃棄施設の数または場所の変更（同上） 

 －ミサイル、ミサイルの各段、発射支援構造物及び支援装置の廃棄の予定開

始日。廃棄されるミサイル・システムの数及び型、廃棄場所等を含む。（同

上） 

                                                   
126 Memorandum of Understanding Regarding the Establishment of the Data Base For 
The Treaty Between the Union Of Soviet Socialist Republics and the United States Of 
America On the Elimination Of their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles 
(December 8, 1987).  
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 －（廃棄のための）発射の予定日。発射されるミサイルの型、発射の位置と

発射数等を含む。（発射予定日の１０日以上前に通告） 

 －ミサイル、発射基、関連の支援構造物、支援装置、廃棄に関する議定書の

規定にしたがって廃棄される発射基の数の変化（廃棄されるミサイル・シ

ステムの種類の数とその型、廃棄の日付と位置を含む）（数に変更が生じて

から４８時間以内） 

 

ＩＮＦ全廃条約はミサイル・システムの廃棄の手続き（第１０条）や条約上の

義務の遵守や上記のデータを検証するための現地査察（第１１条）についても

具体的に規定した。現地査察は、核軍備管理・軍縮条約ではＩＮＦ全廃条約に

おいて初めて導入された強力な（検証のための）透明性措置である。条約署名

と同時に署名されたミサイル・システムの廃棄の手続きに関する議定書（廃棄

議定書）と査察に関する議定書（査察議定書）はそれら規定を更に詳細に規定

した。廃棄議定書では、それぞれのミサイル・システムについて、ミサイル本

体、発射キャニスター、発射基、運搬車輛に分けて、それぞれがどのような状

態になったら廃棄されたとみなされるのか詳細に規定された。査察議定書では、

査察官の指名に関する手続き、査察を実施する際の通告の手続き、実際の査察

の際の手続きやルール等が詳細に規定された。更に、条約の履行を促進するた

めに、特別検証委員会も設置された。 

 ＩＮＦ全廃条約は特定のクラスの核戦力（陸上配備型の中距離ミサイル）を

全廃するという史上初の核軍縮条約であったことから、以上のとおり、同条約

での透明性措置は２つのＳＡＬＴでの透明性措置を遥かに超えるものとなった。

それは、中距離ミサイルの全廃という、条約内容がＳＡＬＴのようにＮＴＭの

みで検証できるものを遥かに超えることに起因する。結果として、ＳＡＬＴで

は、検証措置としての透明性措置はＮＴＭのみで、その他の透明性措置は信頼

醸成措置としてのものであったが、ＩＮＦ全廃条約では、ＮＴＭに加えて、中

距離ミサイル保有数等のデータ交換、廃棄状況に関する通告や現地査察といっ

た措置も検証のための透明性措置として盛り込まれた。そして、同条約に盛り

込まれた強力な透明性措置は、その後の核軍備管理・軍縮条約の透明性措置の

基礎となった。 

 

（４）地下核実験制限条約 

 １９７４年７月に署名され１９９０年１２月に発効した地下核実験制限条約

も詳細な透明性措置を盛り込んでいる。同条約は、１５０キロトン以上の地下

核実験（平和目的の核実験を除く）を禁止し、１５０キロトン未満の核実験の

実施は特定の核実験場でのみ認められた。こうした義務の履行を確保するため、
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同条約と同時に署名された議定書では核実験場の地理的座標や地質に関するデ

ータを交換することが規定された。具体的には、「(a)各実験場の境界及びその中

における地理物理学的に明確な実験区域の境界の地理的座標、(b)実験場の実験

区域の地質に関する情報（地質構造の岩石特性及び岩石の基本的物理属性、す

なわち密度、地震波速度、水の飽和度、有孔性及び地下水面の深度）、(c)実施さ

れた地下核兵器実験の地理的座標、(d)地下核兵器実験が実施されてきており、

今後も実施されることになっている地球物理学的に明確な各実験区域について

の検定を目的とする二回の核兵器実験の威力、日付、時刻、深度及び座標」な

どである127。これらの義務の履行は、条約第２条において、ＮＴＭによって確

保することとされた。１９７４年の署名当時、米国は、ＮＴＭと上記のデータ

交換のみで検証可能と考えていた。しかし、その後、ＮＴＭとデータ交換のみ

に依存することはできないとの結論に至り、議定書の検証規定を強化すべくソ

連との交渉を経て、１９９０年に現地査察を追加的に含む新たな議定書に合意

した（その間、条約と議定書は批准されなかったが、米ソ両国ともに条約の義

務を遵守すると宣言した。）128。したがって、これらデータ交換や現地査察は、

検証のための透明性措置と言える。上述のとおり、地下核実験制限条約は１９

７４年に署名されていたが、検証規定が不十分であったとの判断から発効が遅

れていた。しかし、上記２．（３）のとおりＩＮＦ全廃条約で現地査察に合意で

きたことで、地下核実験制限条約でも１９９０年に現地査察に合意し発効させ

ることができた。 

データ交換は、当初の議定書では特別な交換方法は規定されなかったが、１

９９０年の新たな議定書では、１９８７年に別途設置された核危険低減センタ

ー（下記２．（１１）で後述）を通じて行われることとなった。また、協議のメ

カニズムについては、当初、条約の第２条３項において、「条約の目的及び規定

の履行を促進するために、締約国は、必要に応じて相互に協議し、照会し、そ

の照会に応じて情報を提供する。」との一般的な規定が設けられたのみであった

が、新たな議定書で、条約の実施にかかる問題や検証技術について検討するた

めの二国間協議委員会が設置されることとなった。なお、平和目的と称して実

質的に地下核実験制限条約で禁止された核実験を行うといった抜け穴を塞ぐた

めに１９７６年に署名された平和目的地下核爆発条約も上記の地下核実験制限

条約と同様に、１９９０年に詳細な検証規定を追加することで発効した。 

 

（５）弾道ミサイル発射通告協定 

 弾道ミサイルの事前発射通告については、上記１．（２）の核戦争勃発危険低

                                                   
127 藤田、前掲書、７６頁。 

128 Jozef Goldblat, Arms Control (London: SAGE Publications Ltd., 2002), p52.  
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減協定と公海事故防止協定が既に合意されていた。また、上記２．（２）のとお

り、ＳＡＬＴⅡはその通告対象を更に広げることとなっていたが、発効しなか

ったことに加え、仮に発効していたとしても、すべての弾道ミサイルの発射を

対象とすることにはならなかった。例えば、ＳＡＬＴⅡでは、ＳＬＢＭは事前

発射通告の対象とされず、また、自国の領域を越えない単数のＩＣＢＭ発射も

対象外とされた。１９８２年、レーガン(Ronald W. Reagan)米大統領が、米ソ

戦略核削減交渉の中で様々な信頼醸成措置を提案し、事前発射通告もＳＴＡＲ

Ｔの草案に盛り込まれた。ＳＴＡＲＴの合意が成立する前に、事前発射通告を

独立した協定とすることで合意し、１９８８年５月３１日に署名された。この

協定はそれまでのミサイル事前発射通報制度を発展させ、すべてのＩＣＢＭと

ＳＬＢＭの発射の発射予定日、発射地点と着弾地点の地理的座標等を、２４時

間前までに、核危険低減センターを通じて通告することとした129。同協定以前

のミサイル発射事前通告では、具体的な通告対象は規定されていなかったが、

同協定で初めて発射地点や着弾地点の地理的座標といった具体的な通告対象が

明確化された。 

 

（６）第一次戦略攻撃兵器削減条約（ＳＴＡＲＴⅠ） 

冷戦終結直後の１９９１年７月３１日に署名されたＳＴＡＲＴⅠでは、米ソ

は、配備された戦略核の運搬手段の総数を各々１６００基・機、配備された戦

略核弾頭を各々６０００個まで削減することに合意した。ＳＴＡＲＴⅠにおい

ても、基礎となるＩＮＦ全廃条約での透明性措置を大きく発展させる形で、デ

ータ交換、通告、査察、合同遵守査察委員会といった様々な透明性措置が盛り

込まれた。例えば、ＳＴＡＲＴⅠでは、下記のとおり、ミサイルの発射基に留

まらず、配備核弾頭に関するデータが交換される等、ＩＮＦ全廃条約以上の詳

細な透明性措置が盛り込まれた。 

 

データ交換 

まず、条約第８条は、了解覚書に示されたカテゴリー及び通告議定書にした

がって、両締約国に対して相互に核危険低減センターを通じて詳細なデータ交

換をすることを義務付けた。互いのデータを分析するための十分な時間を与え

るため、署名（１９９１年７月３１日）前に、了解覚書に盛り込まれたカテゴ

リーに基づいて、１９９０年９月１日時点のデータを交換した。 

交換するデータのそれぞれのカテゴリーは次のとおりである。まず、了解覚

                                                   
129 Agreement Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist 
Republics on Notifications of Launches of Intercontinental Ballistic Missiles and 
Submarine-Launched Ballistic Missiles (May 31, 1988).  
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書のセクション Iでは、配備ＩＣＢＭ及び配備ＳＬＢＭに帰属する弾頭数と投射

重量、配備重爆撃機に帰属する弾頭数に関するデータを交換する。例えば、１

９９８年７月１日付のデータ交換では、米国は、ＩＣＢＭの弾頭数（個）と投

射重量（キロ）として、ミニットマン II は１個及び８００キロ、ミニットマン

IIIは３個及び１１５０キロ、ピースキーパーは１０個及び３９５０キロと報告

した130。 

了解覚書のセクション II では、条約の規制対象とされる戦略核の総数に関す

るデータを交換する。このデータは、了解覚書の附属書Ａ（ＩＣＢＭ及びＩＣ

ＢＭ発射基）、Ｂ（ＳＬＢＭ及びＳＬＢＭ発射基）及びＣ（重爆撃機及び元重爆

撃機）のデータを総計したものと合致する数値となる。例えば、米国は、「配備

ＩＣＢＭ及びそれらの発射基、配備ＳＬＢＭ及びそれらの発射基、並びに配備

重爆撃機」を１４８２基・機、「配備ＩＣＢＭ、配備ＳＬＢＭ及び配備重爆撃機

に帰属する弾頭」を７９８２個、「配備ＩＣＢＭ及び配備ＳＬＢＭに帰属する弾

頭」を６２２７個、「配備ＩＣＢＭ及び配備ＳＬＢＭの投射重量」を１９６９．

８０メガトンと報告した。その上で、「ＩＣＢＭ及びそれらの発射基」、「ＳＬＢ

Ｍ及びそれらの発射基」及び「重爆撃機」に分類し、各項目を更に詳細に分類

した上で、更なる詳細なデータを交換している。「ＩＣＢＭ及びそれらの発射基」

については、「配備ＩＣＢＭ及びそれらの発射基」、「配備重ＩＣＢＭ及びそれら

の発射基」、「配備ＩＣＢＭに帰属する弾頭」、「移動式発射基の配備ＩＣＢＭに

帰属する弾頭」、「配備重ＩＣＢＭに帰属する弾頭」、並びに「配備ＩＣＢＭの投

射重量」に分類され、それぞれのＩＣＢＭの種類（米国の場合、ミニットマン

II、ミニットマン III、鉄道移動式発射基用ピースキーパー、サイロ式発射基用

ピースキーパー）についてデータが交換された。附属書Ａでは、配備のみなら

ず、移動式ＩＣＢＭ発射基用の非配備ＩＣＢＭや非配備移動式ＩＣＢＭ発射基

等についてもデータ交換することとされた。「ＳＬＢＭ及びそれらの発射基」に

ついては、「配備ＳＬＢＭ及びそれらの発射基」、「配備ＳＬＢＭに帰属する弾頭」、

並びに「配備ＳＬＢＭの投射重量」に分類されて、それぞれのＳＬＢＭの種類

（米国の場合、トライデント、ポセイドン I 及びトライデント II）についてデ

ータが交換された。「重爆撃機」については、「配備重爆撃機」、「長距離核弾頭

搭載空中発射型巡航ミサイル（ＡＬＣＭ）装備の重爆撃機」及び「長距離核Ａ

ＬＣＭ以外の核兵器装備の重爆撃機」に分類されて、それぞれの重爆撃機（米

国の場合、Ｂ－１、Ｂ－２及びＢ－５２）についてデータが交換された。 

了解覚書のセクション IIIでは、ＩＣＢＭ及びＳＬＢＭの基地及び条約第３条

                                                   
130 Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist 
Republics on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms and Associated 
Documents: Memorandums of Understanding (July 1, 1998). 
<https://fas.org/nuke/control/start1/text/moutoc.htm> 

https://fas.org/nuke/control/start1/text/moutoc.htm
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５項に基づいて削減される帰属弾頭の総数に関するデータが交換される。条約

第３条５項では、例えば、米国はミニットマン IIIとその他２つの現行の型（注：

条約締結時点ではどの型かは明記されず）のＩＣＢＭ及びＳＬＢＭに帰属する

弾頭を１２５０個まで削減することができる。これは、本来それぞれのＩＣＢ

ＭやＳＬＢＭに帰属する弾頭数の削減は、ＩＣＢＭやＳＬＢＭといった運搬手

段そのものを廃棄することで、それらに帰属する弾頭数も了解覚書で当初に申

告する数字から減らすことが基本であるが、ＩＣＢＭやＳＬＢＭといった運搬

手段そのものを廃棄せずとも、それら運搬手段に割り当てられている帰属弾頭

数そのものを削減することで、条約で定められた総数の上限を達成する「ダウ

ンロード」という方法を規定したものである。そこで、セクション IIIでは、「（そ

のような形で）弾頭数が削減された配備ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの数」、「（そのよ

うな形で）弾頭数が削減された後の配備ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭに帰属する弾頭

数」、「それぞれのＩＣＢＭ又はＳＬＢＭに当初帰属していた弾頭の削減数」、「配

備ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭに帰属する弾頭の削減総数」についてデータが交換さ

れることとなった。また、「（そうした形で）弾頭数が削減される配備ＩＣＢＭ

の基地」、「（そうした形で）弾頭数が削減される配備ＳＬＢＭの基地」について

もデータが交換されこととなった。 

 了解覚書のセクション IVでは、条約第２条で規定された中心的な制限以外の

条約第４条に基づく制限に関連する追加的な数値情報についてデータ交換する。

具体的には、「移動式ＩＣＢＭ発射基用の非配備ＩＣＢＭ」、「列車移動式ＩＣＢ

Ｍ発射基用の非配備ＩＣＢＭ」、「試験場にあるＩＣＢＭ及びＳＬＢＭ」、「非配

備移動式ＩＣＢＭ発射基」、「非配備列車移動式ＩＣＢＭ発射基」、「試験用発射

基」、「移動式試験用発射基」、「固定式試験用発射基」、「訓練用発射基」、「訓練

用施設にある非配備試験用ＩＣＢＭ発射基」、「移動式ＩＣＢＭ発射基用のＩＣ

ＢＭ輸送・積込機」、「ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの貯蔵施設及び修理施設」、「宇宙

発射施設」、「ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭを過去に搭載又は発射したことのある、宇

宙発射施設にある発射基」、「宇宙発射施設にあるＩＣＢＭ及びＳＬＢＭ」、「旧

重爆撃機」、「非核用重爆撃機」、「訓練用重爆撃機」、「地上訓練用に転換された

重爆撃機及び旧重爆撃機」、「試験用重爆撃機」、「固定式展示用ＩＣＢＭ発射基」、

「固定式展示用ＩＣＢＭ及びＳＬＢＭ」、「固定式展示用発射キャニスター」、「固

定式展示用重爆撃機及び旧重爆撃機」についてデータ交換されることとされた。 

 了解覚書では、これらのセクションに加えて、９つの附属書(Annex)で更に詳

細なデータ交換が行われた。附属書Ａ（ＩＣＢＭ及びＩＣＢＭ発射基）では、

配備ＩＣＢＭ及びそれらの発射基、非配備ＩＣＢＭ並びに支援装置の数、基地

及び場所毎の関連施設のデータ（地理的座標を含む）が交換される。附属書Ｂ

（ＳＬＢＭ及びＳＬＢＭ発射基）及びＣ（重爆撃機及び旧重爆撃機）もほぼ同
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様である。これら附属書で交換されるデータはいずれも了解覚書のセクション

IIから IVのそれと重複する部分もあるが、附属書ではより詳細なデータが交換

されている。 

 例えば、附属書Ａでは、セクション II との関係で「配備ＩＣＢＭ及びそれら

の発射基」が重複するが、「配備ＩＣＢＭ」と「配備ＩＣＢＭ発射基」は単独の

項目として扱っている。つまり、セクション II の「配備ＩＣＢＭ及びそれらの

発射基」を因数分解している。また、セクション IV との関係で、「移動式ＩＣ

ＢＭ発射基用の非配備ＩＣＢＭ」、「非配備移動式ＩＣＢＭ発射基」、「試験用発

射基」、「訓練用発射基」、「訓練用施設にある非配備試験用ＩＣＢＭ発射基」及

び「移動式ＩＣＢＭ発射基用のＩＣＢＭ輸送・積込機」の項目はいずれも重複

するが、セクション IVではそれらがすべての種類のＩＣＢＭとの関係での総数

であるのに対して、附属書Ａではそれぞれの種類のＩＣＢＭとの関係でデータ

交換されるように因数分解されている。 

附属書Ａでは、更に、基地及び場所毎の関連施設のデータが交換されている。

例えば、米国は、ワイオミング州のウォーレン・ミサイル複合施設について、

ＩＣＢＭの種類毎の「配備ＩＣＢＭ」及び「サイロ型配備ＩＣＢＭ発射基」の

数に関するデータを交換し、更に、発射基グループをアルファベット順にアル

ファからタンゴまで分類しつつ、それぞれのサイロ型発射基にどのＩＣＢＭが

配備されているのかについてもデータ交換している。 

附属書Ｄ（宇宙発射施設）では、宇宙発射施設にあるＩＣＢＭ及びＳＬＢＭ

の数や宇宙発射施設に関するデータが交換される。附属書Ｅ（廃棄施設）では、

了解覚書で申告されたことがあるが、転換・廃棄議定書に基づいて廃棄された

施設に関するデータが交換される。 

附属書Ｆ（ＩＣＢＭ及びＳＬＢＭの技術データ）では、それぞれの種類のＩ

ＣＢＭ及びＳＬＢＭについて、発射段数、全長、最大直径、発射重量、キャニ

スターに入った状態での全長、キャニスターの全長・直径、ミサイルの各段の

全長、直径・重量・推進剤の種類等についてデータ交換される。 

附属書Ｇ（爆撃機の技術データ）では、それぞれの種類の重爆撃機及び旧重

爆撃機を特徴づけるデータが交換される。具体的には、まず、それぞれの種類

の重爆撃機の最初の配備日、及び長距離核ＡＬＣＭの飛翔実験が行われた重爆

撃機の種類を特定する。更に、長距離核ＡＬＣＭ搭載のそれぞれの重爆撃機に

ついて、「装備されている長距離核ＡＬＣＭの種類」、「長距離核ＡＬＣＭの実際

の最大装備数」、「外付けジョイントに搭載されている長距離核ＡＬＣＭの最大

数」、「内部兵器倉に搭載されている長距離核ＡＬＣＭの最大数」、「長距離核Ａ

ＬＣＭの外付け発射基（パイロン）の長さ・高さ」、「重爆撃機への最大搭載数」、

「各パイロンに搭載されている長距離核ＡＬＣＭの最大数」、「パイロンを重爆
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撃機に外付けするためのジョイントの数」、「パイロンを重爆撃機に外付けする

ためのそれぞれのジョイントの距離」、「長距離核ＡＬＣＭをパイロンに装着す

るためのジョイントの数」、「長距離核ＡＬＣＭをパイロンに装着するためのそ

れぞれのジョイントの距離」、「パイロンを区別するための特徴」、「内部兵器倉

にある長距離核ＡＬＣＭの全長・最大数」、「兵器倉の全長・幅・高さ」、「重爆

撃機の特徴」等についてデータ交換される。更に、長距離核ＡＬＣＭ以外の核

兵器を装備する重爆撃機については、長距離核ＡＬＣＭを装備する重爆撃機と

の特徴的な違いを記入する。例えば、長距離核ＡＬＣＭ以外の核兵器を装備す

るＢ－５２Ｇは、長距離核ＡＬＣＭを装備するＢ－５２Ｇとは違って、翼のス

トレーキを有しない、と説明された。 

附属書Ｈ（長距離核ＡＬＣＭの技術データ）では、それぞれの種類の長距離

核ＡＬＣＭについて、「組み立てられた際の最大全長」、「ミサイル胴体の横断面

の最大の長さ」、「最大翼幅」、「長距離核ＡＬＣＭを発射基に装着するためのジ

ョイントの数」、「長距離核ＡＬＣＭを発射基に装着するためのそれぞれのジョ

イントの距離」、「長距離核ＡＬＣＭを区別するためのその他の特徴」に関する

データが交換される。 

附属書Ｉ（その他条約で求められているデータ）では、条約の実施に関連す

る様々なデータが交換される。例えば、条約上の制約対象とされず、条約の署

名時点で固定式展示上に置かれているＩＣＢＭ、ＳＬＢＭ、重爆撃機等に関す

るデータである。その他、継続的な監視対象となる施設の名称や場所、移動式

ＩＣＢＭ発射基の第１段用の固体燃料ロケットモーターの生産・貯蔵・実験場

所等もデータ交換の対象となる131。 

 

通告 

 ＳＴＡＲＴⅠでは、これらデータ交換の頻度や方法について通告議定書を含

めて詳細に規定している132。条約第８条１項で、交換するデータの詳細な内容

については了解覚書で定めるとした上で、同２項及び３項で通告制度の全体像

を示している。２項で、３項や通告議定書に基づいて通告することを義務づけ、

３項で、通告のための１０のカテゴリーを定めつつ、それら詳細を通告議定書

で規定するという構造である。①了解覚書におけるデータ更新（通告議定書の

                                                   
131 United States Department of State, Article-by-Article Analysis of the Memorandum 
of Understanding: Structure and Overview of the Memorandum (July 31, 1991). 
<https://www.state.gov/t/avc/trty/103731.htm>; U.S. Department of State, START 
Treaty Memorandum of Understanding: Data for United States (Effective Date: 1 July 
1998). <https://fas.org/nuke/control/start1/text/mou/usmoutoc.htm> 
132 Protocol on Notifications Relating to the Treaty Between the United States of 
America and the Union of Soviet Socialists Republics on the Reduction and Limitation 
of Strategic Offensive Arms (July 31, 1991).  

https://www.state.gov/t/avc/trty/103731.htm
https://fas.org/nuke/control/start1/text/mou/usmoutoc.htm
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セクション Iで１９の異なる通告を規定）、②条約の規制対象物の移動（通告議

定書のセクション IIで１７の異なる通告を規定）、③ＩＣＢＭ及びＳＬＢＭの投

射重量（通告議定書のセクション III で４つの異なる通告を規定）、④転換又は

廃棄の計画・開始・完了（通告議定書のセクション IVで７つの異なる通告を規

定）、⑤検証に関わるＮＴＭの効果を高めるための協調的措置（通告議定書のセ

クション Vで５つの異なる通告を規定）、⑥ＩＣＢＭ及びＳＬＢＭの飛翔実験並

びにテレメトリー情報（通告議定書のセクションVIで８つの異なる通告を規定）、

⑦新型・新種の戦略攻撃兵器（通告議定書のセクション VII で１６の異なる通

告を規定）、⑧活動の予定変更を含め、既に通告された情報の変更（通告議定書

のセクション VIII で２つの異なる通告を規定）、⑨査察・継続監視活動（通告

議定書のセクション IX での簡単な規定に加えて、査察議定書のセクション III

に２５の異なる通告を規定）、⑩作戦上の分散（通告議定書のセクション Xで７

つの異なる通告を規定）である。 

 条約第８条４～６項は、通告のための特定の手続きを規定している。４項で

は、通告議定書にしたがって行われる通告は核危険低減センターを通じて通告

の提供・受領を行うこととしている。６項は、同意がない限り公開してはなら

ないとした地理的座標と施設の設計図以外、了解覚書におけるデータの公開の

権利を認めている。 

 ３項と連関する通告議定書の内容の詳細をすべてここで網羅しないものの、

主なものは次のとおりである。 

 

①了解覚書におけるデータ更新 

・条約発効（注：１９９４年１２月５日）から３０日以内に了解覚書の各カテ

ゴリーのデータを更新。 

・条約発効後、各６か月の期間が終了してから３０日以内に同様に更新。 

・条約の制限対象物に関するデータに変更が生じた場合には、変更が生じてか

ら５日以内に更新。かかる通告には、対象物の数・型・分類・バージョン；対

象物の場所；変更が生じた日付等を含めなければならない。また、廃棄施設、

継続的監視対象の施設、監視対象の施設を含む各施設；ＩＣＢＭの各サイロ発

射基；発射管制センターとして使用されている各サイロ；その他の各発射管制

センター；各配備地域；各鉄道駐屯部隊の入口・出口；各固定試験発射基；地

上訓練用に転換された各重爆撃機又は旧重爆撃機に関する変更については、場

所に関わる地理的座標も含めなければならない。 

・ＩＣＢＭ基地にあるＩＣＢＭ又は潜水艦基地にある弾道ミサイル搭載潜水艦

に搭載されているＳＬＢＭに帰属する弾頭数の削減については、３０日前まで

に事前通告。かかる通告には、帰属弾頭数が削減されるＩＣＢＭ又はＳＬＢＭ
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の型；削減数；削減の計画日；削減されるＩＣＢＭのＩＣＢＭ基地又はＳＬＢ

Ｍの潜水艦基地を含めなければならない。 

・配備戦略攻撃兵器数に変更がある場合には、各年の２月１日の前に、計画さ

れる変更を通告。かかる通告には、配備ＩＣＢＭ及びそれらの発射基、配備Ｓ

ＬＢＭ及びそれらの発射基、配備重爆撃機について型毎に計画されているその

年の最後の総数；並びにＩＣＢＭ、ＳＬＢＭ及び重爆撃機の型毎に計画されて

いる転換・廃棄数を含めなければならない。 

・第３国へ、又は、第３国からの移転がなされた場合には、移転の完了後４８

時間以内に事後通告。かかる通告には、移転物の数・型；移転日；移転場所を

含めなければならない。 

・ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの生産が計画される生産施設のうち、事前に申告され

ていない施設については、それらＩＣＢＭ又はＳＬＢＭが当該施設から出る少

なくとも９０日前に事前通告。かかる通告には、生産施設の名称；当該施設で

の生産物の型；当該施設から最初の生産物が出ることが計画されている日付；

当該施設の地理的座標等を含めなければならない。 

・新しいＩＣＢＭのサイロ発射基の建設を開始する際には、掘削の５日前まで

に事前通告。かかる通告には、当該サイロ発射基に収容されるＩＣＢＭの型；

ＩＣＢＭ基地の名称；当該サイロ発射基の地理的座標；及び掘削開始日を含め

なければならない。 

・ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭが退役したとみなされると宣言する際の通告。かかる

通告には、そのような各ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの型、数及び場所を含めなけれ

ばならない。 

 

②条約の規制対象物の移動 

・非配備ＩＣＢＭ・ＳＬＢＭ；移動式ＩＣＢＭ発射基用のＩＣＢＭの飛翔実験

後に残る発射キャニスター；非配備移動式ＩＣＢＭ発射基；及び移動式訓練用

発射基の移動について、完了後４８時間以内の事後通告。かかる通告には、そ

れら移動される物体の数・型；物体が出発する施設；出発日；物体が到着する

施設；到着日；運搬手段；各ＩＣＢＭ及び移動式ＩＣＢＭ発射基を特定する特

徴にかかるデータを含めなければならない。 

・重爆撃機又は旧重爆撃機が特定の重爆撃機用施設等を２４時間以上訪問する

際、その後８時間以内に当該訪問を事後通告。かかる通告には、基地毎に、重

爆撃機又は旧重爆撃機のための生産・修理・転換・廃棄・貯蔵施設；重爆撃機

試験センター；訓練施設；廃棄施設；訪問している重爆撃機又は旧重爆撃機の

型・カテゴリー毎の数等を含めなければならない。 

・各配備鉄道移動式ＩＣＢＭ発射基及び関連ミサイルが日常的移動のために鉄
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道駐屯地から出発する際の２４時間以内の事前通告。かかる通告には、鉄道駐

屯地毎に、当該鉄道駐屯地から出発する配備鉄道移動式ＩＣＢＭ発射基及びそ

れらのミサイルの数；鉄道駐屯地；及び出発日を含めなければならない。 

・各鉄道移動式試験発射基が試験場から出発する際の２４時間以内の事前通告。

かかる通告には、当該試験場から出発する鉄道移動式試験発射基及の数及び発

射関連鉄道車両の数；試験場；並びに出発日を含めなければならない。 

・各配備鉄道移動式ＩＣＢＭ発射基及び関連ミサイルが日常的移動から鉄道駐

屯地に帰投する際の２４時間以内の事後通告。かかる通告には、鉄道駐屯地毎

に、当該鉄道駐屯地に帰投した配備鉄道移動式ＩＣＢＭ発射基及びそれらのミ

サイルの数；鉄道駐屯地；並びに帰投日を含めなければならない。 

・各鉄道移動式試験発射基が出発した試験場に帰投した際の２４時間以内の事

後通告。かかる通告には、帰投日及び試験場を含めなければならない。 

・各配備移動式ＩＣＢＭ発射基及びそれらのミサイルが目的地に到着した際の

４８時間以内の事後通告。かかる通告には、移動式ＩＣＢＭ発射基用ＩＣＢＭ

基地又はその他施設毎に、移動された配備移動式ＩＣＢＭ発射基及びそれらの

ミサイルの数；移動前の施設及び出発地点；出発日；各発射基及び関連ミサイ

ルが到着した施設；到着日等を含めなければならない。 

・配備移動式ＩＣＢＭ発射基及び関連ミサイルの演習展開の開始について、１

８時間以内の事後通告。かかる通告には、かかる展開に関わっている移動式Ｉ

ＣＢＭ発射基用のＩＣＢＭ基地；及び展開の開始日時を含めなければならない。 

・重爆撃機が関わる主要な戦略的演習の開始について、４８時間以内の事前通

告。かかる通告には、同演習に関わっている重爆撃機用又は旧重爆撃機用空軍

基地；及び同演習の開始日時を含めなければならない。 

・重爆撃機が関わる主要な戦略的演習の完了について、８時間以内の事後通告。

かかる通告には、同演習の完了日時を含めなければならない。 

 

③ＩＣＢＭ及びＳＬＢＭの投射重量 

・各新型のＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの飛翔実験について、８回目の飛翔実験の７

日前までの事前通告。かかる通告には、最初の７回の飛翔実験での最大の投射

重量；新種のＩＣＢＭが８，０００キロ、９，０００キロ、１０，０００キロ、

１１，０００キロ及び１２，０００キロの距離を運搬でき得る最大限の計算上

の投射重量に関するデータ；ＳＬＢＭについても同様に６，５００キロ、７，

５００キロ、８，５００キロ及び９，５００キロ及び１０，５００キロでのデ

ータ等を含めなければならない。 

・新型のＩＣＢＭ又はＳＬＢＭが条約第２条の制限の対象に最初になる５日前

までに、それらＩＣＢＭ又はＳＬＢＭのデータの事前通告。かかる通告には、
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説明可能な投射重量；当該説明可能な投射重量でもって飛翔実験が実施された

際のデータ；上記で示された距離を運搬し得る新型ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの最

大限の計算上の投射重量に関するデータ等を含めなければならない。 

・説明可能な投射重量よりも大きな投射重量でＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの飛翔実

験が行われた際には、５日以内の事後通告。かかる通告には、説明可能な投射

重量の新たな数値；及び当該飛翔実験が実施された日付を含めなければならな

い。 

 

④転換又は廃棄の計画・開始・完了 

・物体の転換又は廃棄を開始する際に、転換・廃棄議定書の規定に基づいて手

続きを実施するとの意図を３０日前までに事前通告。かかる通告には、転換又

は廃棄される物体の数、型、カテゴリー等；当該物体の場所；当該手続きが行

われる場所；転換又は廃棄プロセスの開始予定日等を含めなければならない。 

・転換・廃棄プロセスの開始後、５日以内に当該プロセスの開始日の事後通告。

かかる通告には、転換又は廃棄される物体の数、各物体の型、カテゴリー等；

転換・廃棄プロセスの場所；当該プロセスの開始日；及び当該プロセスでとら

れる手続きを含めなければならない。 

・サイロ型ＩＣＢＭ発射基、サイロ型訓練用発射基、サイロ型実験用発射基等

の廃棄完了後、５日以内の事後通告。かかる通告には、廃棄された発射基の場

所；廃棄完了日等を含めなければならない。（注：ＳＬＢＭ、重爆撃機等も同様

の規定） 

・条約発効後９０日以内、及び、条約発効後６年間の毎年が始まる９０日前ま

でに、ＩＣＢＭ、ＳＬＢＭ、ＩＣＢＭ発射基、ＳＬＢＭ発射基、重爆撃機、旧

重爆撃機、及び移動式ＩＣＢＭ発射基の固定構造物の転換又は廃棄のための年

次予定の通告。かかる通告には、その年に転換又は廃棄が計画されているかか

る物体の数及び型；及びそれら転換又は廃棄プロセスの開始計画日を含めなけ

ればならない。 

 

⑤検証に関わるＮＴＭの効果を高めるための協調的措置 

・道路移動式ＩＣＢＭ発射基、鉄道移動式ＩＣＢＭ発射基、重爆撃機の指定さ

れた場所・基地での開かれた形での展示要請を含む通告。かかる通告には、展

示が要請されるＩＣＢＭ基地や空軍基地を含めなければならない。 

・ＳＬＢＭ発射基の転換が行われ覆いがかけられた施設からの弾道ミサイル用

潜水艦の退出について、当該退出後２４時間以内の事後通告。かかる通告には、

退出日；当該転換が行われた施設；潜水艦の型；及び転換前後のＳＬＢＭの型

を含めなければならない。 
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⑥ＩＣＢＭ及びＳＬＢＭの飛翔実験並びにテレメトリー情報 

・原型ＩＣＢＭ又は原型ＳＬＢＭの飛翔実験や宇宙空間に物体を運搬するため

に使われたＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの飛翔実験を含む、いかなるＩＣＢＭ又はＳ

ＬＢＭの飛翔実験の通告。通告は、上記２．（５）のＩＣＢＭ・ＳＬＢＭ発射事

前通告協定に基づく。かかる通告には、メガヘルツで示されるテレメトリー周

波数；当該飛翔実験が条約第１０条６項に基づく暗号を使用するかに関する情

報等を含めなければならない。 

・テレメトリー情報を録音したテープ又は適切な機器のデモンストレーション

にかかる計画日・場所の３０日前までの事前通告。 

・テレメトリー情報の記録を含んだテープの受領から６０日以内に、当該テー

プを受領した当事国が当該テープに記録されたテレメトリー情報の質が不完全

又は不十分と認定したことの通告。かかる通告には、ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの

型；飛翔実験の日付；テープ番号；不完全又は低質の記録がなされた時間帯；

及び記録のプロセスにおいて生じた困難の描写を含めなければならない133。 

 

⑦新型・新種の戦略攻撃兵器 

・最初の原型ＩＣＢＭ又は原型ＳＬＢＭの生産施設からの計画された出発につ

いて、４８時間前までの事前通告。かかる通告には、原型ＩＣＢＭ又は原型Ｓ

ＬＢＭの型；原型ＩＣＢＭ／ＳＬＢＭの長さ・直径；当該原型ＩＣＢＭ又は原

型ＳＬＢＭの第１段の長さ・直径；原型ＩＣＢＭが１１，０００キロ（原型Ｓ

ＬＢＭについては９，５００キロ）の距離を運搬し得る発射重量及び最大限の

計算上の投射重量；原型ＩＣＢＭ又は原型ＳＬＢＭの生産施設の名称・場所を

含めなければならない。 

・移動式ＩＣＢＭ発射基からの特定の型の原型ＩＣＢＭの最初の飛翔実験後５

日以内等に、ＩＣＢＭの当該型が移動式ＩＣＢＭ発射基用のＩＣＢＭとみなさ

れるものか否かについて事後通告。かかる通告には、原型ＩＣＢＭの型；生産

施設の名称と場所；新型ＩＣＢＭの配備方式；及び原型ＩＣＢＭの技術的特徴

に関するデータを含めなければならない。 

・原型ＩＣＢＭ又は原型ＳＬＢＭの２０回目の飛翔実験後５日以内、同型の最

初のＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの配備の３０日前まで等に、原型ＩＣＢＭ又は原型

ＳＬＢＭが新型ＩＣＢＭ又は新型ＳＬＢＭとみなされるものかについて事後・

                                                   
133 なお、テレメトリー情報については、条約の第１０条において、飛翔実験を行う当事国

は他の当事国に対してテレメトリー情報の暗号化を含めテレメトリー情報へのアクセスを

否定することが禁じられた。また、ＳＡＬＴⅡにおいては、ＩＣＢＭのみが発射事前通告

の対象であったが、ＳＴＡＲＴでは、原型のみであるがＳＬＢＭも事前通告の対象となり、

また、テレメトリー情報の提供義務も追加されるといった進展がみられた。 
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事前通告。かかる通告には、新型ＩＣＢＭ又は新型ＳＬＢＭの型；生産施設の

名称と場所；新型ＩＣＢＭ又は新型ＳＬＢＭのデータ等を含めなければならな

い。 

・生産施設からの移動式原型ＩＣＢＭ発射基の出発については、出発の４８時

間前までに事前通告。かかる通告には、移動式発射基が使われる原型ＩＣＢＭ

の型；生産施設の名称と場所：及び出発日を含めなければならない。 

・最初の新型重爆撃機の工場や組立施設等からの退出について、退出の５日前

までに事前通告。かかる通告には、重爆撃機の型とカテゴリー；生産施設の名

称と場所；及び退出日を含めなければならない。 

・最初の新型、ある型の新たなカテゴリー又はある型やカテゴリーの新たな異

形の重爆撃機が、当該爆撃機の配備が開始される最初の空軍基地に到着する際

に、到着の５日前までに事前通告。かかる通告には、当該重爆撃機の型、カテ

ゴリー等；当該重爆撃機の配備が開始される空軍基地；配備開始日；新型重爆

撃機の技術的データ等を含めなければならない。 

 

⑧活動の予定変更を含め、既に通告された情報の変更 

（省略） 

 

⑨査察・継続監視活動 

・査察の実施の意図について、到着の１６時間前までに査察団の到着予定時刻

等。 

 

⑩作戦上の分散 

・作戦上の分散開始について、開始の１８時間後以内に事後通告。かかる通告

には、作戦上の分散開始の日付と時刻；及び作戦上の分散の理由を含めなけれ

ばならない。 

・作戦上の分散の完了に関する通告。かかる通告には、作戦上の分散完了の日

付と時刻を含めなければならない。 

 

転換・廃棄、査察、展示 

 ＳＴＡＲＴⅠも、ＩＮＦ全廃条約と同様、ＳＴＡＲＴⅠの対象とされる戦略

攻撃兵器（ＩＣＢＭやＳＬＢＭ等のミサイルや発射基等）の転換又は廃棄の手

続き（第７条）や条約上の義務の遵守や上記のデータを検証するための査察や

継続的監視活動（第１１条）について規定した。査察については、基礎データ

の査察、更新データの査察、新施設の査察、疑惑場所の施設等、１２種類の査

察を規定した。更に、ＳＴＡＲＴⅠでは、技術的特徴や（新旧の重爆撃機等の）
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区別可能性を示すための３種類の展示という新たな措置が盛り込まれた。これ

らは、いずれも、ＩＮＦ全廃条約と同様に、条約署名と同時に署名された転換・

廃棄の手続きに関する議定書（転換・廃棄議定書）と査察・継続的監視活動に

関する議定書（査察議定書）において詳細が規定された。 

 

（７）第二次戦略攻撃兵器削減条約（ＳＴＡＲＴⅡ） 

 ＳＴＡＲＴⅠに続いて交渉され、１９９３年１月３日に署名されたＳＴＡＲ

ＴⅡは、ミサイル防衛に対する対立などを原因として最終的に発効しなかった

が134、透明性措置については更なる進展が見られる。ＳＴＡＲＴⅡでは、米露

は、条約発効から７年後までに、配備戦略核弾頭を各々４２５０個まで削減し、

更に２００３年１月１日までに、３５００個まで削減することに合意した。そ

の他、ＭＩＲＶ装備のＩＣＢＭを全廃することや重ＩＣＢＭを全廃することも

合意された。ＳＴＡＲＴⅡの第５条１項で、ＳＴＡＲＴⅡで別途規定されてい

る場合は別として、ＳＴＡＲＴⅠの規定は、ＳＴＡＲＴⅡの履行においても使

用されることが定められた。したがって、ＳＴＡＲＴⅠの了解覚書や通告議定

書はＳＴＡＲＴⅡにおいても有効である。ここでは、ＳＴＡＲＴⅡにおいて新

たに盛り込まれた透明性措置を含めて、ＳＴＡＲＴⅠとの違いについて述べる。 

まず、ＳＴＡＲＴⅡでは、署名の際に既にＳＴＡＲＴⅠのデータベースが確

立していたことから、ＩＮＦ全廃条約やＳＴＡＲＴⅠとは異なり、重爆撃機に

実際に装備されている核兵器の数といったＳＴＡＲＴⅡで新たに追加された項

目を除いて、署名前のデータ交換は実施されず、条約発効から３０日後に発効

時点のデータを交換することとされた。 

データ交換については、ＳＴＡＲＴⅡでは、新たに「ＳＴＡＲＴⅡにおける

弾頭の帰属及び重爆撃機のデータに関する了解覚書」が合意された135。ＳＴＡ

ＲＴⅡが署名された１９９３年１月３日の時点でのデータを交換し、条約発効

後３０日以内に、発効時点でのデータを追加的に交換することとされた136。 

                                                   
134 米国は１９９６年１月にＳＴＡＲＴⅡを批准した。露も、２０００年５月にＳＴＡＲＴ

Ⅱの期限を延長する議定書や対弾道ミサイル・システム制限条約（ＡＢＭ条約）に関連す

る合意文書と共にＳＴＡＲＴⅡを批准した。しかし、露が、批准書交換のためには、米国

がＳＴＡＲＴⅡの議定書とＡＢＭ条約関連合意文書（下記２．（８）参照）を批准すること

を条件とし、米国がいずれも批准しなかったため、ＳＴＡＲＴⅡは発効しなかった。Daryl 

Kimball, “START II and Its Extension Protocol at a Glance,” Arms Control Association 

(January 2003). <https://www.armscontrol.org/system/files/Start2_Extension.pdf>  
135 Memorandum of Understanding on Warhead Attribution and Heavy Bomber Data 
Relating to the Treaty Between the United States of America and The Russian 
Federation on Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (January 

3, 1993).  
136 United States Department of State, Article-by-Article Analysis of the Memorandum 
on Attribution (January 3, 1993). <https://www.state.gov/t/avc/trty/104150.htm#moa>  

https://www.armscontrol.org/system/files/Start2_Extension.pdf
https://www.state.gov/t/avc/trty/104150.htm#moa
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新たに合意された同了解覚書において交換する主なデータは次のとおりであ

る。まず、通常役務に再適用された重爆撃機以外の配備重爆撃機に帰属する核

弾頭の数に関するデータである（セクション I）。これは、ＳＴＡＲＴⅡ第４条

２項に基づいて通常役務に再適用された重爆撃機以外の配備重爆撃機に実際に

装備されている核弾頭の数を意味し、ＳＴＡＲＴⅠのように「合意」や「交渉」

された核弾頭の数ではない。また、同第４条４項に基づいて、このセクション

で宣言した数以上の核弾頭を装備してはならない。例えば、米国は、Ｂ－５２

Ｇに搭載する核弾頭の数を１２個と宣言したため、１２個以上の核弾頭をＢ－

５２Ｇに装備することはできない。同セクションでは、通常役務に再適用され

た重爆撃機以外の配備重爆撃機に帰属する核弾頭の総数に関するデータも交換

することとされた。この総数は、同セクションで示される各重爆撃機に装備す

る核弾頭数に、ＳＴＡＲＴⅠにおける了解覚書（既述のとおり、ＳＴＡＲＴⅡ

でも引き続き有効）で示される重爆撃機の数を掛け合わせた数字と一致するこ

ととなる。 

次に、通常役務に再適用された重爆撃機及びその後核役務に戻された重爆撃

機に関するデータである（セクション II）。通常役務に再適用された重爆撃機の

種類・数、それら重爆撃機の空軍基地の名称・場所、通常役務に再適用された

重爆撃機及びその後核役務に戻された重爆撃機について、検証のためのＮＴＭ

で判別できる（他の重爆撃機と異なる）特徴に関するデータを交換する。これ

らのデータ交換は、通常役務への再適用が認められる重爆撃機の総数を１００

機に制限し、核役務の重爆撃機が配備されている基地とは異なる基地に配備す

ることを義務づけるＳＴＡＲＴⅡの第４条８項の実施のために必要なデータ交

換である。 

また、ＳＴＡＲＴⅡ第３条に基づき、帰属弾頭数が削減（ダウンロード）さ

れた配備ＩＣＢＭ及び配備ＳＬＢＭに関するデータも交換する（セクション III）。

ここでは、そうしたＩＣＢＭ及びＳＬＢＭの種類、削減された帰属弾頭の数、

削減された帰属弾頭の総数、それらＩＣＢＭ及びＳＬＢＭの基地の名称・場所

等に関するデータを交換する。 

 

（８）非戦略弾道ミサイル防衛システムに関する信頼醸成措置合意 

 １９７２年に署名・発効したＡＢＭ条約は、一定の条件を除いてＡＢＭシス

テムの配備を禁止した。ＡＢＭ条約は、米ソが相互に戦略防衛を制限し、報復

攻撃に対して脆弱な状態を維持することで米ソの相互確証破壊（ＭＡＤ）を確

実なものとすることを目的とし、米ソの戦略的安定性の基盤となった。弾道ミ

サイルの拡散が進む中で、米国では非戦略弾道ミサイルに対する防衛システム

の開発・配備をすべきとの声が強まったが、ＡＢＭ条約では戦略防衛と非戦略
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防衛の区別が明確ではなかった。そこで、米露はＡＢＭ条約の常設協議委員会

で協議し、１９９７年９月、両者の区別を明確にするための関連文書に合意し

た。上述のとおり、露がＳＴＡＲＴⅡの批准の際にこれら関連合意文書の米国

による批准をＳＴＡＲＴⅡの発効の条件とし、米国が批准しなかったため、こ

れらＡＢＭ条約関連合意文書は発効しなかった。しかし、ＮＴＭの尊重といっ

た規定以外は特段の透明性措置が盛り込まれなかったＡＢＭ条約とは異なり、

それら関連合意文書においては一定の透明性措置が盛り込まれた。 

 １９９７年９月に合意された関連文書は、戦略弾道ミサイル防衛と非戦略弾

道ミサイル防衛との具体的な区別を規定した第一合意声明、第一合意声明で合

意された戦略弾道ミサイル防衛レベルにおける実験を禁止した第二合意声明の

他、非戦略弾道ミサイル防衛システムに関する信頼醸成措置合意及び非戦略弾

道ミサイル防衛システムの計画・プログラムの年次情報交換に関する合同声明

で構成される。 

これら関連文書で合意された主な透明性措置は次のとおりである。まず、同

合意の対象となる迎撃ミサイル実験が行われる試験場・地域の名称・場所につ

いて、これら関連合意文書の発効から３０日以内、又は、最初の実験の９０日

前までに通告する。迎撃ミサイルの発射に際して、標的用の弾道ミサイルが使

用される場合には、迎撃ミサイルの各発射について、試験場・地域の名称；迎

撃ミサイルの型；迎撃ミサイルの発射予定日；迎撃ミサイルの発射予定地（地

理的座標）；標的用の弾道ミサイルの発射予定地（地理的座標）等について、各

迎撃ミサイル発射の１０日前までに通告する。 

更に、各当事国は、この信頼醸成措置合意の対象とされている防衛システム

について、他の当事国の戦略核戦力に現実的な脅威を与え得るような数や場所

で配備しないとの確証を与えるため、次の点に合意した。まず、各当事国は、

他の当事国に対して、自国が直面する戦略弾道ミサイル以外の弾道ミサイルの

開発・実験・配備に関する計画の評価を提供する。また、各当事国は、この信

頼醸成措置合意の対象とされるシステム、迎撃ミサイル、発射基、関連のレー

ダーについて、名称・型・配備態様；運用の一般概念、計画・プログラムの状

況、自国が保有しようと計画しているシステムの数；配備プラットフォームの

クラス・型等；完全に搭載された状態の発射基の迎撃ミサイルの数等に関する

情報を提供する。更に、この信頼醸成措置合意の対象とされるシステムの構成

要素について、完全に組み立てられた迎撃ミサイルの場合は、段数、長さ、最

大直径、推進剤の種類（固体又は液体）、発射時に示された最大速度、迎撃ミサ

イル発射キャニスターの長さ・直径；迎撃ミサイル発射基の場合は、完全に搭

載された状態の発射基の迎撃ミサイルの最大数；レーダーの場合は、周波数等

に関する情報を提供する。更なる情報提供や通告を自発的に行うことも認めら
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れた。これら情報は、特定の合意を検証するためのものではなく、あくまでも

戦略ミサイル防衛を構築している訳ではないということを相手国側に保証する

ことを目的としているため、信頼醸成のための透明性措置と言える。 

なお、ＡＢＭ条約の下の常設協議委員会において本件合意の履行や関連状況

について検討する。これらの情報は毎年更新し、通告や情報提供は、核危険低

減センターを通じて行われる137。 

 

（９）戦略攻撃力削減条約（モスクワ条約） 

 ２００２年５月に署名され２００３年７月に発効したモスクワ条約は、２０

１２年１２月３１日までに、戦略核弾頭の総数を１７００～２２００個に削減

することを義務づけた。露との敵対関係を前提としない米露関係を追求し、ま

た、自国の戦略核戦力に最大限の柔軟性を保持すべく軍備管理条約一般に懐疑

的であったブッシュ政権下において交渉・作成された。そのため、条約の規制

内容は非常に簡素なものとなったのみならず、冷戦期以来徐々に発展してきた

透明性措置も一切盛り込まれなかった。 

まず、具体的な透明性措置が盛り込まれなかった以前の問題として、条約の

規制内容が非常に簡素なものとなったことから、お互いが何を削減するのか不

透明となった。削減を規定した条約第１条では、削減対象について、合意され

た定義がないまま、各当事国が、それぞれの大統領の発言にしたがって「戦略

核弾頭」を１７００～２２００個まで削減することとされた。すなわち、ＳＴ

ＡＲＴ等の過去の軍備管理・軍縮条約とは異なり、実際の削減対象や削減方法

は、条約の詳細な規定ではなく、各当事国の判断に委ねられる形となった。米

国は、条約で規定された「戦略核弾頭」の削減を、条約第１条で言及された２

００１年１１月１３日のブッシュ（第４３代）(George W. Bush)大統領の発言

に沿って「実戦配備戦略核弾頭」と解釈して削減することを明らかにした138。

この「実戦配備戦略核弾頭」は、米国側にとっては、オーバーホールなどでＩ

ＣＢＭやＳＬＢＭから取り外された核弾頭は含まず、現にＩＣＢＭ、ＳＬＢＭ、

重爆撃機に搭載されている戦略核弾頭を意味する139。他方で、同じく条約第１

                                                   
137 Agreement on Confidence-Building Measures Related to Systems to Counter 
Ballistic Missiles Other Than Strategic Ballistic Missiles (September 26, 1997).  
138 Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on 
Strategic Offensive Reductions (The Moscow Treaty) (May 24, 2002); Joint Statement by 
President George W. Bush and President Vladimir V. Putin on a New Relationship 
Between the United States and Russia (November 13, 2001). 

<https://www.state.gov/t/avc/trty/127129.htm#6>  
139 Article-by-Article Analysis of the Treaty Between the United States of America and 
the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (May 24, 2002). 

<https://www.state.gov/t/isn/10527.htm> 

https://www.state.gov/t/avc/trty/127129.htm#6
https://www.state.gov/t/isn/10527.htm
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条に言及されている同日及び同年１２月１３日のプーチン(Vladimir Putin)大

統領の発言においては、露が削減する対象は明確にされていない。また、他の

条約と同様に、条約の履行を目的として二国間履行委員会が設置されたが、こ

れまで類似の委員会については、委員会のマンデートが具体的に条約内で規定

されるようになっていたが、モスクワ条約の二国間履行委員会については具体

的なマンデートは規定されなかった。 

他方で、モスクワ条約第２条でＳＴＡＲＴⅠが引き続き有効であることを確

認しつつ140、署名と同時に発出された「新戦略関係に関する共同宣言」におい

て、ＳＴＡＲＴⅠの条項が、「今後合意され得る透明性措置を含むその他の補完

的措置と共に、更なる削減への信頼、透明性及び予測可能性の基礎を提供する」

とした141。 

更に、モスクワ条約以前においては公式文書において「透明性(transparency)」

という用語は用いられていないが、モスクワ条約の関連では、条約本体では「透

明性」という用語が用いられていないものの、上記共同宣言において「透明性」

という用語が数度用いられている。上記での言及以外に、今日の安全保障環境

が冷戦期と根本的に異なるという文脈で、ミサイル防衛の分野において、ミサ

イル防衛計画に関する情報交換、ミサイル防衛実験視察のための相互訪問、ミ

サイル防衛システムの視察を含む、信頼強化と透明性向上のための多くの措置

を実施することに合意したと言及した。また、同共同宣言では米露両国の外務

大臣・防衛大臣が議長を務める「戦略的安全保障のための協議グループ」の設

置が発表され、同グループが透明性を向上させるための主要なメカニズムにな

ることにも言及した142。 

以上のとおりモスクワ条約自体は透明性措置がなくなり、むしろ不透明にな

った側面もあるが、ＳＴＡＲＴⅠとの併存を通じて透明性を実質的に確保した。

更に、共同宣言において今後の更なる透明性措置を含め、透明性について数度

言及する等、モスクワ条約では透明性の重要性への認識が失われた訳ではなく、

むしろ明確に認識されるようになったとも言える。 

 

（１０）新戦略攻撃兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ） 

 ２００９年４月のプラハにおけるオバマ(Barack H. Obama)大統領による核

軍縮不拡散に関する包括的演説を受けて、米露両国は同年５月から新ＳＴＡＲ

Ｔを交渉し、２０１０年４月に署名した。翌年２月５日に発効した新ＳＴＡＲ

                                                   
140 ＳＴＡＲＴⅠが失効した２００９年１２月までは、ＳＴＡＲＴⅠとモスクワ条約は併存

していた。 
141 Joint Declaration on the New Strategic Relationship (May 24, 2002). 

<https://www.state.gov/t/avc/trty/127129.htm#13> 
142 Ibid. 

https://www.state.gov/t/avc/trty/127129.htm#13
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Ｔは、配備ＩＣＢＭ、配備ＳＬＢＭ、配備重爆撃機の総数の上限を７００基・

機、配備ＩＣＢＭ、配備ＳＬＢＭ、配備重爆撃機に搭載される核弾頭の総数の

米露各国の上限を１５５０個等とした。新ＳＴＡＲＴにおいては、モスクワ条

約とは違って、モスクワ条約以前のＳＴＡＲＴと同様のデータ交換、通告、現

地査察といった多くの透明性措置が盛り込まれた。多くがＳＴＡＲＴⅠと類似

する一方で、一定の相違点がある。以下、新ＳＴＡＲＴにおける透明性措置の

主な概要とＳＴＡＲＴⅠのそれとの相違点を述べる。 

 

 データ交換 

条約第７条において、それまでの条約と同様に、データベースが作られるこ

と、また、情報交換には核危険低減センターが使われることが規定された。条

約の議定書第２部で、交換するデータの主なカテゴリーを概ね次のとおり規定

した。まず、総数として、「配備ＩＣＢＭ、配備ＳＬＢＭ及び配備重爆撃機の総

数」、「配備ＩＣＢＭ及び配備ＳＬＢＭに搭載されている弾頭、並びに配備重爆

撃機に搭載されている計算上の核弾頭の総数」、「配備・非配備のＩＣＢＭ発射

基、配備・非配備のＳＬＢＭ発射基及び配備・非配備の重爆撃機の総数」であ

る。 

 ＩＣＢＭ、ＩＣＢＭ発射基及び配備ＩＣＢＭ搭載の弾頭については、配備Ｉ

ＣＢＭ、配備ＩＣＢＭ搭載の弾頭、非配備ＩＣＢＭ、配備・非配備のＩＣＢＭ

発射基、配備ＩＣＢＭ発射基及び非配備ＩＣＢＭ発射基の数に関するデータを

ＩＣＢＭの型・種類毎及び（型毎の数字を足し合わせた）合計に基づいて交換

する。その上で、それぞれのサイロ型ＩＣＢＭ発射基及び移動式ＩＣＢＭ発射

基の基地の名称、場所（地理的座標を含む）、同基地の配備ＩＣＢＭ、配備ＩＣ

ＢＭに搭載された弾頭、配備されたサイロ型／移動式ＩＣＢＭ発射基、非配備

のサイロ型／移動式ＩＣＢＭ発射基の数に関するデータを交換する。更に、サ

イロ型発射基／移動式発射基については、各基地のサイロ型発射基グループ毎

／配備地域毎に、各サイロ型発射基／移動発射基の名称、地理的座標、（各ミサ

イルにつけられている）特定識別番号、各サイロ型発射基／移動式発射基に装

填されているＩＣＢＭの型に関するデータを交換する。その他、付随する維持

管理施設、生産施設、貯蔵施設、修理施設、訓練施設、転換・廃棄施設に関す

るデータも交換する。ＳＬＢＭ及び重爆撃機についても、潜水艦基地や重爆撃

機が配備された空軍基地のように、ＳＬＢＭ及び重爆撃機に当てはめた上で同

様のカテゴリーに関するデータを交換する。その他、宇宙発射施設、ＩＣＢＭ・

ＳＬＢＭの技術データ（段数、全長、直径；キャニスターの全長等；各段の全

長、直径、推進剤等）、重爆撃機の型を区別するための特徴等についてもデータ
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を交換する143。 

 これらのデータの公開については、条約第７条６項において二国間協議委員

会で合意しない限り公開してはならないとされた地理的座標、施設の識別情報

や設計図、海岸や海洋情報、及び、条約第７条７項で公開する権利が認められ

た弾頭等の総数以外、条約第７条５項において二国間協議委員会で協議し、合

意することが求められた。 

 

 通告 

 通告は議定書の第４部で主な点は次のとおり規定された。 

・条約発効（注：２０１１年２月５日）から４５日以内に議定書第２部の各カ

テゴリーのデータを提供。 

・条約発効後、各６か月の期間が終了してから３０日以内にデータを更新。 

・データに変更が生じた場合には、変更が生じてから５日以内に更新。弾頭に

関するデータ変更については、上述の６か月毎の更新のみ。通告されるデータ

を更新する際には、新しい施設、新しい型のＩＣＢＭ、ＳＬＢＭ、ＩＣＢＭ発

射基等の登場；ＩＣＢＭ、ＳＬＢＭ、申告された施設等の廃棄；配備から非配

備、非配備から配備への変更等を含めなければならない。 

（以上、ＳＴＡＲＴⅠ通告議定書のセクション Iに相当） 

・最初の新型の原型ＩＣＢＭ又は原型ＳＬＢＭの申告施設への到着後５日以内

までに、その新型の原型ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭについて事後通告。 

・原型ＩＣＢＭ又は原型ＳＬＢＭの２０回目の飛翔実験後３０日以内、又は同

型の最初ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの配備の３０日前までに、原型ＩＣＢＭ又は原

型ＳＬＢＭが新型ＩＣＢＭ又は新型ＳＬＢＭとみなされるものかについて事

後・事前通告。 

（以上、ＳＴＡＲＴⅠ通告議定書のセクション VIIに相当） 

・固体燃料式ＩＣＢＭ及び固体燃料式ＩＣＢＭの生産施設からの出発の４８時

間前までに事前通告。 

・自国領土外の試験場との間のＩＣＢＭの移動の完了後５日以内に通告。 

・重爆撃機が２４時間以上訪問する際、その後２４時間以内に当該訪問の自国

領土内の特定場所又は自国領土外の地理的地域を事後通告。 

・重爆撃機が関わる主要な戦略的演習の開始について、主要戦略的演習に関す

る相互事前通告に関する米ソ協定144にしたがって、１４日以内の事前通告。 

                                                   
143 Protocol to the Treaty between the United States of America and The Russian 
Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic 
Offensive Arms (April 8, 2010).  
144 Agreement Between the Government of the United States of America and the 
Government of the Union of Soviet Socialist Republics on Reciprocal Advance 
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（以上、ＳＴＡＲＴⅠ通告議定書のセクションⅡに相当） 

・ＩＣＢＭ又はＳＬＢＭの発射の２４時間前までに事前通告。かかる通告は、

１９８８年５月３１日のＩＣＢＭ及びＳＬＢＭ発射通告に関する米ソ協定にし

たがって行われる145。 

・記録メディア及び解釈データの受領から１８０日以内に、提供された記録メ

ディア、テレメトリー情報等の質が不完全又は不十分であることについての通

告。 

（以上、ＳＴＡＲＴⅠ通告議定書のセクション VIに相当） 

・ＩＣＢＭ、ＳＬＢＭ、ＩＣＢＭ・ＳＬＢＭの発射キャニスター、ＩＣＢＭ発

射基、ＳＬＢＭ発射基、重爆撃機、施設の転換・廃棄について、①転換又は廃

棄の開始の３０日前までに、転換又は廃棄の実行の意図について、②転換又は

廃棄の開始から５日以内までに、転換又は廃棄の開始について、③転換又は廃

棄の完了後５日以内までに、転換又は廃棄手続きの完了について通告。 

・各年の始まりから２０日以内までに、当該年に転換又は廃棄が予定されてい

る戦略的攻撃兵器の数及び型について通告146。 

（以上、ＳＴＡＲＴⅠ通告議定書のセクション IVに相当） 

 

転換・廃棄、査察、展示 

 新ＳＴＡＲＴも、ＩＮＦ全廃条約やＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱと同様、戦略攻撃兵器

の転換・廃棄（条約第７条及び議定書第３部）や査察（第１１条及び議定書第

５部）について規定した。また、新型戦略攻撃兵器の技術的特徴の確認や転換

の確認等のための展示についても、規定された（条約第１１条及び議定書第９

部）。査察については、１２種類の査察を規定したＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱとは異なり、

ＩＣＢＭや潜水艦の基地等での配備・非配備の戦略核の数・種類等に関するデ

ータの正確性を検証するためのタイプ１と、その他の場所での非配備戦略核に

関するデータの正確性を検証するタイプ２の２種類の査察を規定した。 

 

ＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱと新ＳＴＡＲＴの主な違い 

 基本的にはＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱも新ＳＴＡＲＴも予測可能性と透明性の確保を

                                                                                                                                                     

Notification of Major Strategic Exercises (September 23, 1989).  
145 Agreement Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist 
Republics on Notifications of Launches of Intercontinental Ballistic Missiles and 
Submarine-Launched Ballistic Missiles (May 31, 1988). なお、テレメトリー情報の交換

については、通告議定書で明記されたＳＴＡＲＴとは異なり、新ＳＴＡＲＴの場合、テレ

メトリー議定書にて規定された。ただし、下記４．（５）のとおり、新ＳＴＡＲＴでのテレ

メトリー情報の提供は毎回のＩＣＢＭ・ＳＬＢＭの発射の際に義務とされず、年５回まで

となった。 
146 Ibid. 
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追求しており、透明性措置についても、具体的な数や、場所、技術的特徴とい

ったデータを含む詳細なデータ交換やそれらデータの正確性を確認するための

査察等、両者には共通点が多い。しかし、新ＳＴＡＲＴは、ＳＴＡＲＴⅠの措

置をほぼそのまま適用したＳＴＡＲＴⅡと違って、単なるＳＴＡＲＴⅠの延長

ではない。新ＳＴＡＲＴにおいては、冷戦期ほど相手国のすべての動きを事細

かに把握する必要はないとして、ＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱと比べて、データ交換の対

象範囲が狭くなり、通告や査察の頻度が低くなる等、若干ではあるが合理化・

簡素化された147。 

例えば、新ＳＴＡＲＴでは、それぞれのミサイルの投射重量はデータ交換の

対象から外された。ＳＴＡＲＴⅠは、新型の重ＩＣＢＭを禁止し、また、新旧

型の区別を明確にするために投射重量に関するデータを必要としていた。これ

は、露が秘密裏に投射重量の大きい新たなミサイルを開発することを懸念して

いたことが背景にあった。しかし、露が、ＳＴＡＲＴⅠの新型ミサイルに関す

る細かな規定によって新型ミサイルの開発の足かせになっているとして、新型

ミサイルに関する規定の緩和を求め148、また、米国側も長年のＳＴＡＲＴⅠの

下における検証の結果、露による秘密裏の新型ミサイル開発への懸念は薄れて

いた。その結果として、投射重量に関するデータを交換対象から外すことが合

意された149。 

また、通告制度においても、ＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱでは通告対象物に関するデー

タに変更が生じた場合には、変更が生じてから５日以内に更新するとされた。

しかし、新ＳＴＡＲＴにおいては、引き続き５日以内の更新を基本としつつ、

例えば弾頭に関するデータ変更については、通常の６か月毎の定期的なデータ

交換で良いとされ、５日以内のデータ更新の義務から免除された。 

 冷戦末期とは言え未だ敵対関係の下で交渉・合意されたＳＴＡＲＴⅠと、冷

戦期とは根本的に異なる相互関係及び安全保障環境の下で交渉・合意された新

ＳＴＡＲＴでは、両者の透明性措置のスコープに変化があるのは自然なことと

も言える。敵対関係の下では、相手国が条約の義務を確実に遵守することへの

信頼が必ずしも持てないため、条約の合意のためには厳格な検証措置を必要と

するからである。レーガン大統領は「信頼するが検証する(Trust but verify)」

と述べたが、実際には、信頼が低いからこそ厳格な検証を求めたのである。 

その対極にあるのが、モスクワ条約である。同条約が合意された２００２年

                                                   
147 Amy Woolf, “Monitoring and Verification in Arms Control,” Journal of Current 
Issues in Globalization, Volume 4, Number 1 (2011), p50. 
148 Amy F. Woolf, “Strategic Arms Control After START: Issues and Options,” CRS 
Report for Congress (March 4, 2010), pp.5-6, pp.15-16.  
149 筆者によるリントン・ブルックス(Linton F. Brooks)元国家核安全保障庁長官（元米国政

府ＳＴＡＲＴ首席交渉官）へのインタビュー、ワシントンＤＣ、２０１７年９月２３日。 
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は、前年に９．１１同時多発テロ事件が起きたこともあり、米国にとっての最

も大きな安全保障上の脅威はテロと大量破壊兵器（ＷＭＤ）の拡散であり150、

そうした脅威への闘いにおいて米露は協力していた。米国からすれば、経済的

に弱体化しもはや脅威とはみなされない露との間で、厳格な検証措置を伴った

核軍縮・軍備管理条約の交渉に時間とエネルギーを注ぐつもりはなかったため、

逆に全く検証措置を盛り込まない条約を作成した。それでもＳＴＡＲＴⅠの検

証措置が２００９年まで有効であったため、大きな支障はなかった。新ＳＴＡ

ＲＴは、ＳＴＡＲＴⅠが失効する中で、異なる安全保障環境ゆえに条約に求め

られる内容も異なる時代において、第２章で示した分類で言えば、検証のため

の透明性と信頼醸成のための透明性とのバランスをとった結果であろう。結果

として、新ＳＴＡＲＴは、ＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱと比較して、相対的に、検証のた

めの透明性よりも信頼醸成のための透明性の側面を強めたと言える（下記４．

（５）参照）。 

このように新ＳＴＡＲＴは、米露の二国間においては信頼醸成のための透明

性の側面を強めたが、その一方で、（二国間のデータ交換の他、国際社会に対す

る）データの公開の面においては、ＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱ時よりも厳しくなった。

まず、同意がない限り公開してはならないとされた対象が、ＳＴＡＲＴでは地

理的座標と施設の設計図のみであったが、新ＳＴＡＲＴでは、それらに施設の

識別情報や海岸や海洋情報が追加された。また、ＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱでは、同意

がない限り公開してはならないとされた対象以外の情報については、各締約国

に公開の権利が認められたが、新ＳＴＡＲＴでは、弾頭等の総数を除いて、二

国間協議委員会で協議し、公開の可否や範囲につき合意することが求められた。

実際、ＳＴＡＲＴⅠにおけるデータは弾頭等の総数に限らず、それぞれのミサ

イルに帰属する弾頭数までが公開されていた。しかし、新ＳＴＡＲＴでは、ミ

サイルや発射基については個別の具体的な数が公開されているが、弾頭につい

ては総数のみに留まっている151。したがって、国際社会に対する透明性という

観点からは、新ＳＴＡＲＴは低下したとも言える152。ただし、厳密には、ＳＴ

ＡＲＴⅠにおける具体的な弾頭数はあくまでも個々のミサイルに帰属する計算

                                                   
150 U.S. White House, The National Security Strategy of the United States of America 
(September 17, 2002); National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction 
(December 2002).  
151 例えば、“New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms, U.S. 

Categories of Data: Categories of Data Pertaining to Strategic Offensive Arms, As of 

September 1 2011,” Documents assembled by Hans M. Kristensen, Federation of 
American Scientists (December 7, 2011). 

<https://fas.org/programs/ssp/nukes/armscontrol/NewSTART-USnumbers090111.pdf>  
152 Hans M. Kristensen, “New START Data Exchange: Will it Increase or Decrease 

International Nuclear Transparency?” Strategic Security Blog (22 May, 2011). 

<https://fas.org/blogs/security/2011/03/startexchange/>  

https://fas.org/programs/ssp/nukes/armscontrol/NewSTART-USnumbers090111.pdf
https://fas.org/blogs/security/2011/03/startexchange/
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上の弾頭数であったが、新ＳＴＡＲＴでは個々のミサイルに実際に搭載されて

いる弾頭数が数えられることとなったため、新ＳＴＡＲＴの弾頭数はより機微

性が高くなっており、両者を単純に比較することはできない。ＳＴＡＲＴⅠに

おいてももともと実質的には実際の弾頭数は公開された訳ではないという比較

においては両者とも大きく異ならないとも言える。 

 

（１１）核危険低減センター 

多くの上記条約の透明性措置（特にデータ交換や通告）の実施は、米露それ

ぞれの首都に設置されている核危険低減センターを通じて、標準化されたフォ

ーマットにしたがって、２４時間態勢で行われている。核危険低減センターは、

１９８５年の交渉開始の後、１９８７年９月１５日に署名された協定に基づい

て設置された。当初は、上記１．（２）で言及した１９７１年の米ソ核戦争勃発

危険低減協定と１９７２年の公海事故防止協定に基づくミサイル発射の事前通

告のみが対象であった。しかし、ＩＮＦ全廃条約やＳＴＡＲＴ等、その後成立

した核軍備管理・軍縮条約を中心に現在では１３の核兵器、化学兵器、通常兵

器の軍備管理・軍縮条約や信頼醸成措置の実施において利用されている153。 

 

３．核軍備管理・軍縮条約の枠外における透明性措置 

 上記１．のとおり、米ソ・米露間における透明性措置は、主に二国間の核軍

備管理・軍縮条約の枠組みの中で取り進められてきたが、核軍備管理・軍縮条

約の枠組みの外でも透明性の向上向けた取り組みがなされている。 

 

（１）高濃縮ウラン（ＨＥＵ）透明性プログラム 

 １９９３年２月、米露は、露の核兵器削減の結果として核弾頭から生じるＨ

ＥＵの処分のために、米国が５００メガトンのＨＥＵを露から購入する合意に

署名した。ＨＥＵ透明性プログラムは、露国内でＨＥＵを低濃縮ウラン（ＬＥ

Ｕ）に希釈した後に米国に送られるＬＥＵが、実際に核弾頭を起源とするＨＥ

Ｕを希釈したものであることに確信を持たせることを目的としている。具体的

には、米国の技術専門家が露のＨＥＵの処分に関する文書を入手し、ウラン処

理施設を直接確認するといった特別監視訪問が制度化された。２０１３年のプ

ログラムの完了まで年間２４回の特別監視訪問が実施された。露側も米側に売

却したＨＥＵが、核兵器に用いられておらず、平和目的のみに使用されている

ことを確認するための特別監視訪問を実施した154。特別監視訪問といった透明

                                                   
153 U.S. Department of State, United States Nuclear Risk Reduction Center (NRRC), 
(October 24, 2012). <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/199564.htm>, 

<https://2009-2017.state.gov/documents/organization/199776.pdf> 
154 Matthew Bunn, Securing the Bomb 2008 (Cambridge, Mass., and Washington, D.C.: 

https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/199564.htm
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/199776.pdf
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性措置自体は条約に基づいた措置ではないが、ＨＥＵに関する米露合意の内容

の履行状況に確信を持たせることを目的としていたため、透明性プログラムは

検証のための透明性措置と言える。 

 

（２）包括的な透明性レジームの構築に向けた試み 

 １９９４年１月、モスクワを訪問したクリントン(William J. Clinton)米大統

領とエリツィン(Boris Yeltsin)露大統領は、冷戦期の米ソ間の軍事的関係を解消

するための様々な措置をとることに合意した。その中で、両者は、核兵器を含

む大量破壊兵器の不拡散において協力することに合意し、「大量破壊兵器及びそ

れらの運搬手段の不拡散に関する共同声明」を発出した。同共同声明において、

米露は、就中、「核兵器の削減プロセスにおける透明性及び不可逆性を確保する

ための措置」について検討するための共同作業部会を設置することに合意した
155。同年５月、核保障措置・透明性・不可逆性（ＳＴＩ）に関する共同作業部

会が設置された156。 

 その後、同年９月のエリツィン大統領の国賓としての米国訪問において、米

露首脳は、「戦略的安定性及び核セキュリティに関する共同声明」を発出した。

同共同声明において、「米露首脳は、ＳＴＡＲＴⅡの批准後、残りの核戦力の更

なる削減・制限の可能性を含めて、両国の核戦力及び慣習を変化した国際安全

保障状況及び現在の米露のパートナーシップ関係の精神に適合させる概念的な

アプローチを比較し、具体的な措置を策定するために対話を強化するよう両国

の専門家に指示」した。更に、「両首脳は、この分野における信頼醸成・透明性

措置の見通しについて議論した。両首脳は、政治的パートナーシップが発展す

るにしたがい、率直さと透明性を通じて安定性を強化する新たな機会が生じる

だろうと考え」た。その上で、核セキュリティを確保するための二国間及び多

国間協力として、就中、次の透明性措置に取り組むことに合意した。１つは、「核

                                                                                                                                                     

Project on Managing the Atom, Harvard University, and Nuclear Threat Initiative, 

November 2008). 
<https://www.nti.org/media/pdfs/Securing_The_Bomb_2008.pdf?_=1317161155&_=1317

161155>; U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration, Fact 
Sheet: Highly Enriched Uranium Transparency Program (November 13, 2013). 
<https://www.hsdl.org/?view&did=746480>; U.S. Department of Energy, Megatons to 
Megawatts: Implementing HEU Transparency Measures. 
<http://www.nti.org/media/pdfs/32_5.pdf?_=1316708981> 
155 Joint Statement on Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction and the 
Means of their Delivery (January 14, 1994). 

<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PPP-1994-book1/pdf/PPP-1994-book1-doc-pg71.pdf>  
156 U.S. Department of Energy, Office of Arms Control and Nonproliferation, 

Transparency and Verification Options: An Initial Analysis of Approaches for 
Monitoring Warhead Dismantlement (May 19, 1997), p.21. 

<https://fas.org/sgp/othergov/doe/dis/transparency.pdf> 

https://www.nti.org/media/pdfs/Securing_The_Bomb_2008.pdf?_=1317161155&_=1317161155
https://www.nti.org/media/pdfs/Securing_The_Bomb_2008.pdf?_=1317161155&_=1317161155
https://www.hsdl.org/?view&did=746480
http://www.nti.org/media/pdfs/32_5.pdf?_=1316708981
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PPP-1994-book1/pdf/PPP-1994-book1-doc-pg71.pdf
https://fas.org/sgp/othergov/doe/dis/transparency.pdf
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弾頭の総備蓄数(aggregate stockpiles)、核分裂性物質の貯蔵量(stocks)、及びそ

れらの安全・セキュリティについて、次のゴア・チェルノムイルジン委員会に

おいて詳細な情報を交換する。両国は、定期的にこれら情報を交換するための

プロセスを策定する」ことに合意した。もう１つは、「核保障措置・透明性・不

可逆性に関する共同作業部会に対して、１９９５年３月までに核兵器削減のプ

ロセスにおける信頼を向上し、透明性と不可逆性を増大させる更なる措置を追

求するよう指示し」た157。 

１９９４年１２月、米国は、露に対して、核弾頭及び核分裂性物質の備蓄数

量(stockpiles)に関する詳細な相互の情報交換を含む透明性措置を提案した158。 

 １９９５年５月、欧州における第二次世界大戦の終了５０周年を祝すために

クリントン大統領がモスクワを訪問した際、米露首脳は、「核兵器の削減プロセ

スにおける透明性及び不可逆性に関する共同声明」を発出した。同共同声明で

は、上記の１９９４年１月及び９月の合意を再確認した上で、両国は、核兵器

削減の透明性・不可逆性を増大させるための合意を交渉することを発表した。

同合意では、就中、①核弾頭の総備蓄数及び核分裂性物質の貯蔵量、並びにそ

れらの安全・セキュリティに関する詳細な情報を定期的に交換すること、②核

弾頭から取り除かれた核分裂性物質及び国家安全保障の必要性から余剰と宣言

された核分裂性物質の貯蔵施設において、相互監視を行うための協調的枠組み

を設定することとされた159。 

 １９９５年６月、米国は、米露両国が核兵器及び核分裂性物質の現存の在庫

目録を申告することに加えて、１９８０年以降の各年の核兵器解体数、並びに

１９７０年以降の各年の核分裂性物質の生産量に関し種類、量、濃縮のカテゴ

リー又は濃縮度、及び生産場所毎に申告する「備蓄データ交換合意」案を露側

に提示した。１９９５年１２月までには、両国は、秘情報を交換するための法

的基礎を提供するための文書案にほぼ合意していたが、露側は、同案が包括的

過ぎ、また、透明性に関する「ステップ・バイ・ステップ」アプローチに合致

しないとして、同案を拒否し、交渉の中断を宣言した。その後交渉が再開する

ことはなかった160。 

                                                   
157 Joint Statement on Strategic Stability and Nuclear Security (September 29, 1994). 
<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-1994-10-03/pdf/WCPD-1994-10-03-Pg1899.pdf> 
158 Transparency and Verification Options, pp.21-22. 
159 Joint Statement on the Transparency and Irreversibility of the Process of Reducing 
Nuclear Weapons (May 10, 1995). 

<http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=51341> 
160 Transparency and Verification Options, p.23; David Hafemeister, “U.S. nuclear 

security cooperation with Russia and transparency” in Transparency in Nuclear 
Warheads and Materials: The Political and Technical Dimensions, ed. Nicholas 

Zarimpas (New York: Oxford University Press, 2003), p.96.  

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-1994-10-03/pdf/WCPD-1994-10-03-Pg1899.pdf
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=51341
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 露の前身のソ連は、過去の軍備管理・軍縮条約において、自国の利益に資す

るとみなして、様々な透明性措置に合意してきた。しかし、これまでの透明性

措置は、主に核兵器の運搬手段に焦点を当ててきたものであった。これに対し

て、１９９０年代半ばの米国によるこれらの透明性提案は、軍備管理・軍縮条

約とは独立した形でなされたもので、より秘匿性が高く（運搬手段とは違い）

ＮＴＭで探知できない核弾頭や核分裂性物質に焦点をあてたものであった。露

は、首脳レベルで基本的な方向性として米国の透明性イニシアティブに合意し

たものの、実際に具体的な提案がなされるに至り、未だ秘密主義や疑念が残る

露の核関連の権力機構にとって米国の提案は広範に過ぎた。露にとって、米国

の提案は、米国が露の核戦力に関するインテリジェンス情報を漁ることを許し

てしまうものだと映ったようである161。 

 その後、条約の枠組みの中での動きとして、１９９７年３月のヘルシンキで

の米露首脳会談において、ＳＴＡＲＴⅡが発効したら、「核弾頭数の急激な増加

の防止を含む、大胆な削減の不可逆性を促進するため、戦略核弾頭の在庫目録

及びその廃棄に関連する透明性措置並びにその他の共同で合意した技術的・組

織的な措置」を盛り込んだＳＴＡＲＴⅢの交渉を迅速に開始することに合意し

た162。しかし、ＳＴＡＲＴⅢは合意されることなく、日の目を見ることはなか

った。 

 

（３）一方的透明性措置 

 以上、二国間で進められた、あるいは進められようとした透明性措置を説明

してきたが、相手国の動向にかかわらず、自国が率先して情報を開示するケー

スもある。その代表例は、１９９３年１２月に米国のクリントン政権のオレア

リー(Hazel R. O’Leary)エネルギー長官が発表した「開放性構想(Openness 

Initiative)」である。これは、政府の情報への民間のアクセスを飛躍的に向上さ

せるべきとしたクリントン政権全体の取組みの一環であった。この開放性構想

では、国家安全保障を保護しつつ、それまで長年にわたって秘匿されてきた核

兵器関連の情報を開示することとした163。まず、この開放性構想の発表に合わ

                                                   
161 Matthew Bunn, “Transparent and Irreversible Dismantlement of Nuclear Weapons,” 

in Reykjavik Revisited: Steps Toward a World Free of Nuclear Weapons: Complete 
Report of 2007 Hoover Institute Conference, ed. George P. Shultz, Steven P. Andreason, 

Sidney D. Drell, James E. Goodby (Hoover Press, 2007), pp.212-213.  

<https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Reykjavik%20Revisite

d-CH5.pdf> 
162 Joint Statement on Parameters of Future Reductions in Nuclear Forces (March 21, 

1997). <https://fas.org/sgp/othergov/doe/dis/appb.pdf> 
163 U.S. Department of Energy, Energy Secretary Unveils Openness Initiative 

(December 7, 1993). <https://www.osti.gov/opennet/reports/r93254.pdf> 

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Reykjavik%20Revisited-CH5.pdf
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Reykjavik%20Revisited-CH5.pdf
https://fas.org/sgp/othergov/doe/dis/appb.pdf
https://www.osti.gov/opennet/reports/r93254.pdf
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せて、それまで公表されてこなかったネバダ核実験施設での２０４回の地下核

実験の実施日や爆発力等、核兵器用に生産したプルトニウムの総生産量（８９

トン）や貯蔵施設毎の貯蔵量等を公表した164。その後、クリントン政権は、１

９４４年から５０年間の米国におけるプルトニウムの歴史的な生産に関する極

めて詳細な情報をまとめ、公表した165。ＨＥＵについても同様の報告書をまと

めた166。しかし、ＨＥＵ生産に関する古い記録は予想以上に散逸していたこと

から、報告の完成が公表予定を大幅に超え、政権移行期である政権末期の２０

０１年１月にようやく完成した。その後、ブッシュ政権は、９．１１同時多発

テロ事件もあり、同報告書の公表を拒み、２００５年にようやく公表するとい

った経緯はあったものの167、２００６年には２００１年の報告書よりは簡潔で

はあるが、改訂した報告書を公表した168。それら報告の内容は、オバマ政権で

も何らかの形で改訂・発表されている169。 

 この開放性構想は、上述のオレアリー長官による構想発表時のファクトシー

ト等からも明らかのとおり、秘匿された地下核実験による環境や健康への影響

を明らかにすることといった国内的な観点を主な動機として挙げている。同時

に、他の核兵器国も米国に倣って情報開示を行うことを呼びかけており、国際

的な意義も念頭に置いている。他の核兵器国に対して透明性を発揮するよう強

く迫ることができるよう、米国が模範を示すことで核不拡散における強力な指

                                                   
164 U.S. Department of Energy, Fact Sheets: Openness Press Conference (December 7, 

1993). <https://www.osti.gov/opennet/reports/dec71993.pdf> 
165 U.S. Department of Energy, Plutonium: The First 50 Years: United States 
Plutonium Production, Acquisition, and Utilization from 1944 through 1994 (February 

1996). <https://www.osti.gov/opennet/servlets/purl/219368/219368.pdf> 
166 U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration, Highly 
Enriched Uranium: Striking a Balance: A Historical Report on the United States Highly 
Enriched Uranium Production, Acquisition, and Utilization Activities from 1945 
through September 30, 1996 (January 2001). 

<https://www.osti.gov/opennet/reports/RedactedHEUReportDraft.pdf> 
167 Steven Aftergood and Frank N. von Hippel, “The U.S. Highly Enriched Uranium 

Declaration: Transparency Deferred but not Denied,” Nonproliferation Review, Vol. 14, 
No. 1 (March 2007), pp.150-152.  
168 U.S. Department of Energy, Highly Enriched Uranium Inventory: Amounts of 
Highly Enriched Uranium in the United States (January 2006). 

<https://fas.org/sgp/othergov/doe/heu/heu-2004.pdf> 
169 U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration, The United 
States Plutonium Balance, 1944-2009: An Update of Plutonium: The First 50 Years 

(June 2012). 

<https://www.osti.gov/includes/opennet/document/06-29-12%20FINAL%20PU%20Repor

t%20(unclass).pdf>; U.S. White House, Office of the Press Secretary, Fact Sheet: 
Transparency in the U.S. Highly Enriched Uranium Inventory (March 31, 2016). 

<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/31/fact-sheet-transpare

ncy-us-highly-enriched-uranium-inventory>  

https://www.osti.gov/opennet/reports/dec71993.pdf
https://www.osti.gov/opennet/servlets/purl/219368/219368.pdf
https://www.osti.gov/opennet/reports/RedactedHEUReportDraft.pdf
https://fas.org/sgp/othergov/doe/heu/heu-2004.pdf
https://www.osti.gov/includes/opennet/document/06-29-12%20FINAL%20PU%20Report%20(unclass).pdf
https://www.osti.gov/includes/opennet/document/06-29-12%20FINAL%20PU%20Report%20(unclass).pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/31/fact-sheet-transparency-us-highly-enriched-uranium-inventory
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/31/fact-sheet-transparency-us-highly-enriched-uranium-inventory
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導者となることを目指した170。 

その他の核兵器国としては、英国のみであるが、米国と同様の情報開示を行

っている。まず、１９９８年７月の戦略防衛見直しにおいて、軍事用のプルト

ニウム（７．６トン）及びＨＥＵ（２１．９トン）の総量を公表し171、１９９

８年９月、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）加盟国に対して「英国の核分裂性物質

の透明性、保障措置及び不可逆性構想」と題した文書を提出した。同文書では、

英国は、「米国による開放性構想に関心をもって留意している」と述べている。

表向きは米国の開放性構想による呼びかけに応じた形をとっていないものの、

米国の動きに影響を受けていることを強く示唆している。また、それら文書に

おいて開放性構想への留意や英国による透明性へのコミットメントを表明する

に際して、国際的な保障措置の下に置かれていない核計画を保有する国は、核

兵器の廃絶という目標を達成するためにいずれそうした核計画の下での核分裂

性物質に説明責任を負う必要があるとも述べている172。これは、１９９０年代

後半に至って、透明性の概念が、米ソ・米露といった二国間の枠組みから、国

際的な観点を帯びるようになってきていることを示している。なお、英国はそ

の後もプルトニウム（２０００年）とＨＥＵ（２００６年）の歴史的な生産に

関する詳細な報告書を公表した173。 

更に、多国間の核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）でも注目すべき一方的な透明性

措置がとられた。２０１０年ＮＰＴ再検討会議の初日（５月３日）、米国政府は

初めて米国の核弾頭の備蓄数(stockpile)（２００９年４月３０日時点で５，１１

３個）、１９９４年以降の核弾頭の解体数（８，７４８個）及び非戦略核兵器の

削減度（１９９１年から２００９年までに約９０％削減）を公表した174。これ

らの定量的情報は、その後、２０１５年ＮＰＴ再検討会議第３回準備委員会（２

                                                   
170 筆者によるジョン・ウルフスタル(Jon B. Wolfsthal)元米国家安全保障会議（ＮＳＣ）大

量破壊兵器担当上級部長へのインタビュー、ワシントンＤＣ、２０１８年５月１２日。同

氏は、当時、エネルギー省で本件構想に関わった。 
171 U.K. Ministry of Defence, Strategic Defence Review (July 1998). 

<http://fissilematerials.org/library/mod98.pdf>  
172 United Kingdom Fissile Material Transparency, Safeguards and Irreversibility 
Initiatives (September 21, 1998) (INFCIRC/570), para 11. 

<https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc570.pdf> 
173 U.K. Ministry of Defence, Plutonium and Aldermaston – an [sic] Historical Account 
(2000). <http://fissilematerials.org/library/mod00.pdf>; U.K. Ministry of Defence, 

Historical Accounting for UK Defence Highly Enriched Uranium: A Report by the 
Ministry of Defence on the Role of Historical Accounting for Highly Enriched Uranium 
for the United Kingdom’s Defence Nuclear Programmes (March 2006). 

<http://fissilematerials.org/library/mod06.pdf> 
174 U.S. Depart of Defense, Fact Sheet: Increasing Transparency in the U.S. Nuclear 
Weapons Stockpile (May 3, 2010). 

<https://dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/10-05-03_Fact_Sheet_

US_Nuclear_Transparency__FINAL_w_Date.pdf> 

http://fissilematerials.org/library/mod98.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc570.pdf
http://fissilematerials.org/library/mod00.pdf
http://fissilematerials.org/library/mod06.pdf
https://dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/10-05-03_Fact_Sheet_US_Nuclear_Transparency__FINAL_w_Date.pdf
https://dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/10-05-03_Fact_Sheet_US_Nuclear_Transparency__FINAL_w_Date.pdf
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０１４年開催）及び２０１５年ＮＰＴ再検討会議の際にも改訂され175、２０１

０年ＮＰＴ再検討会議で合意された行動計画に基づく米国による報告にも盛り

込まれた176。このオバマ政権による透明性に関する一方的なイニシアティブは、

ブッシュ政権の核軍縮・不拡散における指導力に疑いが生じていたことへの対

応として、米国の核不拡散における指導力とその指導力への信頼の回復を目的

としていた177。この米国のイニシアティブについても英国が後を追う形で、２

０１４年の２０２０年ＮＰＴ再検討会議第３回準備委員会に提出した報告で、

核弾頭の備蓄について、１つの種類しかないこと、また、備蓄数が２２５個未

満であることを初めて公表した178。 

 

（４）戦略対話 

 米ソ・米露間では、上述のとおり、核軍備管理・軍縮条約の枠組みを中心に

主に定量的情報や行為情報が交換されてきた。意図情報については、制度とし

てはホットライン協定程度であった。しかし、ホットライン協定は主に危機の

際のコミュニケーションを確保し、相手の動きや意図をより良く把握・理解す

ることが目的であり、平時における相互の核戦略や核ドクトリンに関する深い

意見交換をする枠組みではない。一連の核軍備管理・軍縮条約の枠組みでは、

核戦略や核ドクトリンの一部については、正式な意見交換の場として制度化さ

れておらず、条約交渉の過程で非公式な形で若干議論することがあった程度で

ある179。短期間で交渉が終わった簡素なモスクワ条約が署名されるまでは、冷

戦期及び冷戦直後を含めて、条約交渉は数年に及び、１つの条約交渉が終了し

ても、次の条約交渉に入るため、核ドクトリン等の意図情報に関する交換はそ

のような条約交渉の過程で断続的に行われていた。意図情報の交換の場が正式

に設置されたのは、上記２．（９）でも言及したブッシュ政権における「戦略的

安全保障のための協議グループ」が初めてである。オバマ政権も、米露二国間

大統領委員会(BPC: US-Russia Bilateral Presidential Commission)の軍備管

                                                   
175 U.S. Department of State, Transparency in the U.S. Nuclear Weapons Stockpile 

(April 29, 2014). <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/225343.htm>; U.S. Department 

of State, Fact Sheet: Transparency in the U.S. Nuclear Weapons Stockpile (April 27, 

2015). <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/241377.pdf>  
176 Report submitted by the United States of America pursuant to actions 5, 20 and 21 
of the Final Document of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT/CONF.2015/PC.III/16: April 1, 2014).  
177 ウルフスタル氏へのインタビュー。 
178 Report submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
pursuant to actions 5, 20, and 21 of the Final Document of the 2010 Review Conference 
of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 
(NPT/CONF.2015/PC.III/15: April 30, 2014). 
179 ブルックス氏へのインタビュー、２０１８年１１月１８日。 

https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/225343.htm
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/241377.pdf
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理・国際安全保障作業部会という形で、戦略的安定性やミサイル防衛を含む、

戦略対話のための枠組みを正式に制度化した180。トランプ政権も、２０１７年

９月に第１回の戦略的安定性に関する対話を行う等、正式な枠組みを一定程度

維持している181。このように平時における意図情報の交換のための制度は、冷

戦後の近年になってからである。 

 

４．米ソ・米露二国間の透明性措置の進展の特徴 

 上記１．～３．では米ソ・米露の透明性にかかる具体的措置の内容を概観し

てきた（表３－１にまとめ）。米ソ・米露二国間の核軍備管理・軍縮分野では、

「透明性」という文言自体は、１９９３年の高濃縮ウラン透明性プログラムや

１９９４年の包括的な透明性レジーム構想以後になって使われるようになり、

条約においても、２０００年代以降になって、モスクワ条約や新ＳＴＡＲＴの

条約そのものの中では用いられていないものの、合意に際しての共同声明にお

いて用いられるようになった182。このように、第２章において述べた軍備管理・

軍縮一般と同様に、米ソ・米露の核軍備管理・軍縮で「透明性」という文言自

体が使われるようになったのは比較的新しい冷戦以降であるが、実質的には冷

戦期においても様々な透明性措置に合意し、進展してきている。米ソ・米露二

国間の核軍備管理・軍縮における透明性措置の進展の主な特徴は次の６点と言

えよう。 

 

（１）進展の一般的方向性 

 第２章で示した透明性のカテゴリーを用いると、米ソ・米露二国間の透明性

措置は一般的に次のような方向性で進展してきたと言える。まず、核兵器その

ものの管理や縮小を規定する核軍備管理・軍縮条約の前の時代、すなわち条約

以前の時代は、ホットライン協定（意図情報）やミサイル発射の事前通報（行

為情報）といった信頼醸成措置としての透明性措置から始まっている。核兵器

使用の可能性が高まったキューバ危機における米ソ両国の指導層の危機感を契

                                                   
180 軍備管理・国際安全保障作業部会を含むＢＰＣは、２０１４年に発生したクリミア問題

を契機に中断した。<https://2009-2017.state.gov/p/eur/ci/rs/usrussiabilat/index.htm> 過

去の類似の枠組みについては、Matthew Rojansky, Indispensable Institutions: The 

Obama-Medvedev Commission and Five Decades of U.S.-Russia Dialogue (Washington 

D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2010).を参照。 
181 Kingston Reif, “U.S., Russian Strategic Stability Talks Begin,” Arms Control Today, 

Vol.47, No.8 (October 2017), p.29. 
182 Joint Declaration on the New Strategic Relationship (May 24, 2002). 

<https://www.state.gov/t/avc/trty/127129.htm#13>; Joint Statement by the Delegations 
of the Russian Federation and the U.S. on New START Treaty (May 13, 2010). 

<https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/05/141827.htm> 

https://2009-2017.state.gov/p/eur/ci/rs/usrussiabilat/index.htm
https://www.state.gov/t/avc/trty/127129.htm#13
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/05/141827.htm
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機として、実際面において核兵器使用のリスクを減じるための措置として始ま

った。これは、「戦略的安定性」のうち、特に「危機における安定性(crisis stability)」

を確保するための措置と言える。ミサイルの事前通報といった信頼醸成措置と

しての透明性措置は、ＳＡＬＴやＳＴＡＲＴといった核軍備管理・軍縮プロセ

スの中でも取り入れられた。 

条約の時代に入って、最初の核軍備管理・軍縮条約であるＳＡＬＴⅠでは、

ＮＴＭの使用を認め、その妨害を禁じる規定を設けた。最初の検証措置として

の透明性措置である。その後のＳＡＬＴⅡ以降の定量的情報に関するデータ交

換や、ＩＮＦ全廃条約以降の現地査察といった規定は、信頼醸成措置としての

側面と、ＮＴＭによる検証を補完する検証措置としての側面の両面的な性格を

持ち合わせたものであった。前者の側面としては、ソ連の核軍備管理へのコミ

ットメントの度合いを測ることを主眼としていた183。通告やデータ交換のための

巨大なシステムを構築することで、ソ連が完全に一貫した嘘をつくことをより

困難にしたという側面もある184。後者の側面としては、ＮＴＭでは検証できない

弾道ミサイルへの核弾頭の最大搭載可能数や戦略爆撃機への巡航ミサイルの最

大装備可能数を現地査察で検証する必要があった。こうした検証措置としての

透明性措置は、ＩＮＦ全廃条約及びＳＴＡＲＴ以降の核軍備管理・軍縮条約の

中心的要素として、「戦略的安定性」のうち「軍備競争に係る安定性(arms race 

stability)」を確保する役割を主に担った。すなわち、相手国の核保有数を正確

に把握することで、自国が相手国との関係で必要とする核軍備増強の上限を設

定することができ、そのことによって不必要な核軍備競争を抑制することとな

る185。 

 更に、１９９０年代においては、定量的情報を中心に、包括的な透明性レジ

ームの構築や一方的な透明性措置等、核軍備管理・軍縮条約の枠外における自

発的な透明性措置が構想・推進された。当時の政府関係者の認識では、これら

の自発的な透明性措置は、冷戦後の楽観的な見方を反映して、実現可能性が僅

かながら見えてきた将来的な核兵器のない世界の実現に資する重要な第一歩で

あった。ゆりかごから墓場まで、すなわち、核兵器の製造にかかる源から最終

的な解体の段階まですべての核弾頭を追跡し、完全な透明性を確保することで、

                                                   
183 筆者による匿名希望の米連邦職員へのインタビュー、ワシントンＤＣ、２０１８年１０

月２８日。 
184 ブルックス氏へのインタビュー、２０１８年１１月１８日。 
185 伝統的な戦略的安定性の概念では、主に「危機における安定性」と「軍備競争に係る安

定性」の二つの次元があるとされてきた。「危機における安定性」とは、関係が極度に緊張

した際にも、他方の領土や戦略戦力に対して先制攻撃を加える誘因の生じにくい状態であ

る。「軍備競争に係る安定性」とは、戦略戦力の量的拡大及び質的向上への誘因が抑制され

た状態を言う。梅本哲也『核兵器と国際政治：１９４５－１９９５』、日本国際問題研究所、

１９９６年、１００～１０１頁。 
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最終的には核兵器のない世界の実現に資すると考えていた186。その意味で、これ

らの条約外の自発的な透明性措置は、核軍備管理・軍縮を促進するための透明

性措置であったと言える。 

 他方で、上記の透明性の目的という切り口ではなく、透明性の対象という切

り口で見れば、米ソ・米露間では、データ交換やミサイル発射事前通告制度の

ように、主に定量的情報と行為情報が発展したが、意図情報については初期の

ホットライン協定や近年の戦略的安定性に関する二国間対話等に留まった。こ

れは、米ソ・米露間の核戦略関係が、戦略的安定性を基礎とし、基本的に検証

制度を内包する核軍備管理・軍縮条約の構築を中心に発展したことが要因と考

えられる。すなわち、上述のとおり、核戦力の構成が、核軍備管理・軍縮条約

によって戦略的安定性の２大要素である危機安定性と軍備競争安定性の両面に

対処する形で規定されてきたことから、戦略的安定性は十分に確保されており

（少なくとも、そう信じられており）、危機時における短期的な意図情報の意思

疎通のためのホットライン協定を除いて、より中長期的な核戦略やドクトリン

といった意図情報については当面の必要性がなかったということであろう。 

 

（２）透明性措置の多様化と対象の拡大 

 米ソ・米露の二国間の核軍備管理・軍縮交渉の歴史において、透明性措置は

基本的に進化する傾向にある。米ソの最初の核軍備管理条約であるＳＡＬＴⅠ

では、その後の条約に盛り込まれたデータ交換といった透明性措置は組み込ま

れず、限定的なものに留まった。例えば、条約上の義務の遵守状況を検証する

ための人工衛星等を用いた各国のＮＴＭを妨害してはならないといった規定が

盛り込まれた程度であった。また、条約に基づいて設置された常設協議委員会

で、何らかの履行上の問題が生じれば条約当事国間で協議し、相手国の履行状

況や履行との関連での意図を把握することが可能となったが、一般的な協議の

制度に留まった。しかし、これらは、その後の透明性措置の進化の基礎をなす

ものであった。 

 まず、ＳＡＬＴⅡでは、署名時に米ソそれぞれの保有数に関するデータを相

互に交換した。ＳＡＬＴⅡは最終的に発効せず、データは更新されなかったも

のの、米ソ間で初めてデータ交換がなされたことは画期的であった。更に、Ｓ

ＡＬＴⅡでは、それまでの米ソ核戦争危険減少協定等におけるミサイル発射の

事前通告制度を発展させた。その後のＩＮＦ全廃条約、地下核実験制限条約、

ＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱ、新ＳＴＡＲＴでは、現地査察制度も導入され、データベー

スや通告制度の対象が更に詳細にわたって具体化・拡大していったことは上述

のとおり明らかである。なお、通告制度については、ＳＡＬＴⅡでは条約や議

                                                   
186 ウルフスタル氏へのインタビュー。 
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定書といった法的拘束力のある文書そのものではなく、附属の合意声明や共通

理解において規定されたが、ＳＴＡＲＴ以降では法的拘束力のある通告議定書

で詳細に規定された。 

まとめると、米ソ・米露間における透明性措置は、①各国の衛星といったＮ

ＴＭの許容と一般的な協議、②データ交換・データベース構築と通告制度、③

現地査察制度という大まかな流れで多様化する中で、それぞれの透明性措置の

対象も具体化・拡大していったと言える。 

 

（３）データ交換メカニズムの進化 

 透明性措置の中核的な措置の一つであるデータ交換を履行するメカニズムも

同時に進化していった。まず、データ交換と通告制度が初めて規定されたＳＡ

ＬＴⅡでは、条約に基づいて設置された二国間の常設協議委員会を通じてデー

タ交換と通告が行われることとされた。ＳＡＬＴⅠでも設置された常設協議委

員会は、当初は条約の規定の目的及びその履行を促進するという目的のために、

何らかの履行上の問題が生じれば条約当事国間で協議し、相手国の履行状況や

意図を把握する程度のメカニズムであった。それがＳＡＬＴⅡでは、データ交

換と通告を実際に行う場としての機能も付与された。更に、上記２．（１１）の

とおり、核危険低減センターが設置されるに至り、ＩＮＦ全廃条約以降、日々

のデータ交換や通告といった核軍備管理・軍縮条約関連の透明性措置は同セン

ターを通じて行われることとなった。 

まとめると、透明性のメカニズムは、①条約に基づいて設置される二国間の

協議委員会が、当初は一般的な協議の場に過ぎなかったものが、具体的なデー

タ交換や通告を実施する場として進化し、②その後、上記４．（２）のとおり透

明性措置が深化する中で、日々のデータ交換や通告の実施に特化したプラット

フォームとしての核危険低減センターの設置に至った。 

 

（４）義務的・必要最小限の透明性 

 米ソ・米露間における透明性措置が進化する方向にあったとは言え、核軍備

管理・軍縮条約における透明性措置は、条約上の義務の遵守状況を確認・検証

するために必要最小限の透明性措置のみを盛り込むというのが基本的な考え方

であった。例えば、ＳＡＬＴⅠは、（１９７２年７月１日時点での）現状以上に

戦略核兵器を増加させないというある意味で量的規制であったが、少なくとも

ＩＣＢＭについては、ソ連の反対により、条約の中に現状を示す数字を盛り込

むことができなかった。しかし、条約上の義務の遵守を検証するのに必要な最

小限の透明性措置として、人工衛星等を用いたＮＴＭによる検証の権利を認め、

妨害を禁じた。逆に言えば、現状凍結を義務づけたＩＣＢＭについては、ＮＴ
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Ｍによって新たなＩＣＢＭを配備していないか確認できるので、現状の配備数

に関する情報を相互に提供する必要がなかった。しかし、ＩＣＢＭからＳＬＢ

Ｍへの転換を促すことが主目的の一つであったＳＡＬＴⅠでは、ＳＬＢＭにつ

いては、一定の範囲での追加的な建造を認めた。「追加的」な建造を認めつつ、

上限を明確にする必要性から、上限の数値が議定書の中に明記された。加えて、

現状についても、どの水準から上を「追加的」とみなすかを数値で示すことに

よって、間接的ながら示された。これは、透明性措置に対しては基本的には消

極的でありながらも、米ソの核軍備管理、すなわち戦略的安定性の確保のため

であれば、必要最小限の透明性を許容するというスタンスを示している。 

こうしたスタンスはその後も基本的に維持されながら、上記４．（１）で述べ

たとおり、二国間の透明性措置は進化していった。信頼醸成措置としての側面

が強かったＳＡＬＴⅡにおけるデータ交換を除けば、ＩＮＦ全廃条約、地下核

実験制限条約、ＳＴＡＲＴⅠ・Ⅱにおいて、条約に規定された様々な義務の遵

守状況を確認・検証するのに必要な範囲でデータ交換や通告の対象が拡大・深

化していった。他方で、ＳＴＡＲＴから新ＳＴＡＲＴに移行する段階で、条約

の義務が若干緩和された結果、それに合わせて透明性措置も若干簡素になった。

このように、その時々において変化する条約上の義務の遵守状況を確認・検証

するために必要最小限の義務的な透明性措置を盛り込むことが基本的な原則で

ある。逆に言えば、必要最小限の原則という下でも、核軍備管理・軍縮条約そ

のものの進展に伴い透明性措置も大きく進展していったのである。 

  

（５）義務的・必要最小限の透明性から自発的な透明性への進化 

 米ソ超大国の二極対立構造に基づいた冷戦時代は、上記４．（４）のとおり必

要最小限の義務的な透明性措置が基本的な考え方であり、原則として透明性よ

りも秘匿性が重視された。しかし、冷戦終結後の１９９０年代には、安全保障

に悪影響を与えない範囲であれば、可能な限り透明性を確保すべきとの考え方

に変化していった。特に、核軍備管理・軍縮条約の枠外において、ＨＥＵ透明

性プログラムや包括的な透明性レジーム構想、更には相互主義を前提としない

自国のみによる一方的な透明性措置等、自発的な透明性措置の動きが活発とな

った。そうした透明性措置が想定する透明性のレベルは、核軍備管理・軍縮条

約で必要とされる透明性のレベルを超えていたため、上記４．（２）や４．（３）

のような形で条約の中で合意することが難しいものであった。長年にわたって

核軍備管理・軍縮条約における透明性措置は進化してきたものの、基本的には

上記４．（４）のとおり条約上の義務の遵守状況を確認・検証するために必要性

最小限の透明性措置という考え方が根底にあった。それに対して、上記３．で

の様々な構想は、条約に取り込むことができる必要最小限以上の透明性のレベ
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ルを超えるものであった。こうして冷戦後において隆盛してきた透明性は、二

国間の核軍備管理・軍縮条約の枠外における自発的措置として進展していった。

また、米国が始めた自発的・包括的な透明性措置は米露二国間では大きく進展

しなかったものの、英国による自発的措置の契機ともなり、その後第４章及び

第５章で詳述する多国間間フォーラムにおける透明性の議論の発展に大きく影

響を及ぼすものとなっていったと言える。 

 こうした変化は、核軍備管理・軍縮条約の枠外が中心ではあったものの、枠

内においても一定程度同様の動きが見られている。例えば、ＡＢＭ条約の関連

文書では、様々な自発的な透明性措置が合意された。これら透明性措置は、同

条約の義務の遵守を検証するという側面は否定されないが、同条約では戦略防

衛と非戦略防衛の区別が明確でなかったことから、それら透明性措置は法的に

は同条約の義務の遵守を検証するという位置づけとはならない。むしろ、非戦

略弾道ミサイル防衛の開発・配備の必要性が高まる中で、同条約をめぐる相互

の信頼関係を構築し、同条約を破棄せず維持することを目的とした。 

 また、ＳＴＡＲＴでは、弾道ミサイルの飛翔実験中に出されるテレメトリー

情報の暗号化を含めテレメトリー情報へのアクセスを否定するような措置を禁

止した。また、テレメトリー情報が記録されたテープの交換も合意された。Ｓ

ＴＡＲＴが投射重量を規制対象としており、また、弾頭数の制限方法として、

それぞれの型の弾道ミサイルの搭載可能な最大再突入体数を基礎に一定の計算

ルールを設定していたため、条約上の義務の遵守状況を検証するにはテレメト

リー情報を必要としていた。ＳＴＡＲＴの時代には、米国は露が未だ核戦力を

増強させており、秘密裏により巨大な投射重量の新型弾道ミサイルを開発・配

備するのではないかと懸念を持っていたことから、そのような秘密裏の開発・

配備を防ぐべくテレメトリーの暗号化を禁止した。しかし、新ＳＴＡＲＴの時

代には、米国は、露はもはや核戦力の増強は行っておらずむしろ縮小しようと

していると判断し、投射重量の規制は論点とならなかった187。また、弾頭数は、

実際に搭載されている弾頭数を規制対象とし、その検証も実際に搭載されてい

る弾頭数を確認することとなった。そのため、新ＳＴＡＲＴでは、条約上の義

務の遵守状況を検証するための手段として、テレメトリー情報は必ずしも必要

ではなかった。しかし、信頼醸成の目的のために、毎年５回以内のＩＣＢＭ・

ＳＬＢＭの発射に関するテレメトリー情報を交換することが合意された188。こ

のように、軍備管理・軍縮条約の枠内においても、必ずしも条約上の義務を確

認・検証するために必要という訳ではないという意味での自発的な透明性措置

が盛り込まれるようになっている。 

                                                   
187 ブルックス氏へのインタビュー、２０１７年９月２３日。 
188 Amy Woolf, “Monitoring and Verification in Arms Control,” pp.60-65. 
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（６）二国間における透明性から国際社会に対する透明性へ 

 もともと米ソ・米露間の透明性措置は、ホットラインでのやり取りをはじめ、

データ交換、通告制度、査察制度のいずれも二国間における透明性に限定され

ていた。それでも、保有総数といった一般的なデータについては、ＳＡＬＴⅠ

の時代から部分的ながら対外的にわかるような形となっていた。ＳＡＬＴⅡに

ついても署名時点で交換された保有総数に関するデータは条文と共に公開され

た。ＳＴＡＲＴⅠにおけるデータ交換については、地理的座標と施設の設計図

といった軍事的にも機微な情報以外は基本的に公開の権利が認められ、実際に

公開されていた。こうした対外的な透明性、いわば国際社会に対する透明性は

基本的に交換されたデータの一部に限られているが、それでも、こうした流れ

は、新ＳＴＡＲＴにおいても、上記２．（１０）のとおり若干の後退が見られた

と言えなくもないものの、基本的には受け継がれた。 

 更に、条約の枠外での構築が試みられたが実現しなかった包括的レジームの

代わりに、１９９０年代後半、米国は核兵器用のＨＥＵやプルトニウムの生産

量等を一気に公開する等、一方的な形で国際社会に対する透明性を発揮するよ

うになった。これは、露をはじめ他の核兵器国に透明性を発揮するよう迫るこ

とができるよう、米国として模範を示そうとした結果である。その後も、２０

１０年のＮＰＴ再検討会議で核兵器の備蓄数に関する初めての情報公開とその

後のアップデートも同様の考え方に基づいている189。 

 

                                                   
189 本章３．（３）及び第６章１．（３）参照。ウルフスタル氏へのインタビュー。 
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②配備重ＩＣ

ＢＭ数、③移動

式ＩＣＢＭ発

射基用の非配

備ＩＣＢＭ数、

物体の数、型、

カテゴリー、場

所等：実行の意

図（開始３０日

前）、転換・廃

棄開始（５日以

内事後）、完了

（５日以内事

後）、予定（年

次）） 

ＢＭ・ＳＬ

ＢＭの飛翔

実験190（予

定日、発射

地点、落下

地点、テレ

メトリー周

波数等を２

４時間前）） 

の更新 

・条約制限

対象物につ

いては変更

が生じて５

日以内に更

新・一部を

除いて公開

可）（核危険

低減センタ

ー） 

                                                   
190 原型ＩＣＢＭ・ＳＬＢＭ以外の発射については、１９８８年の米ソＩＣＢＭ・ＳＬＭＢ発射通告協定に基づいて、同様に通告することと

なっている。 
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④技術データ

（段数、全長、

直径等）等。 

 

弾頭：①配備Ｉ

ＣＢＭへの帰

属弾頭数、②移

動式発射基用

の配備ＩＣＢ

Ｍへの帰属弾

頭数、③配備重

ＩＣＢＭへの

帰属弾頭数。 

 

ＳＬＢＭにつ

いて、潜水艦基

地毎に潜水艦

の型、数、名称

等の他、ＳＬＢ

Ｍの型毎に発

射基、ミサイ

ル、弾頭。 

 



81 

 

具体的には、発

射基：配備ＳＬ

ＢＭ発射基数。 

 

ミサイル：①配

備ＳＬＢＭ数、

②技術データ

（段数、全長、

直径等）等） 

 

弾頭：配備ＳＬ

ＢＭへの帰属

弾頭数。 

 

重爆撃機につ

いて、重爆撃機

の型毎に、重爆

撃機、ミサイ

ル、弾頭。 

 

具体的には、重

爆撃機につい

て、重爆撃機の
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基地毎：①配備

重爆撃機数、②

長距離核弾頭

搭載空中発射

型巡航ミサイ

ル装備の重爆

撃機数、③長距

離核弾頭搭載

空中発射型巡

航ミサイル以

外の核兵器装

備の重爆撃機

数。 

 

ミサイル：①装

備されている

長距離核ＡＬ

ＣＭの種類、②

長距離核ＡＬ

ＣＭの実際の

最大装備数、③

外付けジョイ

ントに搭載さ
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れている長距

離核ＡＬＣＭ

の最大数、④技

術データ（最大

全長、横断面の

最大の長さ、最

大翼幅等）等。 

 

弾頭： ①配備

重爆撃機への

帰属弾頭数、②

長距離核弾頭

搭載空中発射

型巡航ミサイ

ル装備の重爆

撃機への帰属

弾頭数、③長距

離核弾頭搭載

空中発射型巡

航ミサイル以

外の核兵器装

備の重爆撃機

への帰属弾頭
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数。） 

START II 〇 

（ＳＴＡＲ

Ｔ Ⅰ に 同

じ） 

  〇 〇 

（ＳＴＡＲＴ

Ⅰに同じ） 

〇 

（ＳＴＡＲＴ

Ⅰに同じ） 

  

 

 〇 

（ＳＴＡＲ

Ｔ Ⅰ に 同

じ） 

〇 

（ＳＴＡＲ

Ｔ Ⅰ に 同

じ） 

 〇 

ABM 関連

追加合意文

書 

〇 

（常設協議

委員会） 

△ 

（迎撃シス

テムの運用

の 一 般 概

念） 

〇 

（ミサイル

防衛システ

ム の 計 画

等） 

      〇 

（迎撃ミサ

イ ル の 発

射） 

〇 

（核危険低

減 セ ン タ

ー） 

  

モスクワ条

約 

〇（二国間

履 行 委 員

会） 

            

新 START 〇（二国間

協 議 委 員

会） 

  〇 〇 

（ＩＣＢＭに

ついて、ＩＣＢ

Ｍの型毎に発

射基、ミサイ

ル、弾頭。 

 

具体的には、発

射基：①配備Ｉ

ＣＢＭ発射基

〇 

（転換、廃棄の

実行の意図（開

始３０日前）、

転換・廃棄開始

（５日以内事

後）、完了（５

日以内）、予定

（年次）） 

   〇 

（原型ＩＣ

ＢＭ・ＳＬ

ＢＭの発射

（予定日、

発射地点、

落下地点等

を２４時間

前） 

〇 

（・年２回

の更新 

・条約制限

対象物につ

いては、弾

頭（年２回

の 更 新 の

み）を除い

て、変更が

 〇 
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数、②非配備Ｉ

ＣＢＭ発射基

数（移動式、サ

イロ型のいず

れも）。 

 

ミサイル：①配

備ＩＣＢＭ数、

②非配備ＩＣ

ＢＭ数、③技術

データ（段数、

全長、直径等）

等）（移動式、

サイロ型のい

ずれも）。 

 

弾頭：配備ＩＣ

ＢＭ搭載の弾

頭数（移動式、

サイロ型のい

ずれも）。 

 

ＳＬＢＭにつ

生じて５日

以内に更新 

・全体の総

数 を 除 い

て、公開の

可否や範囲

について二

国間協議委

員会で合意

する必要あ

り） 

（核危険低

減 セ ン タ

ー） 
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いて、潜水艦基

地毎に潜水艦

の型、数、名称

等の他、ＳＬＢ

Ｍの型毎に発

射基、ミサイ

ル、弾頭。 

 

具体的には、発

射基：①配備Ｓ

ＬＢＭ発射基

数、②非配備Ｓ

ＬＢＭ発射基

数。 

 

ミサイル：①配

備ＳＬＢＭ数、

②非配備ＳＬ

ＢＭ数、③技術

データ（段数、

全長、直径等）。 

 

弾頭：配備ＳＬ
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ＢＭ搭載の弾

頭数。 

 

重爆撃機につ

いて、重爆撃機

の型毎に重爆

撃機、弾頭。 

 

具体的には、重

爆撃機につい

て、重爆撃機の

基地毎：①配備

重爆撃機数、②

非配備重爆撃

機数、③非核武

器装備の重爆

撃機数。 

 

弾頭：配備重爆

撃機に搭載さ

れている計算

上の弾頭数）。 

条 高濃縮ウラ       △     〇  
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約

の

枠

外 

ン透明性プ

ログラム 

（高濃縮

ウランの

み） 

包括的透明

性レジーム

構想 

   〇  〇 〇     〇 〇 

一方的措置    〇  〇 〇  〇     

米露戦略対

話 

 〇 ？           

 

表３－１：米ソ・米露の核軍備管理・軍縮における透明性措置 
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５．まとめ 

米ソ・米露の核軍備管理・軍縮においても、第２章で示した軍備管理・軍縮

一般と同様に、透明性の用語自体は冷戦直後頃から使われ始めたが、実際には

冷戦期から実質的な透明性措置は実施されていた。欧州の通常兵器の軍備管

理・軍縮においては第２章で述べたとおり北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）とワ

ルシャワ条約機構間の相互・均衡兵力削減（ＭＢＦＲ）交渉が頓挫する中で軍

備管理・軍縮の代替策として始まった透明性措置であったが、米ソ・米露の核

軍備管理・軍縮ではキューバ危機を契機として危機管理のための信頼醸成措置

としての透明性措置から始まった。最初の始まりに違いがあったことを除けば、

その後の信頼醸成措置としての透明性措置から検証措置としての透明性措置へ

という流れは同様である。米露間では、更に、核軍備管理・軍縮を促進するた

めの透明性措置が試みられたこともあった。規範性について、上記のとおり米

ソ・米露の透明性措置は信頼醸成措置や検証措置として主に条約の形で盛り込

まれたことから、必ずしも既にある規範として盛り込まれた訳ではないが、長

年にわたって法的拘束力を有する条約に基づいて実施されてきた結果、規範と

しての性格は強まってきたと言えよう。 

また、欧州における通常兵器の軍備管理・軍縮と同様、米ソ・米露の核軍備

管理・軍縮においても透明性措置は多様化・深化していった。その方向性は完

全には一致している訳ではないものの概ね同様の流れを辿っている。まず、欧

州と同様に、米ソ・米露においても、表面的に見えやすい行為情報に関する透

明性措置から始まり、徐々に定量的情報に関する透明性措置、最終的には欧州

の通常兵器ほどのしっかりしたものではないが一定の意図情報というように、

表面的にはより見えにくい情報に関する透明性措置がとられるようになった。

これは、上記４．（１）で既述のとおり、米ソ・米露間の核戦略関係が戦略的安

定性を基礎とし、検証制度を内包する核軍備管理・軍縮条約の構築を中心に発

展したことから、表面的に見えやすい行為情報や客観的に測定可能な定量的情

報が米ソ・米露間の透明性措置の中心をなしたと考えられる。 

交換する情報の対象の拡大や情報交換のためのメカニズムの充実化も同様の

流れを辿っている。透明性における主な原則との関係では、安全保障との関係

は第６章で論じるが、公開性は米ソ・米露の核軍備管理・軍縮において一定の

範囲で適用されていた。比較可能性についても、米ソ・米露の間で必ずしも明

示的に意識されていた訳ではないと思われるが、特定のフォーマットでデータ

交換が行われていたことから実質的に担保されていたと言える。 
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第４章 ＮＰＴにおける透明性：ＮＰＴ成立期から２０１０年ＮＰＴ再検討会

議まで 

 

 第２章で概観した軍備管理・軍縮一般における透明性及び第３章で概観した

米ソ・米露二国間の透明性を踏まえ、第４章及び第５章で多国間関係における

透明性を論じる。第４章及び第５章では､核軍縮に関する代表的な多国間枠組み

としての核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）における透明性に関する議論の趨勢を捉

える。ＮＰＴは１９７０年に発効して以来、条約第８条３項に基づいて、５年

毎の再検討会議において条約の運用を再検討しつつ、将来のＮＰＴ体制のあり

方について合意を試みてきた。しかし、ＮＰＴにおいては、核兵器国と非核兵

器国、また、非核兵器国の中でも、核兵器国と同盟している国としていない国

等、利害が多様であることから合意は毎回困難を極めている。本論文の執筆時

点で直近の実質的合意は、２０１５年再検討会議が合意に失敗したことから、

２０１０年再検討会議で合意された行動計画である。２０１０年行動計画は、

長年のＮＰＴの歴史の中でもＮＰＴに関わるほぼすべての論点にわたって包括

的な合意がなされた稀有な例であり、その後のＮＰＴ体制の重要な基礎となる

ものである191。そこで、ＮＰＴについては、２０１０年再検討会議を区切りと

して、まず、第４章において、１９７５年の第１回再検討会議から２０１０年

再検討会議までの議論の流れを概観した上で、第５章で、そうした議論が直近

の２０１５年ＮＰＴ再検討プロセス及び２０２０年再検討プロセスにどのよう

な形で現れてきているかを概観することとする。本章において２０１０年再検

討会議までの議論の流れを概観するに際しては､合意文書における透明性の扱

い（下記１．）､実際の議論における透明性の扱い（下記２．）､透明性と密接に

関連する報告メカニズム（下記３．）について概観する。 

  

１．合意文書における透明性 

（１）２０００年再検討会議 

 １９６８年に署名され、１９７０年に発効したＮＰＴは、第８条３項に基づ

いて５年毎に再検討会議が開催されてきた192。これまで９回開催されてきた再

                                                   
191 例えば、Jayantha Dhanapala, “Evaluating the 2010 NPT Review Conference,” 

Special Report 258 (Washington DC: United States Institute of Peace, October 2010). 

<http://www.nautilus.org/wp-content/uploads/2011/12/Dhanapala-SR258-Evaluating-th

e-2010-NPT-Review-Conference.pdf>; Rebecca Johnson, “Assessing the 2010 NPT 

Review Conference,” Bulletin of Atomic Scientists, Vol.66, No. 4 (2010), pp.1-10.   
192 ＮＰＴ第８条３項は、「条約発効から５年後に条約の運用を再検討する会議を開催する。」

とのみ規定しており、５年毎の再検討会議の自動的な開催を規定している訳ではない。した

がって、厳密には、１９７０年の再検討会議のみが条約上の義務に基づく会議であるが、実

際には、１９９５年の再検討・延長会議までは、各再検討会議において５年後の再検討会議

http://www.nautilus.org/wp-content/uploads/2011/12/Dhanapala-SR258-Evaluating-the-2010-NPT-Review-Conference.pdf
http://www.nautilus.org/wp-content/uploads/2011/12/Dhanapala-SR258-Evaluating-the-2010-NPT-Review-Conference.pdf


91 

 

検討会議において、実質事項にかかる合意ができたのは５回であるが、核軍縮

関連で「透明性(transparency)」という文言が合意されたのは、２０００年再検

討会議が最初である193。核軍縮にかかる「１３措置」において次のとおり合意

された。 

 

「核兵器能力及び条約第６条に基づく合意の実施に関する、また、核軍縮

の更なる進展を支援するための自発的な信頼醸成措置としての核兵器国に

よる透明性の向上」194（注：下線は筆者による追加。以下同じ。） 

  

これは、１３措置の第９項である「国際的安定を促進する方法で、また、すべ

ての国にとって損なわれない安全保障の原則に基づいてなされる核軍縮につな

がるすべての核兵器国による措置」195の一つとして合意されたものである。 

このＮＰＴで最初に核軍縮分野において「透明性」という文言が合意された

短い一文には幾つかの意味が込められており、その後の透明性に関する議論の

方向性を示す重要な文言となっている。まず、透明性の対象については、核兵

器国の「核兵器能力」と核軍縮に関する「実施」状況の２点が合意された。い

ずれもそれらの具体的内容までは合意されていないが、「核兵器能力」としては、

例えば、核兵器国が保有・配備する核兵器の数や核分裂性物質の生産量などが

挙げられる。核軍縮の「実施」状況としては、核兵器の削減数などが挙げられ

る。これは、ＮＰＴが５か国のみに核兵器保有を認める以上、それら核兵器国

が条約第６条及び同条の下で合意された核軍縮措置を誠実に実施しているのか

について核兵器国が非核兵器国に対して負う説明責任(accountability)（下記２．

（２））としての（主に定量的情報に関する）透明性と言える。 

次に、透明性の性格として「自発的な」ものであることが明記された。これ

                                                                                                                                                     

の開催に合意することで、５年毎の再検討会議が開催されてきた。１９９５年の再検討・延

長会議以降は、同会議において、再検討プロセス強化に関する決定がなされ、５年毎に再検

討会議を開催することが原則として合意されたことから、各再検討会議において５年後の再

検討会議の開催に合意することなく、自動的に再検討会議が開催されている。 
193 「透明性」という文言が初めてＮＰＴの合意文書に登場したのは、１９９５年再検討・

延長会議で採択された決定２「核不拡散及び軍縮のための原則と目標」であるが、そこでは

核軍縮ではなく、「原子力関連の輸出管理は、すべての関心ある締約国による対話と協力の

枠組みの中で促進されるべきである。」（第１７項）と、輸出管理の文脈で用いられている。 

“Decision 2: Principles and Objectives for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament,” 

in Final Document of the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part I (NPT/CONF.1995/32, Part I: 

May 12, 1995), p.12. 
194 Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Parts I and II (NPT/CONF.2000/28, Parts I and 

II: May 19, 2000), p.15. 
195 Ibid.  
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は、「透明性」に反発する中国の強い主張によって盛り込まれたものと見られる

196。最後に、透明性を向上することは、核兵器国が更なる核軍縮を進めるにあ

たっての「信頼醸成措置」であるとの意義づけがなされた。透明性の向上が信

頼醸成措置であるとの位置づけは、透明性の向上は自国の核抑止力を損なうも

のとして透明性に後ろ向きの姿勢を示す中国（第６章３．で詳述）との対比で、

重要な意味をもっている。 

また、１３措置の第１２項では、核軍縮義務を定めた条約第６条の実施状況

に関する「定期報告」が合意された197。ここでは「透明性」という文言そのも

のは用いられていないが、核兵器国が第６条の核軍縮義務をどのように実施し

ているのかについて定期的に報告することが求められた。上述の第９項におい

て、「条約第６条に基づく合意の実施」が透明性の対象の一つとされていること

から、第１２項での「定期報告」は、第９項での核兵器国の説明責任としての

「透明性」を具体的に実施するものと言える。その意味で、第１２項での「定

期報告」は透明性に関連したものと言える。 

  

（２）２０１０年再検討会議 

 ２０１０年再検討会議で合意された行動計画では、４カ所で「透明性」につ

いて言及されている。まず、行動２では、次のとおり、核軍縮の３原則の一つ

として検証可能性及び不可逆性と共に透明性が挙げられた。 

 

「行動２：すべての締約国は、条約の義務の実施に関連して、不可逆性、

検証可能性及び透明性の原則を適用することを約束する。」198 

 

行動５では、核兵器国が実施すべき具体的な核軍縮措置の一つとして透明性の

向上が挙げられた。 

 

「行動５：核兵器国は、国際的安定、平和、損なわれない安全保障、及び

安全保障の向上を促進する方法で、２０００年再検討会議の最終文書に含

まれる核軍縮につながる措置の具体的進展を加速することを約束する。そ

のために、核兵器国は、就中、次の点を目指して迅速に関与することが求

                                                   
196 Camille Grand, “Nuclear weapon states and the transparency dilemma,” in 

Transparency in Nuclear Warheads and Materials: The Political and Technical 
Dimensions, ed. Nicholas Zarimpas (New York: Oxford University Press, 2003), p.38. 
197 Final Document of the 2000 Review Conference, Parts I and II, p.15.  
198 “Conclusions and recommendations for follow-on actions,” in Final Document of the 
2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons, Volume I (NPT/CONF.2010/50, Vol. I*: May 28, 2010), p.20. 
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められる。 

(g)：更に透明性を拡大し、相互の信頼を向上する。」199 

 

行動１９では、透明性の向上のために、市民社会との協力が必要であるとされ

た。 

 

「行動１９：すべての国は、信頼を向上させ、透明性を改善し、核軍縮に

関連した効率的な検証能力を開発するための、政府、国連、その他の国際・

地域機関及び市民社会の間の支援的な協力の重要性に合意した。」200 

 

この行動１９が属するセクション（核軍縮を支援するためのその他の措置）の

冒頭においても、透明性が言及されている。 

 

「会議は、核軍縮と核兵器のない平和で安全な世界の達成のためには、開

放性と協力が必要であることを認識し、透明性の向上と効果的な検証を通

じた信頼の向上の重要性を確認する。」201 

 

 以上のとおり、２０１０年の行動計画では４カ所で透明性への言及がなされ

ているが、２０００年の１３措置の第１２項と同様、透明性の具体的な実施態

様としての報告についても３か所で合意された。まず、行動５で、核兵器国が

実施すべき具体的な核軍縮措置に関する実施状況について２０１４年に開催さ

れる２０１５年再検討会議第３回準備委員会で報告することが求められた。更

に、行動２０では、行動計画全体の実施状況に関し、定期的な報告をすること

が求められた。この点は、２０００年の合意とほぼ同じである。行動２１では、

「すべての核兵器国は、報告のための標準フォームに可能な限り早期に合意」

することが促された202。 

 

（３）第１回再検討会議（１９７５年） 

 核軍縮関連で「透明性」の文言が初めて合意されたのは、上記１．（１）のと

おり、２０００年再検討会議であるが、透明性の具体的な実施と位置付けるこ

とのできる報告に関連して、２０００年以前では、１９７５年の第１回再検討

会議の最終宣言で核軍縮関連の「情報提供」の重要性が言及されている。 

 

                                                   
199 Ibid., p.21. 
200 Ibid., p.24. 
201 Ibid, p.24. 
202 Ibid., p.21, p.24. 
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「会議は、軍縮が一般的な関心事項であることから、条約第６条の目的の

達成のためには、軍備競争及び軍縮の分野での状況に関して、すべての政

府及び人民に対する情報提供が非常に重要であるとの見解を示す。したが

って、会議は、条約第６条の達成のための進展についてすべての政府及び

世界の世論が適切に情報提供されるよう、国連に対して、軍縮問題の情報

の収集、編集及び提供のための既存の仕組みの改善のための方途を検討す

るよう請う。」203 

 

ここでは「報告」という表現は用いられず、また、情報提供の重要性の指摘と

情報収集の方法について国連に検討を促すに留まっているが、この文言は、ル

ーマニアの提案と、それに対するソ連の反対という背景の下、両者の妥協の産

物の結果と思われる。この再検討会議において、ルーマニアは、条約第６条に

関する決議案を提出しており、同決議案の第２パラには次の文言が盛り込まれ

ている。 

 

「（会議は）すべての政府及び国際世論が条約第６条の達成のための進展に

ついて適切に情報提供されるよう、国連の枠組みの中に、軍備と軍縮問題

に関する情報の検索・配布及び評価・分析のためのシステムを構築するこ

とが必要であると考える。」204 

 

この文言の前半は、先の合意された文言とほぼ同じであることから、最終宣言

の文言がルーマニア提案を基礎としていることが見てとれる。このルーマニア

提案を基礎としたと考えられる最終宣言の上記文言については、ソ連が、最終

宣言にかかる解釈宣言において、既存の国連組織で十分に各国及び国際世論に

情報を提供できているとして、公式に反対を表明している205。これは、第３章

の米ソ・米露の二国間の透明性措置で言えば、国家技術手段（ＮＴＭ）を認め

たこと以外に実質的には透明性措置が盛り込まれなかった最初の核軍備管理・

軍縮条約である戦略攻撃兵器制限暫定協定（ＳＡＬＴⅠ）（１９７２年署名）と、

データ交換や通告といった多くの透明性措置が合意された戦略攻撃兵器制限条

約（ＳＡＬＴⅡ）（１９７９年署名）の間の出来事である。 

                                                   
203 “Final Declaration,” in Annex I (Final Declaration of the Conference) of Final 
Document of the Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part I (NPT/CONF/35/I: May 30, 1975), p.9. 
204 “Draft Resolution on Article VI: submitted by Romania” (NPT/CONF/C.I/L.3), in 

Annex II (Interpretative Statements in connexion with Final Declaration) of Final 
Document of the Review Conference, Part I, p.15.  
205 “Union of Soviet Socialist Republics,” in Ibid., p.30.  
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 いずれにせよ、２０００年以降の透明性や報告の議論に繋がる萌芽が条約発

効からわずか５年後に見られることは興味深い。「透明性」や「報告」という文

言が合意文書に現れるには２０００年再検討会議まで待つ必要があるが、「報告」

の考え方は、１９８５年の第３回再検討会議以降の各再検討会議において米国、

ソ連及び英国の３核兵器国206がＮＰＴの各条文の実施状況について情報を提供

するという形で現れた。これは、再検討会議の準備委員会が核兵器国に対して、

「特に第６条を含む、条約の様々な条文の実施に関する情報を再検討会議に十

分先だって提供するよう請う207」たことへの核兵器国側の対応である。この時

点で、条約第６条の核軍縮が既にこうした「情報提供」の主たる対象の中心で

あったことがわかる（詳細は下記３．（１）参照）。 

 

２．透明性に関する議論の概観 

（１）総論 

 １９７５年の第１回再検討会議から２０１０年再検討会議までの透明性に関

する締約国の議論を分析すると、表４－１のとおり、透明性に関する議論が全

体として増加傾向にあることがわかる。また、当初は、核不拡散の文脈で透明

性が議論されることが多かったが、再検討会議を重ねるごとに核軍縮の文脈で

議論されることが比較的多くなっている208。更に、当初は一般的な表現で透明

性の必要性が訴えられるに過ぎなかったが、再検討会議を重ねるごとに透明性

を求める対象がより具体的になってきている。 

 第１回再検討会議（１９７５年）から第３回再検討会議（１９８５年）まで

は、「透明性」という文言は合意文書のみならず、各国の発言記録や提出文書に

も一切現れていない。１９９０年の第４回再検討会議で初めて「透明性」とい

う文言が発言記録や提出文書に現れている。同再検討会議での透明性に関する

言及の全体の数が少ないため必ずしも一定の傾向を示すとは限らないが、発言

記録においては、核不拡散の文脈で述べられたのが５か所であるのに対して、

核軍縮の文脈では１か所のみであった。 

                                                   
206 条約第９条３項に基づいて「核兵器国」として認められているその他の核兵器国である

中国と仏は、いずれも１９９２年にＮＰＴに加入したことから、１９９０年の第４回再検討

会議までは米国、ソ連及び英国の３か国のみが条約を締結していた核兵器国としてかかる情

報を提供していた。 
207 Final Document of the Third Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part I (NPT/CONF.III/64/I: September 21, 1985), 

p.3; Final Document of the Fourth Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part I (NPT/CONF.IV/45/I: September 14, 1990), 

p.3.  
208 本研究の対象は、核軍縮分野における透明性であるが、本章では、ＮＰＴでの透明性に

関する議論の変化をより明らかにするために、核不拡散分野における透明性に関する議論に

ついても触れている。 
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 上記１．（１）のとおり、核軍縮の文脈で透明性という文言が初めて合意され

たのは、２０００年再検討会議が初めてであるが、「透明性」という文言が初め

てＮＰＴの合意文書に現れたのは、１９９５年再検討・延長会議であった。そ

こでは、原子力関連の輸出管理の透明性が求められた。西側先進国を中心とし

たＮＰＴ締約国の一部が、１９７０年代にザンガー委員会209や原子力供給国グ

ループ（ＮＳＧ）210といった輸出管理レジームを立ち上げて以来、そうした輸

出管理の主な対象とされたと認識した途上国を中心に、西側先進国による輸出

管理の不透明な実態に不満の声が高まっていた背景がある211。１９９５年再検

討・延長会議では、核軍縮の文脈での透明性の発言は７か所に過ぎないのに対

し、輸出管理をはじめ核不拡散の文脈では３３か所でなされた。 

 ２０００年再検討会議では一転して、核軍縮の文脈での透明性にかかる発言

の回数（２６か所）が核不拡散のそれ（６か所）を凌駕した。それだけでなく、

非戦略核を含む核兵器の数や核分裂性物質の生産量、核弾頭の解体等、透明性

を求める内容が非常に具体的になっている。こうした傾向は、２００５年及び

２０１０年再検討会議を通じて、２０００年以降も続いている。これは、米ソ・

米露二国間の透明性において冷戦後の１９９３年や１９９４年頃から「透明性」

の文言が初めて登場し、その後、米露二国間でも一般的になっていく傾向と軌

を一にしている（第３章参照）。２０１５年再検討会議第１回準備委員会で、日

本とオーストラリアが中心となって設立した非核兵器国１０か国による地域横

断的なグループである軍縮不拡散イニシアティブ（ＮＰＤＩ）が具体的な項目

をリスト化した報告フォーム212を提案したのは、こうした傾向の結実であった

と言えよう（ＮＰＤＩの提案については､第５章１．を参照）。 

 

 

                                                   
209 ザンガー委員会は、１９７０年スイスのザンガー(Claude Zangger)教授の提唱によって

設立され、１９７４年、ＮＰＴ第３条２項にいう供給の規制の対象となる核物質、設備及び

資材の具体的範囲に関するリストを採択。以来、年間１～２回の会合が開催されている。外

務省ホームページ参照。<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fukaku/zangger.html>  
210 ＮＳＧは、１９７４年のインドの核実験を契機に１９７８年に設立された。ＮＳＧでは、

「ＮＳＧガイドライン」と呼ばれる原子力資機材・技術の輸出国が守るべき指針に基づいて

輸出管理が実施される。外務省ホームページ参照。

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/nsg/> 
211 Fritz Schmidt, “NPT Export Controls and the Zangger Committee,” The 
Nonproliferation Review, Vol.7, Issue 3 (2000), pp.136-145. 
212 ２０１２年４月、ＮＰＤＩは、ウィーンで開催された２０１５年再検討会議第１回準備

委員会において「核兵器の透明性」と題した作業文書の中で標準報告フォームを提案した。

Transparency of nuclear weapons: the Non-Proliferation and Disarmament Initiative: 
Working paper submitted by Australia, Canada, Chile, Germany, Japan, Mexico, the 
Netherlands, Poland, Turkey and the United Arab Emirates 
(NPT/CONF.2015/PC.I/WP.12*: April 20, 2012). 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fukaku/zangger.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/nsg/
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 核軍縮 核不拡散 原子力の平和的利用 

第１回（１９７５

年）～第３回（１

９８５年）再検討

会議 

   

 合意文書 計０ 計０ 計０ 

 発言記録 計０ 計０ 計０ 

 各国提出文書 計０ 計０ 計０ 

    

第４回再検討会

議（１９９０年） 

   

 合意文書 N/A N/A N/A 

 発言記録 計０ 

 

計６ 

核不拡散一般 ６ 

計０ 

 各国提出文書 計１ 

核軍縮一般 １ 

計１ 

保障措置 １ 

計０ 

    

１９９５年再検

討・延長会議 

   

 合意文書 計０ 計１ 

輸出管理 １ 

計０ 

 

 発言記録 計６ 

核軍縮一般 ２ 

核分裂性物質 ２ 

核戦力 １ 

核分裂性物質備蓄 １ 

 

計３３ 

原子力活動 ９ 

輸出管理 ８ 

プルトニウム・高濃縮

ウラン ７ 

核兵器国の原子力活

動 ３ 

保障措置 ３ 

原子力政策 １ 

北朝鮮の核活動 １ 

ＩＡＥＡ １ 

 

計３ 

技術移転 ２ 

国際協力 １ 

 各国提出文書 計２ 

核軍縮一般 １ 

計５ 

原子力活動 ２ 

計１ 

原子力安全 １ 
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核兵器施設 １ 

 

 

保障措置 １ 

輸出管理 １ 

プルトニウム・高濃縮

ウラン １ 

    

２０００年再検

討会議 

   

 合意文書 計１ 

核戦力 １ 

計３ 

保障措置 １ 

プルトニウム・高濃縮

ウラン １ 

輸出管理 １ 

計１ 

原子力安全 １ 

 発言記録 計２６ 

核軍縮一般 １２ 

核戦力 ４ 

核分裂性物質 ２ 

非戦略核 ２ 

核政策 １ 

核削減 １ 

核兵器の数 １ 

核分裂性物質生産量 

１ 

核兵器関連活動 １ 

核弾頭解体 １ 

計６ 

輸出管理 ５ 

核燃料サイクル １ 

計１ 

平和的利用一般 １ 

 各国提出文書 計３２ 

核軍縮一般 ５ 

核分裂性物質 ４ 

核戦力 ３ 

戦略核 ３ 

戦術核 ３ 

核抑止 ２ 

核兵器の運用 ２ 

核実験（施設） ２ 

核弾頭解体 ２ 

核兵器施設 １ 

核兵器の備蓄 １ 

計２０ 

輸出管理 １２ 

保障措置 ３ 

原子力活動 ２ 

プルトニウム・高濃縮

ウラン ３ 

計２ 

平和的利用一般 １ 

原子力安全 １ 
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戦術核解体 １ 

核削減 １ 

ドクトリン １ 

設計情報 １ 

    

２００５年再検

討会議 

   

 合意文書 N/A N/A N/A 

 発言記録 計２６ 

核軍縮３原則 １１ 

核軍縮報告 ４ 

核軍縮一般 ３ 

核戦力 ２ 

核兵器・核分裂性物質

の備蓄 ２ 

非戦略核 ２ 

核兵器の運用状態 １ 

核分裂性物質 １ 

計２０ 

原子力活動 １４ 

輸出管理 ３ 

核不拡散一般 １ 

プルトニウム・高濃縮

ウラン １ 

保障措置 １ 

計３ 

放射性物質輸送 ３ 

 各国提出文書 計５９ 

核軍縮３原則 ２３ 

核軍縮一般 １９ 

非戦略核 ５ 

核戦力 ４ 

核分裂性物質 ４ 

核分裂性物質生産・保

有量 ２ 

核弾頭の数 １ 

運搬手段の数 １ 

計２１ 

平和的利用 １２ 

輸出管理 ６ 

保障措置 ３ 

計０ 

    

２０１０年再検

討会議 

   

 合意文書 計５ 

国家間の透明性・信頼 

３ 

核軍縮３原則 １ 

核軍縮一般 １ 

計０ 計０ 
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 発言記録 計３６ 

核軍縮一般 １４ 

核軍縮３原則 ８ 

核戦力 ５ 

国家間の透明性・信頼 

４ 

核兵器の備蓄 １ 

非戦略核 １ 

核兵器の数 １ 

報告（核軍縮） １ 

核能力の規模 １ 

計２０ 

原子力活動 １１ 

輸出管理 ３ 

保障措置 ３ 

ＩＡＥＡ ２ 

イランの核問題 １ 

 

計３ 

核物質移転 ３ 

 各国提出文書 計５０ 

核軍縮３原則 １３ 

核軍縮一般 １３ 

核戦力 ９ 

報告（核軍縮） ５ 

核兵器の備蓄数 ２ 

核分裂性物質備蓄 ２ 

核兵器の機微情報 ２ 

核分裂性物質生産施設 

２ 

ドクトリン １ 

核兵器関連活動 １ 

計１９ 

輸出管理 ６ 

原子力活動 ４ 

追加議定書 ３ 

イランの原子力活動 

３ 

シリアの原子力活動 

２ 

保障措置 １ 

 

計１ 

技術協力 １ 

表４－１ 過去のＮＰＴ再検討会議における「透明性」に関する言及（単位：

か所）（ＮＰＴの公式文書を基に筆者作成）213 

 

（２）ＮＰＴにおける透明性の意義・位置づけ 

戦略的安定性と予測可能性：ＮＰＴの議論において核軍縮にかかる透明性が

初めて言及されたのは、１９９０年の第４回再検討会議に米国が提出したＮＰ

Ｔ上の義務の実施に関する情報においてである。そこで、米国は、１９９０年

５月のワシントンでの米ソ首脳会談での核・宇宙交渉に関する共同声明での次

の下りを引用している。 

 

「これらの交渉の目的は、戦争、特に核戦争の勃発のリスクを更に削減す

                                                   
213 各再検討会議の公式記録は膨大な分量であるため、見落としがある可能性がある。あく

までも目安としての参考である。 
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ること、両国の戦略兵器の安定的な削減を通じて、戦略的安定性、透明性

及び予測可能性を確保することである。」214 

 

ここでの透明性は、両国間の戦略的安定性や予測可能性を確保することと関連

づけられている。この１９９０年の時点においては、後述するＮＰＴ特有の文

脈における信頼醸成や説明責任といった観点からの透明性ではなく、あくまで

も米ソ二国間の透明性の向上が、両国間の戦略的安定性や予測可能性を確保す

ることに資するとの観点からのみ語られていた（二国間の戦略的安定性と透明

性の関係については第６章で詳述）。 

 

 信頼醸成措置：多国間条約であるＮＰＴの文脈では、１９９５年再検討・延

長会議の頃から核軍縮関連の透明性が言及されるようになったが、当初はその

意義や趣旨について特段の説明はなく、単に核軍縮関連の透明性を求めるのみ

であった。核軍縮における透明性の意義が徐々に語られるようになったのは、

２０００年再検討会議の頃からである。ＥＵは、同再検討会議に提出したＥＵ

の「共通の立場(common position)」において、透明性の向上を「軍縮の更なる

進展を支援するための自発的な信頼醸成措置」と位置付けた215。誰と誰の信頼

なのか、なぜ信頼醸成が必要なのかといった説明はないが、ともかく透明性は

「信頼醸成措置」として挙げられた。スイスも、核軍縮を扱う主要委員会Ⅰに

提出した作業文書で、透明性を信頼醸成措置として位置付けた216。ドイツも、

透明性を信頼醸成措置と位置付けた上で、透明性は「相互の信頼及び核軍縮の

更なる進展を支援する」とした217。仏も、一般討論演説において「軍縮努力を

支援するための自発的な信頼醸成措置」と位置付ける発言をした218。 

                                                   
214 “US Information Pertaining to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons” (NPT/CONF.IV/20), p.21, in Final Document of the Fourth Review Conference 
of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part II 
(NPT/CONF.IV/45/II: September 14, 1990), p.42. 
215 “Note verbale dated 25 April 2000 from the Permanent Mission of Portugal to the 

United Nations addressed to the Secretariat of the 2000 Review Conference of the 

Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” 

(NPT/CONF.2000/19), in Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties 
to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part III 
(NPT/CONF.2000/28, Part III: May 19, 2000), p.352.  
216 “Elements for a new action plan: Working paper submitted by Switzerland” 

(NPT/CONF.2000/MC.I/WP.3), in Ibid., p.429. 
217 “Draft elements on principles to promote nuclear disarmament: Working paper 

submitted by Germany for Main Committee I” (NPT/CONF.2000/MC.I/WP.8), in Ibid., 

p.443.  
218 ２０００年再検討会議での仏代表による一般討論演説（2000年 4月 25日）, in Final 

Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part IV (NPT/CONF.2000/28, Part IV: May 19, 
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ＮＰＴ体制の維持（説明責任）：非核兵器国は核兵器国に対して長年にわたっ

て核兵器や核軍縮に関する情報開示を要求してきている。上述のとおり、非核

兵器国が核兵器国に対して情報開示を求めるのは、１９７５年の第１回再検討

会議で既にその萌芽は見られ、また、第３回再検討会議以降は、核兵器国に対

する正式な要請として情報開示が求められた。「透明性」という言葉自体は用い

られなかったものの、情報開示を求めるというのは透明性を求めることと同じ

ことである。これは、ＮＰＴが特定の５か国のみに核兵器の保有を法的に認め、

他の国には核兵器の保有を禁止するという本来的に差別的な性格を有する条約

であることから、非核兵器国からすれば核兵器国に対して核軍縮を要求し、そ

の核軍縮の進展ぶりを測るためにも情報開示を求めるというのは当然の権利だ

という意識が根底にある。こうした非核兵器国側の思いは、１９９５年のＮＰ

Ｔ無期限延長を契機に、特定の５か国にのみ核兵器の保有を法的に認めるとい

うＮＰＴの差別性が永続化されかねないとの懸念から特に強まり、２０００年

再検討会議では、「説明責任」という概念として透明性の意義が示されるように

なった。すなわち、こうした非核兵器国側の懸念に対処し、ＮＰＴ体制を維持

するためには、核兵器国が核軍縮を着実に実施していることが重要であり、そ

のためには、核兵器国が核軍縮義務の実施にかかる説明責任を果たすことが必

要であり、「真の説明責任には、真の透明性が必要である。」219との考え方であ

る。 

この「説明責任」という考え方は、もともと１９９５年の無期限延長の際に、

複数の観点から提示された概念である。第１に、無期限延長の決定方法として

秘密投票とすべきかとの議論がなされた際に、米国やデンマークは、各国が「説

明責任」を果たすためにも秘密投票に反対すると主張した220。ここでは、条約

の無期限延長を促すという観点から、「説明責任」という概念を用いている。第

２に、ナイジェリアは、無期限延長が決定された後の各国立場表明において、

本来は無期限延長ではなく、核兵器国と非核兵器国が共に条約上の義務を完全

に実施する関連で「説明責任」を果たすための行動計画と組み合わされた２５

年延長とすべきだったと述べた221。ここでは、期限付きではあるが、条約が延

長された結果として、すべての締約国がＮＰＴ体制を維持するために「説明責

                                                                                                                                                     

2000), p.34. 
219 ２０００年再検討会議でのカナダ代表の一般討論演説（2000年 4月 25日）, in Ibid., 

p.32. 
220 １９９５年再検討・延長会議での米国代表の一般討論演説（1995年 4月 19日）, in Final 

Document of the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part III (NPT/CONF.1995/32, Part III: May 

12, 1995), p.53. 同デンマーク代表の一般討論演説（1995年 4月 20日）, in Ibid., p.87. 
221 同ナイジェリア代表の発言（1995年 5月 11日）, in Ibid., p.175. 
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任」を果たすべきとの考えである。これに対して、カナダは、無期限延長の決

定を称賛しつつ、「説明責任を伴った恒久性(permanence with accountability)」

という概念を打ち出した222。無期限延長は支持しつつも、ナイジェリアと同様、

条約の延長の結果として、すべての締約国の「説明責任」を求めている。バン

グラデシュも同様の考え方を表明している223。第３に、イランは、条約を無期

限延長した以上、核兵器国側に（核軍縮措置の実施に関する）「説明責任」があ

ると主張した224。これは、条約の差別性を固定化しかねない無期限延長を決定

した以上、核兵器国側にこそ「説明責任」があるとする主張である。 

 上記の３つの観点のうち、第２と第３の観点においては、条約の（無）期限

延長の結果として、（「説明責任」が求められる締約国の範囲に違いは見られる

が）締約国の条約上の義務の実施状況につき「説明責任」が求められる点は共

通している。こうした考え方が、５年毎に開催される再検討プロセスの強化に

繋がり、「我々が構築した強化された再検討プロセスにおける、厳重な説明責任

が、これまで以上に条約の運用においてより中心的な役割を演じることになろ

う。」225という１９９５年再検討・延長会議の最終日における同会議議長の発言

に如実に現れた（再検討プロセスの強化との関係については、下記２．（４）を

参照。）。 

 「説明責任」の考え方が、「透明性」と明確に結び付けられて語られるように

なったのは、「真の説明責任には、真の透明性が必要である。」と先述の演説で

カナダ代表が述べた２０００年再検討会議からである。ナミビアは、核軍縮と

いうＮＰＴの目標を達成するための措置の一つとして、「透明性と説明責任を促

進するための核兵器登録制度の構築」を挙げ、具体的な提案をしながら、透明

性と説明責任の概念を直接的に関係づけた226。カナダも同様に、「戦術核を含む、

核弾頭の目録(inventories)にかかる完全な説明責任と透明性」を求めた227。フ

ィンランドやスペインも透明性と説明責任を関連付ける発言を行っている228。

新アジェンダ連合（ＮＡＣ）229の作業文書は、「条約上の義務を果たすための締

                                                   
222 同カナダ代表の発言（同日）, in Ibid., p.188. 
223 同バングラデシュ代表の発言（同日）, in Ibid., p.193. 
224 同イラン代表の発言（同日）, in Ibid., p.177. 
225 同ダナパラ(Jayantha Dhanapala)議長の発言（1995年 5月 12日）, in Ibid., p.214. 
226 ２０００年再検討会議でのナミビア代表の一般討論演説（2000年 4月 27日）, in Final 

Document of the 2000 Review Conference, Part IV, p.83.  
227 同カナダ代表の主要委員会Ⅰでの発言（2000年 5月 2日）, in Ibid., p.152. 
228 Ibid., p.172. 
229 ＮＡＣは、１９９８年に印パの核実験を契機に結成された非核兵器国のグループ。２０

１８年末現在、アイルランド、エジプト、南ア、ニュージーランド、ブラジル及びメキシコ

がメンバー国。結成時に参加していたスロベニアは結成同年の１９９８年、スウェーデンは

２０１３年に脱退した。 
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約国の説明責任を確認」するための１つの措置として、「核兵器庫及び核分裂性

物質の目録に関する更なる透明性を発揮」することを求めた230。 

２００５年再検討会議では、オランダは、自国が提出した条約第６条の実施

に関する報告書において、常に「核兵器庫に関する説明責任と透明性の向上」

を提唱してきたとして、説明責任と透明性を並べて挙げた231。リトアニアも「説

明責任、透明性、不可逆性及び信頼醸成が条約第６条を更に実施する上での不

可欠な枠組みを構成する。」と述べた232。日本は、核兵器用核分裂性物質生産禁

止条約（ＦＭＣＴ）が、「検証システムを通して核兵器用核分裂性物質の管理の

透明性と説明責任を向上させる」とした233。ＮＡＣも、「核兵器庫と軍縮措置の

実施につき、透明性及び説明責任を高めるために更なる行動をとる」ことに合

意するよう求めた234。２０００年再検討会議の時と比較して、透明性を行うこ

とが説明責任を果たすことそのものであることがより明確にされている。１９

９５年再検討・延長会議で、「説明責任をともった恒久性」という概念を打ち出

したカナダも同様に透明性と説明責任の両者をほぼ同義語として扱っている235。

その他、韓国236、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟の７非核兵器国237、メキ

                                                   
230 “Letter dated 24 April 2000 from the Minister for Foreign Affairs of Mexico 

addressed to the Secretary-General of the Review Conference” (NPT/CONF.2000/WP.3), 

in Final Document of the 2000 Review Conference, Part III, p.392. 
231 “Implementation of article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons, taking into account the conclusions in the Final Document of the 2000 Review 

Conference and paragraph 4 (c) of the 1995 Decision on Principles and Objectives for 

Nuclear Non-Proliferation and Disarmament: Report submitted by the Netherlands” 

(NPT/CONF.2005/26), in Final Document of the 2005 Review Conference of the Parties 
to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part II (NPT/CONF.2005/57, 

Part II: May 27, 2005), p.363. 
232 “Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Report 

submitted by Lithuania” (NPT/CONF.2005/23), in Ibid., p.343. 
233 “Further measures to be taken for strengthening the Treaty on the 

Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Twenty-one Measures for the Twenty-first 

Century: Working paper submitted by Japan” (NPT/CONF.2005/WP.21**), in Ibid., 

p.571.  
234 “Working paper on nuclear disarmament for Main Committee I: Recommendations 

submitted by New Zealand on behalf of Brazil, Egypt, Ireland, Mexico, South Africa and 

Sweden as members of the New Agenda Coalition” (NPT/CONF.2005/WP.27), in Ibid., 

p.616.  
235 “Achieving permanence with accountability: Working paper submitted by Canada” 

(NPT/CONF.2005/WP.39), in Ibid., p.652.  
236 “Views on substantive issues of the 2005 Review Conference: Working paper 

submitted by the Republic of Korea” (NPT/CONF.2005/WP.42), in Ibid., p.668.  
237 “Working paper submitted by Belgium, Lithuania, the Netherlands, Norway, Spain, 

Poland and Turkey for consideration at the 2005 Review Conference of the Parties to the 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” (NPT/CONF.2005/WP.35), in Ibid., 

p.639.  
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シコ238、エジプト239も同様の扱いをしている。２０１０年再検討会議でも多く

の国が引き続き同様の問題提起を行っている。 

 

ＮＰＴ体制の維持（核兵器国に対する交渉力増大）：ＮＰＴ体制の維持のため

には核兵器国が説明責任を果たす必要があり、そのためには透明性の向上が図

られるべきとの上記の考え方の発想と類似するものとして、２０００年再検討

会議以来、差別的な構造を内包するＮＰＴ体制の維持という大義を掲げつつ、

透明性を核兵器国に対する交渉力を高めるためのものと位置づける傾向が強ま

った。これは差別的な構造を内包するＮＰＴに特有の考え方と言える。 

例えば、先述のＮＡＣは、２０００年再検討会議に提出した作業文書におい

て、説明責任に加えて、「条約の目的及びすべての条文の完全な達成及び効果的

な実施のために決意をもって進む必要性を確認」することを透明性の目的に加

えている240。核軍縮の文脈のみで透明性を位置付けているのであれば、「条約第

６条の核軍縮義務を実施するため」とするのが一般的と考えられるが、ＮＡＣ

は、敢えて「条約の目的及びすべての条文」の実施のためと位置付けた。これ

は、例えば、条約第２条や第３条等の非核兵器国が負う核不拡散上の義務も含

むものであり、仮に核兵器国が透明性向上を含む核軍縮義務を確実に実施しな

ければ、非核兵器国としての義務の実施にも影響を及ぼすことを示唆するもの

である。つまり、核兵器国による核軍縮に関する透明性向上を自らの核不拡散

上の義務の実施に結び付けることによって、核兵器国に対する交渉力を高めよ

うとするもので、ここでの透明性は、単なる核軍縮措置の一つではなく、核不

拡散を含むＮＰＴ全体にかかわり、究極的にはＮＰＴの存続そのものにもかか

わるものとして意義づけられていると言える。その意味で、ＥＵが意義づけた

「信頼醸成措置」との関連では、透明性向上措置を含む核軍縮措置は、核兵器

国と非核兵器国との間の信頼醸成に資するものであると言える。 

オランダとノルウェーが提出した作業文書においても、「戦略・非戦略核兵器

に関する透明性措置及び核兵器削減の関する情報・意見交換」が、「条約の条文

の完全な達成及び効果的な実施」のためと位置付けられており241、上記のＮＡ

                                                   
238 ２００５年再検討会議でのメキシコ代表の一般討論演説（2005年 5月 3日）, in Final 

Document of the 2005 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part III (NPT/CONF.2005/57, Part III: May 27, 

2005), p.31. 
239 同エジプト代表の主要委員会Ⅰでの発言（2000年 5月 19日）, in Ibid., pp.151-152. 
240 “Letter dated 24 April 2000 from the Minister for Foreign Affairs of Mexico 

addressed to the Secretary-General of the Review Conference” (NPT/CONF.2000/WP.3), 

in Final Document of the 2000 Review Conference, Part III, p.392.  
241 “Proposals to improve the effectiveness of the strengthened review process of the 

Non-Proliferation Treaty, including a programme of action: Working paper submitted by 

the Netherlands and Norway” (NPT/CONF.2000/WP.7), in Ibid., pp.401-402. 
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Ｃと同じような意義付けを行っている。ただし、オランダとノルウェーの場合

は、２０００年再検討会議で合意すべき事項として核軍縮措置だけを列挙した

ＮＡＣと異なる。ＮＡＣは、２０００年再検討会議で合意すべき事項として核

軍縮措置のみを列挙することで、核兵器国が核軍縮措置を実施しなければ、非

核兵器国による核不拡散上の義務の実施に影響があり得ることを示唆した。そ

れに対し、オランダとノルウェーは、核軍縮措置と併せて、包括的保障措置協

定・追加議定書への遵守や輸出管理といった非核兵器国による核不拡散上の措

置も挙げている。したがって、オランダとノルウェーは、核兵器国による核軍

縮措置の実施と非核兵器国による核不拡散措置とを必ずしもリンクさせていな

い点でＮＡＣと若干異なると言える。すなわち、オランダとノルウェーの場合

は、ＮＡＣのように核兵器国との交渉力を高め、核兵器国が核軍縮措置を実施

しなければ非核兵器国の核不拡散上の義務の実施にも影響があるといったＮＰ

Ｔの存続そのものにかかわるものという側面より、条約上の様々な義務を実施

するための核軍縮・不拡散にかかる様々な具体的な措置の一つとして透明性を

挙げたに過ぎないという側面の方が強いと考えられる。こうした点は、カナダ

にも当てはまる。カナダは、作業文書において、再検討会議は「条約の完全な

実施を促進するため、将来、更なる進展を追求すべき分野を特定」する必要が

あるとして、様々な分野の一つとして核兵器のドクトリンや運用に関する透明

性を挙げている242。 

 

核軍縮の３原則の１つとしての透明性 

 １９９５年再検討・延長会議を境として、多くの言及がなされるようになっ

た透明性は、検証可能性(verifiability)及び不可逆性(irreversibility)と併せて核

軍縮の３原則の１つと扱われるようになった。ＮＰＴの合意文書でそれらが「３

原則」として認められたのは２０１０年再検討会議が最初であるが、表４－１

のとおり、２００５年再検討会議の頃から、多くの国が３原則として扱うよう

になっている。例えば、キューバは、「透明性、検証及び不可逆性：核軍縮プロ

セスの不可欠な原則」と題した作業文書を提出している。キューバは、２００

５年再検討会議に提出した作業文書において、現状では非核兵器国には透明性

と検証を通じて不拡散義務の履行が求められているが、核兵器国については、

核軍縮の実施状況を検証することができないとして、一方的削減であろうが、

二国間、複数国間、多国間条約を通じた削減であろうが、核軍縮を進めるにあ

たっては、これら３つの原則が盛り込まれなければならないと主張した243。カ

                                                   
242 “Selected elements of a programme of action: Working paper submitted by Canada” 

(NPT/CONF.2000/MC.I/WP.4), in Ibid., p.431.  
243 “Transparency, verification and irreversibility: essential principles in the process of 

nuclear disarmament: Working paper by the Republic of Cuba (NPT/CONF.2005/WP.24), 



107 

 

ナダは、同じく作業文書において「（条約における）約束の信頼性を維持するた

めには、核兵器廃絶に向けた動きは下方方向にのみ進む必要」があるため、「不

可逆性、検証可能性及び透明性の原則を適用すべき」と主張した244。欧州連合

体（ＥＵ）も、「不可逆性、透明性及び検証可能性の原則は重要」とした245。メ

キシコは、条約第６条の実施状況に関する国別報告書において、「核兵器削減・

廃棄のための措置を含む核軍縮の不可逆性、透明性及び検証の原則の完全な実

施を支持」した246。アイルランドも、同じく報告書において、「不可逆性及び検

証の原則と共に、透明性はすべての軍縮・軍備管理努力に適用されるべきであ

る。」と主張している247。 

実際の会議での議論においても、ブラジルは、核軍縮において「透明性、国

際的検証及び不可逆性の原則が適用されなければならない。」と主張した248。ス

イスも、「（核軍縮が）信頼あるものになるためには、如何なる二国間又は一方

的軍縮措置であっても、透明性、不可逆性及び検証可能性の原則を採用すべき

である」と述べた249。こうした多くの国の主張を受けて、再検討会議の下で核

軍縮問題を扱う主要委員会Ⅰに設けられた補助機関の議長による成果文書案に

は、不可逆性、透明性及び検証可能性の３つを核軍縮における原則とする旨の

文言案が盛り込まれていた250。当時の米国のブッシュ政権が核軍縮に冷淡な姿

                                                                                                                                                     

in Final Document of the 2005 Review Conference, Part II, p.600. 
244 “Nuclear Disarmament: Working paper submitted by Canada” 

(NPT/CONF.2005/WP.38), in Ibid., p.650. 
245 “Working paper based on the European Union Statement for Main Committee I: 

Submitted by Luxembourg on behalf of the European Union, the acceding countries 

Bulgaria and Romania, the candidate countries Croatia and Turkey, the countries of the 

Stabilization and Association Process and potential candidates Bosnia and Herzegovina, 

the former Yugoslav Republic of Macedonia, and Serbia and Montenegro, as well as 

Norway, member of the European Economic Area” (NPT/CONF.2005/WP.43), in Ibid., 

p.672. 
246 “Implementation of article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons and paragraph 4(c) of the principles and objectives for nuclear 

non-proliferation and disarmament adopted in 1995: National report of Mexico” 

(NPT/CONF.2005/33), in Ibid., p.393. なお、本件報告は、２０００年再検討会議で合意さ

れた条約第６条の実施状況に関する「定期報告」（本章１．（１）参照）に基づくもの。 
247 “Implementation of article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons and paragraphs 3 and 4(c) of the 1995 Decision on “Principles and Objectives 

for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament: Report submitted by Ireland” 

(NPT/CONF.2005/49), in Ibid., p.465. 
248 ２００５年再検討会議主要委員会Ⅰでのブラジル代表発言（2005年5月19日）, in Final 

Document of 2005 Review Conference, Part III, p.155. 
249 ２００５年再検討会議主要委員会Ⅰでのスイス代表発言（2005年 5月 19日）, in Ibid., 

p.166. 
250 “Working paper of the Chairman of Subsidiary Body 1” 

(NPT/CONF.2005/MC.1/SB/CRP.4) contained in “Report of Main Committee I” 

(NPT/CONF.2005/MC.I/1), in Final Document of the 2005 Review Conference, Part II, 
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勢を見せていたこともあって、最終的に、主要委員会Ⅰでは、議長の成果文書

案全体には合意が得られず、該当の箇所も形式的には合意された文言ではない

が、２０１０年再検討会議で合意された文言とほぼ同じ文言が既に２００５年

再検討会議で提案されていたことは、この時点で既に透明性、検証可能性及び

不可逆性が核軍縮の３原則として多くのＮＰＴ締約国の間の共通の認識であっ

たことを示唆している251。 

 透明性の原則が、２０１０年再検討会議の最終文書において初めて、核軍縮

における三原則の一つとして位置づけられたことは上述のとおりであるが、同

再検討会議において日本が一歩踏み込んだ発言を行っていることは注目される。

具体的には、同再検討会議の主要委員会Ⅰ補助機関において、「透明性の原則は、

不可逆性及び検証可能性という他の２つの原則と同列に扱われるべきでなく、

他の２つの原則の大前提となる最も重要な原則である。」として、透明性の原則

の他の２つの原則に対する優位性を主張した252。この主張は、その後、２０１

５年再検討会議に向けて、１２か国の非核兵器国で構成されるＮＰＤＩの主張

として発展していくこととなる（第５章３．参照）。 

 なお、２０１０年再検討会議の行動計画に関する主要委員会Ⅰ補助機関の議

長案では、先述の「説明責任」と併せて４原則とされていた253。これは、２０

００年再検討会議でポルトガル254、２００５年再検討会議でリトアニア255、ま

た、２０１０年再検討会議でベルギー、リトアニア、オランダ、ノルウェー、

ポーランド、スペイン及びトルコのＮＡＴＯ加盟７か国が共同作業文書におい

て「説明責任」を加えた４原則を主張していたことに基礎をおくものと考えら

れる256。しかし、「説明責任」という文言が持つ要求的な性格を核兵器国側が嫌

                                                                                                                                                     

p.779. 主要委員会Ⅰ議長の成果文書案全体に合意が得られなかったため、議長の成果文書

案は、主要委員会Ⅰの報告書に議長の作業文書として添付された。 
251 なお、国連を含めた多国間会議の公式の文書で最初に核軍縮の３原則が言及されたのは、

日本が２００８年に国連総会に提出した核廃絶決議であるが、同決議は国連総会の賛成多数

で採択されたものであり、必ずしも国際社会の合意文書ではない。 
252 2010年NPT再検討会議の主要委員会Ⅰ補助機関における須田明夫軍縮会議日本国政府

代表部特命全権大使発言。Reaching Critical Will, NPT News in Review, No.9 (May 13, 

2010), p.2.  
253 “Subsidiary Body I: revised Chair ’s draft action plan” (NPT/CONF.2010/MC.I/WP.1), 

in Final Document of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Volume II (NPT/CONF.2010/50, Vol. II: May 28, 

2010), p.722. 
254 ２０００年再検討会議の主要委員会Ⅰでのポルトガル代表の発言（2000年 4月 26日）, 

in Final Document of the 2000 Review Conference, Part IV, p.134. 
255 “Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Report 

submitted by Lithuania” (NPT/CONF.2005/23), in Final Document of the 2005 Review 
Conference, Part II, p.343. 
256 “Working paper submitted by Belgium, Lithuania, the Netherlands, Norway, Poland, 

Spain and Turkey for consideration at the 2010 Review Conference of the Parties to the 
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ったものと思われ、最終的に合意された行動計画では、「説明責任」は削除され、

上記のとおり３原則となっている。 

 

（３）報告メカニズムと透明性 

 上述のとおり、２０００年再検討会議及び２０１０年再検討会議において、

透明性とは別に報告について合意がなされているが、両者には密接な関係があ

る。２０００年再検討会議で、アナン(Kofi Annan)国連事務総長は演説において、

同再検討会議で締約国が合意すべきことの一つとして、「核兵器庫及び核物質に

関する報告の透明性の改善」を挙げた257。 

２０００年再検討会議では、アナン事務総長の同発言以外に報告と透明性を

関連づけたものはないが、２００５年再検討会議では数多くの国が発言乃至提

案を行っている。例えば、アイルランドは、条約第６条の実施状況に関する自

国の報告において、「アイルランドは、報告（制度）を、それ自体が目的ではな

く、更なる透明性を通じたＮＰＴプロセス強化の重要な道具と見なしている。」

と述べた258。日本も、作業文書において、「多くの報告が提出されていること」

は、「透明性の向上に貢献している」と評価した259。ノルウェーは、「定期報告

を通じた、軍縮へのコミットメントの実施に関する透明性の向上」を核軍縮措

置の一つとして提案した260。キューバは、「定期報告の提出」は「核軍縮プロセ

スにおける透明性に向けた大きな一歩」と位置づけた261。ＮＡＣは、透明性の

向上に向けた更なる行動の一環として、報告を位置づけた262。その他、ＮＡＴ

Ｏ７か国グループ263、カナダ264、韓国265、メキシコ266、アルゼンチン267も、透

                                                                                                                                                     

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” (NPT/CONF.2010/WP.69), in Final 
Document of the 2010 Review Conference, Volume II, p.683. 
257 ２０００年再検討会議でのアナン国連事務総長演説（2000年 4月 24日）, in Final 

Document of the 2000 Review Conference, Part IV, p.6. 
258 “Implementation of article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons and paragraphs 3 and 4(c) of the 1995 Decision on ‘Principles and Objectives 

for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament: Report submitted by Ireland” 

(NPT/CONF.2005/49), in Final Document of the 2005 Review Conference, Part II, p.466.  
259 “Working paper of Japan” (NPT/CONF.2005/WP.22)*, in Ibid., p.581. 
260 “Working paper submitted by Norway: NPT – a dynamic instrument and core pillar 

of international security” (NPT/CONF.2005/WP.23), in Ibid., p.596. 
261 “Transparency, verification and irreversibility,” in Ibid., p.601.  
262 “Working paper on nuclear disarmament for Main Committee I: Recommendations 

submitted by New Zealand on behalf of Brazil, Egypt, Ireland, Mexico, South Africa and 

Sweden as members of the New Agenda Coalition” (NPT/CONF.2005/WP.27), in Ibid., 

p.616.  
263 “Working paper submitted by Belgium, Lithuania, the Netherlands, Norway, Spain, 

Poland and Turkey” (NPT/CONF.2005/WP.35), in Ibid., p.639. 
264 “Achieving permanence with accountability: Working paper submitted by Canada” 

(NPT/CONF.2005/WP.39), in Ibid., p.653.  
265 “Views on substantive issues of the 2005 Review Conference” 
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明性向上の一環として、定期報告を挙げている。 

２０１０年再検討会議では、より多くの国が透明性向上の一環として報告を

挙げた。スウェーデンは、自国による第６条報告において、定期報告が「透明

性と説明責任を向上させる」と述べた268。アルジェリアは、「報告は、検証に要

する透明性のための必要性を満たすためになされるものである。」と位置づけた
269。韓国は、「核軍縮措置の実施に関する国別報告は、透明性を向上させ、信頼

を醸成させる。」と評価した270。豪州とニュージーランドは、「すべての核兵器

国による核軍縮に向けた組織的かつ前進的な努力に関する報告は更に透明性を

高め国際的な信頼を構築することとなり、ひいては更なる軍縮に資する環境を

つくることの助力となる」として、すべての核兵器国が報告を行うことの根本

的理由を論じた271。ニュージーランドは、自国の核軍縮に関する報告において

も「核兵器国による組織的な報告を通じた条約第６条の実施に関する更なる透

明性は、国際的な信頼を醸成し、軍縮の更なる進展に資する環境をつくる」と

の見解を述べた272。その他、ＮＡＴＯ７か国グループ273、カナダ274、日本275も

透明性向上の文脈で定期報告を取り上げた。 

                                                                                                                                                     

(NPT/CONF.2005/WP.42), in Ibid., p.668.  
266 ２００５年再検討会議でのメキシコ代表の一般討論演説（2005年 5月 3日）, in Final 

Document of the 2005 Review Conference, Part III, p.31.; 同主要委員会Ⅰでの発言（2005

年 5月 20日）, in Ibid., p.173.  
267 ２００５年再検討会議主要委員会Ｉでのアルゼンチン代表の発言（2005年 5月 19日）,  

in Ibid., p.158. 
268 “Implementation of article VI and paragraph 4(c) of the 1995 decision on principles 

and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament: Report submitted by 

Sweden” (NPT/CONF.2010/10), in Final Document of the 2010 Review Conference, 
Volume II, p.100.  
269 “Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon: Report 

submitted by Algeria” (NPT/CONF.2010/19), in Ibid., p.179. 
270 “Implementation of article VI and paragraph 4(c) of the 1995 decision on ‘Principles 

and Objectives for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament: Report submitted by 

the Republic of Korea” (NPT/CONF.2010/22), in Ibid., p.197.  
271 “Working paper submitted by Australia and New Zealand” (NPT/CONF.2010/WP.40), 

in Ibid., pp.548-550. 
272 “Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Report 

submitted by New Zealand” (NPT/CONF.2010/27), in Ibid., p.231.  
273 “Working paper submitted by Belgium, Lithuania, the Netherlands, Norway, Poland, 

Spain and Turkey for consideration at the 2010 Review Conference of the Parties to the 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,” (NPT/CONF.2010/WP.69), in Ibid., 

p.688.  
274 ２０１０年再検討会議主要委員会Ⅰでのカナダ代表の発言(2010年 5月 7日), in Final 

Document of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Volume III (NPT/CONF.2010/50, Vol. III: May 28, 

2010), p.178.  
275 同日本代表の発言（同上）, in Ibid., p.180.  
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特筆すべきは、２０１０年再検討会議における日本と豪州の提案である。両

国の共同作業文書は、「核兵器及びその運搬手段の数に関する情報などについて、

定期報告を含む、核兵器能力に関してすべての核兵器保有国による更なる透明

性」を求めた上で、更に、こうした情報を「条約締約国によって合意されるフ

ォーマットにおいて報告」するよう求めた276。これは、単純に透明性の向上を

求めたり、定期報告を求めることに留まらず、「フォーマット」の作成を求める

具体的な提案であり、それまでの透明性に関する議論から一歩前進しているこ

とが看取される。各核兵器国の報告内容をより分析しやすくするための第２章

で示した比較可能性という原則を具体化したものと言える。結果として、２０

１０年再検討会議の行動計画では、上記１．（２）のとおり、行動５に基づく２

０１４年の第３回準備委員会での報告、行動２０に基づく定期報告、行動２１

に基づく報告のための標準報告フォームの作成について合意された277。こうし

た合意を受けて、日本や豪州を中心とした非核兵器グループのＮＰＤＩは、上

記２．（２）でも触れたとおり、２０１１年に核兵器国に対して具体的な報告フ

ォーム案を提案している278。２０１０年再検討会議以降のこれらの合意や提案

は、非常に具体的であり、透明性の問題が、報告という形式を通じて、多国間

会議の場で徐々に進展を示していることの証左である。（報告フォームをめぐる

議論については、本章３．（２）及び第５章１．の「報告フォームに関する具体

的提案」にて後述する。） 

 

（４）再検討プロセス強化との関係 

 透明性と密接な関係を有している報告メカニズムについては、ＮＰＴの再検

討プロセス強化とも密接な関係がある。５か国にのみ核兵器の保有を認めるＮ

ＰＴが不平等性を内在していることについては、従来から強い批判や不満が渦

巻いていたが、条約第１０条２に基づいて発効から２５年後にその期限の延長

につき決定することになっていた１９９５年再検討・延長会議では、ＮＰＴの

不平等性を恒久化するとして無期限延長案に非常に強い不満が示されていた。

結果的にＮＰＴの無期限延長が決定されたが、その際に、非核兵器国の不満を

                                                   
276 “New package of practical nuclear disarmament and non-proliferation measures for 

the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons: Working paper submitted by Australia and Japan” 

(NPT/CONF.2010/WP.9), in Final Document of the 2010 Review Conference, Volume II, 
p.429.  
277 “Conclusions and recommendations for follow-on actions,” in Final Document of the 
2010 Review Conference, Volume I, p.24. 
278 Transparency of nuclear weapons: the Non-Proliferation and Disarmament 
Initiative: Working paper submitted by Australia, Canada, Chile, Germany, Japan, 
Mexico, the Netherlands, Poland, Turkey and the United Arab Emirates 

(NPT/CONF.2015/PC.I/WP.12*: April 20, 2012). 
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和らげるために、合わせて再検討プロセスの強化に関する決定が合意されたの

である279。もともとＮＰＴで再検討会議が盛り込まれたのは、条約の不平等性

への非核兵器国の強い不満を背景に、条約の運用を定期的に見直すことで不平

等性を緩和していくことを目指すためであった280。 

 再検討プロセスの強化については、１９９５年再検討・延長会議に続いて、

２０００年再検討会議でも合意された。それまで主に手続事項を扱ってきた準

備委員会に、実質事項についても検討し、再検討会議に対して勧告を出す権限

が与えられる等の合意がなされた281。報告メカニズムや透明性そのものについ

ては盛り込まれなかったが、多くの締約国は、報告メカニズムや透明性を再検

討プロセスの強化の一環として捉えてきた。例えば、最初の萌芽としては、カ

ナダが、２０００年再検討会議において、核兵器国による条約上の核軍縮義務

の実施状況の説明責任の履行のために再検討プロセス強化を最も重視している

と述べながら、核弾頭の貯蔵に関する説明責任と透明性を求めたことが挙げら

れる282。２００５年再検討会議では、オーストリアが、１９９５年の無期限延

長決定は再検討プロセス強化を含むとした上で、「説明責任の向上、特に報告の

提出の重要性を特に重視している」と述べた283。カナダが提出した「説明責任

を伴った恒久性」に関する作業文書においては、再検討プロセス強化との関係

は必ずしも明確でないものの、再検討プロセス強化に触れながら、報告メカニ

ズムについて提案している284。実際、２０００年再検討会議で合意された核軍

縮に関する１３措置の中で、第１２項の「定期報告」は、「ＮＰＴの強化された

再検討プロセスの枠内で」と位置づけられており、両者の関係性を強く示唆し

ている285。 

２０１０年再検討会議では、再検討プロセス強化との関係がより明確な主張

がなされるようになった。例えば、バン(Ban Ki-moon)国連事務総長は、再検討

                                                   
279 Jayantha Dhanapala with Randy Rydell, Multilateral Diplomacy and the NPT: An 
Insider’s Account (Geneva, Switzerland: United Nations Publication, 2005), pp.41-59.  

280 西田充「再検討プロセスにおけるグループ・ポリティックス」秋山信将編『ＮＰＴ：核

のグローバルガバナンス』、岩波書店、２０１５年、３９～４０頁。 
281 “Decision 1: Strengthening the Review Process for the Treaty,” in Final Document of 
the 1995 Review and Extension Conference, Part I, p.8; “Improving the effectiveness of 

the strengthened review process for the Treaty,” in Final Document of the 2000 Review 
Conference, Parts I and II, p.20. 
282 ２０００年再検討会議主要委員会Ⅰでのカナダ代表の発言（2000年 5月 2日）, in Final 

Document of the 2000 Review Conference, Part IV, pp.152-153. 
283 “Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Report 

submitted by Austria” (NPT/CONF.2005/9), in Final Document of the 2005 Review 
Conference, Part II, p.75. 
284 “Achieving permanence with accountability: Working paper submitted by Canada” 

(NPT/CONF.2005/WP.39), in Ibid., p.653.  
285 Final Document of the 2000 Review Conference, Parts I and II, p.15.  
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プロセス強化に関する具体的な提案として、「より組織的な国別報告の実施」を

挙げた286。スウェーデンは、「強化された再検討プロセスの枠組みにおける定期

報告」として、定期報告に関する提案を再検討プロセス強化の一環であること

を明確に位置づけた287。ポーランドは、報告を「再検討プロセスの重要な要素」

として実施していることを表明した288。ノルウェーも、「強化された再検討プロ

セスの機能を改善する目標のために、国別報告には定期的、組織的かつ詳細な

情報を含めるべき」として、報告を再検討プロセス強化の文脈に明確に位置づ

けた289。それらの結果、２０１０年再検討会議の行動計画の行動２０は、２０

００年と同様に、「定期報告」を「ＮＰＴの強化された再検討プロセスの枠内で」

と位置づけた290。 

他方で、２０１０年再検討会議では、再検討プロセス強化というテーマが、

準備委員会の年次締約国への転換、再検討会議の期間短縮や演説時間の短縮、

緊急特別会議の開催、議長トロイカ及び事務局の設置、といった単なる組織・

機構上の問題、あるいは、ＮＰＴの機構上の欠缺(institutional deficit)の問題と

して取り扱われた傾向もあった。そこでは、透明性向上やそのための手段とし

ての報告メカニズムといった実質的な議論は扱われていない。例えば、カナダ

が中心となって１７か国が提出した「ＮＰＴ再検討プロセスの更なる強化」に

関する共同作業文書では、上記項目に関する具体的提案がなされたのみで、透

明性や報告メカニズムについては一切言及されていない291。これは必ずしも透

明性や報告メカニズムの問題が再検討プロセス強化と無関係であると考えられ

るようになった訳ではないであろうが、再検討プロセスの組織・機構上の問題

に関心が行き過ぎたばかりに、本来の目的（再検討プロセス強化）と手段（再

                                                   
286 ２０１０年再検討会議でのバン国連事務総長演説（2010年 5月 3日）, in Final 

Document of the 2010 Review Conference, Volume III, p.7. 
287 “Implementation of article VI and paragraph 4(c) of the 1995 decision on principles 

and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament: Report submitted by 

Sweden” (NPT/CONF.2010/10), in Final Document of the 2010 Review Conference, 
Volume II, p.100.  
288 “Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Report 

submitted by Poland” (NPT/CONF.2010/13), in Ibid., p.116.  
289 “Implementation of article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons and paragraph 4(c) of the 1995 decision on principles and objectives for 

nuclear non-proliferation and disarmament: Report submitted by Norway” 

(NPT/CONF.2010/48), in Ibid., p.383.  
290 “Conclusions and recommendations for follow-on actions,” in Final Document of the 
2010 Review Conference, Volume I, p.24. 
291 “Further strengthening the review process of the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons: Working paper submitted by Canada, Australia, Austria, Chile, 

Germany, Ireland, Italy, Japan, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Nigeria, Poland, 

Sweden, Switzerland, Thailand and Ukraine” (NPT/CONF.2010/WP.4), in Final 
Document of the 2010 Review Conference, Volume II, pp.404-409. 
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検討プロセスの組織・機構上の改革）の関係が忘却され、再検討プロセス強化

と言えば組織・機構上の手続き的な問題に過ぎないという認識が強まった傾向

は否めない。 

 

（５）小括 

 以上を踏まえ、２０１０年ＮＰＴ再検討会議までのＮＰＴにおける透明性に

関する議論の傾向を第３章で概観した米ソ・米露二国間での透明性措置に関す

る進展との比較も交えると、次のとおりまとめることができる。 

第１に、ＮＰＴにおいて、特に核軍縮における透明性に関する議論は増加し

ており、その重要性も増す傾向にある。その傾向は、米ソ・米露二国間におけ

る「透明性措置」に関する進展というよりも、同二国間において「透明性」と

いう用語が一般的になっていく傾向と軌を一にしている。すなわち、米ソ二国

間において、「透明性措置」自体は部分的ながらも１９６０年代のホットライン

協定以降進展を遂げながら、１９７９年のＳＡＬＴⅡや１９８０年代後半以降

の中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約や第一次戦略攻撃兵器削減条約（ＳＴＡＲ

ＴⅠ）において実質的に盛り込まれていたが、ＮＰＴにおいてその当時少なく

とも「透明性」という用語を用いた議論が行われた形跡はない。１９９０年代

半ば以降、米露二国間において「透明性」という用語が明示的に使われるよう

になってから、ＮＰＴにおいても「透明性」という用語を用いた議論が急激に

増加している。 

 第２に、ＮＰＴにおける透明性に関する議論は上記のとおり米ソ・米露二国

間における透明性に関する明示的な議論に刺激される形で始まったと言える一

方で、ＮＰＴにおける透明性に関する議論は、単に様々な事項に関する情報の

開示にとどまらず、ＮＰＴ特有の問題と密接に絡んだ形で独自の方向性を進ん

でいる。米ソ・米露二国間においては、危機安定性(crisis stability)のための信

頼醸成措置としての透明性措置から始まり、軍備競争安定性 (arms race 

stability)を含む戦略的安定性(strategic stability)に資する核軍備管理・軍縮条

約上の義務の遵守を検証するための透明性措置が中心的な命題であった。しか

し、ＮＰＴでは、図４－１のとおり、５か国にのみ核兵器の保有を認めている

不平等性という条約の本質的な問題を起因として、特に１９９５年の条約の無

期限延長決定以降、無期限延長との引き換えで非核兵器国による核兵器国に対

する核軍縮義務の実施状況に関する説明責任を求める声が強まっている文脈に

おいて、透明性の向上は捉えられてきている。透明性向上はＮＰＴにおける説

明責任のための一環であり、報告メカニズムはその具体的な手段の一つとして

位置づけられている。また、ＮＰＴの再検討プロセスも、条約の不平等性を緩

和し、核兵器国に対して説明責任を求める機会と捉えられている。したがって、
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透明性向上の具体的手段としての報告メカニズムは、再検討プロセス強化の一

環と位置づけられることによって、核兵器国に対して説明責任を果たさせる効

果も生まれる。こうしたＮＰＴの不平等性に起因する透明性に関する議論は、

非核兵器国の核兵器国に対する交渉の梃子としても活用されている。また、米

露の核大国間の戦略的安定性というよりも核軍縮を進めることを目的としてい

るという観点では、１９９０年代半ば以降の米露二国間での「透明性」に関す

る議論が米ソ・米露の戦略的安定性という文脈から乖離し、協調的安全保障に

基づく一般的な信頼関係構築を通じた冷戦後の更なる核軍縮の基礎とすること

を狙ったことと軌を一にしているとも言える。しかし、ＮＰＴでは、核軍縮の

促進という目的は共通しているとしても、条約の不平等性に起因して、再検討

プロセス強化の一環として説明責任の強化に使われたり、交渉の梃子に使われ

る等、米露二国間では決して見られなかったレベルでの核軍縮の促進剤として

扱われており、独自の発展を遂げていると言える。 

 

 

ＮＰＴの不平等性 

   

    

非核兵器国からの核兵器国に対する説明責任の要求 

                             

 

透明性向上の要求        再検討プロセス強化 

           

（手段の１つ） 

報告メカニズム 

 

図４－１ ＮＰＴにおける透明性の概念図  

 

 

 第３に、ＮＰＴにおいても、透明性向上は信頼醸成措置との位置づけがなさ

れている。しかし、ここでも危機安定性を中心とした米ソ・米露関係における

信頼醸成のための透明性とは異なり、不平等性というＮＰＴ特有の問題に絡ん

だ独自の信頼醸成措置として発展している。ＮＰＴでの信頼醸成のための透明

性の議論では、必ずしもどの主体間の信頼かは明確にされていないが、核兵器

国間の信頼及び核兵器国と非核兵器国の間の信頼の両面がある。特に後者につ

いては、上記の第２の点とも関連している。核兵器国が核軍縮義務の説明責任
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を果たすことによって、非核兵器国としても核兵器国、ひいてはＮＰＴ体制そ

のものに対する信頼が醸成され、不平等な性質を有するＮＰＴに留まる誘因に

なるという意味で、ＮＰＴにおける信頼醸成のための透明性の議論はＮＰＴ体

制の維持そのものに関わるものである。 

 このように、ＮＰＴにおける透明性に関する議論は、米ソ・米露二国間にお

ける透明性に関する動向に大きな影響を受けつつも、独自の発展を遂げてきて

いる。すなわち、危機安定性及び軍備競争安定性で構成される戦略的安定性の

構築を基礎とする米ソ・米露二国間においては、信頼醸成と検証のための透明

性措置が中心であったのに対して、ＮＰＴにおいては、核兵器国と非核兵器国

の間の信頼醸成のための透明性措置に加えて、核兵器国による核軍縮を求める

ための梃子として扱われる側面が強く現れてきている。更に言えば、ＮＰＴで

の議論が国際的な透明性に関する議論の中心となるにしたがって、米露二国間

の核軍縮条約の合意に際して、第３章で述べたモスクワ条約のように核軍縮と

の関係で透明性について言及がなされるようになる等、ＮＰＴでの議論が二国

間の議論に影響を与えるようになった形跡が見られる。 

 

３．報告メカニズムの概観 

 上記２．（３）で述べたとおり、透明性に関する議論と報告に関する議論の間

には密接な関係がある。その一方で、上記１．（３）で述べたとおり、１９９５

年以降に「透明性」という用語を用いた議論が始まる前から、透明性の考え方

を前提として核兵器国による報告はなされていた。本項では、核兵器国が過去

に行ってきた報告の実態に及び報告に関するこれまでの提案と議論を概観する。 

 

（１）核兵器国による報告の実施状況 

 上記１．（３）で簡単に既述したとおり、１９８５年の第３回再検討会議の準

備委員会による要請を受けて、第３回再検討会議以降、核兵器国はその内容や

頻度に変動はあるものの、何らかの報告を行ってきた。準備委員会が核兵器国

に対してＮＰＴの各条文の実施状況についての「情報提供」の要請を行ったの

は、１９８５年の第３回再検討会議及び１９９０年の第４回再検討会議のみで

ある。これに対して、核兵器国は第３回及び第４回再検討会議に加えて、５回

目の再検討会議となる１９９５年再検討・延長会議においても「情報提供」と

いう形で報告を行った。１９９５年再検討・延長会議の準備委員会が「情報提

供」の要請を行わなかった背景は不明であるが、要請されていないにもかかわ

らず、核兵器国はそれまでの慣行にしたがって１９９５年再検討・延長会議に

おいても「情報提供」という形で報告を行ったのである（ただし、１９９２年

にＮＰＴに加入した仏は、１９９５年再検討・延長会議で報告を実施していな
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い。）。２０００年再検討会議以降は、準備委員会によるかかる要請が行われて

おらず、準備委員会による要請に基づく「情報提供」乃至「報告」という形式

は、条約の延長問題で紛糾した１９９５年再検討・延長会議で一旦慣行が途切

れた形となっている。ただし、２０００年再検討会議以降も、核兵器国は、概

ね、各再検討会議より以前の再検討会議で合意された最終文書に基づいて何ら

かの報告を行っている。 

以下、１９９５年を区切りとして、核軍縮部分を中心に核兵器国による報告

の実施状況を概観する。その際、特に核軍縮に関する報告については、その内

容を便宜的に幾つかのカテゴリーに分けて分析する。まず、大分類として、プ

ロパガンダ的なものと、より客観的に自国の核軍縮や核戦力について報告して

いるものとに分ける。核兵器国が行う報告は、いずれにしても自国の核軍縮義

務の実施状況を宣伝するという意味で、プロパガンダ的要素は排除されないも

のの、前者のカテゴリーは、特にその要素が濃いものを指す。他国への非難や、

自国こそが核軍縮に誠実に向き合っているとの主張やそうした主張に沿う主観

的な表現はプロパガンダのカテゴリーとして扱う。また、核軍縮交渉での合意

事項そのものの説明ではなく、交渉経緯、特に自国の提案の記述は、基本的に

プロパガンダのカテゴリーとして扱う。 

後者のカテゴリーについては、その対象に応じて、核軍縮に対する自国の基

本的な考え方（他国への非難や自国の考え方こそが誠実であるといった主観的

な表現や主張が盛り込まれていないもの）、自国の核ドクトリンなどの宣言的政

策、自国の核戦力の保有や配備状況、自国がとった具体的な核軍縮措置（核軍

縮交渉の合意事項を含む）に分ける。下記における円グラフでは、各核兵器国

による報告の内容をこれらのカテゴリーに分類して、それぞれのカテゴリーの

各国の報告における割合を出したものである。なお、下記の各カテゴリーの割

合は、数字の厳密さを追求するよりも、全体としてのイメージを大まかに掴め

るよう表にしているものである。 

 

（１９９５年再検討・延長会議以前） 

第３回再検討会議（１９８５年）：同再検討会議の準備委員会は、「再検討会議

を支援するために、核兵器国及びその他の締約国に対して、特に第６条を含む、

条約の様々な条文の実施に関する情報を再検討会議に十分先だって提供するよ

う請うた」。この要請に対して、米国、ソ連及び英国が条約の実施状況に関する

情報を提供した292。準備委員会の要請は、正確には、核兵器国のみに宛てられ

たものではないが、実際には、当時５核兵器国のうちＮＰＴ締約国であった３

核兵器国のみが要請に応じた。それぞれの情報提供の概要は次のとおり。 

                                                   
292 Final Document of the Third Review Conference, Part I, p.3.  
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 米国は、ＮＰＴの目的を核拡散防止（核不拡散）、原子力の平和的利用におけ

る国際協力（原子力の平和的利用）及び核軍備競争を終結させるための交渉（核

軍縮）の３つに分けた上で、それぞれの目的に該当する条文に関する米国の義

務遵守状況を１８ページにわたって情報提供した。核不拡散については、米国

の遵守状況に加え、保障措置及び輸出管理への支持、並びに非核兵器地帯に関

する政策を説明した。原子力の平和的利用における国際協力については、ＮＰ

Ｔ締約国を特別待遇する政策を説明した。 

核軍縮については、そのほとんどがソ連との核軍縮交渉や信頼醸成措置に関

する米国側の提案を時系列的に説明したものである。ソ連を非難するような記

述はないものの、交渉の結果如何にかかわらず、米国側が如何に誠実に対応し

ているかをアピールするものとなっており、その意味で、次のソ連の情報提供

と比べるとそれほどの強さではないものの、プロパガンダ的性格が滲み出たも

のと言える293。 

 

 

図４－２ 第３回再検討会議における米国の「情報」のカテゴリー（単位：％） 

（図４－２から図４－２３は、いずれも公式文書を基に筆者作成。核軍縮に関

する情報のみを対象。） 

 

                                                   
293 “United States Information Pertaining to the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons, 29 July 1985” (NPT/CONF.III/18), in Final Document of the Third 
Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons, Part II (NPT/CONF.III/64/II: September 21, 1985), pp.13-30. 
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 ソ連は、条文毎に、ソ連としての義務遵守状況に加え、保障措置、輸出管理、

原子力の平和的利用における国際協力等について１２ページにわたって情報提

供した294。ソ連の情報提供の特徴は、米英の場合、自国の政策や提案に関する

事実関係を記述しているのに対し、第６条の核軍縮に関する情報提供において、

具体的国名を名指ししないまでも、核軍縮交渉の遅延を相手側の非に起因させ

ながら自己正当化する記述が多いことである。例えば、１９８０年の第２回再

検討会議後に始まった核実験禁止に関する米英ソによる新たな交渉ラウンドに

ついて、「ソ連の落ち度がない形で、それ（注：同交渉ラウンド）で最後となっ

た。しかし、その後数年間にわたって、ソ連は、三国間交渉の再開を繰り返し

提案した」として、同交渉ラウンドの終了の落ち度を米英側に帰した上で、三

国間交渉が行われていないことの原因についても米英側に責任がある旨間接的

に批判した295。また、米ソの二国間での欧州の核兵器及び戦略兵器削減に関す

る交渉についても、「ソ連を標的とする中距離核兵器の欧州配備の実施の結果、

交渉が決裂した。しかし、ソ連は、軍縮に関する対話を再開する方法を探求す

ることを放棄せず、１９８５年３月には、ソ連のイニシアティブによって、核

兵器と宇宙兵器に関する全ての問題に関する新たな交渉が開始された」として、

交渉の決裂の原因を相手側に帰した上で、自国のイニシアティブを賞賛した。

このように、ソ連の情報提供は、プロパガンダ的な度合いは米国のものよりも

強い。他方で、核軍縮に対するソ連の基本的な考え方や宣言政策等についても

若干の記述があることから、ソ連の情報提供全体におけるプロパガンダ的な記

述の割合は、米国のものよりも低くなっている296。 

 

                                                   
294 “Information on the Implementation by the Union of Soviet Socialist Republics of 

the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” (NPT/CONF.III/20), in Ibid., 

pp.33-44. 
295 Ibid., p.37.  
296 Ibid., p.40. 
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図４－３ 第３回再検討会議におけるソ連の「情報」のカテゴリー（単位：％） 

 

英国は、比較的短い情報提供（全４ページ）の中で、非核兵器国のみの義務

を規定した条約第２条を除く条約の各条文に関する英国としての義務の遵守状

況について淡々と説明している。第６条については、ジュネーブ軍縮会議（Ｃ

Ｄ）や包括的核実験禁止条約交渉での英国の積極姿勢、米ソの核軍縮交渉への

支持など、主に英国の政策をアピールするものとなっている。他方で、世界の

核戦力の圧倒的大多数（９５％）を保有する米ソによる削減が優先であるとし

て、自国の核戦力の削減にはコミットしていない。その理由として、自国の核

戦力が米国又はソ連が保有する核戦力の「３％未満」であることを挙げ、自国

の核戦力の情報について間接的に数字を公表した297。 

 

 

                                                   
297 “Information Provided by the United Kingdom Regarding Implementation of the 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” (NPT/CONF.III/17), in Ibid., 

pp.5-8. 
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図４－４ 第３回再検討会議における英国の「情報」のカテゴリー（単位：％） 

 

 

第４回再検討会議（１９９０年）：第４回再検討会議においても、準備委員会が

前回と同様の要請を行い、それに対して、米国、ソ連及び英国が情報を提供し

た298。 

 

米国の情報提供（全２４ページ）は、前回と同様の形式を踏襲し、核不拡散

及び原子力の平和的利用については基本的に前回からのアップデートに留まっ

た。他方で、第３回再検討会議の情報提供で扱っていた核軍縮については、「軍

備管理・軍縮」という表題とした上で、条約第６条に忠実に従い、核軍縮のみ

ならず、核兵器以外、すなわち生物兵器、化学兵器や通常兵器の軍縮について

も扱った299。核軍縮については、この５年間の進展を「前例のない」ものであ

                                                   
298 Final Document of the Fourth Review Conference, Part I, pp.3-4.  
299 条約第６条は、「各締約国は、核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果

的な措置につき、並びに厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小

に関する条約について、誠実に交渉を行うことを約束する。」と規定しており、核軍縮のみ

ならず、「全面的かつ完全な軍備縮小」としてあらゆる兵器の軍縮をも対象としている。（条

約第６号及び外務省告示第１１２号）

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S51-0403.pdf> 

ＮＰＴにおいては、通常兵器を含む全面完全軍縮を核軍縮の前提条件とするのか、両者を

別個のものとして扱うのかについて、条約第６条の解釈をめぐって議論が続いている。非核

兵器国は基本的に後者の解釈をとるが、核兵器国は条約第６条が核軍縮のみならず全面完全

軍縮をも対象としていることを指摘する傾向にあり、特に仏は明確に前者の解釈をとってい
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ったとして、１９８７年に米ソが署名したＩＮＦ全廃条約や交渉の進展が見ら

れるＳＴＡＲＴ等について「歴史上初めて」、「第２次世界大戦以来初めて」と

いった文言を繰り返し使い、高揚感にあふれる記述となった。これらの表現は、

主観的な表現を交えたものとなっており、前回再検討会議におけるものとは性

質が異なった形でのプロパガンダと言える。他方で、平和目的核爆発条約の検

証議定書やＩＮＦ全廃条約への合意といった具体的な核軍縮措置、また、包括

的核実験禁止条約に対する米国の基本的考え方が記されており、第３回再検討

会議での情報提供と比べてプロパガンダの割合が減った300。 

 

 

図４－５ 第４回再検討会議における米国の「情報」のカテゴリー（単位：％） 

 

 ソ連の情報提供（全９ページ）は、第３回再検討会議と同様の形式に基づき、

基本的に前回の報告の文言を基礎として改訂する内容であった。第６条の核軍

縮部分について前回から大きく変化した点として、他国に対する非難めいた記

述や自己正当化するような記述が一切なくなっていることである。むしろ、１

                                                                                                                                                     

る。米国は、第３回再検討会議での報告でも核兵器以外、例えば化学兵器について極めて簡

潔な記述をしているが、第４回再検討会議において、タイトルを変更した上で核兵器以外の

軍縮についても十分な記述をするようになったのは、両者の関係性を明確に条件づけるまで

に至らずとも、条約第６条における核軍縮の意義を減じる意図があった可能性はある。なお、

ソ連及び英国は、第３回再検討会議の報告以来、核兵器以外についても非常に簡潔に記述し

ているが、ほとんどは核軍縮に関する記述に終始している。ただし、ソ連は、核軍縮と密接

に関連するものとして宇宙の軍縮について相当程度の分量を割いている。 
300 “US Information Pertaining to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons” (NPT/CONF.IV/20), in Ibid., pp.22-45.  
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９８５年のゴルバチョフ(Mikhail Gorbachev)書記長の就任後、軍備管理・軍縮

分野において「革命的な変化」が起きたとして、ＩＮＦ全廃条約等について、

米国の情報提供と同様に、高揚感にあふれる記述が目立ったのが特徴的であっ

た。また、戦術核の廃棄に関する交渉を提案する中で、そのための方策として

ソ連が既にとった政策として、同盟国の領域からの戦術核の撤退等につき、初

めて具体的な数字を挙げて報告していることも特筆すべき点である301。 

 

 

図４－６ 第４回再検討会議におけるソ連の「情報」のカテゴリー（単位：％） 

 

 英国の情報提供（全６ページ）も基本的に前回の報告を基礎として情報を改

訂しているが、条約第６条の核軍縮については大幅な改訂がなされている。そ

の中で、米ソのＩＮＦ全廃条約交渉について、具体的な内容に触れないまま、

英国が一員であるＮＡＴＯが貢献したとアピールしている。ＩＮＦ全廃条約は、

欧州の戦略バランスに影響を及ぼすものであり、英国にとって全く無関係では

ないとしても、米ソの核軍縮の成果を自国の情報提供に盛り込むのは、若干奇

異な印象を与えることは否めない。その一方で、第４回再検討会議での情報提

供においては、前回再検討会議での報告にあった間接的ながらも具体的な数字

を出した記述は一切消えている302。 

                                                   
301 “Information on the Implementation by the Union of Soviet Socialist Republics of 

the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” (NPT/CONF.IV/19), in Final 
Document of the Fourth Review Conference, Part II, pp.13-21. 
302 “The United Kingdom’s Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons 1985-90” (NPT/CONF.IV/21), in Ibid., pp.46-51. 
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図４－７ 第４回再検討会議における英国の「情報」のカテゴリー（単位：％） 

 

 

１９９５年再検討・延長会議：１９９５年再検討・延長会議においては、米国、

ソ連の継承国としての露及び英国の３か国が前２回の再検討会議と同様に情報

提供を行ったことに加えて、１９９２年に加入した中国も情報提供を行った。

１９９５年の準備委員会は前２回の再検討会議の準備委員会のように情報提供

の要請を行っていない。したがって、１９９５年再検討・延長会議で出された

４か国の情報提供は、各国の自発的な行動であり、いわば慣行として定着した

とも言える。他方で、自発的な文書に過ぎないことから、それら情報提供は、

締約国間による合意文書や合意された正式な要請に基づく公式文書がまとめら

れている最終文書の第１部ではなく、締約国が自発的に提出する文書がまとめ

られている最終文書の第２部に収められた。つまり、締約国から提出される数

多くの文書の一つという扱いに留まった。前２回の再検討会議では、準備委員

会による正式な要請に基づいた情報提供であったことから、最終文書の第１部

において、国連やＩＡＥＡが提出した文書と同格の地位が明記されていたこと

と比べると、大きな後退であったと言える。 

 

 米国の情報提供は、ＮＰＴの３本柱それぞれの米国の義務遵守状況について

情報提供する本文（全２８ページ）とそれぞれの３本柱に関するより詳細な情

報を提供する附属書（全２５ページ）によって構成され、それまでにない大部
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のものであった。核軍縮については、１９９５年再検討・延長会議においても、

１９９０年の第４回再検討会議と同様、過去５年間の進展を「前例のない」も

のと表現し、この５年間で米国が参加した２０の軍備管理条約及び安全保障関

連文書を列挙しつつ、「このリストだけでは、国際安全保障における根元的な転

換を完全に伝えることはできない」と表現する等、高揚した雰囲気を出してい

る。また、附属書では、ＮＰＴが発効した１９７０年から１９９５年まで米国

は１３の軍備管理条約及び４０以上の国際合意・声明に署名してきたとして、

そのうち主要な２６の軍備管理に関わる約束について、それぞれ簡潔な説明を

行っている。これは、後述の露による報告と同様、１９９５年再検討・延長会

議が、条約の期限延長の是非及び期間を決定する重要な会議であったことから、

それまで以上の情報を提供したものと思われる303。 

１９９５年再検討・延長会議での米国の情報提供で特筆すべきは、「米国の核

防衛活動の透明性」との表題のセクションを個別に設けて、初めて米国の核兵

器関連活動の透明性に関する情報を提供している点である。第３章でも概観し

たとおり、１９９３年及び１９９４年にオレアリー(Hazel R. O’Leary)エネルギ

ー長官が１９４５年から１９９１年までに米国が防衛目的で生産したプルトニ

ウムと高濃縮ウランの総量や貯蔵場所等を開示したこと、１９９４年に露との

間で「核軍縮プロセスにおける透明性を向上させるための相互訪問」を開始す

ることに閣僚レベルで合意したこと、１９９４年には米露首脳が「核兵器削減

プロセスの透明性及び不可逆性を確保する措置」を検討する作業部会を設置す

ることに合意したこと等が記述されている304。全体としては、第４回再検討会

議と比べて、具体的な核軍縮措置の割合が大幅に増え、プロパガンダ的な記述

の割合も大幅に減っている。 

 

                                                   
303 “Letter Dated 10 April 1995 from the Deputy Director of the United States Arms 

Control and Disarmament Agency Addressed to the Provisional Secretary-General of 

the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the 

Non-Proliferation of Nuclear Weapons: United States Information Pertaining to the 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1995” (NPT/CONF.1995/17), in 

Final Document of the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Part II (NPT/CONF.1995/32, Part 

II: May 12, 1995), pp.73-125. なお、これら情報は、非核兵器国に対して非核兵器国の原子

力活動が核兵器に転用されないことを確認するための保障措置を求める一方で、核兵器国で

ある米国としても透明性を示すという観点から核不拡散のセクションに記述されているが、

内容的には核軍縮における透明性措置と言えるものであり、図４－８においては核軍縮措置

として扱っている。 
304 Ibid., pp.80-81. 
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図４－８ １９９５年再検討・延長会議における米国の「情報」（注：本文のみ）

のカテゴリー（単位：％） 

 

 露は、第４回再検討会議でのソ連時代と異なり、１９９５年再検討・延長会

議では、核軍縮から記述を始め、その後、その他の条文についてこれまで同様

の説明を行っている（全１２ページ）。この点について、露は、「締約国が核軍

縮に関する（条約第６条及び前文の）義務の遂行に与える重要性に鑑み、この

問題（注：核軍縮）に関する説明を報告の冒頭で行い、その他の条文の義務の

遂行についてはその次に議論する。」とわざわざ述べている。これは、１９９５

年再検討・延長会議が、条約の期限延長の是非及び期間について決定する極め

て重要な会議であり、露を始めとする核兵器国が条約の無期限延長を主張する

一方で、多くの非核兵器国は条約の不平等性の固定化をおそれて無期限延長に

躊躇していたことを背景として、非核兵器国が最も関心を有する核軍縮から記

述するという融和的な姿勢を見せることで、条約の無期限延長への支持を広げ

ようとする意図が背景にあったと思われる。また、特筆すべき点は、第４回再

検討会議まで露は準備委員会での要請内容に基づいて「情報提供」としていた

が、１９９５年再検討・延長会議では初めて「報告」と表現し、また文書のタ

イトルも「情報(information)」から「国別報告(national report)」に変更してお

り、徐々に２０００年再検討会議以降の「報告」の概念に近づいていると言え

る。 

 核軍縮については、１９９０年の第４回再検討会議では戦術核のみであった

が、１９９５年再検討・延長会議では、戦略核についても、１９９４年に発効
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したＳＴＡＲＴⅠに基づくミサイルや戦略爆撃機の廃棄について具体的な数字

を挙げている。ただし、戦略核の運搬手段の廃棄数のみで、弾頭数の廃棄数は

含まれていない。また、１９９３年に署名された第二次戦略攻撃兵器削減条約

（ＳＴＡＲＴⅡ）に基づく、戦略核弾頭の「保有数」についても述べている（注：

ただし、ＳＴＡＲＴは正確には「保有数」ではなく「配備数」を規定している。）。

全体としては、米国と同様、具体的な核軍縮措置の記述が増え、プロパガンダ

的な記述の割合は大幅に減少した305。 

 

 

図４－９ １９９５年再検討・延長会議における露の「国別報告」のカテゴリ

ー（単位：％） 

 

 英国の情報提供（全１６ページ）は、第４回再検討会議までの条文毎に順番

に説明する構成から、米国と同様に、条約の３本柱に分けた上で、それぞれの

柱に該当する条文に沿って説明する構成に変更している。核軍縮については、

上述の第４回再検討会議で自国も貢献したとする他国間（米ソ間）の核軍縮交

渉をめぐる記述はなくなり、自国の核軍縮努力及び政策に焦点を当てた。特記

すべきは、英国の核戦力そのものの削減実態を具体的に明記したことである。

例えば、海上の戦術核能力の全廃、航空機用核爆弾の半減及び１９９８年まで

                                                   
305 “Note Verbale Dated 24 April 1995 from the Delegation of the Russian Federation 

Addressed to the Secretary-General of the 1995 Review and Extension Conference of the 

Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: National Report on 

the Implementation by the Russian Federation of the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons” (NPT/CONF.1995/25), in Ibid., pp.171-183.  
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の全廃、その結果としての英国保有の核戦力システムの戦略原潜のみへの１本

柱化である。更に、１９７０年代に比しての１９９０年代最後の時点での核弾

頭数及び爆発力の削減度を貯蔵核弾頭と実戦配備核弾頭に分けて具体的な数字

を挙げて記述した上で、附属書に表形式で記載している306。既述のとおり、２

０１５年再検討会議第１回準備委員会（２０１２年）において、ＮＰＤＩが核

兵器国による報告フォーム案を提出しているが、１９９５年の時点で非常に簡

易ながらも既に英国が表形式で情報提供しているのは非常に興味深いことであ

る。結果として、プロパガンダ的な記述は大幅に減り、各カテゴリーについて

万遍なく記述されている。１９９０年の第４回再検討会議までの情報提供と比

べて、その内容や提供方法が格段に充実度を増しているのは、米露と同様、冷

戦終了直後の国際情勢において実際に核軍縮をとるための敷居が下がったとい

うことに加えて、１９９５年再検討・延長会議が条約の期限延長の是非及び期

間を決定する重要な会議であったということも背景にあると言える。 

 

 

図４－１０ １９９５年再検討・延長会議における英国の「情報提供」のカテ

ゴリー（単位：％） 

 

 １９９５年再検討・延長会議の３年前の１９９２年にＮＰＴに加入した中国

                                                   
306 “Letter Dated 21 April 1995 from the Head of the Delegation of the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland Addressed to the Secretary-General of the 1995 

Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation 

of Nuclear Weapons: The United Kingdom and the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons” (NPT/CONF.1995/24), in Ibid., pp.155-170.  
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は、露と同様に「国別報告」と題して、条約の３本柱毎に自国の義務遵守状況

を報告している（全６ページ）。核軍縮については、無条件の第一（先行）不使

用307、無条件の消極的安全保証308、非核兵器地帯への支持等、宣言政策を中心

とした中国の核軍縮に関する政策を説明している。しかし、中国自身の核兵器

の数や削減実績・目標等についての記述はない。中国は、そもそも核軍縮交渉

に参加しておらず、冷戦期の米ソのように交渉における自国の提案を国際社会

にアピールする必要がないことから、プロパガンダ的な内容は少ないが、核兵

器を全面的に禁止する条約を早期に交渉及び妥結すべきとの中国の提案につい

て、「その他の核兵器国が即時かつ前向きな反応をするようアピール」している。

また、中国の多くの記述については、核軍縮に対する基本的な考え方とプロパ

ガンダのいずれに類型するかは困難であるが、「（中国は）常に提唱してきた」

といったアピール的な表現や「人類を核戦争の恐怖から解放するため」といっ

た大言壮語的な表現はプロパガンダに類型した309。 

 

                                                   
307 No first use (NFU)は、一般的に「先制不使用」と訳されることが多いが、「先制不使用」

では「先制攻撃(first/preemptive strike)」の概念と混乱しかねないことから、本稿では「第

一（先行）不使用」と訳す。「先制攻撃」は、敵国の核戦力が自国に向かって発射される前

あるいは自国領域で爆発する前に、敵国の核戦力を無能力化するために先制的に行う攻撃を

指すことが多い。他方、NFUにおける first useとは、そのような緊迫した状況に限らず、

例えば敵国の圧倒的な通常戦力による侵攻を抑止するために、敵国による通常戦力による侵

攻に対して核兵器で反撃することを意味することが多く、本来、両者は異なった文脈で議論

されてきた概念である。しかし、NFUを宣言しないことが、あたかも「先制攻撃」を辞さ

ないことを宣言しているかのように捉えられることが多く、両者の概念の混同が見られる。

「先制使用」（又は「先制不使用」）の訳語がもたらす概念の混乱の危険性については、佐藤

行雄「核軍縮議論の盲点「先制使用」翻訳の誤解」『読売新聞』平成２１年９月３０日、及

び、佐藤行雄『差し掛けられた傘：米国の核抑止力と日本の安全保障』、時事通信社、２０

１７年、２０５～２０８頁参照。 
308 消極的安全保証とは、核兵器国が非核兵器国に対して、核兵器の使用や使用の威嚇を行

わないことを保証することを言う。 
309 “Letter Dated 17 April 1995 from the Permanent Representative of the People’s 

Republic of China to the United Nations and Deputy Head of the Chinese Delegation 

Addressed to the Secretary-General of the 1995 Review and Extension Conference of the 

Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: National Report of 

the People’s Republic of China on the Implementation of the Treaty on the 

Non-Proliferation of Nuclear Weapons” (NPT/CONF.1995/18), in Ibid., pp.127-132. 中

国は、同報告において、同報告は１９９５年再検討・延長会議の準備委員会の要請に基づい

て行うものと説明しているが、実際には既述のとおり同準備委員会は、過去の準備委員会と

は異なり、かかる要請を行っていない。 
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図４－１１ １９９５年再検討・延長会議における中国の「国別報告」のカテ

ゴリー（単位：％） 

 

 

（１９９５年再検討・延長会議以降） 

２０００年再検討会議：２０００年再検討会議で報告を提出したのは、「国別報

告」という形で提出した中国のみである。１９９５年再検討・延長会議での国

別報告と同様、条約の３本柱毎に自国の義務遵守状況を報告している（全７ペ

ージ）。核軍縮については、１９９５年再検討・延長会議での報告と異なり、戦

略的なバランスや安定性の維持の必要性、米露の２大核兵器国による率先した

核軍縮努力の必要性等、核軍縮を進めるにあたっての原則的な考え方を冒頭に

披露している。特筆すべきは、１９９５年再検討・延長会議とは異なり、中国

自身の核兵器について若干なりとりも述べていることである。まず、中国が１

９６４年から１９９６年までに行った核実験の数を４５回と公表した310他、核

兵器国の中で「最も小規模な核戦力」を保有しているとして、他の核兵器国と

の比較で間接的ながらも、中国の核兵器保有数を示した。更に、１９９０年代

の国際情勢の変化に応じて核兵器開発計画を徐々に後退させたとして、具体的

                                                   
310 中国が核実験の回数を公表したのは必ずしも初めてではなく、China Todayを通じて、

１９８８年に、１９６４年から１９８８年までの各実験の情報を含めた実験回数（３２回）

を実質的に公表している。JRRS Report: Science & Technology China (Selections from 

“China Today: Nuclear Industry”) (April 26, 1988). 

<http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a359011.pdf> ただし、その後の公表の有無について

は判明しなかった。 
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な事例として、青海省 (Qinghai)にある研究開発施設を閉鎖し、環境除染

(environmental clean-up)の後、同施設のあった敷地を１９９５年５月に地元政

府に返還したことを公表した311。 

 

 

図４－１２ ２０００年再検討会議における中国の「国別報告」のカテゴリー

（単位：％） 

 

 

２００５年再検討会議：２００５年再検討会議では、露と中国が「国別報告」

を提出した。米国は、核軍縮に関する作業文書を提出したが、これはあくまで

も２００５年再検討会議で合意すべき内容を記述した文書であり、米国の核軍

縮義務に関する実施状況を報告したものではない。 

 

 露の国別報告は、１９９５年再検討・延長会議では、ＮＰＴ締約国の強い関

心を踏まえて核軍縮に関する説明を冒頭に置いたが、２００５年再検討会議で

は条文毎に露としての義務遵守状況を述べるという、１９９０年の第４回再検

討会議の際の情報提供と同じ構成に戻った（全１３ページ）。核軍縮については、

                                                   
311 “Letter dated 1 May 2000 from the Permanent Mission of the People’s Republic of 

China to the United Nations addressed to the United Nations Department for 

Disarmament Affairs: National Report on the Implementation of the Treaty on the 

Non-Proliferation of Nuclear Weapons by the People’s Republic of China” 

(NPT/CONF.2000/22), in Final Document of the 2000 Review Conference, Part III, 
pp.363-369. 
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ＩＮＦ全廃条約に基づいて廃棄した短中距離ミサイルの総数を明記した他、戦

略核については過去５年間で削減した核弾頭と運搬手段の総数を明記した。更

に、自国の核戦力の現状についても、ＳＴＡＲＴ条約上の規制が発生する２０

０１年１２月時点と再検討会議が開催された２００５年１月時点における配備

戦略核の運搬手段及び弾頭の総数を初めて明記している312。 

 

 

図４－１３ ２００５年再検討会議における露の「国別報告」のカテゴリー（単

位：％） 

 

 中国は、「２０００年再検討会議の要請313に応じ」るという形で、基本的に２

０００年再検討会議の際の国別報告を更新する形で報告を提出した（全１０ペ

ージ）。２０００年再検討会議では「国別報告(national report)」と題していた

が、２００５年再検討会議では「報告(report)」とのみ題している。これには、

「国別報告」という名称が与える正式な文書であるという印象を僅かながらで

も減じたいという考えが背景にあった可能性はある。核軍縮については、２０

００年再検討会議での国別報告で述べた核軍縮を進めるにあたっての原則的な

                                                   
312 “National report on the implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons by the Russian Federation” (NPT/CONF.2005/29), in Final Document 
of the 2005 Review Conference, Part II, pp.374-386.  
313 本章１．（１）にて述べているとおり、２０００年再検討会議の最終文書で合意された

核軍縮に関する１３措置の第１２項において、核軍縮義務を定めた条約第６条の実施状況に

関して「定期報告」を行うことが求められている。ただし、中国は、条約第６条のみならず、

全ての条文の実施状況について記述している。 
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考え方を「提案」という形に転換して、自国の考え方を説明するに留まらず、

本来自国の義務遵守状況を報告することが目的である「報告」を用いて、他国

に自国の考え方を受け入れるよう迫る外交姿勢に転じている。その分をプロパ

ガンダと類型したことから、プロパガンダの占める割合が増加している。また、

自国の核戦力に関する現状についての記述が後退している。核実験の実施回数

については、具体的数字を挙げた２０００年再検討会議での国別報告とは異な

り、「他のすべての核兵器国よりも少ない数の核実験を実施した」と述べるに留

まった。核兵器保有数についても、２０００年の国別報告では、少なくとも核

兵器国の中で「最も小さな核戦力」としていた記述が削除された314。 

 

 

図４－１４ ２００５年再検討会議における中国の「報告」のカテゴリー（単

位：％） 

 

 

２０１０年再検討会議：２０１０年再検討会議では、米国が１９９５年再検討・

延長会議以来、再び条文毎の実施状況に関する「情報提供」を行った。その他、

露が「国別報告」、中国が「報告」を提出した他、仏は初めて「作業文書」とい

う形で２０００年再検討会議の１３措置それぞれの実施状況について実質的に

報告した。 

 

                                                   
314 “Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Report 

submitted by the People’s Republic of China” (NPT/CONF.2005/24), in Ibid., pp.345-354. 
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 米国の情報提供は、１９９５年の同会議の際とは異なり附属書はないものの、

ＮＰＴの３本柱毎に米国の義務遵守状況を説明するという構成は変わっていな

い（全２４ページ）。１９９５年当時のような高揚した雰囲気は出ておらず、淡々

とした既述となっている。特に米国が露と共にとった核軍縮措置に関する記述

が増えている。更に、核弾頭や運搬手段の総数や内訳、核分裂性物質について

も余剰量等について多くの具体的な数字をもって既述しているのは特筆すべき

点である315。 

  

 

図４－１５ ２０１０年再検討会議における米国の「情報」のカテゴリー（単

位：％） 

 

 露の国別報告は、条文毎に露としての義務遵守状況を述べる前回の２００５

年の時と同様のスタイルを維持しており、各カテゴリーの構成率も大きな変動

はない（全１７ページ）。核軍縮については、２００５年の国別報告から特に目

新しい内容はなく、配備戦略核の運搬手段及び弾頭の総数について２０１０年

初旬時点で更新している316。 

 

                                                   
315 “United States information pertaining to the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons: 2010” (NPT/CONF.2010/45), in Final Document of the 2010 Review 
Conference, Volume II, pp.343-366.  
316 “National report on the implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons by the Russian Federation” (NPT/CONF.2010/28), in Ibid., 

pp.234-250. 
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図４－１６ ２０１０年再検討会議における露の「国別報告」のカテゴリー（単

位：％） 

 

 中国は、２００５年同様、「２０００年再検討会議の要請に応じて」報告を提

出すると位置づけた（全１１ページ）。構成も２００５年時の報告と同じであっ

た。核軍縮についても、概ね前回の内容をほぼそのままの形で踏襲したが、「透

明性向上」について独立のセクションを新たに設け、報告において「透明性」

について初めて言及した。同セクションの冒頭で、「中国は継続的に核の透明性

を向上させ、関係国との戦略的相互信頼を改善している」と宣言し、「中国の核

戦略及び核政策は、首尾一貫しており、開かれており、透明性がある」と主張

した。その上で、透明性に関する中国の原則的な考え方を説明し、中国による

具体的な透明性に関する実践例を挙げているが、引き続き自国の核戦力に関し

て何ら具体的な数字を挙げていない317。それまで透明性に関して一貫して否定

的な姿勢を示してきた中国が、一転して敢えて透明性に関する記述を、それも

独立したセクションとして設けたのは、ＮＰＴにおける透明性に関する議論の

高まりを受けて、むしろ積極攻勢に打って出た方が得策と考えた可能性がある。 

 

                                                   
317 “Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Report 

submitted by China” (NPT/CONF.2010/31), in Ibid., pp.269-279. 
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図４－１７ ２０１０年再検討会議における中国の「報告」のカテゴリー（単

位：％） 

 

 仏は、「報告」や「情報提供」ではないが、２０１０年再検討会議で初めて「作

業文書」という形で、実質的に報告を行っている。仏が提出した２本の作業文

書のうち、１つ目は、核軍縮一般に関する仏の立場と実際にとっている核軍縮

措置を説明した上で、仏がＥＵ諸国と共に提案している内容を列挙した318。も

う１つの作業文書は、２０００年に合意された核軍縮に関する１３措置それぞ

れについて、仏としての実施状況を具体的に説明する内容となっている。２つ

の作業文書を合わせて全１３ページであるが、核兵器国の中で唯一核軍縮に特

化した文書であり、核戦力に関する具体的な数字も含め、核軍縮部分だけに限

ってみれば最も長い（米国６ページ、露４ページ、中国６ページ）319。 

 

                                                   
318 “Nuclear disarmament: France’s practical commitment: Working paper submitted by 

France” (NPT/CONF.2010/WP.33), in Ibid., pp.527-529. 
319 “Nuclear disarmament: France’s firm commitment – Implementation by France of 

the “13 Practical Steps” contained in the Final Document 2000 Review Conference: 

Working paper submitted by France” (NPT/CONF.2010/WP.44), in Ibid., pp.575-584. 
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図４－１８ ２０１０年再検討会議における仏の「作業文書」のカテゴリー（単

位：％） 

 

 以上、各核兵器国の報告の内容について、再検討会議毎の各カテゴリーの変

遷を見てきたが、２０１０年再検討会議までの報告を国毎に纏めると次の図４

－１９から図４－２３のとおりとなる。 
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図４－１９ 第３回再検討会議（１９８５年）から２０１０年再検討会議にか

けての米国の「情報」における各カテゴリーの推移320 

 

 

                                                   
320 米国は、２０００年及び２００５年再検討会議では「情報」を提出していないが、本グ

ラフでは便宜上１９９５年と２０１０年のラインをつなげている。 
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図４－２０ 第３回再検討会議（１９８５年）から２０１０年再検討会議にか

けてのソ連及び露の「情報」及び「国別報告」における各カテゴリーの推移321 

 

 

                                                   
321 露は、２０００年再検討会議では「情報」乃至「国別報告」を提出していないが、本グ

ラフでは便宜上１９９５年と２００５年のラインをつなげている。 
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図４－２１ 第３回再検討会議（１９８５年）から２０１０年再検討会議にか

けての英国の「情報」における各カテゴリーの推移322 

 

 

                                                   
322 英国は、２０００年再検討会議以降「情報」を提出していない。 
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図４－２２ 第３回再検討会議（１９８５年）から２０１０年再検討会議にか

けての中国の「国別報告」及び「報告」における各カテゴリーの推移323 

 

 

 

                                                   
323 中国は、１９９５年再検討・延長会議から「報告」を提出している。 
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図４－２３ 第３回再検討会議（１９８５年）から２０１０年再検討会議にか

けての仏の「作業文書」における各カテゴリーの推移324 

 

 

（小括） 

 上記の各核兵器国の報告内容の類型化にあたっては、例えば、プロパガンダ

と捉えるのか、基本的考え方と捉えるのかを断定的に特定することは困難であ

り、主観的な判断にならざるを得ない面もあるが、厳密に捉えるのではなく、

大体の方向性を示すという意味では有用な指標となり得る。右を踏まえると、

２０１０年再検討会議までのＮＰＴの枠組みにおける核兵器国による報告の実

施については、大きく次の４つの特徴を挙げることができる。 

 第１に、情報提供の慣行が始まった第３回再検討会議における情報提供では、

米ソ共に自国の核軍縮提案を自賛するプロパガンダ的な内容がそのほとんどを

占めていたが、回数を重ねるごとにプロパガンダ・カテゴリーの割合が急速に

下落していった。もともとこうした核兵器国による情報提供はプロパガンダ的

あるいは主観的になりがちであることは否定できないが、特に、核軍縮交渉が

停滞していた時期の情報は、ソ連の当初のものに顕著であったように他国を非

難したり自国を正当化するような内容で占められていた。その後、１９８０年

代後半以降、核軍縮交渉が進展するに連れて、厳密な意味でのプロパガンダ的

な内容はなくなったが、その進展ぶりを高揚感に溢れる表現でもって強調する

                                                   
324 仏は、２０１０年再検討会議で初めて「作業文書」という形で報告をした。 
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という意味でプロパガンダ的な内容は残った。これに対して、冷戦後、特に１

９９５年再検討・延長会議を境に、核兵器国による情報提供乃至報告は、概し

て事実関係、特に（中国を除いて）核兵器国がとった核軍縮措置の内容を淡々

と記述するものとなっている。 

 第２に、条約の無期限延長が決定された１９９５年再検討・延長会議が近づ

くにつれ、各核兵器国による情報提供は抒情的な側面を持ち合わせながらも、

分量が増えて内容の充実度も高まっていった。特に、同会議での核兵器国によ

る情報提供は、無期限延長への支持を取り付けるため、米国は附属書までつけ

て大部な情報提供を行い、露も通常の構成とは異なり核軍縮を前面に持ち出す

など、核兵器国として如何に核軍縮を進めてきたかを非核兵器国に印象づける

ようなものとなっていた。また、同会議以降、後退している側面もあるが、具

体的な数字を盛り込む報告が増えるなど、より有用性の高いものとなっている。 

しかし、同会議の次の２０００年再検討会議では、中国を除いて、その米国

も露も情報提供乃至報告は行わず、また、２００５年再検討会議でも露と中国

のみが報告を行った。情報提供や報告の内容の充実度は別として、あたかも１

９９５年再検討・延長会議において無期限延長を獲得した以上、もはや核兵器

国側として非核兵器国の関心を引く熱意を失ったと受け止められてもおかしく

ない不作為である。第３回及び第４回再検討会議とは異なり、１９９５年再検

討・延長会議の準備委員会が核兵器国に対して情報提供の要請を行っていなく

ても、同会議ではより充実した情報提供が行われたにもかかわらず、同会議の

次の２０００年再検討会議では（中国を除いて）情報提供乃至報告を行わなく

なった。２０００年再検討会議は１９９５年再検討・延長会議と同様に報告の

提出につき特段の明示的な要請が行われていなかったことから、多くの核兵器

国が報告しなかったのはやむを得なかったとしても、２００５年再検討会議に

ついては、前回の２０００年再検討会議の最終文書で「定期報告」を行うこと

が明示的に求められたにもかかわらず露と中国しか報告を行っていない。２０

１０年再検討会議で米国と仏がそれぞれ「情報提供」及び「作業文書」という

形で実質的な報告を再開乃至開始したものの、それはいずれも２０００年再検

討会議が求めた「報告」という形式をとっておらず、（下記第３の点において指

摘した「報告」の対象に加えて）２０００年の要請を無視した形となっている。

英国に至っては、１９９５年再検討・延長会議以後、一度も報告を行っていな

い。透明性が最も低いと言われている中国が毎回報告を提出しているにもかか

わらず、透明性が最も高いと言われている米英の報告実績が芳しくない状況は、

報告メカニズムの有用性そのものを問いかねないものでもある。 

 第３に、核兵器国が求められる報告の対象は、１９９５年再検討・延長会議

以前については、「特に条約第６条」を特出ししながらも条約のすべての条文が
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報告の対象であったのに対して、同会議以降は、２０００年再検討会議での合

意で明らかなとおり、「条約第６条」のみが対象とされた。これは、１９９５年

の条約の無期限延長を境に、核軍縮義務を定めた条約第６条の重みが一層高ま

ったことの現れと言える。しかし、実際には、２０１０年再検討会議での仏の

作業文書を除いて、核兵器国の情報提供乃至報告は１９９５年以降もすべての

条文を対象として、それ以前の形式のままで提出されている。当然のごとく、

核兵器国が条約第６条以外の条文に関する報告を妨げるものはないが、核軍縮

に特化した「定期報告」を行うべしとのＮＰＴ締約国、特に非核兵器国の要請

がいわば無視された格好となっている。核兵器国側としては敢えてすべての条

文を報告乃至情報提供の対象とすることで、条約第６条の核軍縮に焦点が絞ら

れることを防ぎたいという意図があったものと考えられる。 

 第４に、核兵器国による情報提供乃至報告の内容は、一貫して統一性に欠け

ている。まず、形式面においては、２０００年再検討会議で「定期報告」を行

うことが求められたにもかかわらず、各国の報告には大きなばらつきがある。

例えば、２０１０年再検討会議においては、「情報提供」、「国別報告」、「報告」、

「作業文書」と名称からそれぞれ全く異なっている。２０１０年再検討会議が、

核兵器国に対して「標準報告フォーム」に合意するよう求めたのは、第２章で

挙げた比較可能性を担保すべきという考えが強まったことも背景にあると思わ

れる。また、内容面においても各核兵器国の間で大きく異なっている。米露は

プロパガンダ的な記述は以前と比べて減って、今では自国のとった核軍縮措置

が最も大きな割合を占め、宣言的政策に関する記述はほとんどゼロである。仏

も、プロパガンダ的記述の割合は高いが、核軍縮措置に関する記述が多い。こ

れに対して、中国の場合は最近でもプロパガンダ的な記述が大半を占めており、

それ以外の記述としては核軍縮措置に関する記述が少なく、宣言的政策に関す

る記述が最も多い。中国の核軍縮措置に関する記述の割合は、２０１０年再検

討会議で上昇したが、これは１９８０年代に青海省の核兵器の研究開発施設を

閉鎖したとの従来（２０００年再検討会議での報告）からの記述に加えて、２

０１０年再検討会議の報告で追加された記述（包括的核実験禁止条約で定めら

れた国際監視制度の国内施設の中国国内での設置に関する記述）を核軍縮措置

に関する記述と認定したことによる。したがって、他の核兵器国とは違って、

自国の核戦力そのものをどの程度削減したのかというものではない。このよう

に、大きなカテゴリーについても各国で大きく異なる上、同じカテゴリー内で

あっても記述の内容が異なっている。そこで報告フォームの様式を統一するこ

との必要性が認識されることとなり、２０１０年再検討会議の行動計画で、核

兵器国が「標準報告フォーム」に合意するよう求められるに至ったと言える。 
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（２）報告メカニズムに関する具体的提案 

 透明性に関する議論において、報告メカニズムがどのように位置付けられて

きたかについては、本章２．（３）で論じた。その中で、多くの国が定期的な報

告の必要性を主張していることが明らかになったが、ここでは、２０１０年再

検討会議の行動計画で言及された上記「標準報告フォーム」との関連で、同再

検討会議までに具体的にどのような報告メカニズムが提案されてきたかを見る。 

 まず、２００８年に開催された２０１０年再検討会議第２回準備委員会で、

日本は、報告の対象として、以下の具体的項目を挙げた。 

 貯蔵核兵器の削減の程度 

 核弾頭及び運搬手段の削減数 

 核弾頭及び運搬手段の解体数、並びに解体された核弾頭及び運搬手段
の種類を含む解体のペース 

 核弾頭及び運搬手段、並びに／又は配備された核弾頭及び運搬手段の
総数 

 核兵器複合施設の削減の程（削減された平方フィート及び人員数を含
む） 

 核兵器用の核分裂性物質の生産が停止された年 

 核爆発目的又は国家安全保障上の要請にとって余剰と宣言された、又
は核爆発目的又は国家安全保障上の要請から取り除かれた核分裂性物

質の量 

 解体核兵器から生じる核分裂性物質の除去を支援する活動 

 安全保障ドクトリンにおける核兵器の役割を低減する努力 

 更なる核軍縮措置のための計画又は意図325 

 

 ２０１０年再検討会議では、豪州とニュージーランドが報告に関する以下の

具体的な提案を行った。 

 

１．核兵器国に対して、核兵器国による報告を次の項目に沿って組織だっ

たものとするよう求める。 

(a) 核ドクトリン（核兵器システムの警戒態勢の低減のために取られた

措置及び如何なる安全の保証を含む） 

(b) 核分裂性物質（生産及び管理政策） 

(c) 弾頭及び運搬手段の数 

(d) 戦略及び戦術（核）の削減 

                                                   
325 “Cluster 1: Nuclear Disarmament: Working paper submitted by Japan,” 

(NPT/CONF.2010/PC.II/WP.10), p.3. 
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２．核兵器国に対して、上記の報告を、準備委員会で適宜改訂しつつ、５

年に１度の再検討会議で提出するよう求める。 

 

３．すべての国に対して、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の早期発効

及びＦＭＣＴの交渉開始を含む、核軍縮をもたらすための各国の努力につ

いて報告を継続するよう求める。326 

 

２０１０年再検討会議での交渉の過程では、より詳細な報告対象として次の

項目が議長草案に盛り込まれた。 

・配備された核兵器運搬手段の種類と数 

・活性及び非活性の核弾頭の総数 

・解体された核兵器運搬手段と弾頭の総数 

・国家安全保障上の要請にとって余剰と宣言された核分裂性物質の総量及

びその処分計画 

・核兵器用の核分裂性物質の生産が停止された年 

・核兵器の研究・開発・生産インフラのための総費用及び物理的な範囲（削

減された平方フィート及び人員数を含む） 

・安全保障ドクトリンにおける核兵器の役割を低減する努力（核兵器シス

テムの警戒状態を含む）327 

 

交渉の過程でどの国が提案したかは明らかにはされていないが、これらの多く

の項目が２００８年の準備委員会に日本が提案した上記項目と重なる点が多い

ことから、日本が提案したものと考えられる。 

 

同再検討会議での交渉の過程で、主に中国の反対で報告対象としての上記具

体的項目は合意されなかった328。しかし、合意された行動計画では、既述のと

おり、透明性の原則に関する言及が複数の箇所でなされたことに加えて、報告

                                                   
326 “Working paper submitted by Australia and New Zealand” (NPT/CONF.2010/WP.40), 

in Final Document of the 2010 Review Conference, Volume II, pp.549-550. 
327 Report of Main Committee I: Chairman’s Draft on Substantive Elements 

(NPT/CONF.2010/MC.I/CRP.2*: May 14, 2010), p.13. 

<http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2

010/MCI-ChairsDraft.pdf> 
328 William C. Potter, Patricia Lewis, Gaukhar Mukhatzhanova, and Miles Pomper, The 
2010 NPT Review Conference: Deconstructing Consensus (CNS Special Report, June 17, 

2010), p.10. 

<https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2016/07/100617_npt_2010_sum

mary.pdf> 

http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2010/MCI-ChairsDraft.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2010/MCI-ChairsDraft.pdf
https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2016/07/100617_npt_2010_summary.pdf
https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2016/07/100617_npt_2010_summary.pdf
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メカニズムについて以下のとおり合意された。まず、行動５において、「核兵器

国は、２０１４年の準備委員会において上記の約束について報告するよう求め

られ」た。この「上記の約束」とは、同じ行動５で列挙されている次の核軍縮

措置である。 

 

(a) 行動３で特定されたとおり、すべての核兵器の種類のグローバルな貯蔵
の全体的な削減に向けて迅速に動くこと。 

(b) 全面核軍縮プロセスの不可欠な一部として、核兵器の種類又は場所にか
かわらず、すべての核兵器の問題に対処すること。 

(c) すべての軍事・安全保障概念、ドクトリン及び政策における核兵器の役
割及び意義を更に低減させること。 

(d) 核兵器の使用を防止し結局は廃棄に繋がり得る政策、核戦争の危険を低
減させ得る政策、及び核兵器の不拡散と軍縮に貢献し得る政策を議論す

ること。 

(e) 国際的な安定及び安全保障を促進する方法で核兵器システムの運用状
態を更に低減することへの非核兵器国の正当な利益を考慮すること。 

(f) 偶発的な核兵器使用のリスクを低減すること。 

(g) 更に透明性を向上させ相互信頼を高めること。 

 

次に行動２０は、「締約国は、強化された条約再検討プロセスの枠組みの中で、

この行動計画、条約第６条及び（中略）の実施について定期報告を提出すべき

である。」として、すべての締約国に対して、条約第６条のみならず、核不拡散

や原子力の平和的利用に関する部分を含め行動計画全体の実施状況について、

定期報告の提出を求めた。最後に行動２１では次のとおり合意された。 

 

信頼醸成措置として、すべての核兵器国は、報告のための標準フォームに

可能な限り早期に合意し、国家安全保障を害することなく標準的な情報を

自発的に提供する目的で適切な報告間隔を決定することが促された。国連

事務総長は、公衆に入手可能な情報の収納庫（リポジトリ）を設置するこ

とが招請される。その情報の収納庫には、核兵器国によって提供された情

報を含まなければならない。329 

 

このように、２０１０年再検討会議では「標準報告フォーム」や２０１４年に

開催される２０１５年再検討会議第３回準備委員会での報告といった具体的な

                                                   
329 “Conclusions and recommendations for follow-on actions,” in Final Document of the 
2010 Review Conference, Volume I, p24. 
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報告態様について合意されたことが特徴的である。 

 

４．まとめ 

 １９７５年の第１回再検討会議から２０１０年再検討会議まで、ＮＰＴにお

いても長年にわたって、様々な形で透明性が議論され、合意されてきたことが

わかる。「透明性」という用語が合意文書として初めて現れたのは、２０００年

再検討会議と近年になってからであるが、既に１９７５年の第１回再検討会議

の最終宣言で実質的に透明性措置と言える「情報提供」の重要性が言及されて

いる。 

実際の締約国の議論においては、１９７５年の第１回再検討会議から２０１

０年再検討会議まで、透明性に関する議論は全体として増加傾向にある。各国

の発言記録や提出文書の中で初めて「透明性」という用語が現れた１９９０年

の第４回再検討会議以降、特に２０００年代に入って、非戦略核を含む核兵器

の数や核分裂性物質の生産量、核弾頭の解体等、透明性に関する議論が非常に

具体的になっていった。主に冷戦直後から「透明性」という用語が使われ始め

た米ソ・米露二国間とほぼ軌を一にしている。当初、１９９０年に「透明性」

という用語が初めて各国の発言記録や提出文書の中で現れた時点では、透明性

は、米ソ・米露二国間の戦略的安定性の文脈で語られていたが、その後、徐々

に、核兵器の保有を法的に認められる核兵器国と認められない非核兵器国とい

う締約国間の差別性を内包するＮＰＴ特有の性質に由来した信頼醸成や説明責

任といった観点で主に用いられるようになった。そのようなＮＰＴにおける具

体的な透明性措置としては、核兵器国による核戦力や核軍縮の履行状況に関す

る報告が求められている。２０１０年再検討会議では具体的な報告メカニズム

として、５核兵器国に対して、標準報告フォームに合意した上で、２０１４年

に開催される２０１５年再検討会議第３回準備委員会で報告することが求めら

れた。また、ＮＰＴの再検討プロセス自体が核兵器国に対する説明責任を求め

る重要な機会であり、報告メカニズムの構築は再検討プロセス強化の一環とし

ても位置づけられる。このように、ＮＰＴにおける透明性に関する議論は、米

ソ・米露二国間における透明性に関する動向に大きな影響を受けつつも、独自

の発展を遂げてきている。 

報告メカニズムについては、上述のとおり２０１０年の合意が重要な一里塚

ではあるが、１９８５年の第３回再検討会議以降、「情報提供」といった形で核

兵器国は何らかの報告を行ってきていた。「情報提供」の内容は、１９９５年再

検討・延長会議を境に、プロパガンダ的な内容は減り、概して事実関係を淡々

と記述するものとなってきているが、当初、大部分はプロパガンダ的な内容で

溢れていた。また、情報提供や報告の頻度が一定せず、内容面でも統一性と比
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較可能性に欠けるといった問題もあった。このように当初の「情報提供」は、

特に２０００年代以降になされたＮＰＴ特有の信頼醸成や説明責任といった議

論の観点から十分に制度設計されておらず、２０１０年再検討会議で初めて核

兵器国に対して「標準報告フォーム」に合意し、それに基づいた報告をするこ

とが求められたことで、２０００年代以降の議論を踏まえた制度設計の端緒と

なったと言える。 
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第５章 ＮＰＴにおける透明性：２０１５年及び２０２０年ＮＰＴ再検討プロ

セス 

 

 第４章で概観した核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）の成立以降２０１０年再検討

会議までの経緯を踏まえて、２０１５年及び２０２０年再検討プロセスでどの

ような議論が展開されたのだろうか。特に、２０１０年再検討会議では、第４

章で既述のとおり、透明性・報告について様々な合意がなされた。２０１５年

再検討プロセスでは、２０１０年行動計画の行動５の合意に基づいて２０１４

年の第３回準備委員会で核兵器国が実施することとなっていた報告及び行動２

１に基づいて核兵器国間で合意されることになっていた標準報告フォームが最

も注目された。他方で、核兵器国による報告を待つという受け身の姿勢ではな

く、特に行動２２で合意された標準報告フォームのあり方について積極的に提

案する非核兵器国のグループも現れた。 

本章では、２０１４年の第３回準備委員会における核兵器国による報告に先

立って非核兵器国が提案した標準報告フォーム案を概観した上で、同準備委員

会における核兵器国の報告を分析する。その上で、２０１５年再検討会議に向

けて各国が提出した作業文書や同再検討会議の議長団330による草案における言

及ぶりの変遷を紐解くことで、同再検討会議での透明性に関する議論を概観す

る。同再検討会議での透明性に関する議論は、上記で概観してきた過去のＮＰ

Ｔ再検討会議での議論の流れを踏まえた集大成の様相を呈していることがわか

る。更に、２０２０年再検討プロセスにおける最新の提案を概観する。 

 なお、同再検討会議では、中東非大量破壊兵器地帯構想をめぐる米国やエジ

プトの間の対立が解消されず、実質的事項を含む最終文書は採択されなかった。

しかし、同再検討会議の議長が提示した最終文書案（以下、「議長案」）331は、

同会議の最終日に明確な反対表明があった中東非大量破壊兵器地帯の部分を除

けば、採択される見込みであったと一般的に見られている332。したがって、議

                                                   
330 ＮＰＴの再検討会議では、会議全体の議長(President)の他、ＮＰＴの三本柱（核軍縮、

核不拡散、原子力の平和的利用）毎に設置される３つの主要委員会の議長(Chair)や各主要

委員会の下に特定事項に焦点を当てて議論する補助機関の議長(Chair)等が任命され、それ

ら全体を「議長団」と総称している。 
331 Draft Final Document: Review of the operation of the Treaty, as provided for in its 
article VIII (3), taking into account the decisions and the resolution adopted by the 1995 
NPT Review and Extension Conference, the Final Document of the 2000 Review 
Conference and the conclusions and recommendations for follow-on actions of the 2010 
Review Conference (NPT/CONF.2015/R.3: May 21, 2015). 

<http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2

015/documents/DraftFinalDocument.pdf> 
332 例えば、同再検討会議の最終日において、米国政府代表のゴッテメラー国務次官（軍備

管理・国際安全保障）は、中東非大量破壊兵器地帯部分を除けば、「ＮＰＴの３本柱（核軍

http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/documents/DraftFinalDocument.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/documents/DraftFinalDocument.pdf


151 

 

長案は採択こそされなかったものの、ＮＰＴ締約国間の一般的な合意を反映し

ていると見なすことができる。 

 

１．標準報告フォーム案に関する具体的提案 

 ２０１０年行動計画で合意された３つの報告にかかる項目（行動５、行動２

０及び行動２１）の相互の関連性は明確にされていないが、核兵器国は、可能

な限り、行動２１に基づいて報告のための標準報告フォームに早期に合意し、

そのフォームを用いて、行動２０で求められる定期報告や行動５で求められる

２０１４年の第３回準備委員会での報告を行うことが期待されていたと言えよ

う。 

 ２０１０年再検討会議の最終的な合意では、標準報告フォームを用いて報告

すべき具体的な項目については合意されず、あくまでもその後の核兵器国間の

交渉に委ねられたが、少なくとも行動５で示された項目や行動計画のそれぞれ

の行動については盛り込まれるべきと考えられる。 

この関連で、日本と豪州が結成した非核兵器国グループの軍縮・不拡散イニ

シアティブ（ＮＰＤＩ）が、標準報告フォームの具体的な内容が曖昧なままそ

の作成が核兵器国間の交渉に委ねられていることを危惧して、２０１２年にウ

ィーンで開催された２０１５年再検討会議第１回準備委員会で、具体的な報告

項目を伴った標準報告フォーム案を提案した。同報告フォーム案は、核弾頭、

運搬手段、１９９５年からの核軍縮措置、核ドクトリン、核実験、予定された

政策見直し、核分裂性物質、核軍縮を支援するその他の措置という８つのカテ

ゴリーに分けて、それぞれのカテゴリーにおいてより具体的な報告すべき項目

を列挙している。項目を列挙するだけでなく、下記のとおり、実際の表形式に

して左右の欄を設け、左の欄に報告項目、右の欄は核兵器国が報告する欄とし

て空白にされてある。定量的情報を中心にしつつ、核ドクトリンといった意図

情報も対象としている。 

 

核弾頭 国家回答 

 核弾頭の総数 a  

 貯蔵された核弾頭の総数 b  

 戦略又は非戦略核弾頭の数 戦略 

非戦略 

                                                                                                                                                     

縮、核不拡散及び原子力の平和的利用）に関する部分について、コンセンサス採択を支持す

る用意があった。」と述べた。

<http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2

015/statements/22May_US.pdf> 

http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/statements/22May_US.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/statements/22May_US.pdf
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 戦略又は非戦略の配備核弾頭の数 戦略 

非戦略 

 戦略又は非戦略の非配備核弾頭の数 戦略 

非戦略 

 ２０ＸＸ年の核弾頭の削減数  

 ２０ＸＸ年の解体核弾頭の総数  

運搬手段 国家回答 

 種類（ミサイル、航空機、潜水艦、砲弾他）

に応じた核弾頭運搬手段の数 

配備済み 

非配備 

 ２０ＸＸ年の運搬手段の削減数  

 ２０ＸＸ年の解体運搬手段の総数  

１９９５年以来の核軍縮 c 国家回答 

 １９９５－２０００  

 ２０００－２００５  

 ２００５－２０１０  

核ドクトリン 国家回答 

 軍事・安全保障概念、ドクトリン及び政策

における核兵器の役割及び意義を低減するた

めにとった措置又は進行中の措置 

 

 核兵器の運用状態を低減するためにとった

措置又は進行中の措置 

 

 核兵器の偶発的又は権限のない使用のリス

クを低減するためにとった措置又は進行中の

措置 

 

 消極的安全保証（現状及び定義を含む）  

 非核兵器地帯条約の関連議定書の批准の現

状及び今後の見通し 

 

 非核兵器地帯条約の関連議定書の発効に関

する協議及び協力の現状 

 

 関連国による非核兵器地帯条約の関連議定

書への関連する留保の見直しの現状 

 

核実験 国家回答 

 包括的核実験禁止条約の批准に関する現状  

 核兵器の実験的爆発のモラトリアムの継続

的な遵守に関する現状 
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 包括的核実験禁止条約の発効を促進するた

めの国別、地域及び地球規模のレベルでの活

動 

 

予定された政策見直し 国家回答 

 核兵器貯蔵、核ドクトリン又は核態勢に関

連した、予定された又は進行中の政策見直し

の範囲及び焦点 

 

核分裂性物質 国家回答 

 国家安全保障目的のために生産されたプル

トニウムの生産総量（メートルトン） 

 

 国家安全保障目的のために生産された高濃

縮ウランの生産総量（メートルトン） 

 

 国家安全保障目的には余剰と宣言された核

分裂性物質 dの量（メートルトン） 

 

 軍事目的には最早必要ないと宣言されたす

べての核分裂性物質の国際原子力機関（ＩＡ

ＥＡ）への申告の現状（及び将来計画）（量及

び年を含む）、それら物質へのＩＡＥＡ又は他

の関連する国際的な検証の適用の現状、及び

それら物質を平和目的のために処分するため

の取り決めの現状 

 

 そうした核分裂性物質の不可逆的な除去を

確保するための適切な法的拘束力のある検証

取り決めの策定の現状 

 

 核兵器の使用のための核分裂性物質生産施

設の解体又は平和目的への転換の現状（及び

将来計画） 

 

核軍縮を支援するためのその他の措置 国家回答 

 信頼の増大、透明性の向上及び効率的な検

証能力の開発のための政府、国連及び市民社

会の間の協力 

 

 「核不拡散及び軍縮のための原則と目標」

と題する１９９５年の決定の条約第６条４項

（ｃ）及び２０００年再検討会議の最終文書

で合意された実際的措置の実施に関する定期

報告の年及び公式文書番号 
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 軍縮不拡散教育を推進するための活動  

a 解体待ちのものを含む、報告国において存在する又は報告国によって管理されているす

べての核弾頭を指す。 

b 使用中、配備済み及び配備用に貯蔵されている核弾頭を指す。 

c この項目によって、核兵器国は、条約の無期限延長との引換えに重要な核軍縮措置が合意

された１９９５年再検討・延長会議以来の核兵器国による核軍縮努力を示すことができる。

行動２１で言及されているとおり、報告は国家安全保障を害さないように行われる。他方

で、核兵器国は可能な限り上記の項目について報告することが強く求められる。 

d この報告フォームにおいては、「核分裂性物質」は、高濃縮ウラン（ウラン２３５の濃縮

度２０％以上）、又は分離された兵器級プルトニウム、ウラン２３３、ネプツニウム又は

アメリシウムと定義される。 

 

表５－１ ＮＰＤＩが５核兵器国に提示した標準報告フォーム案333 

 

ＮＰＤＩが提案したこの標準報告フォーム案の特徴は、「軍事・安全保障概念、

ドクトリン及び政策における核兵器の役割及び意義を低減する（ためにとった

措置又は進行中の措置）」のように、２０１０年の行動計画の中からほぼそのま

まとってきたものもあるが、基本的には行動計画の内容をより精緻化・具体化

していることである。例えば、行動計画において唯一報告の項目を列挙してい

ると言える行動５においては、「すべての核兵器の種類（のグローバルな貯蔵の

全体的な削減）」としか書かれていないが、ＮＰＤＩによる報告フォーム案では、

「（報告国に存在する又は報告国によって管理されている）核弾頭の総数」以外

に、貯蔵された核弾頭の総数、戦略核と非戦略核に区別した形での核弾頭の数、

更にはそれらを配備済みと非配備に区別した形での核弾頭の数など、詳細に区

分して項目を立てている。また、核軍縮義務を定める条約第６条の枠組みの中

での報告という意義に鑑み、現有の核弾頭の保有数（あるいは配備・非配備数

など）のみならず、特定の年からの削減数まで報告することを提案している。

更には、核弾頭のみならず、運搬手段及び核分裂性物質についても同様に詳細

な項目を提案している。また、１９９５年の再検討・延長会議で合意された条

約の無期限延長は、核兵器国による核軍縮措置への合意との引換えであったこ

とを思い起こさせるために、直近の年における核軍縮のみならず、１９９５年

以来の核兵器の削減数を報告することも求めているのは注目すべき点である。 

 

                                                   
333 Transparency of nuclear weapons: the Non-Proliferation and Disarmament 
Initiative: Working paper submitted by Australia, Canada, Chile, Germany, Japan, 
Mexico, the Netherlands, Poland, Turkey and the United Arab Emirates 
(NPT/CONF.2015/PC.I/WP.12*: April 20, 2012). 
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２．２０１５年再検討会議第３回準備委員会（２０１４年）における核兵器国

による報告 

２０１０年再検討会議で合意された行動計画の行動５において、核兵器国は

２０１４年に開催される２０１５年再検討会議第３回準備委員会において、核

軍縮措置の実施状況について「報告」するよう求められた。更に、行動２１に

おいては、信頼醸成措置の一環として、核兵器国は早期に「標準報告フォーム」

に合意するよう求められた。この合意を受けて、５核兵器国すべてが、合意し

たフォームに基づいて２０１４年の準備委員会において報告を提出した。２０

１０年再検討会議までは、各核兵器国がいわば気の向いた時に自由なフォーム

で提出していたが、２０１５年再検討プロセスでは、報告そのものの義務性が

高まり、かつ、報告の形式についても一定の枠にはめられることとなったので

ある。したがって、ここでは、まずは、５核兵器国が合意したとする「標準報

告フォーム」について分析した上で、報告そのものについて分析することとす

る。 

 まず、５核兵器国による報告334は、２０１０年再検討会議以前とは異なり、

５核兵器国間で合意された共通の項目にしたがって報告がなされた。それら共

通の項目を抽出したものは次のとおりである。 

 

I. 核軍縮に関連する国家措置の報告 

A. 核兵器に関する安全保障政策、ドクトリン及び活動 

B. 核兵器、核軍備管理（核軍縮を含む）及び検証 

C. 透明性・信頼醸成措置 

D. その他関連事項 

                                                   
334 Report submitted by the United States of America pursuant to actions 5, 20 and 21 
of the Final Document of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT/CONF.2015/PC.III/16: May 1, 2014); 

Statement by the Head of the Delegation of the Russian Federation, Director of the 
Department for Non-Proliferation and Arms Control of the Ministry of Foreign Affairs of 
the Russian Federation, M. I. Uliyanov, at the third meeting of the Preparatory 
Committee for the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons on measures taken by the Russian Federation as 
regards Actions 5, 20 and 21 contained in the Final Document of the 2010 Review 
Conference (NPT/CONF.2015/PC.III/17: April 25, 2014); Implementation of the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Report submitted by the People's 
Republic of China (NPT/CONF.2015/PC.III/13: April 29, 2014); Report submitted by 
France under actions 5, 20, and 21 of the Final Document of the 2010 Review 
Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 

(NPT/CONF.2015/PC.III/14: April 25, 2014); Report submitted by the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland pursuant to actions 5, 20, and 21 of the Final 
Document of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT/CONF.2015/PC.III/15: April 30, 2014).  
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II. 核不拡散に関連する国家措置の報告 

A. 保障措置 

B. 輸出管理 

C. 核セキュリティ 

D. 非核兵器地帯 

E. 遵守及びその他の関連事項 

F. 不拡散へのその他の貢献 

 

III. 原子力の平和的利用に関連する国家措置の報告 

A. 原子力の平和的利用の促進 

B. 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）を通じた他の加盟国に対する技術支援 

C. 原子力安全及び民生用原子力の責任 

D. その他関連事項335 

 

５核兵器国は、これら共通の項目を「共通の枠組み(common framework)」と呼

んでおり、この「共通の枠組み」が５核兵器国にとっての「標準報告フォーム」

と考えて差し支えないと思われる。ただし、５核兵器国は、この「共通の枠組

み」を行動２１で求められている「標準報告フォーム」であるとは明言してい

ない。例えば、英国及び露は第３回準備委員会での一般討論において、「標準報

告フォーム」に基づいて国別報告を行ったと主張したものの、米国は、一般討

論において「報告枠組み(reporting framework)」、核軍縮を議論するクラスター

１において「報告のための枠組み(a framework for reporting)」と述べ、仏は一

般討論において「統一的な構造に基づく国別報告 (identically structured 

national report)」と述べる等、各国によって説明が異なっている。これは、５

核兵器国の中でも、今回の報告フォームを行動２１で求められている「標準報

告フォーム」と位置づけることができるのかについて明確なコンセンサスがな

い、あるいは、本来は「標準報告フォーム」に合意し同フォームに基づいて報

告することが求められていたという認識が薄かったことを示している。 

この共通の項目、すなわち「共通の枠組み」を見ると、報告のための項目の

数が非常に少なく、また、項目の階層がないため、（核兵器国側の呼称が何であ

れ）「標準報告フォーム」と呼ぶには非常に一般的で漠然としたものに留まって

いる。このような漠然とした項目の中で、各核兵器国が独自に報告することと

なった結果、国によって、同じ対象について別の項目で報告することになって

                                                   
335 共通項目の割り振り番号（I.II.III.→A.B.C…）は各国によって異なるので、ここでの割

り振りは米国の報告のものに沿っている。 
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しまっている。例えば、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）と核兵器用核分裂

性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ）について、中国、仏及び米国は、「Ｂ. 核兵器、

核軍備管理（核軍縮を含む）及び検証」の項目の下で報告しているが（仏は、

ＣＴＢＴとＦＭＣＴの小項目を独自に設けて報告。米国は、「多国間軍備管理」

という小項目を独自に設けてその中でＣＴＢＴ、ＦＭＣＴについて報告。）、英

国は「Ｄ. その他関連事項」の下で報告している。露は「Ｄ. その他の関連事項」

の下でＣＴＢＴについて報告し、ＦＭＣＴに至っては核軍縮ではなく、核不拡

散の部分で報告している。また、非核兵器地帯については、行動計画では核軍

縮に盛り込まれているにもかかわらず、すべての核兵器国が核不拡散の項目で

報告している。さらに言えば、例えば行動１２のＣＴＢＴ発効促進会議に関す

る報告など、本来であれば報告するのに何ら支障のないはずの（２０１０年行

動計画で合意された）行動が報告漏れになるといった事例が多数生じている（後

述）。 

このように、同じ報告された行動であっても、国によってどの項目の下で報

告するかが異なっているため、５核兵器国間の横並びでの比較分析が容易では

なくなっている。更に、「共通の枠組み」は２０１０年行動計画の各行動と整合

していないため、各行動についてどこの項目の下でどのような報告がなされて

いるのかを特定するところから始める必要があり、行動計画との関係で比較検

討することが困難となっている。本来、「標準報告フォーム」の作成が求められ

たのは、核兵器国からの報告形式を共通化することで、横並びでの比較をやり

やすくするためであったが（第２章で述べた「比較可能性」）、上記のような点

に鑑みると、５核兵器国が合意した「共通の枠組み」及びそれに基づいた報告

は、２０１０年行動計画で合意された本来の趣旨が達成されていないことを意

味している。 

 次に、報告そのものについては、①２０１０年行動計画で求められたことを

報告しているか否か（報告のスコープ）を分析した上で、②これまで発表され

てない新しい点を報告しているか否か（報告内容）といった点を評価する必要

がある。これらを分析して一覧表にまとめたものが表５－２である。 

 

 

  米国 露 英 仏 中国 

Action 1 

（核兵器のな

い世界） 

①〇、②〇 
①△、②〇 

（露、注１） 
①× ①× ①〇、②〇 

Action 2 

（三原則） 

①〇、②〇

（米、注１） 

①△、②○ 

（露、注２） 

①△、②△ 

(英、注１) 

①△、②△ 

（仏、注１） 

①△、②△ 

（中、注１） 
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Action 3 

（全ての種類

の核削減への

コミット） 

①〇、②〇 ①× 
①△、②○ 

（英、注２） 
①× ①× 

Action 4 

（新ＳＴＡＲ

Ｔ） 

①◎、②◎ 

（米、注２） 

①△、②◯ 

(露、注３) 
N/A N/A N/A 

Action 5(a) 

（包括的な核

削減） 

①○、②◎ 

 

①△、②〇 

(露、注４) 
①〇、②○ ①○、②◎ 

①△、②× 

（中、注２） 

Action 5(b) 

（種類・場所に

かかわらない

対処） 

①○、②◎ ①◯、②◯ ①× ①× ①× 

Action 5(c) 

（役割低減） 

①〇、②〇

（米、注３） 

①△、②△ 

（露、注５） 

①〇、②〇 

（英、注３） 

①△、②△ 

（仏、注２） 

①△、②△ 

（中、注３） 

Action 5(d) 

（核使用防止

政策） 

①× ①× ①× ①× ①× 

Action 5(e) 

（警戒態勢解

除） 

①〇、②◎ 

（米、注４） 

①△、②△ 

(露、注６) 
①〇、②△ 

①◯、②◎ 

（仏、注３） 

①△、②△ 

（中、注４） 

Action 5(f) 

（偶発的核使

用リスク低減） 

①〇、②◎ ①○、②〇 ①〇、②△ ①△、②△ ①○、②◎ 

Action 5(g) 

（透明性・相互

信頼） 

①〇、②◎ 
①△、②○ 

（露、注７） 
①〇、②◎ 

①◯、②◎ 

（仏、注４） 
①〇、②〇 

Action 6 

（軍縮会議に

おける核軍縮） 

①× ①× ①× ①× ①× 

Action 7 

（軍縮会議に

おける消極的

安全保証 

①× ①× ①× ①× ①× 
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Action 8 

（安全の保証） 
①〇、②〇 ①× ①○、②○ ①○、②○ ①〇、②〇 

Action 9 

（非核兵器地

帯） 

①△、②〇 

（米、注５） 
①○、②○ 

①△、②○ 

(英、注４) 

①△、②○ 

（仏、注５） 
①〇、②〇 

Action 10 

（包括的核実

験禁止条約の

批准） 

①〇、②〇 ①○、②○ ①× ①◯、②◯ ①△、②△ 

Action 11 

（核実験モラ

トリアム） 

①○、②△ 

（米、注６） 

①△、②○ 

（露、注８） 
①〇、②〇 

①△、②△ 

(仏、注６) 
①× 

Action 12 

（２０１１年

発効促進会議） 

①× 
①△、②△ 

（露、注９） 
①× ①× ①× 

Action 13 

（発効促進努

力） 

①× ①○、②○ ①× 
①◎、②◎ 

（仏、注７） 
①× 

Action 14 

（検証体制） 
①〇、②〇 ①○、②△ ①〇、②〇 ①◯、◯ ①〇、②〇 

Action 15 

（軍縮会議に

おける兵器用

核分裂性物質

生産禁止条約

交渉） 

①〇、②〇 ①○、②○ ①〇、②〇 ①◯、②◯ ①〇、②〇 

Action 16 

（余剰核分裂

性物質の申

告・検証・処分） 

①◎、②◎ ①× ①〇、②〇 ①× ①× 

Action 17 

（余剰核分裂

性物質の不可

逆的な除去の

ための検証の

開発） 

①△、②◎

（米、注７） 
①× 

①△、②○ 

（英､注５） 
①× ①× 
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Action 18 

（核分裂性物

質生産施設の

解体） 

①〇、②〇 ①× ①× ①◯、②◯ ①× 

Action 19 

（検証能力の

開発） 

①〇、②◎ ①× 

①〇、②〇 

（①は△

か？） 

①× ①〇、②◎ 

Action 20 

（定期報告） 
①〇、②〇 ①〇、②〇 ①〇、②〇 ①〇、②〇 ①〇、②〇 

Action 21 

（標準報告フ

ォーム） 

①△、②〇 

（５核兵器

国共通注） 

①△、②〇 

（５核兵器

国共通注） 

①△、②〇 

（５核兵器

国共通注） 

①△、②〇 

（５核兵器

国共通注） 

①△、②〇 

（５核兵器

国共通注） 

Action 22 

（軍縮不拡散

教育） 

①× ①× ①× ①× ①× 

その他追加項

目 
          

計（注２） 
①１５、②

２９ 

①－２、②

１４ 

①２、②１

５ 

①０、②１

６ 

①－３、②

１１ 

      

 

（全体、注１） 

①報告のスコープ（◎報告義務がない事項に関する追加報告あり、

〇概ね報告あり、△一部の報告のみ、×報告なし） 

②報告内容の評価（◎２０１４年第３回準備委員会又はその直前で

公表した新たな情報を報告している場合、〇２０１０年再検討会議

以降の新しい動きを報告している場合、又は、目新しい情報を要し

ない行動については改めてコミットメントを表明する等最新の立場

を表明している場合、△特段の目新しい情報がない場合、×求めら

れている行動の趣旨にそぐわない場合） 

 

水色＝◎のある項目、青＝いずれも○の項目、橙色＝△のある項目、

赤＝×のある項目 

  （全体、注２）◎＝＋２、〇＝＋１、△＝０、×＝－１として合計 
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（米、注１）三原則についてまとめて記述した箇所はないが、全体

としては、それぞれの原則について言及があるので①は〇（不可逆

性については、「不可逆性」との用語は用いていないが、行動計画

では具体的には求められていない核弾頭の解体計画について報告し

ている。）。行動２で求められている三原則へのコミットメントは

表明されていないが、核弾頭の解体計画については、新たな情報が

あるので、②は全体として〇。 

 

（米、注２）報告義務のない新戦略攻撃兵器削減条約（新ＳＴＡＲ

Ｔ）の下での検証規定の実施状況について報告しているので、①は

◎。また、２０１４年準備委員会直前に新ＳＴＡＲＴを実施するた

めの核戦力構成を発表しているので、②も◎。 

 

（米、注３）米国の報告は、核兵器の役割低減について相当程度の

分量を割いているが、２０１０年再検討会議以降の更なる低減につ

いては新たな動きを報告していない。したがって、本来であれば△

の評価であるが、核兵器の役割をいわゆる「唯一の目的」（注：核

兵器の目的を他国からの核攻撃を抑止することのみに限定する宣言

政策）に更に低減するための努力を継続している旨報告しているこ

とから、①と②とも〇と評価している。 

 

（米、注４）欧州における核・通常両用航空機の即応要件を数日間

から数か月に低減したことを報告しているため、①は〇、新たな情

報であるので②は◎。 

 

（米、注５）行動９で求められている留保の見直しについて報告が

ないので、①は△。他方で、報告している部分に限ってみれば、２

０１０年再検討会議以降の動きが記述されているので、②は〇。 

 

（米、注６）報告義務がない過去の核実験場の現状に関する報告は、

◎と評価できるが、行動１１で求められている新しい核兵器技術を

使わないことへのコミットメントについては言及がないことから、

①は全体として○と評価。他方、言及のある核実験モラトリアムに

ついても、単に１９９２年以来核実験を行っていないことが記述さ

れているのみで、改めてコミットメントを表明していないため、②

は△。 

 

（米、注７）核軍縮の文脈での核分裂性物質の検証について言及は

あるが、行動１７で求められている軍事用に余剰となった核分裂性

物質やＩＡＥＡへの言及がないので、①は△。 
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（５核兵器国共通注）５核兵器国間で、「標準報告フォーム」につ

いて合意したとは述べておらず、「共通の枠組み」や「トピックの

共通カテゴリー」と述べるに留まっている。また、行動２１で合意

が求められている「適切な報告の間隔」について報告していない。

したがって、①は△。他方で、今回合意した「共通の枠組み」は、

２０１０年再検討会議以降の動きなので、②は〇。 

 

（露、注１）行動１で求められている「核兵器のない世界」を達成

するとの目標に直接言及がなく、単なる核軍縮義務に遵守している

との記述に留まっているので、①は△。他方で、露の現在の立場を

改めて表明しているので、②は〇。 

 

（露、注２）三原則のうち、検証可能性と不可逆性の原則にのみ言

及しているので、①は△。他方で、言及のある原則については、コ

ミットするとの最新の立場を表明しているので、②は○。 

 

(露、注３) 行動４で求められている新ＳＴＡＲＴ後について言及な

いので、①は△。言及のある新ＳＴＡＲＴの実施状況については最

新の状況を報告しているので、②は◯。 

 

(露、注４)戦略核については新ＳＴＡＲＴに基づく削減、非戦略核

については過去の削減が報告されているが、備蓄全体の削減につい

ては報告がないことから、①は△。報告のある部分についても、特

に非戦略核については過去の経緯が述べられるのみで、２０１０年

以降の新たな動きは報告されていないが、戦略核については、新Ｓ

ＴＡＲＴに基づく最新の削減状況が報告されているので、全体とし

て②は〇。 

 

（露、注５）役割「低減」自体に言及していないので、①は△。ま

た、２０１０年再検討会議以降の動きについて報告はなく、現在記

述されている核兵器の役割は、２０１０年再検討会議前に発表され

た２０１０年軍事ドクトリンの内容にとどまるため、②も△。 

 

(露、注６)警戒態勢について言及はあるが、行動５(e)で求められて

いる「低減」について言及しておらず、また、言及内容も単なる他

国に対する主張に留まっているので、①も②も△。 

 

（露、注７）行動５(g)で求められているのは、本来、核兵器国間の

信頼醸成措置であるが、露は、２０１５年再検討会議準備委員会で

の対外的なブリーフィングを報告するに留まっているので、①は△。

他方で、報告部分自体は、２０１０年再検討会議以降の動きなので、

②は○。 
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（露、注８）行動１１で求められている新しい核兵器技術を使用し

ないことについて言及がないので、①は△。他方で、言及のある核

実験モラトリアムについては改めて宣言しているので、②は○。 

 

（露、注９）発効促進会議については言及があるが、行動１２で求

められている同会議への報告について言及がないので、△。 

 

（英、注１）三原則についてまとめて記述した箇所はなく、不可逆

性については全く言及がないので①は△。また、行動２で求められ

ているコミットメントもないので、②も△。 

 

（英、注２）行動３で求められている究極的な廃絶へのコミットが

なく、削減のみに言及されているので、①は△。 

 

（英、注３）明確に役割の「低減」という形で言及していないが、

２０１０年５月以降に強化された消極的安全保証（ＮＳＡ）を宣言

したことを報告しているので、①及び②とも○。 

 
（英、注４）米の注５に同じ。 

 
（英、注５）米の注７に同じ。 

 

（仏、注１）三原則についてまとめて記述した箇所はなく、三原則

のうち、透明性と不可逆性の原則のみに別の文脈で言及されている

のみなので、①は△。また、言及されている原則についても行動２

で求められているコミットメントが表明されている訳ではないの

で、②も△。 

 

（仏、注２）役割「低減」に言及していないので、①は△。また、

２０１０年再検討会議以降の新たな動きもないので、②も△。なお、

ＮＳＡの供与対象については、「核不拡散義務を遵守している」Ｎ

ＰＴ上の非核兵器国と記述しているのは、「強化されたＮＳＡ」を

新たに宣言した米英と同様で、仏にとってはこれまでにない新たな

ラインと思われるが、同時に、国連憲章第５１条上の自衛権に影響

を与えるものではない、と新たなラインと思われる当該部分を相殺

するかのような表現が盛り込まれていることから、△評価のままと

している。 

 

（仏、注３）アルビオン高原サイトのミサイルを廃棄したこと、仏

は恒久的な高い警戒態勢にある核戦力を保有しないことを明記。こ

れまでも間接的に示唆はしていたが、ここまで明確に述べるのは初

めてと思われるので、②は◎。 

 

（仏、注４）非配備核兵器を保有しておらず、すべての核兵器が実

戦配備されていることを明確に言及したことは初めてと思われるこ
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とから、②は◎。 

 
（仏、注５）米の注５及び英の注４に同じ。 

 

（仏、注６)１９９６年に核実験を停止したことに言及があるのみ

で、行動１１で求められている核実験モラトリアムや新しい核兵器

技術を使わないことへのコミットメントについて言及がないので、

①も②も△。 

 

（仏、注７）流体力学的実験の実施等、核兵器の信頼性・安全性を

保証する活動を実施していることを説明しており、これは報告義務

もなく、また、新たな情報と考えられるため、①と②双方とも◎。 

 

（中、注１）三原則についてまとめて記述した箇所はなく、三原則

のうち、透明性と検証可能性の原則のみに別の文脈で言及されてい

るのみなので、①は△。また、言及されている原則についても行動

２で求められているコミットメントが表明されている訳ではなく、

また、透明性については単なる主張となっているので、②も△。 

 

（中、注２）「削減」については言及あるが、備蓄についての言及

がないので、①は△。言及のある「削減」についても、まずは核兵

器を最も保有する米露が削減を主導すべきと主張しており、かかる

条件づけをしていない行動計画の趣旨にそぐわないので②は×。 

 

（中、注３）核兵器の役割については多大な分量が割かれているが、

「低減」について言及しておらず、また、２０１０年再検討会議以

降の新たな動きも、新たな情報もないので、①も②も△。 

 

（中、注４）警戒態勢について言及はあるが、行動５(e)で求められ

ている「低減」について言及しておらず、また、言及内容も２０１

０年再検討会議以降の動きも、新たな情報もないので、①も②も△。 

 

表５－２ ２０１５年ＮＰＴ再検討会議第３回準備委員会（２０１４年４月）

に５核兵器国が提出した報告の分析（２０１０年行動計画の各項目との比較） 

（５核兵器国の報告を基に筆者作成） 

 

全体の注１にあるとおり、①の報告のスコープについては、２０１０年行動

計画（その中でも、具体的な核軍縮措置を列挙した行動５）で求められている

各行動との関係で、報告がない場合は×、報告している場合のうち、一部の報

告に留まっている場合は△、概ね報告している場合は○、逆に求められている

こと以上に報告している場合は◎と評価した。②の報告の内容については、行

動計画で求められている内容にそぐわない場合には×、行動計画の内容に沿っ

てはいるものの特段目新しい情報がない場合には△、２０１０年再検討会議以
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降の新しい動きを報告している場合、又は新しい情報を要しない行動について

は改めてコミットメントを表明する等最新の立場を表明している場合には○、

今回の報告で初めて公表、又はその直前で公表したような新しい情報を報告し

ている場合には◎と評価した。その上で、◎を２点、○を１点、△を０点、×

を－１点とした。厳密なものではなく、あくまでも目安となるものに過ぎない

が、一定の方向性を示すものとなり得る。 

 分析の結果概要は次のとおりである。まず、米国の報告は、未報告事項が少

なく、報告のスコープも行動計画の内容に最も沿ったものであるのみならず（①

の報告のスコープについては他の核兵器国を遥かに上回る１５点）、多くの新し

い情報を提供するなど報告内容が充実しており（②の報告内容についても同様

に２９点）、最も高く評価される。中露英仏の報告は、米国のものと比べて、未

報告事項が多く（①の報告のスコープについては、いずれの国も－３～＋２点

の幅に収まった）、報告内容も不十分であった（②の報告内容については、いず

れの国も１１～１６点の幅に収まった）。他方で、中露英仏の中では、相対的に

報告のスコープがより適切、かつ報告内容もより充実している英仏と、そうで

ない中露に分かれる。英仏の報告は、米国のものと比べて少ないものの、幾つ

か新たな情報を提供しているのに対し、中露の報告には新たな情報は見当たら

ない。 

 また、５核兵器国が合意した「共通の枠組み」が、２０１０年行動計画に沿

った標準報告フォームとなっていないことから、上述のとおり、分析に困難を

きたしたのみならず、未報告事項の項目が複数あった。例えば、行動６（軍縮

会議における核軍縮）、行動７（軍縮会議におけるＮＳＡ）及び行動２２（軍縮

不拡散教育）はいずれの核兵器国も未報告であり、また、行動１２（ＣＴＢＴ

発効促進会議）は露を除いて未報告、行動１（核兵器のない世界へのコミット

メント）については英仏が未報告であった。これらいずれの行動も必ずしも報

告することが困難なほど高いレベルの内容が求められている訳ではなく、本来

であれば、報告できると思われるものである。未報告に終わったのは、「共通の

枠組み」が２０１０年行動計画の内容に沿っていなかったため、報告する側の

単純な見落としでないかと思われる。 

他方で、いずれの国も報告しなかった行動５(d)（核兵器使用防止政策）、中仏

露が未報告の行動３（全ての種類の核削減へのコミットメント）、英仏中が未報

告の行動５(b)（種類・場所にかかわらない対処）については、各国の核ドクト

リンとの関係等で報告が困難であった可能性がある。例えば、核兵器使用防止

政策は、核兵器の使用を前提とする核抑止ドクトリンに触れるものであり、そ

もそも困難であった可能性がある。また、例えば、露が、戦術核を含む全ての

種類の核削減へのコミットメント（行動３）について報告しなかったのは、特
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に欧州方面で戦術核への依存度を高めつつあることが背景にあったと思われる。 

 以上、５核兵器国の報告全般についての大まかな分析を踏まえ、各核兵器国

の報告について、過去の再検討会議での「情報提供」乃至「報告」と同様に分

析する。 

 

 米国の報告は、核軍縮措置に関する記述が大幅に増加したことに加え、宣言

政策に関する記述も大幅に増加した。これは、２００９年のオバマ(Barack H. 

Obama)政権発足以降、核兵器の役割低減に関する議論が活発となり、その重要

性が高まったことから記述が大幅に増加したものと考えられる。全体としては、

核軍縮措置に関する記述は増加し、プロパガンダ的な記述は減少するという米

国による報告の大きなトレンドに沿っている。 

 

 

図５－１ ２０１５年再検討会議における米国の「報告」のカテゴリー（単位：％） 

（図５－１から図５－１０は、いずれも公式文書を基に筆者作成） 

 

 露の報告は、プロパガンダ的記述が大幅に減った。しかし、核軍縮に関する

基本的な考え方を延々と説明する記述が大幅に増えており、保有する核戦力の

現状や核軍縮措置の実施状況を報告するという報告本来の目的には依然資した

ものとはなっていない。また、新ＳＴＡＲＴに基づいた核軍縮措置の記述はあ

るものの、露が保有する核戦力の現状そのものに関する記述がなくなったのは、

透明性に関する露の姿勢が後退したことを示す可能性がある。 
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図５－２ ２０１５年再検討会議における露の「報告」のカテゴリー（単位：％） 

 

 １９９５年以来初めての報告を提出した英国については、自国の核軍縮措置

を紹介する際にその重要性や程度を強調するようなプロパガンダ的な記述が、

減少傾向であることは米露と同様ではあるが、米露よりも高い水準に留まった。

他方で、プロパガンダ的な記述が相対的に減少した分については、英国の基本

的な考え方と英国による核軍縮措置に関する記述が増加した。第３章で述べた

とおり、核弾頭の備蓄数を初めて公表したことは特筆すべきである。 
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図５－３ ２０１５年再検討会議における英国の「報告」のカテゴリー（単位：％） 

 

 中国の報告は、相対的に減少したプロパガンダ的な性格の記述に替わって、

基本的な考え方の記述が大幅に増えている。特に、今回の報告では、中国の第

一（先行）不使用政策の背景として、孫子以来の中国の軍事的文化に根付く「正

戦」の考え方を詳細に説明したことが特徴的である。如何に自国の政策や主張

が優れているかといったプロパガンダ的な記述と異なり、淡々と説明されてい

るため、基本的考え方に分類したものの、そもそも中国の第一（先行）不使用

政策自体が、中国が核兵器保有に至った際の正当化理由として使われてきたこ

とから336、プロパガンダ的な性格は残っているとも言える。その意味で、中国

の報告は、本質的には大きな変化はないとも言える。 

 

                                                   
336 Sun Xiangli, “The Development of Nuclear Weapons in China,” in Understanding 
Chinese Nuclear Thinking, eds. Li Bin and Ton Zhao (Washington D.C.: Carnegie 

Endowment for International Peace, 2016), p.82. 
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図５－４ ２０１５年再検討会議における中国の「報告」のカテゴリー（単位：％） 

 

 仏の報告は、２０１０年に引き続き２回目であるが、２０１０年のものは厳

密に言えば「報告」という文脈ではなく、仏がいかに２０１０年再検討会議で

合意された「１３措置」にコミットしており、履行しているかを示すための「作

業文書」という形式となっていることもあり、プロパガンダ的な性質が全面に

出ていた。それに対して、２０１５年においては、２０１０年行動計画で合意

された「報告」義務を実施するという観点から提出されていることもあり、抑

制された表現で淡々と仏の実施内容を記述している。その結果、プロパガンダ

的な記述は大幅に減り、仏の具体的な核軍縮措置や自国の核戦力の状況に関す

る記述が増えた。 
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図５－５ ２０１５年再検討会議における仏の「報告」のカテゴリー（単位：％） 

 

 

 以上、２０１４年の第３回準備委員会における各核兵器国の報告について、

第４章における図４－１９から図４－２３と合わせると次の図５－６から図５

－１０のとおりとなる337。 

                                                   
337 ５核兵器国は、２０１５年再検討会議でも報告を提出したが、いずれも２０１４年の第

３回準備委員会で提出された報告に若干のアップデートを加えた程度であった。本来、２０

１５年再検討会議プロセスでは、２０１０年行動計画の合意に基づいて２０１４年の２０１

５年再検討会議第３回準備委員会における報告の提出が求められているので、本稿では、２

０１４年の報告の分析をもって２０１５年の報告の分析と見なすこととする。 
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図５－６ 第３回再検討会議（１９８５年）から２０１５年再検討会議にかけ

ての米国の「情報」及び「報告」における各カテゴリーの推移 

 

 
図５－７ 第３回再検討会議（１９８５年）から２０１５年再検討会議にかけ

てのソ連及び露の「情報」、「国別報告」及び「報告」における各カテゴリーの
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推移 

 

 
図５－８ 第３回再検討会議（１９８５年）から２０１５年再検討会議にかけ

ての英国の「情報」及び「報告」における各カテゴリーの推移 

 

 
図５－９ １９９５年再検討・延長会議から２０１５年再検討会議にかけての
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中国の「国別報告」及び「報告」における各カテゴリーの推移 

 

 
図５－１０ ２０１０年再検討会議から２０１５年再検討会議にかけての仏の

「作業文書」及び「報告」における各カテゴリーの推移 

 

 以上、２０１５年再検討会議における各核兵器国の報告の特徴は、第４章で

まとめた各国の報告の傾向に概ね沿っていることがわかる。すなわち、プロパ

ガンダ的な記述は減少する傾向にあり、また、基本的に報告内容が充実する傾

向にある。更に、核軍縮みならず条約の三本柱（核軍縮、核不拡散及び原子力

の平和的利用）全体を報告の対象としている。報告のフォームについては、上

述のとおり、５核兵器国は「共通の枠組み」に合意したものの、報告のための

共通項目が一般的に過ぎるため、実際には報告の内容は、報告の各カテゴリー

の結果を見ても各国で大きな開きがあった。しかし、必ずしも「標準報告フォ

ーム」とは言えないまでも「共通の枠組み」の下で各核兵器国が一定程度統一

的な報告を実施したことは少なからず前進と言える。 

 

３．２０１５年再検討プロセスにおける透明性に関する提案（上記１．を除く） 

ＮＰＤＩは、本章１．で述べたとおり、標準報告フォームに関する包括的な

提案を２０１２年の第１回準備委員会に提出した。しかし、この提案は、報告

のフォームに焦点を当てており、第４章で論じた検証可能性や不可逆性の原則

と透明性の原則との関係、再検討プロセス強化との関係といった点については
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触れていない。ＮＰＤＩは、これらの点につき、２０１４年の第３回準備委員

会に提出した「核軍縮における透明性の向上」と題する作業文書で補足した。

このＮＰＤＩの新しい作業文書は、３つの主要点で構成されている。第１に、

透明性、不可逆性及び検証可能性という核軍縮における３つの原則の関係につ

いて、透明性の原則が、不可逆性及び検証可能性という他の２つの原則を下支

えしていることを明記した。「透明性が欠如すれば、核軍縮を検証することもで

きず、また、不可逆的な方法で核軍縮措置が達成されているか完全な信頼を有

することもできない」338からである。この趣旨は、第４章で述べたとおり、２

０１０年再検討会議における日本代表発言にも見られることであるが、このよ

うに公式な文書として出されたのは初めてである339。 

 第２に、ＮＰＤＩは、透明性を確保するための実際的かつ効果的なツールと

して、報告メカニズムを位置づけた。既に第１回準備委員会に提出した作業文

書で具体的な標準報告フォームを提案しているところであったが、第３回準備

委員会での作業文書では、上述のとおり、透明性の原則の重要性を述べた上で、

その透明性を確保するためのツールとして報告メカニズムを位置づけることで、

第１回準備委員会で提案した標準報告フォームが置かれる文脈をより明確にし

た。 

 第３に、透明性向上とそのためのツールである報告メカニズムが、ＮＰＴの

再検討プロセス強化のための効果的な手段であることを明記した。報告メカニ

ズムを、締約国の説明責任を果たす上で不可欠な再検討プロセス強化のための

効果的な手段であると位置づけたのである。第４章２．（４）で述べたとおり、

２０１０年再検討会議において、透明性や報告メカニズムが再検討プロセス強

化というテーマの本来的に実質的な論点であることが忘却される傾向にあった

が、２０１５年再検討会議におけるＮＰＤＩのこの作業文書は、再検討プロセ

ス強化の本質的な論点を改めて指摘するものであった。 

 ＮＰＤＩは、更に、翌年の２０１５年再検討会議に透明性を含む包括的な作

業文書を提出した。同作業文書での透明性に関する部分は、透明性の原則の他

の２原則に対する優位性に言及した上で、具体的な報告事項を列挙しており、

ＮＰＤＩが第１回準備委員会と第３回準備委員会に提出した作業文書の主要点

                                                   
338 Increased transparency in nuclear disarmament: working paper submitted by 
members of the Non-Proliferation and Disarmament Initiative (Australia Canada, Chile, 
Germany, Japan, Mexico, Nigeria, the Netherlands, the Philippines, Poland, Turkey 
and the United Arab Emirates) (NPT/CONF.2015/PC.III/WP.10: March 19, 2014).  
339 ２０１０年再検討会議における日本政府代表の発言は非公式な場である補助機関にお

けるものであることから、厳密には同発言も非公式なものに留まっている。なお、２０１５

年再検討会議では、日本政府代表である佐野利男軍縮会議日本国政府代表部特命全権大使は、

公式な場である主要委員会Ⅰの演説において同趣旨の発言を行っている。外務省ホームペー

ジ参照。 <http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000079703.pdf> 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000079703.pdf
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を記述した340。 

日本は、同再検討会議では、これらＮＰＤＩの複数の共同作業文書、特に第

３回準備委員会に提出した共同作業文書における上記の３つの主要点をさらに

発展させる形で、「透明性、報告及び再検討プロセス強化」と題する独自の作業

文書を提出した341。第１に、上記と同じ理由をもって、透明性の原則の不可逆

性と検証可能性の原則に対する優位性に言及し、さらに、「透明性の向上は、国

家間の不信を緩和し、地域・国際的レベルにおける信頼を醸成することとなる。」

とした。第２に、ＮＰＤＩが第１回準備委員会に提出した報告フォーム案を挙

げながら、透明性向上のための効果的な方途として報告メカニズムを位置づけ

た。第３の再検討プロセス強化との関係については、次のとおり述べて大幅に

発展させている。すなわち、再検討プロセスとは、そもそもＮＰＴの不平等な

性格を可能な限り緩和するために条約に組み込まれた制度である。非核兵器国

の核不拡散上の義務についてはＩＡＥＡの保障措置に基づくＩＡＥＡ理事会に

対する報告によって透明性が確保されているが、核兵器国の核軍縮義務につい

てはそのようなメカニズムが存在しない。したがって、ＮＰＴの再検討プロセ

スの主要な目的は核兵器国の核軍縮義務の履行状況をレビューすることであり、

また、再検討プロセスは核兵器国の説明責任を果たすメカニズムの役割を果た

している。１９９５年のＮＰＴ無期限延長以来、この核兵器国による説明責任

はますます重要となっており、実際、１９９５年の再検討プロセス強化に関す

る決定は、無期限延長の決定と合わせて採択された。したがって、透明性向上、

そしてそのための効果的なツールとしての報告メカニズムを、再検討プロセス

強化の文脈に位置づけて組み込むことが重要であると論じた。その上で、２０

１７年の第１回準備委員会において核兵器国が「標準報告フォーム」に改めて

合意すること、２０１８年の第２回準備委員会では合意された「標準報告フォ

ーム」に基づいて核兵器国が核軍縮義務の履行状況について報告を行うこと、

２０１９年の第３回準備委員会ではそれら報告についてレビューする特別なセ

ッションを設けること、２０２０年再検討会議ではその後の進め方について決

定することを、２０１５年再検討会議で合意すべきこととして報告メカニズム

に関する具体的な提案を行った。このように、この日本の独自の作業文書は、

透明性・報告メカニズムの再検討プロセス強化との関係に主眼を置くものであ

                                                   
340 Recommendations for consideration by the 2015 Review Conference of the Parties to 
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Joint working paper submitted 
by the members of the Non-Proliferation and Disarmament Initiative (Australia 
Canada, Chile, Germany, Japan, Mexico, Nigeria, the Netherlands, the Philippines, 
Poland, Turkey and the United Arab Emirates) (NPT/CONF.2015/WP.16: March 20, 

2015). 
341 Transparency, Reporting and Strengthening the Review Process: Working paper 
submitted by Japan (NPT/CONF.2015/WP.32: April 22, 2015).  
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った。 

 

４．２０１５年再検討会議議長団による草案の変遷 

 ２０１５年再検討会議において、透明性・報告メカニズムは、核軍縮措置の

履行状況をレビューする主要委員会Ⅰ、今後の核軍縮措置について検討する主

要委員会Ⅰの補助機関（補助機関１）、さらに、再検討プロセス強化を扱う主要

委員会Ⅲの補助機関（補助機関３）で議論された。ここでは、それら委員会・

機関及び再検討会議の議長草案における変遷を踏まえながら、議論の展開を概

観する。 

 まず、５月８日付の主要委員会Ⅰ議長草案では、第１５項で、「２０１０年行

動計画での合意に基づいて核兵器国が提出した標準カテゴリーによる報告に留

意」し、「保有核兵器の数に関する幾つかの国による更なる透明性に留意」した
342。 

同日付の補助機関１の議長草案及び同１３日付の同草案では、第８項で核兵

器国に対して、「核軍縮を促進し加速することを目標として、核兵器関連の定義

や用語についての議論を強化することを含め、透明性を向上させ、相互信頼を

高める努力を拡張するよう慫慂」した。また、第９項で、「核兵器国に対し、２

０１７年に開催される２０２０年再検討会議第１回準備委員会以降、①核弾頭

の数、種類（戦略・非戦略）及び地位（配備・非配備）、②運搬手段の数及び種

類、③軍事・安全保障概念、ドクトリン及び政策における核兵器の役割・意義

の実質的な低減に関する措置、④核兵器の偶発的・不許可による使用のリスク

を低減させるための措置、⑤核兵器システムの運用状態の低減又は警戒態勢解

除のための措置、⑥核軍縮努力の一環として解体・削減した核兵器及び運搬手

段の数及び種類、⑦軍事目的の核分裂性物質の量を含む、核軍縮の取組に関す

る年次報告を提出するよう求め」た。更に、「各準備委員会及び再検討会議にお

いて、核兵器国による報告をレビューするための特別時間を割り当てることに

ついて合意し」た。同時に、第１０項において、非核兵器国に対しても、「透明

性向上への貢献として、非核兵器国による報告の質、量及び一貫性を向上させ

るよう求め」た343。 

                                                   
342 Report of Main Committee I: Chairman’s Draft on Substantive Elements 

(NPT/CONF.2015/MC.I/CRP.3: May 8, 2015). 

<http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2

015/documents/MCI-CRP3.pdf> 
343 Subsidiary Body 1: Draft substantive elements (NPT/CONF.2015/MC.I/SB.1/CRP.1: 

May 8, 2015).   

<http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2

015/documents/SBI-CRP1.pdf>; Subsidiary Body 1: Draft substantive elements 

(NPT/CONF.2015/MC.I/SB.1/CRP.1/Rev.1: May 12, 2015). 

http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/documents/MCI-CRP3.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/documents/MCI-CRP3.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/documents/SBI-CRP1.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/documents/SBI-CRP1.pdf
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この案は、同１４日付の主要委員会Ⅰと補助機関１の統合草案でもそのまま

維持され、同１５日付の統合第２次案では、核兵器国に対して「標準報告フォ

ーマットに関する関与を継続することを求める」ことが追加され、核兵器の役

割・意義の低減部分に関して「低減」のみならず「除去」が追加され、更に、「２

０２０年再検討会議は、この報告メカニズムの実施に関する進展につきレビュ

ーを行い、更なる発展に関する次のステップについて決定する」ことが追加さ

れた344。 

 主要委員会Ⅰ及び補助機関１と並行して、再検討プロセス強化を扱う補助機

関３においても同様の議論が行われていた。補助機関３における議論を議長の

責任でまとめた同１５日付の補助機関３議長の作業文書では、再検討会議が規

定されている条約第８条のレビューにおいて次のとおり盛り込まれた。 

 

会議は、再検討プロセスの強化の不可欠な部分として、２０１０年行動

計画の行動２０で合意されたとおり、すべての締約国による定期報告を

通じた説明責任と透明性の向上の必要性を再確認した。会議は、核兵器

国が標準報告フォームに合意し、適切な報告間隔を決定するよう促され

た２０１０年行動計画の行動２１を想起する。会議は、核兵器国が、核

兵器国の義務、コミットメント及び約束の実施状況につき、保有する核

兵器の数及び種類、核軍縮努力の一環として廃棄・削減された核兵器の

数、及び軍事目的で生産された核分裂性物質の量といった数値情報と共

に２０１７年以降年次報告を提出するとの複数の国による提案に留意

する。会議は、条約の特定条文の実施状況を監視するためのメカニズム

の設置に関する締約国間の異なる見解に留意する。345（注：下線は筆者） 

 

ここでは、２０１０年の再検討会議までの透明性に関する議論が集約されてい

ることがわかる。すなわち、報告メカニズムを、「再検討プロセス強化の不可欠

な部分」であり、説明責任と透明性の向上の手段と位置づけている。報告対象

は、補助機関１における議長草案と比べると貧弱な面はあるが、「数値情報」と

いう文言は、報告対象は具体的な数字を伴うべきとの考え方が示されている。 

 再検討会議議長が会議最終日の前日となる５月２１日に提示した最終文書案

                                                                                                                                                     

<http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2

015/documents/SBI-CRP1-Rev1.pdf> 
344 Main Committee I: Revised draft Chairman’s report 
(NPT/CONF.2015/MC.I/CRP.4/Rev.1: May 15, 2015). 

<http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2

015/documents/MCI-CRP4-Rev1.pdf> 
345 Working paper of the Chair of Subsidiary Body 3 (NPT/CONF.2015/MC.III/WP.1: 

May 14, 2015). 

http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/documents/SBI-CRP1-Rev1.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/documents/SBI-CRP1-Rev1.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/documents/MCI-CRP4-Rev1.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/documents/MCI-CRP4-Rev1.pdf
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346では、上記引用部分は、核軍縮を扱う条約第６条における草案との重複を避

けるため、再検討プロセスを扱う条約第８条における草案からは削除され、第

６条における草案に集約された。しかし、その結果、「再検討プロセスの強化の

不可欠な部分」や「説明責任（の向上）」といった文言が反映されないままとな

ってしまった。更に、核兵器国による標準報告フォームに基づく報告について

「留意」に過ぎなかった草案は「歓迎」に格上げされ、報告頻度は２０１７年

以降の毎年から２０１７年と２０１９年の２回の準備委員会に減らされた。ま

た、核兵器の数などの報告対象についても、「国家安全保障を害さない範囲で」

報告する際に「考慮」することとされた。 

 

５．２０２０年再検討プロセスにおける主な透明性に関する提案 

２０２０年再検討プロセスにおいても、透明性は引き続き重要な論点として

活発な議論がなされている。次の３つの提案が、２０１８年の第２回準備委員

会までに出された主な提案である。 

第１に、２０１７年の第１回準備委員会において、新アジェンダ連合（ＮＡ

Ｃ）は、「核軍縮の義務・コミットメントの実施に関する透明性向上と測定可能

性を通じた説明責任の強化」と題する作業文書を提出した347。この作業文書の

特徴は、透明性が説明責任の概念と密接に関係しているといった２０００年代

以降の議論を改めて提起した上で、「測定可能性(measurability)」という概念を

新たに打ち出していることである。核兵器国が説明責任を果たすためには、既

存の核軍縮義務・コミットメントの履行状況を客観的な指標（ベンチマーク）

でもって測定できなければならず、そのためには、核兵器国による報告は標準

化される必要があると主張した。こうした指標を取り入れる手法は、持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）をはじめ、環境、貿易、人権といったあらゆる分野で

取り入れられているものであるとした。その上で、核兵器国及び安全保障政策

において核兵器の役割を維持しているその他の国が報告すべき具体的な指標を

提案した。それら具体的な指標自体は、上記で概観したこれまでのＮＰＤＩに

よる提案等と比較しても特段新たなものはないが、「測定可能性」という概念を

                                                   
346 Draft Final Document: Review of the operation of the Treaty, as provided for in its 
article VIII (3), taking into account the decisions and the resolution adopted by the 1995 
NPT Review and Extension Conference, the Final Document of the 2000 Review 
Conference and the conclusions and recommendations for follow-on actions of the 2010 
Review Conference (NPT/CONF.2015/R.3: May 21, 2015). 
347 Strengthening accountability through enhanced transparency and measurability of 
the implementation of nuclear disarmament obligations and commitments under the 
Non-Proliferation Treaty: Working paper submitted by Ireland on behalf of Brazil, 
Egypt, Mexico, New Zealand and South Africa as members of the New Agenda Coalition 

(NPT/CONF.2020/PC.I/WP.13: March 24, 2017).  
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示したことと、核兵器国に限らずいわゆる核の傘の下にある非核兵器国にも同

様の報告を求めたことが特徴的である。第２章において透明性にかかわる原則

の一つとして各国からの情報を横に並べて比較できる必要があるとの「比較可

能性」という概念を示したが、比較するためにも測定可能である必要があるこ

とから、「測定可能性」は「比較可能性」の基礎をなすものと言える。 

第２に、同じく２０１７年の第１回準備委員会にＮＰＤＩが提出した「ＮＰ

Ｔのすべての締約国による透明性」と題した作業文書である348。過去のＮＰＤ

Ｉによる透明性に関する具体的な提案に言及しつつ、核兵器国のみならず、非

核兵器国も使える標準報告フォームを提案した。既述のとおり、ＮＰＴの再検

討プロセスでは、本来的にはＮＰＴの不平等性に起因する形で核軍縮に関する

透明性及び報告が議論の焦点となってきたが、「定期報告」に関する２０１０年

行動計画の行動２０は、核兵器国に限らず「すべての締約国」に定期報告を求

めており、また、核軍縮に限らず、核不拡散及び原子力の平和的利用を含む行

動計画全体の履行状況について定期報告を求めている。したがって、ＮＰＤＩ

の新たな標準報告フォームは、核兵器国のみならず非核兵器国も、かつ、核軍

縮のみならず行動計画全体について報告すべきとした。核兵器国側の主張に配

慮したものと言える。 

第３に、２０１８年の第２回準備委員会において、ＮＰＤＩは「再検討プロ

セス強化のための透明性向上に関する提案」と題した作業文書を提出した349。

同作業文書は、前年のＮＡＣの提案のように、従来の報告のあり方では過去の

コミットメントの履行状況を測定することは難しいためベースラインの設定と

標準報告フォームの採用が必要としつつ、透明性と報告が、説明責任を果たす

メカニズムとしての再検討プロセス強化の不可欠な一部として組み込まれてい

ることが不可欠とした。その上でＮＰＴ再検討プロセス強化の一環としての具

体的な報告メカニズムを提案した。例えば、２０２０年再検討プロセスについ

ては、ＮＰＤＩが提案した標準報告フォーム案を参考とした２０１９年の第３

回準備委員会における報告、再検討プロセス強化の一環としての報告メカニズ

ムの強化、２０２０年再検討会議での２０２５年再検討プロセスにおける報告

                                                   
348 Transparency by all States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons: Joint working paper submitted by the members of the Non-Proliferation and 
Disarmament Initiative (Australia, Canada, Chile, Germany, Japan, Mexico, Nigeria, 
Netherlands, Philippines, Poland, Turkey and United Arab Emirates) 
(NPT/CONF.2020/PC.I/WP.17: April 19, 2017).  
349 Proposals by the Non-Proliferation and Disarmament Initiative to enhance 
transparency for strengthening the review process for the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Working paper submitted by the members of the 
Non-Proliferation and Disarmament Initiative (Australia, Canada, Chile, Germany, 
Japan, Mexico, Netherlands, Nigeria, Philippines, Poland, Turkey and United Arab 
Emirates) (NPT/CONF.2020/PC.II/WP.26: April 11, 2018).  
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メカニズムの合意、２０２５年再検討プロセスの準備委員会での各国による報

告に関する議論の実施と議論の概要をまとめた準備委員会議長による報告等を

提案した。これは、透明性と報告メカニズムが再検討プロセス強化のための効

果的な手段であるとした２０１４年の準備委員会へのＮＰＤＩによる提案（上

記３．参照）、及び２０２０年再検討プロセスにおける具体的な報告メカニズム

を提案した２０１５年再検討会議への日本の作業文書の内容を更に具体化・精

緻化したものと言える。 

 

６．２０１５年及び２０２０年再検討プロセスのまとめ 

 以上のとおり、２０１５年再検討プロセス及びこれまでの２０２０年再検討

プロセスでの透明性に関する動きを分析すると、第４章２．（５）及び同章３．

（１）で分析した１９７５年の第１回再検討会議から２０１０年再検討会議ま

での傾向が概ね継続していることがわかる。 

まず、透明性に関する議論については、第１に、２０１５年再検討プロセス

及び２０２０年再検討プロセスを通じても引き続き活発に行われている。２０

１５年再検討プロセスでは、フェルーキ(Taous Feroukhi)同再検討会議議長が

「今次再検討会議の３大重要論点」として、核兵器の非人道性及び核軍縮の効

果的措置と並んで透明性を挙げたとおり、透明性は同会議での最重要論点の１

つとなった。それまでの再検討会議で透明性がこれほどの重要性をもって議論

されることはなかった。また、２０１５年再検討会議では主にＮＰＤＩが透明

性の議論を主導していたが、２０２０年再検討プロセスではＮＡＣも重要な提

案をしており、議論が広がりを見せている。第２に、透明性の具体的な対象と

しては、ＮＰＤＩが多くの具体的項目を盛り込んだ標準報告フォーム案を提出

するなど、より具体的な議論が進展した。最終的に採択はされなかったものの

実質的に合意されていた最終文書案においても、定量的情報を中心に数多くの

具体的項目が列挙された。第３に、透明性向上の具体的手段としての報告メカ

ニズムの位置づけ、また、再検討プロセス強化の一環という位置づけは、２０

１５年再検討プロセス及び２０２０年再検討プロセスを通じてより明確なもの

となった。すなわち、透明性向上の議論は、単に知的好奇心を理由とする要求

ではなく、ＮＰＴの不平等性を原因とする核兵器国に対する「説明責任」の要

求としてなされてきた。同時に、「説明責任」の要求を端緒として、「再検討プ

ロセスの強化」の議論の文脈でも議論がなされてきた。この両者の流れが合流

する形で、「報告メカニズム」の構築について議論がなされるようになってきた。 

また、核兵器国による報告についても、第１に、プロパガンダ的な内容は依

然として残ってはいるものの、引き続き相対的に減少する傾向が続いている。

第２に、報告の内容については未だ多くの問題点はあるものの、１９７０年代
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以来の全体の流れの中においては、報告の有用性は増していると言えよう。少

なくとも、特に１９９５年再検討・延長会議以降、２０１０年再検討会議まで、

核兵器国の自発性に委ねられていた報告の提出が、２０１５年再検討プロセス

においては実質的に義務化されたことは大きな意義を有する。第３に、２０１

０年行動計画で提出が求められた報告の対象については必ずしも解釈が一致し

ていないものの、報告の提出が核軍縮のセクションで合意されたことや、不平

等条約であるＮＰＴの無期限延長との引き換えとしての再検討プロセス強化た

る報告メカニズムであることを考慮すれば、基本的には核軍縮が主な対象であ

るはずであるが、実際には、５核兵器国は核軍縮のみならず、核不拡散及び原

子力の平和的利用についても報告した。核軍縮のみならず、敢えてＮＰＴの三

本柱すべてを対象とすることで、核軍縮に焦点が当てられることを避けたいと

の意識の表れであろうと考えられる。２０２０年再検討プロセスでは、そうし

た核兵器国の意向に配慮する形で、ＮＰＤＩが、核兵器国と非核兵器国双方に

よる、核軍縮のみならず、核不拡散及び原子力の平和的利用を含めた報告を可

能とする包括的な標準報告フォーム案を提案した。第４に、２０１０年行動計

画で「標準報告フォーム」に合意することが求められたことを受けて、５核兵

器国は合意した「共通の枠組み」に基づいて報告を提出した。２０１０年再検

討会議までの核兵器国による報告が、内容のみならず、「情報提供」、「国別報告」、

「報告」、「作業文書」と文書の名称からバラバラであったことと比べると一定

の前進が見られているものの、２０１５年再検討プロセスにおける報告でも依

然として報告のスコープや内容にはばらつきがある。 

 

７．多国間の核軍縮における透明性のまとめ 

 以上、第４章及び第５章を通じて、ＮＰＴを代表として多国間の核軍縮にお

ける透明性の議論を概観した。多国間においても、第２章の軍備管理・軍縮一

般及び第３章の米ソ・米露の核軍備管理・軍縮と同様、透明性の用語自体は冷

戦後から使われ始めたが、実際には冷戦期から実質的に透明性の議論は一定程

度行われていた。透明性に関する議論が冷戦後から現在に至るまで、全体とし

てより重視される傾向にある点は米ソ・米露とＮＰＴとで共通している。更に

言えば、新ＳＴＡＲＴのデータの国際社会に対する公開度がＳＴＡＲＴ時のそ

れよりも下がっている状況の中で（第３章２．（１０）参照）、ＮＰＴでは核兵

器国の説明責任の観点から定量的情報を求める非核兵器国の声が強まっている

のは、第３章で述べた二国間の透明性から国際社会に対する透明性という流れ

がＮＰＴという核をめぐる最も代表的な国際的なフォーラムで十分に看取され

ている証左とも言える。 

しかし、その議論の進化の方向性は、ＮＰＴ特有の性質も相まって独自の流



182 

 

れを見せている。例えば、米ソ・米露及びＮＰＴのいずれにおいても信頼醸成

措置としての透明性措置が合意・議論されていたが、キューバ危機を契機とし

た危機管理的な米ソ・米露の二国間での信頼醸成措置としての透明性措置とは

異なり、多国間フォーラムであるＮＰＴでは同じ信頼醸成のための透明性とい

っても性質が大きく異なる。核兵器国と非核兵器国の間の差別性を内包するＮ

ＰＴでは、特に核兵器国が核軍縮に関する説明責任を果たすことで、主に核兵

器国と非核兵器国の間の信頼を醸成し、ひいては、ＮＰＴ体制そのものへの信

頼を維持するといった意味での信頼醸成のための透明性である。更に、核兵器

国による報告の程度に波がありつつも、ＮＰＴで核兵器国が何らかの報告をす

ることが半ば当たり前になっているのは、規範としての透明性が定着しつつあ

ることの証左と言えよう。 

 また、行為情報から始まって、定量的情報、意図情報という流れで進んだ米

ソ・米露の二国間とは異なり、ＮＰＴにおいては定量的情報と意図情報、特に

前者が議論の対象となってきた。ＮＰＴが危機管理や危機安定性のためのフォ

ーラムではないことから、行為情報が議論の対象となってこなかったのはある

意味当然のこととも言える。特に定量的情報が議論の主な対象になってきたの

は、定量的情報が最も比較可能性が高く、核兵器国による説明責任を果たすの

に最も適しているからであろう。２０２０年再検討プロセスで多くの国から「測

定可能性」という概念が示されるほど、「比較可能性」は説明責任が求められる

ＮＰＴにこそ最も関連性の高い透明性の原則と言える。透明性措置の履行を担

保するためのメカニズムも、米ソ・米露の二国間と同様、ＮＰＴにおいても、

特に比較可能性を担保するための報告メカニズムとして議論が深化している。 

 透明性は各国の安全保障を害さないことという安全保障の原則については、

ＮＰＴにおいても留意されていたが、安全保障への直結度がより高い二国間の

米ソ・米露の核軍備管理・軍縮とは異なり、多国間のＮＰＴでは安全保障の原

則よりも上述のとおり比較可能性の原則の方がより重視されてきていると言え

る。次章では、米ソ・米露の核軍備管理・軍縮における透明性と安全保障政策、

特に核戦略との関係を探る。 
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第６章 核戦略との関係における透明性 

 本章では、透明性措置が合意・実施される際にどのような考慮がなされるの

か、核抑止政策を中心とする核戦略との関係から探る。そのために、第３章で

示した米ソ・米露の核軍備管理・軍縮条約における透明性措置を中心として、

主要な透明性措置が合意可能となった背景を米国の核戦略との関係で論理的に

推論する形で明らかにする。本来であれば、すべての透明性措置について、ま

た、核戦略に限らず、両国間の政治・外交状況や国内文化の相違等、様々な観

点から分析する必要があろう。しかし、特に第３章で示した極めて詳細にわた

る米ソ・米露間の透明性措置の一つひとつを分析するのは膨大にわたる上に、

重複が避けられない。主要な透明性措置を分析すれば大きな方向性は示すこと

ができよう。また、米ソ間の政治・外交状況や、特に一般的な透明性をめぐる

国内文化の相違といった点も含めて分析できれば好ましいが、そこは今後の研

究の課題として、本論文では核戦略との関係に焦点を当てた形で分析すること

を目指したい。 

また、米国のみならず、ソ連・露の観点からの分析も必要であろう。しかし、

ソ連・露の観点については、ソ連・露の核戦略が米国の核戦略に比してより不

明確であること、また、米国との間で基本的に核の均衡を確保していたソ連・

露の観点は米国の観点から大きく異なることはないと考えられることから、ま

ずは関係する公式文書がより多く、また、より幅広くかつ深く研究されている

米国の核戦略を基礎として米国の観点から分析した上で、ソ連の透明性措置の

背景について若干の分析を加えることとする。その後、本論文の本来の問題意

識である中国について分析することとする。 

  

１．米国のケース 

 本節では、米ソ・米露の主要な透明性措置を米国の核戦略に当てはめて、米

国がそれら透明性措置を許容できた背景を探る。米ソ・米露間の透明性措置を

米国の核戦略に当てはめることから、米ソ・米露間の透明性措置の変遷を軸と

する。第３章で見たとおり、米ソ・米露間の透明性措置は、大きく核軍備管理・

軍縮条約以前期と核軍備管理・軍縮条約期とにわけられる。それぞれの時代の

透明性措置を、それぞれの時代の米国の核戦略（核軍備管理・軍縮条約期につ

いては米国のそれぞれの政権の核戦略）に当てはめてみた場合、米国がそれら

透明性措置を許容できた背景を探ることができよう。第３章で詳述したとおり、

米ソ・米露間の透明性措置は、これら２つの時代においてそれぞれ区別可能な

特徴を有していた。すなわち、核軍備管理・軍縮条約以前期においては、ホッ

トラインの設置やミサイル発射の事前通報といった意図情報や行為情報を対象

とした危機安定性に資するための信頼醸成措置としての透明性措置が中心をな
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していた。核軍備管理・軍縮条約期においては、国家技術手段（ＮＴＭ）、デー

タ交換、現地査察といった定量的情報を対象とした検証措置としての透明性措

置が中心をなしていた。同時にその時代には、核軍備管理・軍縮条約の枠外で

自発的な形での主に定量的情報を対象とした核軍備管理・軍縮を促進するため

の透明性措置への合意も追求された。なお、核軍備管理・軍縮条約期について

は、便宜的に、核軍備管理を中心とする戦略攻撃兵器制限交渉（ＳＡＬＴ）期

と、核兵器削減を中心とする戦略攻撃兵器削減条約（ＳＴＡＲＴ）期とに分け

て論じる。 

 

（１）核軍備管理・軍縮条約以前期（１９４５～１９７２年） 

 

核軍備管理・軍縮条約以前期の核戦略 

 米ソ・米露間において透明性措置の合意が可能となった背景を核戦略との関

係で探るためには、軍備管理の概念を形作った議論の基礎、すなわち、最初の

米ソの核軍備管理条約である戦略攻撃兵器制限暫定協定（ＳＡＬＴⅠ）の成立

までに核戦略が形成される流れを見る必要がある。ここを押さえれば、核軍備

管理・軍縮条約期以降も含めた透明性措置の合意が可能となった要因の大部分

を押さえることとなると言っても過言ではない。 

米国の核戦略とそれに基づく軍備管理の概念は、米国が水爆実験を実施した

１９５２年頃から１９６０年代後半頃にかけて作り上げられた。１９４５年の

原爆保有と広島・長崎への原爆投下後も、米国において、核兵器は、基本的に

第二次世界大戦中に実行された戦略爆撃の枠組みの中に位置付けられていた。

原爆は強力な威力を有していたとは言え、「絶対兵器」とまでみなされなかった。

しかし、１９５２年の水爆実験を境に、広島・長崎に投下された原爆の数千倍

もの威力を持つ水爆の巨大な破壊力を目の当たりにした結果、「水爆革命」と言

われるとおり、核兵器に対する見方は根本的に変化し、水爆時代における特有

の戦略の構築に関する議論が巻き起こった。 

 その過程において、主に２つの考え方が緊張関係をもって対立した。第１の

考え方は、水爆の破壊力はあまりにも大きく、相互の水爆の使用は国家的自殺

であることから、水爆時代の戦略は、報復の威嚇を通じた戦争や核兵器の使用

の防止・抑止にあるとする。国家的自殺が国の政治的目標たり得ないので、戦

争は政治的行為の継続であるとするクラウゼヴィッツ(Carl von Clausewitz)の

考え方は、水爆時代にはもはや有効ではないという考え方である。第２の考え

方は、抑止が失敗する可能性はある以上、実際に核兵器が使用される場合のこ

とを考える必要がある、したがって、政治的目標に資するべく管理された形で

の限定的な核使用を前提とすべきとするものである。ここでは、クラウゼヴィ
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ッツの考え方は引き続き有効とされる350。 

 こうした２つの主流の考え方が、１９５０年代末には２つの主流の戦略とし

て収斂していった。第１の戦略は、核戦争を防止・抑止することを目標として、

安定性を追求する。安定性の追求にあたっては、米ソ双方の核戦力の脆弱性こ

そが先制攻撃の誘因となり、安定性を阻害するので、核戦力の脆弱性の低減に

努める必要がある。したがって、脆弱性を高め先制攻撃の誘因となる、敵国の

核戦力関連の基地や施設を標的とするカウンターフォース（対兵力打撃）能力

の構築を避ける。より強力なカウンターフォース能力の構築を含意することと

なる戦略的優越性も追求しない。敵国の都市・産業に対するカウンターバリュ

ー（対価値）報復攻撃能力の構築に専念する。更に、仮に可能であったとして

も、都市防衛も実行すべきでないとする。都市を防衛することによって、相手

国の核戦力の能力を間接的に無効化することになるためである。後に、「戦略的

安定性」、「相互確証破壊（ＭＡＤ）」と呼ばれる概念につながる。抑止理論にお

いては、耐えがたい打撃（懲罰）を与える意思と能力を保有することで敵の費

用計算に働きかけて、敵による攻撃を断念させる「懲罰的抑止(deterrence by 

punishment)」に分類される。 

第２の戦略は、核抑止が失敗することを前提として、軍事施設を標的としつ

つ、一般市民は標的としない管理・区別された核戦争を想定する。カウンター

フォースに基づく戦争の結果に対する恐怖心を利用した強制や取引を可能とす

る。その結果、核戦力はより政治的な重みを持つこととなる。カウンターフォ

ース能力の構築は、核抑止力の信頼性を維持するためにも必要とされた。すな

わち、カウンターバリュー報復攻撃のみでは、敵国に残存する核戦力による再

報復を招くこととなり、そうした自国の壊滅を招くような報復戦略に基づく核

抑止力の信憑性に疑問が生じかねない。したがって、敵国の核戦力を破壊する

損害限定能力、すなわちカウンターフォース能力の構築が必要となる351。この

第２の戦略は、抑止理論においては、敵の攻撃を物理的に阻止（否定）する能

力を保有することで敵の目標達成可能性に関する計算に働きかけて、敵による

攻撃を断念させる「拒否的抑止(deterrence by denial)」に分類される。 

軍備管理の概念は、この２つの考え方・戦略のうち、特に 第１の考え方・

戦略に基づいて構築された。すなわち、双方の核戦力の脆弱性を低減させて、

戦略的安定性を確保するための手段として軍備管理が模索された352。相互の合

                                                   
350 Marc Trachtenberg, “Strategic Thought in America, 1952-1966,” Political Science 
Quarterly, Vol.104, No.2 (Summer 1989), pp.303-307.  
351 Ibid., pp.317-327. 小川伸一、菊地茂雄、高橋杉雄「冷戦後の核兵器国の核戦略」『防衛

研究所紀要』第３巻第１号（２０００年８月）、６～７頁。 
352 Thomas C. Schelling and Morton H. Halperin, Strategy and Arms Control 
(Washington D.C.: Pergamon-Brassey’s International Defense Publishers, 1985), 
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意によって、双方の核戦力を安全・確実なもの、すなわち、非脆弱なものとす

る。第１の戦略において、戦略的優越性を求めない理由の一つは、一方が優越

し他方が劣勢の状態では合意は見込めず、軍備管理で合意を得るためには双方

がある程度の均衡（パリティ）が必要だということがある。 

実際には、米国の核戦略は、必ずしもどちらか一方の考え方・戦略のみを採

用したのではなく、両者が合流する形で構築されてきた。第１の考え方・戦略

の観点からは本来カウンターフォース能力の構築は相いれないが、敵国の対米

抑止力を除去しない限りにおいて、すなわち、敵国に対する限定的な第二撃用

のカウンターフォース能力であれば、第１の考え方・戦略とも合致するとされ

た353。軍備管理の概念も、こうした核戦略の枠内で規定されてきた。すなわち、

第一義的には戦略的安定性を追求しながら、第二撃用のカウンターフォース能

力の構築に悪影響を与えないように構築されてきた。 

 

核軍備管理・軍縮条約以前期の透明性措置 

こうした軍備管理の概念が形成される過程にある核軍備管理・軍縮条約以前

期において合意された透明性措置は、第３章で示したとおり、１９６３年の米

ソのホットライン協定と１９７１年の米ソ核戦争勃発危険低減協定におけるミ

サイル発射の事前通告である。核兵器の上限や削減を規定する核軍備管理・軍

縮条約そのものではないが、いずれも核戦争の防止を目標としている点におい

て、後の核軍備管理の基礎となった上記の第１の戦略と合致している。第１の

戦略は、双方の先制攻撃の誘因を低減することを目的としている。ホットライ

ン協定は、相互のコミュニケーションを確保し、相手の動きや意図をより良く

把握するために実際に米ソ間の通信システムを構築することを規定した。未だ

核戦力の残存性が後の時代ほどに確保されていなかった当時においては、相手

の動きや意図がわからない状態では、特に危機的な状況において、「やられる前

にやる」という核の先制攻撃の誘因が高まることとなる。また、米ソ核戦争勃

発危険低減協定におけるミサイル発射の事前通告も、特に未だミサイル発射探

知能力が現代のそれほど高くない当時においては、ミサイル発射が開発実験の

ためか、訓練のためか、あるいは、軍事攻撃のためか、判然と区別がつかない。

危機的状況においては瞬時の判断が求められるが、核戦力の残存性が現代ほど

に確保されていない当時の状況においては、確定的な判断を待つことで「先に

やられる」リスクを避けるために、「やられる前にやる」という論理が働き、核

戦争に発展するリスクが高まる。ミサイル発射の事前通告はそうしたリスクを

低減することが期待され、まさに後の軍備管理の基礎となった上記の第１の戦

                                                                                                                                                     

pp.9-14.  
353 Trachtenberg, pp.317-327. 
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略と合致する透明性措置であった。 

以上のとおり、当時の透明性措置は第１の戦略とは合致しているものの、そ

れだけでは核戦略の観点からであっても透明性措置が合意された背景を全体と

してみたことにはならない。第１の戦略とは一見相矛盾するような第２の戦略

との関係で問題がなかったかもみる必要がある。第２の戦略は、抑止が失敗し

実際に核が使用されることを前提とした敵国の軍事施設に対するカウンターフ

ォース能力を構築することを目的としている。まず、ホットライン協定である

が、敵国とのコミュニケーションをとることが、カウンターフォース能力に具

体的な悪影響を与えるとはおよそ考えられない。理論的には、有事のコミュニ

ケーションの際に、敵国に対して核攻撃目標の対象を通告してしまい、敵国が

対象に防御を施すことも考えられるが、意図的に通告することはメリットがな

いので考えられず、仮に誤って通告することがあったとしても、核攻撃に対す

る防衛は、少なくともミサイル防衛技術が極めて初歩的な当時では物理的にほ

ぼ不可能であったと言える。したがって、無視できるリスクであったと考えら

れる。むしろ、抑止が失敗した場合には、互いに抑止関係を復活させるために

努力すると考えられ、有事の際のコミュニケーションは、抑止関係の復活に貢

献すると言える。まず、対話のチャンネルを維持するという外交面の利益があ

ろう。また、ホットライン協定で設置されたコミュニケーション・チャンネル

は本来的に軍事目的であり、軍事面においても利益があり得る。すなわち、抑

止が失敗した場合には、一気に全面核戦争にならないよう徐々にエスカレーシ

ョンの梯子（エスカレーション・ラダー）を上がることになると考えられるが、

敵国に対して、自国による報復は全面的なものではなく、限定的なものである

ということを具体的に知らしめることができるというメリットがある。その観

点から、ホットラインの設置は、後に相互確証破壊（ＭＡＤ）戦略と呼ばれる

ことになる第１の戦略のみならず、カウンターフォース戦略である第２の戦略

にも問題がないばかりか、合致するものと言える。 

ミサイル発射の事前通告が盛り込まれている核戦争勃発危険低減協定は、核

戦争の勃発を予防する協定であり、協定では明記されていないが、核使用を前

提とする第２の戦略の状況では実際には必ずしも適用される訳ではないと考え

られる。仮に有事にも適用されるとした場合、敵国に対して事前にミサイル発

射を通告することは、上記の有事の際のホットラインの場合と同様の問題点が

あり得るが、同様にそのリスクも無視できるものである。むしろ、メリット面

も同様にあると考えられる。つまり、実際に発射された（限定的な）ミサイル

を通告することで、限定的な核使用であることを具体的に示すことができる。

このように、ミサイル発射の事前通告についても、ホットラインの設置と同様

に、第１及び第２の両方の戦略と合致するものと言える。 
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（２）核軍備管理・軍縮条約期（１９７２年～現代） 

 

ＳＡＬＴ期の核戦略（１９７２～１９８０年） 

 ＳＡＬＴが署名された１９７２年から、ＳＡＬＴⅡが署名されたが批准され

なかった原因となったソ連のアフガニスタン侵攻が起きた１９７９年前後まで

のＳＡＬＴ期においては、上記１．（１）のとおり、ＳＡＬＴ以前期に発展した

核戦略と軍備管理の概念に基づいて、軍備管理条約が交渉・妥結された時代で

ある。米ソ両国が互いに相手国を確実に破壊することのできる核戦力を保有す

ることで全面核戦争を抑止するＭＡＤの状況を軍備管理条約で制度化する試み

である。具体的には、確実な第二撃能力を維持しつつ、先制攻撃の誘因となる

不安定的な核戦力を制限することで、安定的な戦略抑止関係、すなわち、戦略

的安定性(strategic stability)を確保するものである。 

ＳＡＬＴⅠは、より脆弱性が高く先制攻撃の誘因となり不安定的な大陸間弾

道ミサイル（ＩＣＢＭ）の現状凍結を義務づけ、同時に、脆弱性が低く報復攻

撃に用いられるより安定的な潜水艦発射型弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）について

はＩＣＢＭの代替であることを条件として追加的建造・配備を認めつつ上限を

定めた。双方の核戦力のＩＣＢＭからＳＬＢＭへの転換によって、戦略的安定

性の向上を図った。ＳＡＬＴⅠと同時に署名された対弾道ミサイル・システム

制限条約（ＡＢＭ条約）は、戦略防御を制限することで、報復攻撃に対して相

互に脆弱な状態を維持した。１９６０年代に米国防長官を務めたマクナマラ氏

が推進したＭＡＤを制度化したものである。 

他方で、戦略的安定性とＭＡＤの制度化と同時に、米国の核戦略そのものに

ついては、戦略的安定性とＭＡＤから逃れる方向に目を向けた時代でもあった。

すなわち、１９７２年、ニクソン(Richard M. Nixon)大統領は、国防省に対して、

核兵器の限定的な報復オプションを検討するように指示を出した。同検討は、

１９７４年１月、同検討を主導したシュレジンジャー(James R. Schlesinger)国

防長官の名前からいわゆるシュレジンジャー・ドクトリンという形で結実した。

米国政府は、このドクトリンが、従来のＭＡＤに基づく核戦略の延長上にある

ことを強調した。同時に、特に、ソ連が弾道ミサイルの複数再突入体（ＭＲＶ）

や複数個別誘導再突入体（ＭＩＲＶ）化を進展させていく中で、ソ連の対米限

定核攻撃、すなわち、都市破壊を回避したカウンターフォース攻撃の可能性を

重視し、米国として小刻みで限定的なカウンターフォース能力を確保し、ソ連

の対米限定的攻撃の誘因を除去することも主眼であった354。 

                                                   

354 岩田修一郎「米国核戦略の変遷」『国際政治』、第９０号、１９８９年３月、５８～５９
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 ＳＡＬＴⅡは、シュレジンジャー・ドクトリンに至る検討の最中に交渉が進

められた。米国政府は、シュレジンジャー・ドクトリンにおいて戦略的安定性

には資さないとされるカウンターフォース能力の確保を目標とした一方で、Ｓ

ＡＬＴⅡの交渉では、従来のＭＡＤに基づく戦略的安定性の確保を追求した。

まず、シュレジンジャー・ドクトリンが固まった後の１９７４年１１月にフォ

ード(Gerald R. Ford)米大統領とブレジネフ(Leonid Brezhnev)ソ連書記長がウ

ラジオストックでの首脳会談で合意したＳＡＬＴⅡの枠組みでは、両国が保有

できる戦略運搬手段を２４００基・機と規制した上で、そのうちＭＩＲＶ化さ

れた戦略運搬手段については１３２０基・機という内枠規制をかけることに合

意した。Ａ国のミサイルがＭＩＲＶ化されていれば、Ｂ国からすればＭＩＲＶ

化ミサイル１基を破壊する度に複数の核弾頭を効率的に破壊することができる。

そのため、Ｂ国は先制攻撃によって一気にＡ国の多くの核弾頭を無能力化でき

るとの誘惑にかられ、先制攻撃の誘因となる。すなわち、ＭＩＲＶ化ミサイル

は、より不安定的な戦力であるとみなされたため、全体の総量規制の中におい

て内枠規制がかけられることになったのである。 

 ウラジオストック合意後、主に巡航ミサイルや爆撃機の扱いを巡って交渉が

遅々として進まない中で、１９７７年１月に発足したカーター (Jimmy E. 

Carter)政権も核戦略の見直しに着手した。１９７９年１月、相殺戦略として示

されたカーター政権の核戦略は、シュレジンジャー・ドクトリンと同様に、従

来の核戦略の延長上にあるとされた上で、ＭＡＤ戦略のみでは抑止の信頼性が

低いので、多様かつ柔軟な核オプションを保持することを強調した。カーター

大統領が１９８０年７月に署名した大統領令第５９号は、相殺戦略を公式に承

認した上で、ソ連指導部が最も高い価値を置くもの、すなわち、ソ連の軍事施

設や地下施設に隠れる政治指導者を核攻撃の主な標的とし、そのためにはＭＸ

ロケットや空中・陸上発射型巡航ミサイルといった正確性の高い核戦力が必要

であるとした。また、長期戦に備えて、軍事衝突の初期段階では使わず、ソ連

の報復を抑止するための「安全な戦略的予備」の確保を唱えた355。このように

カーター政権の核戦略は、カウンターフォース戦略を強調する核政策関連文書

を大統領レベルで初めて承認するものとなった356。カーター政権の核戦略は、

シュレジンジャー・ドクトリンとさほど変わらないものの、ソ連の核戦略につ

いて、核戦争を政治の手段であると位置づけているとソ連の戦略分析に踏み込

んだ。米国として、ソ連が政治的目標に資するべく管理された形での限定的な

                                                                                                                                                     

頁。 

355 Richard Burt, “Carter Said to Back a Plan for Limiting Any Nuclear War,” The New 
York Times, August 6, 1980.   
356 Edward C. Luck, “The Reagan Administration’s Nuclear Strategy,” Current History 
Vol.82, No.484 (May 1983), p.196.  
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核使用を前提とすべきとする上記１．（１）の第２の考え方・戦略に固執してい

るとの判断をしたことを示している。その結果、カーター政権の相殺戦略は、

核抑止の要件として戦争遂行能力を強調することとなった357。 

 １９７９年６月にカーター米大統領とブレジネフソ連書記長の署名に至った

ＳＡＬＴⅡは、ウラジオストック合意の基本構造を更に精緻化する形となった。

すなわち、総量規制の枠内において、不安定的なＭＩＲＶ化核戦力の内訳規制

を設け、非ＭＩＲＶ化核戦力の比重を相対的に高めることで、戦略的安定性の

確保を意図した。具体的には、ＩＣＢＭ発射基、ＳＬＢＭ発射基、重爆撃機及

び空対地弾道ミサイル（ＡＳＢＭ）の総量を当初２４００基・機を上限、１９

８１年末までに２２５０基・機に削減した。その総量規制の中で、ＭＩＲＶ化

された弾道ミサイル及び長距離巡航ミサイル搭載の重爆撃機の総数上限を１３

２０基・機とした。更にその中でも、ＭＩＲＶ化された弾道ミサイル発射基の

総数の上限を１２００基とし、ＭＩＲＶ化されたＩＣＢＭ発射基の総数の上限

を８２０基とした。こうした階層的な内訳規制は、まずは不安定的なＭＩＲＶ

化された核戦力を規制した上で、そのＭＩＲＶ化された核戦力の中でもより不

安定的なＩＣＢＭの規制をかけて、ＳＬＢＭに比重を移すとの意図を示してい

る。ＳＡＬＴⅡにおいても、ＳＡＬＴⅠと同様、戦略的安定性の確保の一環と

して、ソ連の核戦力の「陸」から「海」への移動の強要が目的の一つであった

と言える358。ＳＡＬＴⅡは、第二撃用核戦力の非脆弱性の確保という戦略的安

定性の観点に反するＩＣＢＭの正確性の向上といった質的側面について何ら対

応できなかったといった批判はあるものの359、一定程度の戦略的安定性の確保

を目指したことは、合意内容からも明らかである。 

 

ＳＡＬＴ期の透明性措置 

 第３章で示したとおり、ＳＡＬＴⅠでは間接的な透明性措置に留まったが、

ＳＡＬＴⅡでは、ＩＣＢＭの発射基の保有数、ＭＩＲＶ化されたＩＣＢＭの発

射基の保有数、ＳＬＢＭの発射基の保有数、ＭＩＲＶ化されたＳＬＢＭの発射

基の保有数、重爆撃機の保有数等、条約の規制対象に関するデータ交換とその

定期的なアップデートが合意された。これは米ソ間で初めて定量的情報にかか

る透明性措置が合意された画期的なことであった。更に、米ソ核戦争勃発危険

低減協定におけるミサイル発射の事前通告以上のミサイル発射事前通告が合意

された。 

                                                   
357 岩田、６０～６１頁。 
358 佐藤栄一、『現代の軍備管理・軍縮：核兵器と外交１９６５～１９８５年』、東海大学出

版、１９８９年、３８０頁。 
359 Christoph Bertram, “SALT II and the Dynamics of Arms Control,” International 
Affairs, Vol.55, No.4 (Oct. 1979), pp.568-571.  
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 まず、データ交換について、戦略的安定性の確保という観点から、戦略関係

を不安定にする軍備競争を防ぐためにも、互いの核戦力の現状を把握すること

は望ましい。例えば、ＩＣＢＭ発射基の保有数のみならず、戦略的安定性の観

点からは、そのうち特に不安定的とみなされるＭＩＲＶ化されたＩＣＢＭ発射

基の保有数もデータ交換の対象とすることで、相手国の不安定的なＩＣＢＭの

動向を把握することができる。不安定的な核戦力が制限内にあることを相互に

共有できていることは、戦略的安定性の主要な構成要素である「軍備競争に係

る安定性(arms race stability)」に資することになる。また、戦略的安定性のも

う一つの主要な構成要素である「危機における安定性(crisis stability)」にも資

する。すなわち、相手国の不安定的な核戦力が一定の制限内にあることを把握

できることで、危機に際しても、相手国の不安定的な核戦力が無用に増強され

ているのではないかといった疑心暗鬼を減じ、疑心暗鬼を起因とする先制攻撃

の誘因も減じることとなる。ただし、不安定的な核戦力そのものはＳＡＬＴⅡ

においてゼロになっている訳ではなく、相互に保有していることから、一定の

先制攻撃の誘因は残る。したがって、ＳＡＬＴⅡにおけるデータ交換の戦略的

安定性に対する貢献度合いは、危機における安定性に対する貢献よりも、軍備

競争に係る安定性に対するそれの方が高いと言える。また、第３章２．（２）で

述べたとおり、ＳＡＬＴⅡにおけるデータ交換は、必ずしも検証目的ではなく

信頼醸成目的であったのは、戦略的安定性の観点から興味深い。条約の遵守状

況自体は人工衛星をはじめとしたＮＴＭによって検証することができるもので

あったので、データ交換は検証のためには必ずしも必要なかったが、敢えてデ

ータを交換することで、条約の制限を履行する意思があることを定期的に相手

国に知らしめる信頼醸成の効果があった。それは、互いの疑心暗鬼を更に減じ、

戦略的安定性により資することとなったと考えられる。 

 他方で、ＳＡＬＴ期においても、シュレジンジャー・ドクトリンやカーター

政権の大統領令第５９号のように、ＳＡＬＴ以前期と同様に戦略的安定性から

逃れる動きに映る核戦略の方向性も見られた。ソ連による限定的な核使用に対

応するための限定的かつ正確性の高いカウンターフォース能力を構築する方向

である。ここでもＳＡＬＴ以前期と同様に、データ交換がカウンターフォース

戦略との関係で問題なかったかを見る必要がある。この点、発射基の保有数程

度のデータ交換が、カウンターフォース戦略に具体的な悪影響を与えることは

考えられない。強いて言えば、相手国もカウンターフォース戦略を採用してお

り、また、人工衛星等のＮＴＭで自国の核発射基地をすべて把握しているとい

う状況であれば、データ交換によってすべての保有数を相手国に通告すること

は、自国の核戦力に関する相手国の評価を裏付ける、あるいは、改善させる効

果があり得ることから、相手国が自国の核戦力を無能力化するために先制的に
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カウンターフォース攻撃を仕掛けてくるというシナリオは考えられなくはない。

しかし、米ソ両国ともに既に残存性の高い第二攻撃用のＳＬＢＭを保有してお

り、先制攻撃によって相手国のすべての核戦力を無能力化することは実質的に

不可能であったことから、そうした無能力化のための先制攻撃を仕掛ける誘因

は発生しにくい。 

 米ソ核戦争勃発危険低減協定におけるミサイル発射の事前通告を発展させた

ＳＡＬＴⅡのＩＣＢＭの発射事前通告制度については、基本的には上記１．で

のミサイル発射の事前通告と核戦略との関係がそのまま当てはまる。ＳＡＬＴ

Ⅱでの変更・改善点は、第３章で述べたとおり、核戦争勃発危険低減協定では

自国領域を越えて相手国の方向に向けて発射される場合に限定されていたのに

対して、ＳＡＬＴⅡでは自国領域を越えるか否かは関係なく複数のＩＣＢＭに

ついてはすべての発射を通告対象とすることとされた。また、核戦争勃発危険

低減協定では複数のＩＣＢＭ発射を一般的な形でまとめて通告することを求め

ていたが、ＳＡＬＴⅡでは、ＩＣＢＭのそれぞれの発射が通告対象となった。

こうした変更・改善点は、戦略的安定性の観点からは技術的な変更・改善に過

ぎず、上記１．（１）の核戦略との関係でのＳＡＬＴ以前期のミサイル発射の事

前通告への評価がそのまま当てはまる。 

 

ＳＴＡＲＴ期（１９８１年～現在） 

１９８１年以降は、中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約、ＳＴＡＲＴや新戦略

攻撃兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）のように本格的な核兵器の削減が始まった

時期である。核戦力に上限をかけ、米ソ両国の戦略的安定性の確保を主目的と

した軍備管理の時代から、そうした軍備管理の性格が維持されつつも、特定ク

ラスの核兵器の全廃や配備戦略核の大幅な削減等、核軍縮の性格が前面に押し

出された時代である。また、現地査察といった侵入的な検証制度も確立された。

ＳＴＡＲＴが署名された１９９１年までに、ＩＮＦ全廃条約（１９８８年）、地

下核実験制限条約（１９９０年）、平和目的地下核爆発条約（１９９０年）と連

続して、広範な透明性措置が盛り込まれた核軍備管理・軍縮条約が発効した。

また、新ＳＴＡＲＴはＳＴＡＲＴが失効した翌年の２０１０年に発効したが、

失効するＳＴＡＲＴからあまり間を開けないように、基本的にＳＴＡＲＴの内

容を基礎として短期間で交渉された。したがって、新ＳＴＡＲＴまでも含めて、

ＳＴＡＲＴ期とすることができる。 

このＳＴＡＲＴ期の核戦略は、概ねＳＡＬＴ期に確立した核戦略を基礎とし

ており、特に核軍縮・不拡散に強調点を置いたオバマ(Barack H. Obama)政権

と核抑止に強調点を置くトランプ(Donald J. Trump)政権との違いのように、宣

言政策におけるトーンの違いはあったものの、基本的な核戦略そのものには根
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本的な変化はない。 

 

レーガン政権とブッシュ（第４１代）政権の核戦略 

ＳＴＡＲＴ期の最初のレーガン(Ronald W. Reagan)政権の核戦略は、カータ

ー政権の相殺戦略を継承しつつ、同戦略における戦争遂行能力による核抑止の

考え方を、運用政策のみならず、宣言政策の中で位置付けることで、より前面

に押し出した360。ワインバーガー(Caspar W. Weinberger)国防長官は、１９８

２年の２月の議会に対する報告書において、米国の核戦力の近代化には米国の

核の優越を達成する目的はないとしつつ、ソ連が核の優越を達成することがな

いよう、安全のマージンを確保するよう努めると述べ、実質的にソ連の核戦力

に対してはパリティではなく、一定の優越を確保することを示唆した361。同年

３月に国防省が承認した国防ガイダンス文書においては、核の長期戦争は可能

であり、米国の核戦力は「勝利(prevail)しなければならず、米国に有利な条件で

の早期終結をソ連に強制できるようでなければならない」とした。この新たな

核戦略は、カーター政権の大統領令第５９号以上に、「ソ連の軍事・政治構造を

全面的に無力化」する核戦力を保持し、「核・通常戦力及び軍事力に必須の産業」

を確実に破壊することを求めた。核戦力は、ソ連の産業に対して、「長期にわた

って、非常に高いレベルの破壊をもたらす能力」を維持しなければならないと

した362。更に、１９８３年３月の演説において、核兵器を無能かつ時代遅れの

ものにすべく、後に戦略防衛構想（ＳＤＩ）と称される防衛システムの開発を

表明した363。こうしたレーガン政権の核戦略は、伝統的なＭＡＤに基づく核抑

止戦力を完全に否定するといった根本的な変化ではなく、これまでの核戦略の

延長線上ではあるが、そうした伝統的なＭＡＤに基づく核抑止戦略を批判的に

見て、戦争遂行(warfighting)戦略、防衛戦略に比重を移すものであった364。 

レーガン政権は上記のとおり戦争遂行戦略に更なる比重を置き、カーター政

権によるＳＡＬＴⅡ交渉に批判的であったグループである「今そこにある危機

委員会(Committee on Present Danger)」のメンバーの多くがレーガン政権に入

った。したがって、レーガン政権は、当初、核軍備管理や核軍縮には冷淡な姿

                                                   
360 岩田、６２～６４頁。 
361 Secretary of Defense Caspar W. Weinberger, Annual Report to the Congress, FY1983 
(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, February 8, 1982), pp.1-17. 
362 Richard Halloran, “Pentagon Draws Up First Strategy for Fighting a Long Nuclear 

War,” The New York Times, May 30, 1982. 

<http://www.nytimes.com/1982/05/30/world/pentagon-draws-up-first-strategy-for-fighti

ng-a-long-nuclear-war.html?pagewanted=all>  
363 Ronald Reagan, Address to the Nation on Defense and National Security (March 23, 

1983).  
364 Luck, p.196. 

http://www.nytimes.com/1982/05/30/world/pentagon-draws-up-first-strategy-for-fighting-a-long-nuclear-war.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/1982/05/30/world/pentagon-draws-up-first-strategy-for-fighting-a-long-nuclear-war.html?pagewanted=all
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勢であった。しかし、ソ連による中距離核ミサイルＳＳ－２０の配備に対抗し

て、米国がパーシングⅡの配備を発表したことに対して核戦争の危険を感じた

欧米の市民による大規模な反核運動が巻き起こったことで、レーガン政権とし

ても政治的に核軍縮に無関心でいられなくなった。結果的に、反核運動に押さ

れる形で、ソ連との核軍縮交渉に臨み、様々な核軍縮提案を行うに至った365。

１９８１年１１月には、レーガン大統領は、ソ連が中距離ミサイル（ＳＳ－２

０、ＳＳ－４及びＳＳ－５）を廃棄するのであれば、米国は中距離ミサイル（パ

ーシングⅡ及び地上発射型巡航ミサイル）の配備を撤回するといういわゆる「ゼ

ロ・オプション」を提案した。更に、戦略核についても、過去の期待外れに終

わった交渉の繰り返しを避け、過去の成果以上のことを交渉し、大きな質的・

量的進展を試み、真に大規模な戦略核の削減を達成するべきとして、こうした

新たな方向性を象徴づけるために、ソ連との交渉を「ＳＴＡＲＴ（戦略核削減

交渉）」と称すると発表した。この中で、レーガン大統領は、「（相互に）平等で

検証可能なレベルまでの核戦力の大幅な削減の交渉を追求する」として、「検証

に関する米国のアプローチは、過去の軍備管理において信頼を損ねた秘密性と

疑念ではなく、開放性(openness)と創造性を強調することになるだろう」と述べ

た366。これは、レーガン政権が、「大幅な削減」、すなわち単に戦略的安定性を

確保するための軍備管理ではない軍縮を目指すこと、更に、「開放性」という言

葉ではあったが透明性の向上を目指すことを意味している。交渉初期の核軍縮

提案は、上述のとおり政権内のメンバー構成からしてもそもそも核軍備管理・

軍縮に冷淡であったことから、誠実な交渉の意図はなく、主に政治的宣伝のた

めの交渉であったとされる367。 

しかし、１９８３年及び１９８４年の核戦争演習後、レーガン大統領は、ソ

連が核の警戒態勢を上げたことに核戦争の危険性を感じ368、１９８４年１月の

                                                   
365 Lawrence Wittner, “Reagan and Nuclear Disarmament: How the Nuclear Freeze 

movement forced the Reagan administration to make progress on arms control,” Boston 
Review, Vol.25, No.2 (April 1, 2000). 

<http://bostonreview.net/us/lawrence-s-wittner-reagan-and-nuclear-disarmament> 
366 Ronald Reagan, Remarks to Members of the National Press Club on Arms Reduction 
and Nuclear Weapons (November 18, 1981).  

<https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/111881a> 

 具体的には、１９８２年５月の演説において、弾道ミサイルを８５０基に削減、弾頭数を

５０００個まで３分の１削減といった提案を行った。Ronald Reagan, Address at 

Commencement Exercises at Eureka College in Illinois (May 9, 1982).  

<https://www.reaganfoundation.org/media/128700/eureka.pdf> 
367 黒澤満『核軍縮と国際法』、有信堂、１９９２年、２１５頁。 
368 Daryl G. Kimball, “The Mixed Arms Control Legacy of Ronald Reagan,” Arms 
Control Today, Vol.34, No.6 (July/August 2004), p.45. レーガン大統領は、１９８３年末の

軍事演習「エイブル・アーチャー」に対して、「悪の帝国」であるはずのソ連の指導部が米

国による核攻撃と真剣に恐れていたことを聞き、対話路線に転じたとも言われている。中西

http://bostonreview.net/us/lawrence-s-wittner-reagan-and-nuclear-disarmament
https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/111881a
https://www.reaganfoundation.org/media/128700/eureka.pdf
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演説で、核戦争のリスク低減と核兵器の削減を最優先課題とすることを表明し

た369。その後、幾つかの交渉を経て、１９８６年１０月のレイキャビクでの米

ソ首脳会談では、両者は真剣に核兵器の廃絶を議論し、合意する一歩手前まで

行くに至った370。１９８７年１２月には、ＩＮＦ全廃条約の署名に至った。ブ

ッシュ（第４１代）(George H.W. Bush)政権は、レーガン政権の核政策を引き

継ぎ、ＳＴＡＲＴの交渉を妥結させた他、海上艦船から戦術核を一方的に撤廃

するという大統領核イニシアティブ（ＰＮＩ）を実施した。ＰＮＩの結果、１

９９０年からＳＴＡＲＴⅠが発効する１９９４年末までの間に、米国の核備蓄

数は半減した371。 

 

レーガン政権とブッシュ（第４１代）政権の透明性措置 

ＩＮＦ全廃条約では、データ交換や現地査察といった基本的には検証措置と

しての多くの詳細な透明性措置が合意された。米ソにとって、ＩＮＦを全廃す

ると決めた以上、ＩＮＦの全廃は米ソ相互の安全保障を向上させるものであり、

また、ＩＮＦに関する詳細な情報を提供することも問題なかったとの判断に基

づいていることは明らかである。しかし、ＩＮＦ全廃条約における透明性措置

は単に問題がなかったという以上の意義がある。戦略核ミサイルの発射基
．．．

のみ

を対象としていたＳＡＬＴと違って、ミサイル
．．．．

も軍備管理の対象としたのは、

ＩＮＦ全廃条約が初めてであった。ＳＡＬＴの対象であった発射基は、主に固

定されたサイロ型で、サイズも戦略核であったのでより大規模であったのに対

して、ＩＮＦ全廃条約では、短中距離ということでサイズもより小規模で、移

動式が中心のミサイルが対象であった。したがって、ＩＮＦ全廃条約でも、そ

れ以前のＳＡＬＴと同様、ＮＴＭが検証措置の中核的措置であったが、ＮＴＭ

のみによる検証はより困難であった。ＩＮＦ全廃条約における詳細な情報交換

                                                                                                                                                     

哲也「マクナマラの核戦略論とＡＢＭ制限条約の論理：「理性」と「狂気」の狭間で」『法と

政治』、第６３巻４号、２０１３年１月、１８３頁。 
369 Ronald Reagan, Address to the Nation and Other Countries on United States-Soviet 
Relations (January 16, 1984). 

<https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/11684a> 
370 Richard Rhodes, Arsenals of Folly: The Making of the Nuclear Arms Race (New 

York: Alfred Knopf, 2008), pp.236-270.レーガン大統領の核政策の変遷・背景については、

Angela Santese, “Ronald Reagan, the Nuclear Weapons Freeze Campaign and the 

Nuclear scare of the 1980s,” The International History Review, Vol.39, Issue 3 (2017), 

pp.496-520.を参照。 
371 Daryl Kimball, “The Presidential Nuclear Initiatives (PNIs) on Tactical Nuclear 

Weapons at a Glance,” Arms Control Association (July 2017). 

<https://www.armscontrol.org/factsheets/pniglance>; Susan J. Koch, “The Presidential 

Nuclear Initiatives of 1991-1992,” Center for the Study of Weapons of Mass Destruction 
Case Study 5 (Washington, D.C.: National Defense University Press, September 2012).  

https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/11684a
https://www.armscontrol.org/factsheets/pniglance
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と現地査察制度は、ＮＴＭを補完し、検証の度合いを高める役割を果たした372。

このことによって、相互の遵守状況に関する確信度があがり、相手の違反を想

定した対応策をとる必要性が減じる。これは軍備競争に係る安定性に資するこ

ととなる。 

ＳＴＡＲＴⅠ及びＳＴＡＲＴⅡ（ＳＴＡＲＴと総称）では多くの透明性措置

が合意されたが、ここでは、その中でも特に注目すべきものとして、ミサイル

数、弾頭数及び配備ミサイルの発射基地関連の情報に焦点を当てる。ミサイル

数及び弾頭数は、発射基数のみを対象としていたＳＡＬＴとは異なり、ＳＴＡ

ＲＴⅠから新たに情報交換の対象となった項目である。単純に、ＳＴＡＲＴⅠ

からは、発射基数に加えて、ミサイル数及び弾頭数も規制対象となったので、

透明性措置もそれに整合させたという側面はある。積極的な意義という観点か

らは、軍備競争を防ぐためにも互いの核戦力の現状をより多く把握しておくこ

とが望ましいというＳＡＬＴⅡにおける戦略的安定性の観点からの意義がここ

でも当てはまる。発射基以上に、ミサイル数及び弾頭数まで透明性措置の対象

とすることで、互いの核戦力の現状をより正確に把握することができる。 

それではミサイル数及び帰属弾頭数を相手国（ソ連）に提供することが当時

の米国の核戦略との関係で問題なかったのか。特に、ミサイル数については、

１つの発射基に対して幾つのミサイルを配備しているかを示すこととなる。帰

属弾頭数については、それぞれのミサイルにあらかじめ割り当てられているこ

とから、ここでより重要なのは、ミサイル数である。これは、ある意味で敵国

に継戦能力を知らしめることとなる。つまり、１つの発射基に対して、複数の

ミサイルを配備していれば、ミサイルを１基発射した後に再装填することで、

第二波、第三波の攻撃を継続できることとなる。 

通常兵器の分野では、一般的に砲弾や爆弾等の備蓄数を公表することは敵国

に継戦能力を知らしめることとなるため、そのような情報は公表されないこと

が多い。国連の軍備登録制度においても、戦車や戦闘用航空機といったカテゴ

リーの情報は報告しても、日本を含めて、ミサイルのカテゴリーについては国

家安全保障を理由として報告しない国が多い。 

核兵器の分野では、損害限定戦略といった戦争遂行戦略といった側面はあり

つつも、米国の核戦略はあくまでも核抑止に基礎を置いていること、また、実

際のＳＴＡＲＴにおけるデータ交換でも明らかなとおり、１つの発射基に対し

て、１つのミサイルが配備されているのが通常であり、ミサイル数を開示して

                                                   
372 J.C. Baker, D.M. Hart and R.T. Doherty, An Assessment of the Utility of On-Site 
Inspection for INF Treaty Verification (Arlington, VA: Pacific-Sierra Research 

Corporation, November 10, 1983). 

<https://www.nti.org/media/pdfs/An_Assessment_of_the_Utility_of_On-Site_Inspection_

for_INF_Treaty_Verification.pdf>  

https://www.nti.org/media/pdfs/An_Assessment_of_the_Utility_of_On-Site_Inspection_for_INF_Treaty_Verification.pdf
https://www.nti.org/media/pdfs/An_Assessment_of_the_Utility_of_On-Site_Inspection_for_INF_Treaty_Verification.pdf
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も実際面での実害がほとんどないことから、核戦略との関係でも問題とならな

かったと考えられる373。 

配備ミサイルの発射基地関連情報については、ここでは、特に、基地の名称

と地理的座標と共に、基地毎に配備されているミサイルの種類の名称と数のデ

ータを交換している点を取り上げる。敵国の核戦力関連の基地や施設を標的と

するカウンターフォース戦略の下では、こうした情報は、一見すると、軍備管

理の基礎となるＭＡＤの状態を脅かし、本来的には問題を孕んでいるのではな

いかと思われるからである。基地毎に配備されているミサイルの種類や数に関

するデータを提供することは、敵国のカウンターフォース戦略に有用な情報を

与えることとなり、敵国に先制攻撃の誘因を与え、戦略的安定性を侵害するこ

ととならないのか。サイロ型発射基に至っては、発射基グループをアルファベ

ット順にアルファからタンゴまで分類しつつ、それぞれのサイロ型発射基にど

のＩＣＢＭが配備されているのかについてもデータ交換している。この点につ

いては、ＳＴＡＲＴの交渉や履行に関わった米国政府の複数の元高官は、もと

もと人工衛星を中心としたＮＴＭで既に把握できていたことであり、特段の新

しい情報を提供したという訳ではないとの認識を示した374。また、サイロ型発

射基の関連データは理論的には敵国のカウンターフォース戦略に有用な情報を

与え得るとしても、移動式発射基については、実際の運用において当該基地に

常に据え置かれているのではなく、残存性の高い第二撃報復能力として基地の

外で運用されていることから、移動式発射基が位置する地理的座標に関する毎

時のデータを提供するようなことでもない限り、いわば「母港」のような役割

を担う移動式発射基の基地関連のデータを敵国に提供したとしても、自国の第

二撃報復能力を殊更に危険に晒すということとはならないと考えられる。した

がって、ＳＴＡＲＴレベルでの発射基地関連のデータ交換は核戦略に追加的な

影響を与えるものとはならないと言える。 

 

クリントン政権の核戦略 

クリントン(William J. Clinton)政権は、冷戦崩壊による安全保障環境の変化

を踏まえて、政策、ドクトリン、戦力構成、指揮・統制、運用、支援インフラ、

安全管理、軍備管理を含めた包括的な核態勢の見直し（ＮＰＲ）を実施した。

                                                   
373 なお、発射基数については、レーガン政権の核戦略である勝利戦略がカーター政権の核

戦略である相殺戦略の延長線上にある以上、発射基数のデータ交換が核戦略との関係で問題

なかったとのＳＡＬＴ時代の論理がＳＴＡＲＴにも当てはまる。 
374 筆者によるリントン・ブルックス(Linton F. Brooks)元国家核安全保障庁長官（元米国政

府ＳＴＡＲＴ首席交渉官）（２０１７年９月２３日）、ウルフスタル(Jon B. Wolfsthal)元米

国家安全保障会議（ＮＳＣ）大量破壊兵器担当上級部長（２０１８年５月１２日）へのイン

タビュー、ワシントンＤＣ。 
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同ＮＰＲは、米国の核政策は、核超大国間の全面核戦争よりも大量破壊兵器の

拡散の危険の方が高いという安全保障上の認識を前提として、核兵器の役割や

核戦力の規模を大幅に低下させつつ、将来の不確実性に対して備える（ヘッジ）

ことを基本政策とした（いわゆる lead and hedge）375。クリントン政権の核政

策は、大量破壊兵器等の拡散防止のための条約や輸出管理といった政治・外交

手段を用いた伝統的な核不拡散政策の強化に加えて、１９９３年１２月にアス

ピン(Leslie Aspin Jr.)国防長官が発表した「対抗拡散イニシアティブ(CPI: 

Counter-Proliferation Initiative)」といった主に法執行・軍事的手段を用いた取

組みを強化することとなった376。しかし、具体的な核戦略の面では大きな変更

はなかった。１９９５年１２月の「統合核作戦のためのドクトリン」では、「核、

生物、化学のいずれであっても、敵の大量破壊兵器の使用を抑止するためには、

信頼でき（敵の攻撃の規模又はスケール、及び米国の利益の性質に合致してい

ること）、軍事的に効果のある迅速で選択的に対応する能力及び意思を米国が有

していることを、敵の指導者が信じる必要」があり、「敵が紛争に大量破壊兵器

の導入を選択する場合、核兵器の大量交戦から戦域における限定的使用まで、

米国の核能力は、敵に受入れ難い損害と不均衡な損失を突き付けるものでなけ

ればならない」とした377。戦争遂行の側面についても、「抑止が失敗した場合、

（敵の）軍事攻撃を撃退し、又は、打ち負かし、米国及び同盟国に有利な形で

紛争を終了させることが米国の目的である」として、エスカレーション・コン

トロール能力の必要性を求めた378。そのために必要な核戦力の特徴としては、

多様性、柔軟性、効果的、残存可能性、耐久性、迅速な反応を挙げ、目標設定

(targeting)については、カウンターバリュー目標設定とカウンターフォース目

標設定の両者を挙げている379。このように、クリントン政権下では、冷戦崩壊

後、第一（先行）不使用政策の採用等、大幅な核戦略の見直しが行われるとい

う期待もあったが、具体的な核戦略の面では、将来的な米露関係の悪化やなら

ず者国家への大量破壊兵器の拡散に対して備えるために、レーガン政権時の「核

戦争を戦い、勝利するための準備」という表現が消えたことを除けば、基本的

な核戦略は維持された380。 

                                                   
375 U.S. Department of Defense, Annual Report to the President and the Congress 

(February 1995), pp.83-92.  
376 西田充「拡散に対する安全保障構想（ＰＳＩ）」『外務省調査月報』、２００７年度／Ｎ

ｏ．１、３４～３６頁。 
377 U.S. Department of Defense, Joint Chief of Staff, Doctrine for Joint Nuclear 
Operations, Joint Pub 3-12 (15 December, 1995), Chapter I, p.2.  
378 Ibid., Chapter I, p.6.  
379 Ibid., Chapter II, pp.1-6.  
380 小川伸一、菊地茂雄、高橋杉雄「冷戦後の核兵器国の核戦略」『防衛研究所紀要』第３
巻第１号、２０００年８月、７～８頁。 
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クリントン政権の透明性措置 

 クリントン政権は、１９９４年ＮＰＲが核不拡散をより強調したとおり、ソ

連崩壊後のいわゆる「緩い核(loose nukes)」を追跡し、核拡散のリスクに対処

するために核不拡散や対抗拡散政策を進めた。同ＮＰＲの国防省によるブリー

フのためのスライド資料において一度だけ言及されている「透明性」は、冷戦

後の核拡散への対抗措置の一つとして、旧ソ連諸国における核兵器や関連物質

の安全・セキュリティ・使用管理の強化を唱えた中で、「核弾頭の解体の透明性

と加速」と記されている381。これはまさにクリントン政権が進めた核不拡散政

策に合致する透明性である。解体後の核弾頭の透明性であるので、核戦略との

関係でも問題にならなかったものと考えられる。 

 また、第３章３．（２）で示した包括的な透明性レジームの構築に向けた試み

に代表されるとおり、条約の枠外で自発的かつ包括的な措置を積極的に推進し

た。包括的な透明性レジームの構築に向けて米国が提案した透明性措置は、軍

備管理のために必要な配備戦略核の帰属弾頭数に留まらず、核兵器の総備蓄数

や、核分裂性物質の総生産量等、より深い定量的情報をもってソ連の核兵器全

般に関する実態を把握しようとした。これは、第３章４．（１）で述べたとおり、

ゆりかごから墓場まで、すなわち、核兵器の製造にかかる源から最終的な解体

の段階まですべての核弾頭を追跡し、完全な透明性を確保することで、最終的

には核兵器のない世界の実現に資すること、すなわち、核軍備管理・軍縮を促

進するための透明性措置であった。こうした包括的な透明性レジームの構築も

クリントン政権の核不拡散政策に合致するものである。核兵器の備蓄数や核分

裂性物質の総生産量の情報開示については、上記のＳＴＡＲＴ時のミサイルと

同様、敵国に継戦能力を知らしめることとなるが、クリントン政権内において

こうした観点からそのような情報開示が問題になり得ると議論された形跡は見

当たらなかった。ＳＴＡＲＴにおけるミサイル数のデータ交換と同様に、米国

の核戦略は戦争遂行よりも、核抑止に基礎を置き、米国は十分な数の核弾頭を

保有しているとの考えに基づくものであろうと考えられる。 

 

ブッシュ（第４３代）政権の核戦略 

２００１年９月１１日の同時多発テロ事件の３か月後に発出されたブッシュ

（第４３代）(George W. Bush)政権のＮＰＲは、「露はもはや敵ではない」、「テ

                                                   
381 U.S. Department of Defense, Nuclear Posture Review (22 September, 1994) (slides), 

p.33. <http://www.nukestrat.com/us/reviews/dodnprslides092294.pdf> 限定的な用法で

あるが、この種の核戦略関連の公式文書で「透明性」が言及されたのは初めてのこととみら

れる。 

http://www.nukestrat.com/us/reviews/dodnprslides092294.pdf
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ロリストとならず者国家を含む、より不明確で予見可能性の低い新たな危険が

浮上している」との認識を示した。その上で、「核兵器は米国が準備する多くの

コンティンジェンシーにはもはや対応できない」、「攻撃的な核兵器にのみ依存

する戦略態勢はもはや不十分」、「攻撃と防御、核と通常の能力の混合が必要で

ある」として、「抑止に関する新たなアプローチ」が必要とした。具体的には、

陸上（ＩＣＢＭ）、海洋（ＳＬＢＭ）、航空（戦略爆撃機）の核戦力で構成され

る伝統的な三本柱から、より多様な能力を提供できる①通常・核の攻撃的戦略

打撃能力、②積極・受動的な防衛能力、③迅速に対応できるインフラストラク

チャーで構成される「新たな三本柱(A New Triad)」の構築を提唱した382。冷戦

後の露の弱体化、「ならず者国家」やテロリストといった新たな脅威の出現や将

来の安全保障環境の不確実性といった状況を踏まえて、核戦力への依存度を相

対的に低下させ383、むしろ通常戦力や防衛手段の強化による抑止機能を強化す

ることを目的とした。２００１年のＮＰＲは、同年５月の国防大学におけるブ

ッシュ（第４３代）大統領の演説、また、同年１２月のＡＢＭ条約脱退通告で

示されたように、攻撃的な戦略核で規定された冷戦期のＭＡＤ／相互抑止状態

から脱却し、先制的に用いることのできる精密攻撃戦力と「ならず者国家」に

よる核使用に対するミサイル防衛を中心とした戦争遂行を前面に出した総合的

な戦略抑止態勢の構築を目指した。従前の核戦力はそうした総合的な戦略抑止

態勢の一つの構成要素として位置付けられ、また、そうした戦略抑止態勢に合

致するよう敵の硬化・地下施設に対する攻撃のためのいわゆる「核のバンカー

バスター」と言われる地中貫通型核兵器 (RNEP: Robust Nuclear Earth 

Penetrator)といった新たな核兵器の開発が追求されることとなった。このよう

にＭＡＤから戦争遂行への転換をより前面に出す方向性を打ち出したものの、

実際には、ＭＡＤの状況のもつ意味合いが低下したというだけで384、２００１

年ＮＰＲに基づいて推進されたＲＮＥＰは議会の強い反対に遭い実現せず、ま

た、２００５年の共同核運用ドクトリンも草案の段階で破棄される等、運用面

での核戦略は前政権から引き継がれたものから大きく変わらなかったとも言え

る。 

 

                                                   
382 U.S. Department of Defense, “Adapting U.S. Strategic Forces,” in Annual Report to 
the President and the Congress (2002), pp.83-84.  
383 ブッシュ政権の核ドクトリンについては、政権の思惑とは別に、実際には核戦力への依

存度を高めているとの批判もなされた。戸崎洋史「米国の外交・安全保障政策における核兵

器の役割」『平成１８年度外務省委託研究：米国の核政策および核軍縮・不拡散政策』日本

国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター、２００７年３月、４７～５９頁参照。 
384 石川卓「核軍縮・不拡散への米国のアプローチと「不平等性」」『平成１８年度外務省委

託研究：米国の核政策および核軍縮・不拡散政策』日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進セ

ンター、２００７年３月、６６頁。 
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ブッシュ（第４３代）政権の透明性措置 

 ブッシュ（第４３代）政権では、モスクワ条約の署名時に発出された共同宣

言で「透明性」という用語が数度用いられたものの、同条約には検証措置が盛

り込まれず、特段特筆すべき透明性措置はない。モスクワ条約は、検証措置が

ないのみならず、規制対象は敢えて曖昧にされ、各締約国の判断に委ねられた

（ただし、モスクワ条約と同時にＳＴＡＲＴが未だ有効であったので、モスク

ワ条約の遵守状態は実質的にＳＴＡＲＴの検証措置でカバーされていた。）。他

方で、厳格な検証措置にまでは至らない程度で、ミサイル防衛計画に関する情

報交換やミサイル防衛施設への訪問といった透明性措置を米露間で進めること

に合意した。 

 こうしたブッシュ政権の姿勢は、条約に基づく厳格な検証措置が核戦力及び

核戦略に硬直性をもたらし柔軟性を失わせるものとみなしていたからである。

この点は、２００１年ＮＰＲから明らかである。２００１年ＮＰＲでは、その

発出後の政府高官による特別ブリーフィングにおいて、これまでの安全保障環

境とそのインプリケーション、今日の安全保障環境を説明する中で「透明性」

との文言が使われた。冷戦期においては、米国はソ連という明確な敵との対峙

において攻撃核戦力のみに依存し、核計画は「脅威ベース・アプローチ」に基

づいてコンティンジェンシーに対する若干の柔軟性を確保しつつも、核戦力は

検証措置のある軍備管理条約に基づいて固定されていた。しかし、今日におい

ては、複数の潜在敵による幅広いコンティンジェンシーという脅威に対して、

核のみならず非核兵器、攻撃兵器のみならず防衛兵器に依存する必要があり、

核計画においても「能力ベース・アプローチ」に基づいて幅広いコンティンジ

ェンシーに対してより大きな柔軟性が求められることから、（軍備管理条約では

なく）一方的な削減によって（将来の増強への復帰を容易にするという意味で）

柔軟性と（検証ではなく）透明性を確保する、とした385。このように、２００

１年ＮＰＲでは、核戦力の「柔軟性」を確保するという文脈で「透明性」が示

されている。「柔軟性」を確保するためには従来の厳格な検証措置ではなく、よ

り柔軟な透明性措置をとるべきであることを示しており、透明性は、柔軟な核

抑止戦略における一つの重要な構成要素として位置付けられたのである386。 

                                                   
385 U.S. Department of Defense, Press Briefing, Special Briefing on the Nuclear Posture 
Review (January 9, 2002). <https://fas.org/sgp/news/2002/01/npr-briefing.html> この特

別ブリーフィングで使われた４枚目のスライド

<https://fas.org/sgp/news/2002/01/020109-D-6570C-005.jpg>を参照。なお、ここでの「透

明性」は、厳格な検証措置とまではいかない何かしらの透明性措置ということであり、第２

章で挙げた分類でいえば、「信頼醸成措置としての透明性」に該当する。 
386 なお、２００１年ＮＰＲのリーク版においては「透明性」の項目が設けられ、「ＳＴＡ

ＲＴは戦略攻撃兵器に関する透明性のベースラインを提供する。追加的な信頼及び予測可能

性を提供するのに有益となり得る追加的な透明性は、個別の政治的約束の形式をとり得る。」

https://fas.org/sgp/news/2002/01/npr-briefing.html%20/
https://fas.org/sgp/news/2002/01/020109-D-6570C-005.jpg
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オバマ政権の核戦略 

２００９年１月に就任したオバマ大統領は、核軍縮に消極的でＲＮＥＰのよ

うに使える核の開発を追求したブッシュ政権の核政策を大きく変更した。２０

０９年４月のチェコ・プラハにおける演説において、「核兵器のない世界」の達

成を目標とすることを約束した上で、国家安全保障戦略における核兵器の役割

の低減、核弾頭の削減のための露との新たな戦略攻撃兵器削減条約の交渉、包

括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の批准、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約

（ＦＭＣＴ）の交渉といった多くの核軍縮政策の推進を表明した。同時に、北

朝鮮やイランの核開発への強力な国際的対抗や核燃料バンクの設置といった核

不拡散政策、テロリストに核物質がわたることを防ぐための核セキュリティの

強化も訴えた387。翌年５月に発出したＮＰＲは、歴代のＮＰＲの中で初めて「核

兵器のない世界」という目標を明記し、このプラハ演説の内容を具体化したも

のである。「露は敵ではない」として２００１年ＮＰＲと同様の認識を示し388、

核テロのリスクが最大の安全保障上の脅威であると位置づけた389。２０１０年

ＮＰＲの戦略目標は核テロ対策の強化であり、「核兵器のない世界」の目標に向

けた核軍縮政策はその戦略目標達成のための手段との位置づけである390。 

核兵器の役割低減に関しては、核兵器の「根本的な役割」を「米国、同盟国

及びパートナー国に対する核攻撃を抑止すること」、核兵器の使用基準として

「米国、同盟国及びパートナー国の死活的利益を防衛するための極限の状況に

おいてのみ核兵器の使用を検討」、消極的安全保証（ＮＳＡ）として「核兵器不

拡散条約（ＮＰＴ）上の不拡散義務を遵守している非核兵器国に対しては核兵

器を使用しない」と明記した。核兵器の役割に制約をかけることを基調として、

「米国、同盟国及びパートナー国に対する核攻撃を抑止すること」を「根本的

な役割」から「唯一の目的」に変更することを将来の目標に据える等、核兵器

の役割低減の方向性を示している点においてそれまでの核戦略とはトーンを大

                                                                                                                                                     

と記述されている。ここでの「透明性」も、第２章で挙げた「信頼醸成措置としての透明性」

に該当すると言える。Excerpts from Nuclear Posture Review, Submitted to Congress on 

December 31, 2001, p.12. 

<https://fas.org/wp-content/uploads/media/Excerpts-of-Classified-Nuclear-Posture-Revi

ew.pdf> 
387 U.S. White House, Remarks by President Barack Obama in Prague as Delivered 

(April 5, 2009).  
388 U.S. Department of Defense, Nuclear Posture Review Report (April 6, 2010), p.15. 
389 Ibid., p3. 
390 ＮＰＲは、例えば、「核軍縮を追求することでＮＰＴにおける（核軍縮）義務を真剣に

捉えていることを示すことは、核不拡散体制や核セキュリティの強化のために必要な国際的

な幅広い支持を動員する能力を強化することになる」としている。Ibid., p.12. 

https://fas.org/wp-content/uploads/media/Excerpts-of-Classified-Nuclear-Posture-Review.pdf
https://fas.org/wp-content/uploads/media/Excerpts-of-Classified-Nuclear-Posture-Review.pdf
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きく異にしている391。しかし、実際には、それぞれの政策において若干の例外

が設けられており、結果として、現実の核使用の計画における変化は限定的で

あったとも言われている392。２０１０年ＮＰＲに基づいて検討され２０１３年

に発表された核兵器の運用戦略でも「米国は潜在敵に対する大きなカウンター

フォース能力を保持する」と明記された393。核兵器の役割を低減させる方向を

打ち出し、軍事ドクトリン全体における核兵器の位置づけを後景に追いやりつ

つも、役割が低減された中での運用面では従来のカウンターフォース戦略を含

む核戦略を維持したと言える。 

 

オバマ政権の透明性措置 

新戦略攻撃兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）も、第３章で示したとおり、ＳＴ

ＡＲＴと同様、様々な透明性措置が盛り込まれた。同時に、冷戦期ほど相手国

のすべての動きを把握する必要はないとして、ＳＴＡＲＴよりもデータ交換の

対象範囲が絞られる等、透明性措置は合理化・簡素化された。第３章４．（５）

で述べたテレメトリー情報の扱いの変化に見られるとおり、核軍備管理・軍縮

条約の枠内においても、検証措置としての透明性措置中心の透明性から信頼醸

成措置としての透明性措置への変化が見られた。こうした点を除けば二国間の

核軍備管理・軍縮条約に基づく透明性措置では大きな変化はなかったが、他方

で、第４章及び第５章で述べたとおり、多国間のＮＰＴでは注目すべき透明性

措置がとられた。２０１０年ＮＰＴ再検討会議の初日（５月３日）、米国政府は

初めて米国の核弾頭の備蓄数(stockpile)（２００９年４月３０日時点で５，１１

３個）、１９９４年以降の核弾頭の解体数（８，７４８個）及び非戦略核兵器の

削減度（１９９１年から２００９年までに約９０％削減）を公表した394。これ

らの定量的情報は、その後、２０１５年ＮＰＴ再検討会議第３回準備委員会（２

０１４年開催）及び２０１５年ＮＰＴ再検討会議の際にも改訂され395、２０１

                                                   
391 U.S. Department of Defense, Nuclear Posture Review Report (April 6, 2010), 
pp.15-17. 
392 Aiden Warren, The Obama Administration’s Nuclear Weapon Strategy: The 
Promises of Prague (New York: Routledge, 2013), pp.35-36. 
393 U.S. Department of Defense, Report on Nuclear Employment Strategy of the United 
States Specified in Section 491 of 10 U.S.C. (2013). 

<https://www.dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/ReporttoCongressonUSNuclea

rEmploymentStrategy_Section491.pdf> 
394 U.S. Depart of Defense, Fact Sheet: Increasing Transparency in the U.S. Nuclear 
Weapons Stockpile (May 3, 2010). 

<https://www.dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/10-05-03_Fact_S

heet_US_Nuclear_Transparency__FINAL_w_Date.pdf> 
395 U.S. Department of State, Transparency in the U.S. Nuclear Weapons Stockpile 

(April 29, 2014). <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/225343.htm>; U.S. Department 

of State, Fact Sheet: Transparency in the U.S. Nuclear Weapons Stockpile (April 27, 

https://www.dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/ReporttoCongressonUSNuclearEmploymentStrategy_Section491.pdf
https://www.dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/ReporttoCongressonUSNuclearEmploymentStrategy_Section491.pdf
https://www.dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/10-05-03_Fact_Sheet_US_Nuclear_Transparency__FINAL_w_Date.pdf
https://www.dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/10-05-03_Fact_Sheet_US_Nuclear_Transparency__FINAL_w_Date.pdf
https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/225343.htm
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０年ＮＰＴ再検討会議で合意された行動計画に基づく米国による報告にも盛り

込まれた396。 

特に核兵器の備蓄数を公表したことは画期的と言える。備蓄数は、ＳＴＡＲ

Ｔにおける発射基に対するミサイル数よりも、継戦能力の上限を示すこととな

る。しかし、ここでも政権内で、備蓄数の公表が何らかの形で核戦略に影響を

与え得るとの議論はなされなかった397。ＳＴＡＲＴにおけるミサイル数のデー

タ交換、また、クリントン政権時の包括的な透明性レジーム構築の試みの際と

同様に、米国の核戦略は戦争遂行よりも、核抑止に基礎を置き、米国は十分な

数の核弾頭を保有しているとの考えに基づくものであろうと考えられる。 

オバマ政権が透明性を重視したことは２０１０年ＮＰＲでも明らかである。

２０１０年ＮＰＲでは、初めてＮＰＲの本文で「透明性」の文言が使用された

のみならず、１７回という高い頻度で使われた。その多くは、信頼醸成のため

の透明性に分類される。「透明性」の文言が使われた際の文脈は、核政策・戦略・

戦力・能力・計画等に関連した情報に関する透明性、一般的な信頼構築といっ

た信頼醸成のための透明性、核軍縮における検証としての透明性の大きく３つ

にほぼ均等に分けられる。全体としては、中露との戦略的安定性の確保のため

に中露の核政策や核戦力に関する透明性が必要である、また、中露との一般的

な信頼醸成という観点からも透明性が必要といった文脈で言及されており、そ

の意味で、第２章で挙げた分類に基づけば、信頼醸成のための透明性という側

面が中心であったと言える。なお、米国の核戦力に柔軟性を持たせるためとい

う文脈で（厳格な検証措置ではなくという文脈で）透明性措置に言及したブッ

シュ政権の２００１年ＮＰＲのように、核戦略との関連を示唆する用い方はな

されなかったが、信頼醸成措置としての透明性が中心であるという点では同じ

傾向と言える。 

 

トランプ政権の核戦略 

２０１８年２月、トランプ政権は新たなＮＰＲを発出した。２０１８年ＮＰ

Ｒは、前のＮＰＲが発出された２０１０年当時と異なり、国際安全保障環境が

大幅かつ急速に悪化し、短中期の脅威の不確実性が増しているとの認識を示し

た。特に露については、２００１年及び２０１０年ＮＰＲでは「敵ではない」

としていたが、２０１８年ＮＰＲでは、中国と共に国際規範・秩序に挑戦して

                                                                                                                                                     

2015). <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/241377.pdf>  
396 Report submitted by the United States of America pursuant to actions 5, 20 and 21 
of the Final Document of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT/CONF.2015/PC.III/16: May 1, 2014).  
397 筆者によるジョン・ウルフスタル(Jon B. Wolfsthal)元米国家安全保障会議（ＮＳＣ）大

量破壊兵器担当上級部長へのインタビュー、ワシントンＤＣ、２０１８年１０月６日。 

https://2009-2017.state.gov/documents/organization/241377.pdf
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おり、核戦力を増強し、安全保障戦略における核戦力の役割を増大させている

等とした。２０１７年１２月公表の国家安全保障戦略と同様398、大国間の競争

が復活したとの認識を示した。主な核抑止の対象である露、中国、北朝鮮、イ

ランの各国に特有の認識、目標、利益、強さ、戦略、脆弱性に応じて対処する

テイラード抑止戦略を打ち出した。このテイラード抑止戦略を裏付けるために、

幅広い敵や脅威に対処でき、将来的な調整も可能となる柔軟な核能力が必要で

あるとした。柔軟性は、過去のＮＰＲでも強調されてきた概念であるが、核・

非核の戦略的脅威の多様性がますます増大しており、安全保障環境の不透明性

が高まっていることから、より柔軟性の必要性が高まっているとした。２０１

８年ＮＰＲは、柔軟な核戦力の確保のために、２０１０年ＮＰＲの「新たな核

能力を追求しない」との政策を否定し、短期的には既存のＳＬＢＭの核弾頭を

改修し低出力核のオプションを用意すること、また、より長期的には核搭載の

海洋発射型巡航ミサイル（ＳＬＣＭ）の開発を追求することを提唱した。ただ

し、これはあくまでも核抑止力の信頼性を維持することを目的としており、「核

戦争遂行」を目的としたものではないと明記した399。 

 

トランプ政権の透明性措置 

２０１８年末時点で、トランプ政権は特段の新たな透明性措置を打ち出して

いない。しかし、２０１８年ＮＰＲでも引き続き１４回という高い頻度で使わ

れており、トランプ政権に代わっても透明性が重要なキーワードになっている。

２０１８年ＮＰＲでは、核軍縮における検証としての透明性はなく、核政策・

戦略・戦力・能力・計画等に関連した情報としての透明性と一般的な信頼構築

といった信頼醸成のための透明性のみとなり、後者の用法がより多くなった。

他方で、２０１８年ＮＰＲは、２０１０年ＮＰＲとは異なって、「戦略的安定性」

という言葉を使って中露との戦略的安定性を確保するとまでは述べておらず、

また、そもそも戦略的安定性の確保に関する強調度を減じているが、「中露との

安定的な関係を追求する」といった一般的な表現で中露との戦略的安定性の確

保の必要性には言及しており、そうした戦略的安定性の確保の観点から透明性

向上を追求するという方向性は、トーンの違いはあれども２０１０年ＮＰＲと

概ね一致している。 

 

小括 

 以上、核軍備管理・軍縮条約以前期から核軍備管理・軍縮条約期まで、主に

                                                   
398 U.S. White House, National Security Strategy of the United States of America 

(December, 2017).  
399 U.S. Department of Defense, Nuclear Posture Review (February, 2018).  
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米国の核戦略と透明性措置との関係を見てきた。大きな流れをまとめると次の

とおりである。第１に、米国の核戦略は、それぞれの政権における強調点の変

化に応じて大きく変化している印象があるが、実際には、非脆弱な第二撃報復

能力に基づく懲罰的抑止と、相手国の核戦力を破壊するカウンターフォース戦

力や戦略的防御を中心とした損害限定能力に基づく拒否的抑止の間で微妙に揺

れ動きながらも、相互に非脆弱な第二撃報復能力を有する戦略的安定性（懲罰

的抑止）を基盤として、敵国の第二撃報復能力を完全に除去しない程度の限定

的なカウンターフォース戦力を保有する（限定的な拒否的抑止）という基本戦

略は維持されてきている。 

第２に、核軍備管理・軍縮は、主に、この基本戦略に基づいて戦略的安定性

を確保することを目的とした。冷戦後のＳＴＡＲＴ期には、核兵器の削減自体

がより主要な目的として前面に出て、戦略的安定性の確保が二義的になった時

代が続いたが、戦略的安定性の確保という目的自体が放棄されたことはない。 

第３に、透明性も、そうした基本戦略に基づいて戦略的安定性の確保の一環

として追求された。また、透明性は、それぞれの具体的な措置に応じて、戦略

的安定性のうち、軍備競争安定性と危機的安定性のいずれとの関係においても、

非常に重要な意義を有している。その意味で、透明性と戦略的安定性とは切っ

ても切れない関係にあり、透明性は戦略的安定性の不可欠な一部を構成してい

ると言える。 

第４に、米ソ・米露間での透明性措置は、定量的情報と行為情報が中心であ

り、意図情報はほとんど対象となってこなかった。これは、一つには、核軍備

管理・軍縮条約の枠組みの中での透明性措置、すなわち、検証措置としての透

明性措置が中心となっていたことから、客観的に特定できない意図情報ではな

く、客観的に特定できる定量的情報と行為情報が対象となったのであろう。ま

た、米ソ・米露間の核軍備管理・軍縮条約は、戦略的安定性を確保することが

目的であったことも一つの要因であったと考えられる。すなわち、定量的情報

は軍備競争安定性に、また、行為情報は危機安定性に資する。危機に際しては、

相手側の意図を探るために意図情報は必要であり、実際にそうした意図情報は

ホットラインを通じて交換される仕組みとなっていた。このように米ソ・米露

間で構築した様々な透明性措置によって、既に危機安定性と軍備競争安定性で

構成される戦略的安定性が十分に確保されていたことから（少なくとも、そう

信じられていたことから）、平時において、核政策や核兵器の役割・使用基準と

いった核兵器に関わる意図情報が組織的に交換される仕組みを構築することは

優先課題とはなっていなかったものと考えられる。 

第５に、核軍備管理・軍縮条約以前期は、行為情報を中心として、特に危機

管理的な信頼醸成措置としての透明性措置から始まった透明性は、核軍備管
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理・軍縮条約の時代、特にＳＴＡＲＴ期においては、定量的情報を中心として、

基本的には検証措置としての透明性措置が中心であった（第３章で述べたとお

り、人工衛星といったＮＴＭで既に互いに把握している情報を敢えて交換する

といった信頼醸成のための透明性措置という側面もあった。）。しかし、ブッシ

ュ政権では、核戦力の柔軟性を確保するために、厳格で硬直的な検証措置（と

しての透明性措置）を否定し、より柔軟な（信頼醸成措置としての）透明性措

置を重視した。これは、表面的には用語の使用方法の観点から、あたかも「透

明性措置」をより重視しているようにみえるが、実際には、透明性の度合いが

高まっているのではなく、（少なくとも検証措置の対象となっていた特定の部分

については）低下することを意味している。すなわち、核戦力の柔軟性確保の

必要性が高まることで、より侵入的で透明度の高い検証措置（としての透明性

措置）の代わりに、より柔軟な（信頼醸成措置としての）透明性措置を導入す

ることで、透明度は下がることとなる。トランプ政権のＮＰＲでも、核戦力の

柔軟性を確保することを重視しており、検証のための透明性への言及が全くな

くなっている。このことが示唆するとおり、核戦力の柔軟性確保のために、厳

格な検証措置（としての透明性措置）よりも、より柔軟な（信頼醸成措置とし

ての）透明性措置をより重視するというこうした傾向は、トランプ政権の核戦

略でも一定程度続く可能性がある。 

第６に、こうした信頼醸成措置としての透明性措置を重視する傾向は、二国

間のみならず、多国間においても同様であった。他方で、核戦力の柔軟性を確

保する必要性が高まる傾向の中で、実際の透明度は下がらざるを得ないとすれ

ば、今後、多国間の場で、どれだけ各国、特に非核兵器国との関係での信頼醸

成措置としての透明性を拡大できる余地があるのかは疑問なしとはしない。総

じて、今後は、二国間（あるいは三国間のような特定の少数国間）での信頼醸

成措置としての透明性措置はより重視され、多国間での信頼醸成措置としての

透明性措置は現状維持かむしろ縮小する可能性がある。 

 

２．ソ連・露のケース 

 ソ連の核戦略について、米国内では、ＳＡＬＴをはじめとする核軍備管理に

合意した以上、米国と同様の抑止戦略をとっているとの認識がある一方で、戦

争遂行戦略をとっているとの見方も根強く、長年解釈が分かれ論争が続いてい

た400。冷戦直後のソ連軍指導部２２名へのインタビューでは、ＳＡＬＴⅠが合

意された１９７０年代初頭には、ソ連の指導部は核戦争での勝利は不可能との

                                                   
400 例えば、William C. Green, Soviet Nuclear Weapons Policy: A Research and 

Bibliographic Guide (Boulder: Westview Press, 1987); Stanley Sienkiewicz, “SALT and 

Soviet Nuclear Doctrine,” International Security, Vol.2, No.4 (Spring 1978), pp.84-100.  
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認識に至り、特に政治指導部はソ連による先制核攻撃を否定し、米国による先

制核攻撃を抑止する戦略をとっていたことが明らかとなっている。とは言え、

軍指導部においてはソ連の報復能力に完全な確信を持てないとの見方は根強く、

特に軍としてのソ連の抑止戦略は、純粋な報復攻撃のみならず、先制攻撃もオ

プションに入れるソ連独自のものとなった。そのようなソ連独自の抑止戦略の

下で、ソ連は、米国との核バランスはむしろ不安定であると認識し、米国に対

する優越性(superiority)を追求した。確実な報復能力の確保はソ連の核ドクトリ

ンの一部となったが、ＭＡＤや脆弱性の概念は本質的には受け入れなかった。

ソ連にとって、脆弱性は、１９４１年のヒットラー(Adolf Hitler)による侵略を

想起させるものであったからである401。 

 米国が非脆弱な第二撃報復能力を中心とするＭＡＤを基本としつつ、抑止が

失敗した場合に備えてカウンターフォース能力を構築したのに対して、ソ連（特

に軍指導部）は、ＭＡＤに基づいたものでないとしても第二撃報復能力を向上

させつつ、その報復能力に確信を持てないことから、先制攻撃を常にオプショ

ンに入れた独自の抑止戦略をとった。それでも、ソ連軍指導部としても、核戦

争での勝利が不可能であるとの認識の下、全面的な核軍備競争のコストが甚大

であることから、一定の制限を受け入れる用意はあった402。１９７７年にブレ

ジネフ書記長が、軍事的優越性や先制攻撃戦略を否定し、抑止戦略を明確に支

持した後も403、ソ連の軍指導部では、ＭＡＤや相互脆弱性を受け入れ難いとい

う考えが根強かったが、ゴルバチョフ(Mikhail Gorbachev)書記長の登場後、Ｍ

ＡＤを受け入れた404。このように米ソ間では、核軍備管理に対するアプローチ

や核軍備管理に対する温度感に差異はあったものの、最終的には大枠としては

同様の核戦略に収斂していったと言える。したがって、これまでの透明性措置

の受入れ可否に関する論理は、上記１．の米国のものを適用しても基本的に問

題ないものと思われる。 

 ソ連崩壊後の露は、通常戦力の劣勢を核戦力で補う戦略をとった。中でも、

地域紛争が大規模紛争にエスカレートすることを防ぐことや、自らの勢力圏へ

の北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の介入を抑止するために、「escalate to 

de-escalate」戦略を採用しているとの見方が強まっている。これは、最終的に

自らにとって望ましい形で紛争を終結させるため、限定的な核の第一（先行）

                                                   
401 John A. Battilega, “Soviet Views of Nuclear Warfare: The Post-Cold War Interviews,” 

in Getting MAD: Nuclear Mutual Assured Destruction, Its Origins and Practice, ed. 
Henry D. Sokolski (Strategic Studies Institute, November 2004), pp. 151-166.  
402 Samuel B. Payne, The Soviet Union and SALT (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1980), 

p.50. 
403 Raymond L. Garthoff, Deterrence and the Revolution in Soviet Military Doctrine 

(Washington, D.C.: Brookings Institution, 1990), p.51.  
404 Ibid., pp.98-101. 
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使用の可能性を示唆することで自ら先んじて状況をエスカレートさせる戦略と

される405。この escalate to de-escalate戦略は、公開されている露の公式な政策

では明記されていないことから、実際に採用されているものかは論争の対象と

なっているが、少なくともトランプ米政権の２０１８年ＮＰＲは露がそのよう

な戦略を採用しているとの前提で、米国の核戦略を組み立てなおすことを提唱

している406。 

露が escalate to de-escalate 戦略を採用していることを公式に確認すること

はできないものの、その可能性が排除されず、また、少なくとも露の安全保障

コミュニティにおいてそうした概念が存在している以上、露が escalate to 

de-escalate 戦略を採用している、あるいは採用する蓋然性が高いという前提に

立てば、今後露が透明性措置を受け入れる余地はどうなるであろうか。露の

escalate to de-escalate戦略は、基本的には露周辺の地域における戦略であり、

戦略レベルでは基本的にはＭＡＤを基礎とする抑止戦略が適用されることから、

戦略レベルでの透明性措置の受入れ可能性は、論理的にはこれまでと大きくは

異ならないのではないかと考えられる。 

地域・戦域の非戦略レベルでも、戦略レベルと同様の核戦略が適用されるの

であれば、論理的には、戦略レベルで合意できた程度の透明性措置は合意でき

るものと思われる。しかし、非戦略レベルにおいて escalate to de-escalate戦略

が採用されるとすれば、非戦略レベルでの透明性措置の可能性は低いと考えら

れる。もともと非戦略レベルではこれまでほとんど透明性はなかった。これは、

一つには、冷戦期を通じて、戦略レベルでの安定性の追求が優先された結果、

その一環で戦略レベルでの透明性措置が優先されたからである。冷戦後、露の

非戦略レベルでの核戦略が高い核使用リスクを伴うものであるとの認識が高ま

ったこともあり、特に２０１０年ＮＰＲ以降、非戦略レベルでの軍備管理や透

明性の必要性が認識されるようになった407。しかし、escalate to de-escalate戦

略の下では、「戦略的安定性」の概念は必ずしも適用されない。先制攻撃のリス

                                                   
405 村野将「トランプ政権の新たな核戦略と日本への影響（前編）「意図」を示す宣言政策

を読み解く」『ＷＥＤＧＥ』、２０１８年３月１日。

<http://wedge.ismedia.jp/articles/-/12095>なお、escalate to de-escalate戦略については、

「エスカレーション抑止」戦略と訳す向きもあるが、敵国の核兵器使用の抑止を目的として

おらず、自らの核兵器の使用が前提となっている点で、従来の抑止戦略とは根本的に考え方

が異なるため、混乱を避けるために本論文では「エスカレーション抑止」戦略との訳語は用

いないこととする。他方で、escalate to de-escalateを一言で訳すことは困難であることか

ら、本論文ではそのまま使用することとする。 
406 Nuclear Posture Review (February, 2018), pp.8-9. 
407 ２０１０年ＮＰＲは、露の非戦略核システムに関する懸念を示し、露による説明を求め

た。また、新ＳＴＡＲＴの批准後、露との更なる削減と透明性を追求するとしつつ、将来の

米露の核削減合意は戦略核に加えて非戦略核を対象にすべきとした。Nuclear Posture 

Review Report (6 April, 2010), pp29-30, p.37. 

http://wedge.ismedia.jp/articles/-/12095
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クを下げることが危機安定性であるが、escalate to de-escalate戦略では、そも

そも先制攻撃をすることが前提とされるからである。軍備競争安定性について

も、米国が露と同様の escalate to de-escalateを中心とした核戦略を取らず、伝

統的なＭＡＤを中心とした抑止戦略に徹している以上、米国が軍備競争に応じ、

軍備競争が過熱することは想像しにくい。したがって、特に露側にとって、軍

備競争安定性のための透明性措置への合意の誘因は若干はあるかもしれないが、

さほど高いものと考えられない408。 

escalate to de-escalate戦略は仮に存在するとしても基本的には非戦略レベル

に留まり、戦略レベルではＭＡＤを中心とした抑止戦略を継続するものと思わ

れるので、論理的には、今後の露の透明性措置の受入れ可能性は、非戦略レベ

ルでは困難と思われるが、戦略レベルでは少なくともこれまでと同程度のもの

であれば可能ではないかということになろう。とは言え、戦略レベルと非戦略

レベルが今後明確に区別されなくなるかもしれない。例えば、第３章で述べた

とおり、新ＳＴＡＲＴにおける透明性措置のレベルはＳＴＡＲＴ時のものより

下がっているように、既に戦略レベルでも透明性を低下させる徴候は見られる。

したがって、今後の大きな方向性としては、露が、これまで以上の透明性措置

を受け入れる可能性は低く、むしろ減じる動きを見せる可能性の方が大きいと

言える。 

 

３．中国のケース 

（１）中国政府の公式な立場 

 中国は、国際会議での公式な演説において核兵器の透明性一般に関する立場

を明らかにすることはほとんどない。軍事一般の透明性については、中国政府

の立場を示す最も早いものとして、１９９１年の国連軍縮委員会に提出した作

業文書が挙げられる。同作業文書は、核兵器の透明性に特化したものではない

が、軍事一般の透明性に関する中国政府の包括的な立場を示しており、その後

の核兵器の透明性に関する中国政府の立場を形作る原型として参考になる。同

作業文書で、中国は、軍事の透明性の目的について、「軍事に関連する客観的情

報の適切な交換は、各国特有の状況に照らし合わせた形であれば、更なる透明

性、相互信頼の向上、緊張緩和に資するものであり、結果として、軍縮の促進、

平和と安全の強化に資することとなる。」とした。軍事の透明性向上のためには、

「各国は国連憲章の他、各国の主権と領土の一体性への相互尊重、内政不干渉、

                                                   
408 ２０１８年ＮＰＲでも、米国は、露の escalate to de-escalate戦略への対抗として、低

出力核や核搭載の海洋発射型巡航ミサイルの開発を提唱したが、あくまでも露による非戦略

核の使用を抑止するためとしており、配備を決定した低出力核についても少数に限定すると

明記した。Nuclear Posture Review (February, 2018), p.54. 
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平等互恵、平和共存、武力不行使という５つの原則を厳格に順守すべきである」

とした。また、軍事の客観的情報の交換のためには、「各国の安全保障を損なう

ことのない原則」に基づくべきともした。その上で、透明性は、「最大かつ最先

端の軍事力と軍事同盟を有する国が率先する義務がある」として、「すべての国

に普遍的に適用されるやり方はない」と主張した。更に、「基本的な政治的信頼

と普通の国の関係の構築に基づき、また、各国及び地域の状況と必要性に沿っ

て、二国間協議を通じて、他国を標的とした国境付近での軍事演習の自制、国

境付近での軍事演習の規模、頻度、地理的範囲の制限、国境付近での軍事演習

の規模、頻度、地理的範囲の相互通報、軍事演習への相互招待、関連軍事活動

の年次計画の交換、軍事演習禁止地域の設定といった二国間の信頼醸成措置を

作ることができる。こうした二国間の信頼醸成措置が、将来的な地域の枠組み

につながる環境を醸成するかもしれない。」とした。すなわち、中国としては、

多国間の場での普遍的な透明性措置の前に、相互の政治的信頼構築を含め二国

間から始めて、いずれ地域や多国間に広げるという順番に沿うことを選好して

いることが伺える409。 

 こうした軍事一般の透明性に関する中国政府の基本的な立場は、例えば、２

００２年の軍備管理・軍縮白書において、軍備一般の透明性に関し、「各国の安

全保障を損なうべきでないとの原則を維持すべき」であり、「自発的に実施」さ

れるべきとする等410、その後も今日に至るまで維持されている411。そして、こ

の軍事一般の透明性に関する中国政府の基本的な立場は、近年になって核兵器

にも当てはめられる形で表明されている。２０１４年に開催された２０１５年

                                                   
409 Objective Information on Military Matters: Letter dated 25 April 1991 from the head 
of the Chinese delegation addressed to the Chairman of the Disarmament Commission 

(A/CN.10/146: April 25, 1991).  
410 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, China: Arms Control 
and Disarmament (July 8, 2002). なお、２００５年の類似の白書 Information Office of 

the State Council of the People’s Republic of China, China’s Endeavors for Arms Control, 
Disarmament and Non-Proliferation (September, 2005)では、透明性に関する言及はない。 
411 例えば、Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations 

Office at Geneva and Other International Organizations in Switzerland, Speech by the 
Chinese Delegation During the Informal Discussion on the Topic of “Transparency in 
Armaments” at the First Session of the Conference on Disarmament in 2009 (February 

14, 2009). <http://www.china-un.ch/chn/cjjk/cjfyda/t646476.htm>; Permanent Mission of 

the People’s Republic of China to the United Nations Office at Geneva and Other 

International Organizations in Switzerland, Speech by Ambassador Wang Qun During 
the Informal Discussion on the Issue of ‘Transparency in Armaments’ at the First 
Session of the Conference on Disarmament in 2008 (February 28, 2008).  

<http://www.china-un.ch/chn/cjjk/cjfyda/t556688.htm>いずれもWu Riqiang, “How 

China Practices and Thinks About Nuclear Transparency,” in Understanding Chinese 
Nuclear Thinking, eds. Li Bin and Ton Zhao (Washington D.C.: Carnegie Endowment 

for International Peace, 2016)の脚注３６を参照。 

http://www.china-un.ch/chn/cjjk/cjfyda/t646476.htm
http://www.china-un.ch/chn/cjjk/cjfyda/t556688.htm
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ＮＰＴ再検討会議第３回準備委員会において、「核の透明性は、『各国の安全保

障を損なうべきでない』との原則によるべきであり、関連の措置は、各国の特

定の安全保障環境を考慮に入れながら、各国の状況に合致する形で自発的な形

で採用されるべきである。この前提条件で、中国は核の透明性について多くの

努力をし、積極的な措置をとってきた」と、初めて核兵器の透明性に関する中

国の説明を述べた412。同年の国連総会第一委員会でも同じ説明を繰り返した413。 

２０００年以降の国連とＮＰＴの会議での中国の演説で確認し得る限りにお

いて、中国は、核兵器の透明性について、２０１０年以降、国連もしくはＮＰ

Ｔで、毎回ではないものの、時折、無条件の第一（先行）不使用政策の採用や

５核兵器国会合（いわゆる「Ｐ５」会合）414への積極的な参加を挙げて、高い

透明性を発揮していると主張するようになったが、核兵器の透明性に関する考

え方の背景を述べたのは、２０１８年末の時点で、この２０１４年のＮＰＴ及

び同年の国連のみである415。２０１４年に中国が核兵器の透明性について初め

て公に説明したのは、第５章で述べたとおり、同年のＮＰＴ準備委員会が、２

０１０年ＮＰＴ再検討会議で採択された行動計画に基づいて核軍縮措置の履行

に関する報告を行う年であったからである。 

 

（２）中国の透明性の現状 

中国は、自国の核政策を「開かれており、透明性がある」として、核兵器国

の中でも特異な地位にあると自らを誇っているが416、実際には中国の透明性の

度合いは一般的に低いと言わざるを得ない。米ソ・米露間の二国間の核軍備管

理・軍縮条約の枠組みにおける透明性措置に類似する透明性措置をとっておら

                                                   
412 Implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Report 
submitted by the People's Republic of China (NPT/CONF.2015/PC.III/13: April 29, 2014), 

p.8. 
413 Statement by H.E. Ambassador Wu Haitao at the Thematic Debate on Nuclear 
Disarmament at the 69th Session of UNGA First Committee (October 20, 2014), p.2. 
414 ２００９年以来、主に５核兵器国の首都を巡回する形で開催されてきた５核兵器国会合

では、各核兵器国の核ドクトリンも議論の対象とされてきた。例えば、Joint Statement from 

the Nuclear-Weapon States at the 2016 Washington, DC P5 Conference (September 15, 

2016). <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/09/261994.htm> 
415 通常兵器の透明性については、２００７年に国連軍備登録制度に復帰した際に、同年の
国連総会第一委員会の一般討論演説で、他国との相互信頼を高めるものとして軍備の透明性

を支持すると述べ、最近でも、例えば、２０１７年の国連総会第一委員会において、通常兵

器に関するテーマ別討論で同趣旨を確認している。Statement by H.E. Ambassador Cheng 

Jingye, Head of the Chinese Delegation at the General Debate of the First Committee of 
the 62nd Session of the United Nations General Assembly (October 9, 2007).  
416 例えば、Statement by H.E. Ambassador Li Baodong, Head of the Chinese Delegation 

at the 2010 NPT Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (May 4, 2010).  

https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/09/261994.htm
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ず、第３及び第４章で示したＮＰＴにおける核軍縮義務の履行状況の報告とい

う形での透明性措置をとっている程度である。ＮＰＴにおける透明性措置（報

告）ですら、それらの章で示したとおり、無条件の第一（先行）不使用、ＮＳ

Ａ等の宣言政策といった意図情報に関する報告に絞られ、核兵器の保有数や削

減数といった定量的情報に関する報告はない。 

中国を除いた核兵器国は、必ずしも対象や方法が統一されている訳ではない

が、何らかの形で核兵器の数を公表している。中国が、唯一、自国の核兵器の

数について公表らしきものをしたのは、２０００年ＮＰＴ再検討会議の中国に

よる「国別報告」において、核兵器国の中で「最も小規模な核戦力」を保有し

ていると述べたことくらいである417。しかし、具体的な数字は一切発表されて

おらず、更に、ここで言う「核戦力(nuclear arsenal)」が、核弾頭の配備数なの

か、備蓄数なのか、運搬手段を指しているのか 具体的に何を意味しているか定

かでない。当時、最も小規模な核戦力を有しているとされていた英国は、１９

９８年の戦略防衛見直し（ＳＤＲ）において、「実戦配備に利用可能な核弾頭数

は２００個以下」が必要であると評価し、現状の最大３００個からの削減が可

能とした418。仮に、中国の言う「核戦力」が、英国の言う実戦配備に利用可能

な核弾頭数を意味しているのであれば、２０００年４月時点で、中国の実戦配

備に利用可能な核弾頭数は２００個未満と推測することができるが、定かでは

ない。「最も小規模な核戦力」という表現は、２００４年４月の中国外交部によ

る「核軍縮及び削減」と題するファクトシートでも同様に記述されているが419、

２００５年ＮＰＴ再検討会議での「報告」ではかかる記述は削除され、その後

復活していない。これは、この時期辺りに英中で核弾頭数が交差したか、遠く

ない将来に交差する可能性が見込まれていたからなのかもしれない。いずれに

しても、他の核兵器国が何らかの形で核兵器に関する定量的情報を公表してい

るのに対して、中国は一切公表していないと言ってよい。 

中国人民大学の吴日强(Wu Riqiang)准教授は、中国政府が発出する声明や白

書といった文書の他、軍事パレード、軍事施設等への外国軍関係者の招待も透

                                                   
417 Letter dated 1 May 2000 from the Permanent Mission of the People’s Republic of 
China to the United Nations addressed to the United Nations Department for 
Disarmament Affairs: National Report on the Implementation of the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons by the People’s Republic of China 
(NPT/CONF.2000/22: May 1, 2000), in Final Document of the 2000 Review Conference 
(Part III), p.367. 
418 U.K. Ministry of Defence, Strategic Defence Review (July 1998), para 64. 

<http://fissilematerials.org/library/mod98.pdf> 
419 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Fact Sheet: China: 
Nuclear Disarmament and Reduction (April 27, 2004). 

<https://fas.org/nuke/guide/china/doctrine/fs042704.pdf>  

http://fissilematerials.org/library/mod98.pdf
https://fas.org/nuke/guide/china/doctrine/fs042704.pdf
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明性と言えるとしている420。こうした措置も透明性の向上に一定程度資すること

は否定されないが、特に軍事パレードは、抑止力の誇示といった示威的な側面

が強く、第２章で挙げた信頼醸成措置や検証等としての透明性とは性格の異な

るものであることは留意しておく必要がある。 

宣言政策における透明性はあるが、具体的なことに関しては透明性がないと

いうのは、軍事一般の透明性でも同様である。１９９８年から１０年分の中国

の国防白書の透明度を体系的に分析したキセリチュニク(Michael Kiselycznyk)

とサンダース(Phillip Saunders)は、全体としてその１０年間で若干の透明性向

上は見られたものの大きな変化はなく、概して、安全保障環境（国際、地域）、

安全保障目標（戦略面、戦術面）、一般的な国防政策（ドクトリン、任務）につ

いては透明度が比較的高いが（透明度高又は中）、懸念事項（国際、地域）、国

防態勢（人員、戦力構成、装備）、国防管理（予算の傾向、取得・調達計画）に

ついては透明度が低いかほとんどない（透明度低又はゼロ）と評価した。２０

０８年の国防白書については、ドクトリンについて、詳細な説明や分析を含ん

でいるとして透明度高と評価した。逆に、人員については、全く何も情報が与

えられてない透明度ゼロと評価した。戦力構成や装備については、若干の説明

に留まる透明性度低とした421。国防白書のみを分析の対象としたキセリチュニ

クとサンダースは、中国国内には国防白書以外にも様々な文献が発行されてお

り、特にドクトリン、訓練等について多くの情報を得ることができることは認

めている。しかし、国防費、戦力構成、軍の近代化については追加的な情報は

ほとんどなく、また、衛星破壊（ＡＳＡＴ）兵器の開発の根拠や、新型のＩＣ

ＢＭやＳＬＢＭの配備といった核兵器の近代化、将来の核戦力の構成といった

重要な点についてはほとんど説明がなされていないとした422。 

 

（３）中国の透明性の現状の背景と透明性に対する考え方 

 上記で示した中国の核兵器に関する透明性の現状や公式な立場の背景を把握

するためには、上記の米露の際と同様に、中国の核戦略を理解することから始

める必要がある。中国は累次の国防白書やＮＰＴへの報告等において表明して

きているとおり、無条件の第一（先行）不使用政策をとっている。中国の核ド

クトリンについてはこれまで様々な研究がなされてきているにもかかわらず不

                                                   
420 Wu Riqiang, “How China Practices and Thinks About Nuclear Transparency,” 

pp.221-223. なお、吴日强は、メディアによる報道、内部からのリーク、外国シンクタンク

による文献等も透明性として挙げているが、政府が自らの意思で公表するものでないものに

ついては、本論文では透明性としては扱わない。 
421 Michael Kiselycznyk and Phillip C. Saunders, Assessing Chinese Military 
Transparency (Washington D.C.: National Defense University Press, June 2010). 

<https://www.files.ethz.ch/isn/134698/China%20Strat%20Perspec%201.pdf>  
422 Ibid., p.33.  

https://www.files.ethz.ch/isn/134698/China%20Strat%20Perspec%201.pdf
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透明な部分が多いが、一般的には、最小限抑止(minimum deterrence)のドクト

リンを採用しているとされている423。最小限抑止戦略とは、敵の核先制攻撃を

凌ぎ、敵に対する最小限かつ確実な報復的第二撃能力を確保し、敵による核攻

撃を抑止する戦略である。報復能力に重きを置く防御的な態勢であることによ

って、核兵器の第一（先行）不使用政策にコミットすることが可能となる。最

小限抑止戦略での核戦力の構築では、核兵器の配備数よりも、核戦力の非脆弱

性、残存能力、報復能力の確実性・信頼性などの基準をより重視する424。した

がって、その特徴は、核戦力の残存性と信頼性を確実なものとするために、核

戦力の具体的な規模、能力、配備場所等に関する曖昧さと秘密性(ambiguity and 

secrecy)にある425。 

現在、中国は、相対的に、配備場所を曖昧にする地理的曖昧さ(geographical 

ambiguity)よりも核戦力の具体的な規模を曖昧にする量的曖昧さ(quantitative 

ambiguity)に、より依存している。これは、従来中国の主要な核戦力が地上配

備のサイロ型弾道ミサイルによって構成され、敵の先制攻撃から確実に生き残

れる核戦力が構築されていなかったからである426。仮に中国が核兵器の数を明

らかにすれば、理論的には、それをもとに敵は軍事衛星等から既に得ている情

報の精度を高めることができ、先制攻撃で中国の核戦力を無力化することがで

きる可能性が高まることとなる。逆に言えば、中国が核兵器数を曖昧にしてお

くことで、敵は中国の報復的第二撃能力を完全に無力化できるか確信を持てず、

中国に対する先制攻撃を思いとどまるということになる。中国が核兵器の数の

公表に抵抗するのには、同国が最小限抑止戦略に基づく確実に残存性のある核

戦力をこれまで構築しきれていなかった、あるいは、未だ構築しきれていない

と認識していることが大きな要因と言える。 

                                                   
423 「最小限抑止」という用語は中国政府が用いているものではない。中国政府は、公式に

は、「小規模で効果的な核戦力(a lean and effective nuclear force)」の構築を目指している

としている。Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, 

China’s National Defense in 2006 (29 December, 2006).１９６４年の核実験に際して、毛

沢東国家主席が、核戦力は小規模なもので良いと述べる等、小規模で防御的な核戦力に留め

るというのは、現代も継続されているか、あるいは将来も継続されるかどうかは別として、

核兵器開発の当初からの中国の核兵器開発の戦略思想であったと言える。例えば、Xu Weidi, 

“China’s Security Environment and the Role of Nuclear Weapons,” in Understanding 
Chinese Nuclear Thinking , eds. Li Bin and Ton Zhao, (Washington D.C.: Carnegie 

Endowment for International Peace, 2016), pp.25-29. 
424 Yao Yunzhu, “Chinese Nuclear Policy and the Future of Minimum Deterrence,” in 

Perspectives on Sino-American Strategic Nuclear Issues, ed. Christopher P. Twomey 

(New York: Palgrave Macmillan, 2008), pp.116-117. 
425 Evan S. Medeiros, “Evolving Nuclear Doctrine,” in China’s Nuclear Future, eds. 

Paul J. Bolt and Albert S. Willner (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2006), p.49. 
426 Li Bin, “China and Nuclear Transparency,” in Transparency in Nuclear Warheads 
and Materials, ed., Nicholas Zarimpas (Oxford University Press, 2003), p.52, p.55. 
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 こうした最小限抑止戦略との関係を中国側の研究者の見解で補足するとすれ

ば、軍事の透明性は軍事弱小国に対する圧力を付加するための道具として利用

できるので、軍事強大国と軍事弱小国を一列に並べて標準的な透明性を強いる

べきでない。これを核兵器に当てはめると、米国は圧倒的な核戦力を有してい

るので、米国が正確な核兵器保有数を開示しても米国の核抑止力にはさほど影

響を与えないが、中国の核戦力は非常に小規模であるので、中国が核兵器の保

有数や配備場所を開示することは、小規模な核戦力の残存性を害してしまう、

ということとなる427。 

 このような背景の下で能力面では透明性を欠く一方で、中国では、「意図」の

透明性こそ重要であるとの考えが主流である。その最たるものが、如何なる場

合でも核兵器を最初に使わないとする無条件の第一（先行）不使用政策である。

無条件であることで、第一（先行）不使用政策に如何なる曖昧性ももたらして

おらず、「意図」については世界最高レベルの完全な透明性を保っているとする
428。第一（先行）不使用政策といった宣言政策にかかる透明性は、単なる外交

上のジェスチャーではなく、中国の核兵器の開発当初から、その開発や進展の

方向性を規定する国防政策の一環であり、諸外国に対して、中国の核戦力は小

規模なものに留まり、抑止目的に限定されるという中国の核開発の方向性を明

らかにするものである。これは、すなわち、中国が、第１に、大規模な核戦力

に依存する先制攻撃能力を開発することはないこと、第２に、戦争遂行に適し

た核戦力を配備することはないことを明らかにしているとする429。 

中国で「意図」の透明性がより重視される背景として、クラツキー(Gregory 

Kulacki)は、西側諸国では人間関係を規定する文言が盛り込まれた契約に拘束

されるのに対して、中国では個々人の人間関係や一般的な政治・社会秩序に拘

束されるという関係性に基づいていることを挙げている430。同様ではあるが、

別の説明としては、まずは全体の大きなところから解決すれば、自ずと詳細は

解決されるという中国の伝統的な全体論的な考え方も挙げられている。核の透

明性に当てはめると、戦略的なレベルでの相互信頼を確保すれば、自ずとオペ

レーショナルなレベルである透明性の問題は解決するということになる。これ

に対して、西側諸国は、個人主義的な側面から、まずはオペレーショナルなレ

ベルから始めて、徐々に積み重ねていくことで、戦略的なレベルでの相互信頼

                                                   
427 Wu Riqiang, “How China Practices and Thinks About Nuclear Transparency,” p.232. 
428 Ibid., p.228. 
429 Li Bin, “China and Nuclear Transparency,” p.51. 
430 Gregory Kulacki, Chinese Perspectives on Transparency and Security (January 13, 

2003). 

<https://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/solutions/us-china-coop

eration/chinese-perspectives-on.html#.WxseFkjt7b4> 

https://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/solutions/us-china-cooperation/chinese-perspectives-on.html#.WxseFkjt7b4
https://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/solutions/us-china-cooperation/chinese-perspectives-on.html#.WxseFkjt7b4
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につなげていくという発想である431。したがって、中国からすると、透明性を

議論する前に、米中の戦略的な相互信頼を醸成することこそ先決であり、仮に、

透明性というのであれば、相互信頼の醸成に資する「意図」の透明性こそ意味

を持つものであるとの考えに立つのであろう。 

 米ソ・米露間の透明性を考えるにあたって重要な概念であった戦略的安定性

についてはどうであろうか。２０１０年の米国のＮＰＲで提唱された米中間の

「戦略的安定性」に関する概念の中国国内における受け止め方を研究したサー

ルマン(Lora Saalman)によれば、中国では、「戦略的安定性」は核戦力の均衡（パ

リティ）を前提とした米ソ間の概念であり、核戦力がより小規模な中国には当

てはまらないと受け止められている。より掘り下げると、中国側の研究者の理

解に基づけば、伝統的な「戦略的安定性」概念の主な構成要素の一つである「軍

備競争に係る安定性(arms race stability)」は、軍備競争の速度を調整すること、

及び相手側の先制攻撃を惹起させる兵器の開発を回避することに加えて、相互

の透明性と予測可能性を高めることを目的とするのであって、不透明性に基礎

を置く中国の核抑止戦略には合致しないということとなる。多くの中国側の研

究者は、米国は「戦略的安定性」の概念を用いながら、中国を透明性向上に引

き込みたいだけではないか、それは中国の核抑止力を阻害することになるだけ

である、という疑念を有している432。このように、米ソ・米露の核軍備管理・

軍縮を規定し、両国間の透明性の基礎を提供してきた戦略的安定性の概念につ

いても、中国にとっては容易に受け入ることはできない概念である。 

 

（４）今後の見通し 

 中国の核戦力の実態は不透明であるが、最も妥当な評価と国際的にみなされ

ているクリスチャンセン(Hans Kristensen)の評価によれば、中国は第一（先行）

不使用やＮＳＡといった核政策には変更はないが、近年、特に、ＩＣＢＭ核弾

頭のＭＩＲＶ化といった米国のミサイル防衛に対抗するための核戦力の能力面

では大きく進展している。また、サイロ型ミサイルから移動式ミサイルへの移

行、液体燃料型から固体燃料型への移行、戦略原潜の開発・配備のように核戦

力の残存性を高める方向にある。移動式で固体燃料型のＤＦ－３１Ａ、ＤＦ－

３１ＡＧの配備、ＤＦ－４１の開発、晋級（０９４型）の戦略原潜の配備、次

世代戦略原潜の開発等は、いずれもその方向に沿ったものである。クリスチャ

ンセンは、そうした核戦力の能力面の進展が将来的に核政策に何らかの影響を

                                                   
431 Wu Riqiang, “How China Practices and Thinks About Nuclear Transparency,” 

pp.234-235. 
432 Lora Saalman, “China & The U.S. Nuclear Posture Review,” The Carnegie Papers 

(February 2011), pp.4-7. 

<https://carnegieendowment.org/files/china_posture_review.pdf> 

https://carnegieendowment.org/files/china_posture_review.pdf
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及ぼす可能性を指摘している433。２０１８年の国防省による中国軍事力に関す

る年次報告書も概ね同様の方向性を指摘している434。 

 クリスチャンセンや米国防省報告書を下にすれば、現時点で残存性が高いと

言える対米本土用の核戦力は、ＤＦ－３１Ａ及びＤＦ－３１ＡＧである。しか

し、ＤＦ－３１シリーズは単弾頭であることから、中国は、ＤＦ－３１シリー

ズでは、米国のミサイル防衛、特に地上配備迎撃機（ＧＢＩ）の技術レベルの

進展具合によっては、米国の無能力化のための先制攻撃から残存した中国の核

戦力が米国のミサイル防衛を突破できないリスクがあるとみなしている可能性

がある。中国が透明性を向上させることができるとみなし得る次のメルクマー

ルは、上記の中国の核戦略や透明性に関する考え方を踏まえれば、ＭＩＲＶ化

されたＤＦ－４１や、ＳＬＢＭのＪＬ－３を搭載したより静粛なスクリューを

有する次世代戦略原潜（０９６型）が配備された時点と言えよう。 

 

４．まとめ 

 いずれの核兵器国においても、核の透明性をどこまで許容できるのかは、核

戦略と密接に関係している。米国であれば、相互に非脆弱な第二撃報復能力を

有する戦略的安定性（懲罰的抑止）を基盤としつつ、敵国の第二撃報復能力を

完全に除去しない程度の限定的なカウンターフォース戦力を保有する（限定的

な拒否的抑止）という基本戦略の下で構築されてきた核軍備管理・軍縮の枠組

みにおいて、透明性措置は発展してきた。逆にその枠組みを超える範囲での透

明性は得られない。これはソ連・露にも概ね当てはまる。第２章で挙げた透明

性は各国の安全保障を害さないことという安全保障の原則が厳格に適用されて

いる。 

そこで発展してきた透明性措置は、当初は、特に危機安定性を図るための危

機管理的な信頼醸成措置としての透明性措置（主に行為情報）から始まり、次

第に、核軍備管理・軍縮条約の検証措置としての透明性措置（主に定量的情報）

に発展してきた。核軍備管理・軍縮を促進するための透明性措置（主に定量的

情報）が試みられたこともあった。また、米ソ・米露の二国間に留まらず、Ｎ

ＰＴを代表として多国間においても信頼醸成のための透明性措置が発展してき

た（主に定量的情報）。このように米ソ・米露の核軍備管理・軍縮条約に盛り込

まれた透明性措置は、定量的情報と行為情報が中心であったが、これは軍備管

理・軍縮条約である以上、客観的に観測・検証できる必要があったためと言え

る。逆に言えば、定量的情報や行為情報であっても、客観的に観測・検証でき

                                                   
433 Hans M. Kristensen and Robert S. Norris, “Chinese nuclear forces, 2018,” Bulletin of 
Atomic Scientists, Vol.74, No.4 (2018), pp.289-295. 
434 U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security 
Developments Involving the People’s Republic of China 2018 (May 16, 2018).  
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ないものは含まれていないと言える。 

 中国の場合においても、同様に、中国の透明性措置の可能性は、中国の核戦

略によって規定される。中国は、小規模かつ脆弱性が高い核戦力を含む最小限

抑止戦略の下で、核抑止力を確保するために核戦力の規模や能力に関する量的

曖昧さに依存している。したがって、核弾頭数といった定量的情報については、

透明性を発揮することが難しい。他方で、意図情報については、特に無条件の

第一（先行）不使用政策やＮＳＡといった最小限抑止戦略から直接導き出され

る宣言政策については、その信頼性は別としても、曖昧さを残さない形で透明

性を発揮できている。危機的安定性に資する行為情報については、そもそも最

小限抑止戦略では、米ソ・米露間のような危機的状況を惹起する可能性も低く、

必要性に迫られることはなかった。他方で、今後必要性に迫られる場合に、中

国の核戦略との関係で可能かと言えば、必ずしも単純ではない。危機的安定性

という概念自体が、核兵器の第一（先行）使用の可能性を前提としていること

から、第一（先行）使用を明確に否定する中国の核戦略からすると受け入れが

たい概念とみなされている435。上述のとおり、中国の場合、米ソ・米露におけ

る戦略的安定性の確保という目的に基づいた透明性措置自体が、中国の核戦略

との関係から極めて難しいものとなっている。 

 このように、米ソ・米露と中国とでは、透明性措置の現状のみならず、その

基礎となる考え方・核戦略も大きく異なっており、特に、米ソ・米露における

透明性措置の基礎となった戦略的安定性の概念を中国にそのまま当てはめるこ

とは難しい。最終章では、こうした根本的な違いを踏まえて、今後どのように

透明性を考えていけばよいかを探る。 

  

                                                   
435 Saalman, “China & The U.S. Nuclear Posture Review,” pp.4-7. 
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最終章 核軍備管理・軍縮における透明性の意義の再考 

 

 これまで第２章から第６章まで、核の分野を中心として、軍備管理・軍縮に

おける透明性の意義や背景について論じてきた。この最終章では、それらを改

めて振り返った上で、中国の透明性に関する今後の方向性を中心に、核軍備管

理・軍縮における透明性の今後の政策上の意義を再考したい。 

 

１．総括 

 本研究は、実際の透明性措置に基づいた概念整理ではなかった先行研究に対

して、基本的に国連文書や米ソ・米露の条約といった一次資料に基づいて、実

際の透明性措置を材料として、透明性の概念や議論の進展を整理・分析するこ

とを重要な目的とした。第２章では、第１のリサーチ・クエスチョンとして、

そもそも一般的な軍備管理・軍縮において透明性の概念はどのように位置づけ

られてきたのか、透明性を通じて何を達成しようとしてきたのか、どのような

意義があるのかといった点につき、特に通常兵器と宇宙の軍事利用における信

頼醸成措置（ＣＢＭ）との関係を中心に整理・分析した。その結果、通常兵器

を中心とする軍備管理・軍縮一般における透明性の目的・意義は、①信頼醸成

のための透明性（不信や恐怖の原因を緩和・除去することで相互信頼・理解を

醸成する）、②検証のための透明性（軍備管理・軍縮の合意での義務を遵守して

いるかを検証する）、③軍備管理・軍縮の代替としての透明性（合意が得られな

い軍備管理・軍縮を代替する）、④軍備管理・軍縮の促進としての透明性（更な

る軍備管理・軍縮への合意を促進する）、⑤規範としての透明性（目的いかんに

かかわらず、国際規範として実施する）に分類できることがわかった。透明性

の原則としては、主に、各国の安全保障を害さないという安全保障の原則、可

能な限り公開するという公開性の原則、（国家の安全保障を害さないという原則

に基づいている限り）透明性のスコープに特段の原点はないという非限定性の

原則、各国の情報を比較可能なものとするという比較可能性の原則が特定され

た。実際の透明性措置としては、地域的なレベルで最も通常兵器の透明性措置

が発達している欧州の事例において、特定の軍事行動のような行為情報といっ

た表面的に見えやすい軍の動的情報から始まって、軍事組織、人員、主要兵器・

装備といった定量的情報、将来の防衛計画といった意図情報のように、表面的

にはより見えにくい軍事情報の交換へと拡大したという流れがわかった。更に、

単なる情報交換に留まらず、事後的に検証・評価するメカニズムも徐々に発展

していった。欧州では、当初は、③の軍備管理・軍縮の代替策、また、①の信

頼醸成措置として始まった欧州の透明性措置は、次第に②の検証措置としての

透明性措置の性格も帯び、更には、拘束性も徐々に強まり⑤の規範としても定
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着していった。 

 第３章では、核軍備管理・軍縮における透明性についても、二国間と多国間

に分けて、同様の問いを問う第２のリサーチ・クエスチョンのうち、二国間の

透明性を論じるべく、米ソ・米露二国間の戦略核に関する軍備管理・軍縮条約

における透明性を中心として、米ソ・米露が戦略核に関して実際にとった透明

性措置の事実関係を整理・分析した。米ソ・米露の核軍備管理・軍縮において

は、キューバ危機を契機として、行為情報を中心とした危機管理のための信頼

醸成措置としての透明性措置（①）から始まった。その後、戦略攻撃兵器削減

条約（ＳＴＡＲＴ）を中心とする核軍備管理・軍縮条約における検証措置とし

ての透明性措置（②）へ発展し、一時期、核軍備管理・軍縮を促進するための

透明性措置（④）が試みられたこともあった。長年の条約に基づく透明性措置

の実施によって、規範としての性格も強まった（⑤）。欧州における通常兵器の

軍備管理・軍縮と同様、米ソ・米露の核軍備管理・軍縮においても透明性措置

は概ね同様の流れを辿って多様化・深化していった。まず、欧州と同様に、米

ソ・米露においても、表面的に見えやすい行為情報に関する透明性措置から始

まり、徐々に定量的情報に関する透明性措置、最終的には欧州の通常兵器ほど

のしっかりしたものではないが一定の意図情報というように、表面的にはより

見えにくい情報に関する透明性措置がとられるようになった。また、交換する

情報の対象の拡大や情報交換のためのメカニズムの充実化も同様の流れを辿っ

ている。 

 第４章及び第５章では、第２のリサーチ・クエスチョンのうち多国間におけ

る透明性を論じるべく、核兵器をめぐる国際フォーラムの代表として核兵器不

拡散条約（ＮＰＴ）再検討プロセスにおける透明性の議論を概観した。ＮＰＴ

では、主に定量的情報を対象とした信頼醸成のための透明性（①）が議論の中

心として展開した。信頼醸成と言っても、多国間フォーラムであるＮＰＴでは、

例えばキューバ危機を契機とした米ソ間の危機管理的な信頼醸成措置としての

透明性措置とは性質が異なっていた。すなわち、核兵器国と非核兵器国の間の

差別性を内包するＮＰＴでは、特に核兵器国が核軍縮に関する説明責任を果た

すことで、主に核兵器国と非核兵器国の間の信頼を醸成し、ひいては、ＮＰＴ

体制そのものへの信頼を維持するといった意味での信頼醸成のための透明性で

ある。このような性質を有するＮＰＴにおける透明性には、第２章で挙げた比

較可能性の原則が最も当てはまる。客観的に測定できる定量的情報を特定のフ

ォーマットに基づいて共有することで、各核兵器国の核軍縮措置を比較するこ

とができ、場合によっては信頼を醸成できるということである。 

第６章では、第２章で挙げられた安全保障の原則との関連で、米ソ・米露で

とられてきた透明性措置は核戦略理論との関係においてなぜ可能であったのか、
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他方で、なぜ中国では現代に至るまで可能ではないのかという第３のリサー

チ・クエスチョンに対処すべく、米国、ソ連・露及び中国の核戦略と透明性と

の関係を論じた。いずれの核兵器国においても、核の透明性をどこまで許容で

きるのかは、核戦略と密接に関係していることがわかった。米国であれば、相

互に非脆弱な第二撃報復能力を有する戦略的安定性（懲罰的抑止）を基盤とし

つつ、敵国の第二撃報復能力を完全に除去しない程度の限定的なカウンターフ

ォース戦力を保有する（限定的な拒否的抑止）という基本戦略の下で構築され

てきた核軍備管理・軍縮の枠組みにおいて、透明性措置は発展してきた。逆に

その枠組みを超える範囲での透明性は得られない。これはソ連・露にも概ね当

てはまる。中国も同様に透明性措置の可能性は中国の核戦略に規定されている

が、中国の場合は、米ソ・米露とは大きく異なる核戦略をとっている。すなわ

ち、中国は、小規模かつ脆弱性が高い核戦力を含む最小限抑止戦略の下で、核

抑止力を確保するために核戦力の規模や能力に関する量的曖昧さに依存してい

る。したがって、核弾頭数といった定量的情報については、透明性を発揮する

ことが難しい。他方で、意図情報については、特に無条件の第一（先行）不使

用政策や消極的安全保証（ＮＳＡ）といった最小限抑止戦略から直接導き出さ

れる宣言政策については、その信頼性は別としても、曖昧さを残さない形で透

明性を発揮できている。このように、米ソ・米露と中国とでは、透明性措置の

現状のみならず、その基礎となる考え方・核戦略も大きく異なっており、特に、

米ソ・米露における透明性措置の基礎となった戦略的安定性の概念を中国にそ

のまま当てはめることは難しいことがわかった。 

結論として、透明性と一口で言っても、様々な目的、対象があり、また、そ

れぞれの文脈で独自の発展（あるいはその欠如）を遂げてきている。したがっ

て、特定の文脈で発達してきた透明性措置やその進展ぶりを異なる文脈にその

まま当てはめることは難しいことは確かである。特に、戦略的安定性の確保を

基礎とする核兵器国（米ソ・米露）の二国間と差別性の緩和を基礎とするＮＰ

Ｔという核兵器国と非核兵器国が参加する多国間とでは、透明性を議論する前

提が大きく異なる。また、同じ核兵器国間であっても、核戦略が根本的に異な

る核兵器国との関係では、前例をそのままあるいはそれに近い形で当てはめる

ことは困難となる。戦略的安定性の確保を基礎とする米ソ・米露と、戦略的安

定性の概念に否定的な中国との間には前提条件自体に大きな乖離がある。他方

で、本研究で特定し本論文全体を通して共通する透明性の目的・意義、対象、

原則といった分類は、今後、中国の透明性のあり方を考える上で、中国の核戦

略に配慮しつつ当てはめることのできる枠組みであろう。特に、安全保障や比

較可能性といった原則は、程度の差はあれ、いずれの文脈でも共通している。

次節以降では、まず、核軍備管理・軍縮が困難となってきている時代における
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透明性の政策上の含意を論じた上で、本研究で特定した共通の原則や枠組みを

用いて、本研究の問題意識である中国の透明性にどう当てはめることができる

か考えたい。 

 

２．今後の核軍備管理・軍縮における透明性の政策上の意義と限界 

 今後の核軍備管理・軍縮における透明性の意義として次の４点を挙げること

ができる。第１に、核兵器国間の戦略的安定性を確保するという意義は引き続

き見いだされる。これまで見てきたとおり、実際の核軍備管理・軍縮における

透明性措置は、冷戦期以来、米ソ・米露の核軍備管理・軍縮条約の枠組みを中

心に、主に信頼醸成及び検証のための透明性措置という形で進められてきた。

しかし、米露関係が極度に悪化し、新戦略攻撃兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）

の後継条約の交渉の見通しがつかず、更に、２０１８年１０月にはトランプ

(Donald J. Trump)大統領が露の違反を問題として中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃

条約からの脱退を表明した中において、今後もこれまでのような核軍備管理・

軍縮条約に基づいた透明性措置を期待することはより困難となっている436。Ｓ

ＴＡＲＴの米側首席交渉官も務めたブルックス(Linton F. Brooks)元米国家核安

全保障長官は、仮に新ＳＴＡＲＴが２０２１年に５年間延長されたとしても、

新ＳＴＡＲＴの後継条約の交渉が合意されず、今後数年から１０年以内に、米

露の戦略核に関する法的枠組みが消滅する可能性は高いので、我々はそのよう

な時代に向けて準備を始めなければならないと警鐘を鳴らす437。更に言えば、

米露関係の悪化等から核軍備管理・軍縮条約の見通しが低いということもさる

ことながら、ブッシュ政権時からの大きな流れとして、核戦力の構成や運用の

柔軟性を維持したいというトランプ政権でも見て取られる根強い考え方からす

ると、そもそも厳格で硬直的になりがちな条約に基づく検証措置としての透明

性措置を敬遠し、仮に透明性措置を導入するとしても、より柔軟な条約の枠外

のより柔軟な信頼醸成措置としての透明性措置をより重視する傾向になる可能

性は高い。 

そのような核軍備管理・軍縮条約受難の時代にあっても、核軍備管理・軍縮

条約が提供してきた主な利益である危機安定性と軍備競争安定性で構成される

戦略的安定性、更には、透明性や予見可能性の重要性は変わらないばかりか、

むしろ新たな条約成立の見通しが低い以上、条約ではない何らかの代替手段に

基づいた戦略的安定性、透明性や予見可能性の確保はより重要な課題となろう。

新たな核軍備管理・軍縮条約の合意が難しい時代にあって、必要に迫られて、
                                                   
436 米国は、２０１９年２月２日に同条約第１５条に基づいて正式に脱退を通告した。 
437 Linton Brooks, “After the End of Bilateral Nuclear Arms Control,” Next Generation 
Nuclear Network (24 October, 2017). 

<https://nuclearnetwork.csis.org/end-bilateral-nuclear-arms-control/>  

https://nuclearnetwork.csis.org/end-bilateral-nuclear-arms-control/
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過去の米ソ・米露間では前例が見られなかった核軍備管理・軍縮を代替するた

めの透明性措置が追求されるかもしれない。あるいは、冷戦後の一時期に追求

された核軍備管理・軍縮を促進する透明性措置も新たな視点から追求されるか

もしれない。通常兵器の分野では軍備管理・軍縮を代替する透明性措置として

は、軍事支出削減条約の代替としての軍事支出に関する標準報告制度が最も顕

著な例である。実際に軍事支出を削減するものではないが、お互いの軍事支出

の現状を報告することで、不必要な軍備競争を抑える効果がある。通常兵器分

野における軍備競争に係る安定性に資するものと言える。核の分野でも、今後

同様の状況が高まる可能性がある。もちろん、これまで見てきたとおり、透明

性措置は核軍備管理・軍縮条約といった枠組みの中で戦略的安定性を確保する

ための手段の一つに過ぎず、透明性措置をもって将来の核軍備管理・軍縮を完

全に代替することはできない。しかし、米ソ・米露間の様々な透明性措置は、

戦略的安定性の主要構成要素である危機安定性と軍備競争安定性の両面を一定

程度担保してきたことも事実である。米ソ・米露間の多くの透明性措置は核軍

備管理・軍縮条約の枠組みの中で構築されてきたが、透明性措置は必ずしも核

軍備管理・軍縮条約の枠内で実施する必要はなく、実際、米ソ・米露間でも核

軍備管理・軍縮条約の枠外で実施されているものはある。したがって、今後、

新たな核軍備管理・軍縮条約の合意がより困難となることが予想される中にあ

って、核軍備管理・軍縮条約とは切り離された透明性措置の意義はより高まる

ことになろう。特に、近年の民間衛星画像サービスやソーシャル・ネットワー

クの目覚ましい発展によって、データ交換や各国の一方的発表をオープンソー

ス情報（ＯＳＩＮＴ）につき合わせることで、必ずしも核軍備管理・軍縮条約

に基づく検証措置がなくとも、それらデータや一方的発表の信憑性の判断がよ

り可能となりつつある438。更には今後の人工知能（ＡＩ）による解析能力の進

展の可能性を踏まえれば、核軍備管理・軍縮条約に基づく現地査察といった侵

入的な検証手段に依存しなくとも、データ交換といった透明性措置の価値を維

持することが可能となろう。なお、ＯＳＩＮＴ技術の進展は、国家間の信頼醸

成のみならず、民間の専門家による分析を可能とするため、国際社会における

信頼醸成にも資することとなる。 

第２に、核軍縮を促進するための安全保障環境の醸成という意義がある。近

年、核軍縮に関する議論においては、ＮＰＴの前文にあるとおり、国際的な緊

張緩和や諸国間の信頼強化といった核軍縮を促進する環境の醸成が先決である

                                                   
438 Jeffrey Lewis, Applying New Tools to Nonproliferation: A Nuclear Detective Story 
(May 2, 2016). 

<https://www.nti.org/analysis/reports/applying-new-tools-nonproliferation-nuclear-dete

ctive-story/> 

https://www.nti.org/analysis/reports/applying-new-tools-nonproliferation-nuclear-detective-story/
https://www.nti.org/analysis/reports/applying-new-tools-nonproliferation-nuclear-detective-story/
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との議論が盛り上がっている439。核軍縮を促進するためにはまず安全保障上の

環境を醸成することが不可欠という議論（ＣＣＮＤ: Create Conditions for 

Nuclear Disarmament）である440。透明性は、核兵器国による説明責任を果た

しＮＰＴ体制への信頼を醸成することで、ＣＣＮＤという観点からも重要な意

義を有すると言える。２０１８年の第７３回国連総会第一委員会に日本が提出

した核兵器廃絶決議案においても、かかる趣旨が初めて明示的に盛り込まれた
441。これまで核軍備管理・軍縮の促進としての透明性措置は、第３章で示した

冷戦直後の包括的な透明性レジームの形成への試みがある程度であり、それも

包括的な透明性レジームの構築そのものが失敗に終わったことで、核軍備管

理・軍縮の促進のための透明性措置というカテゴリー自体がどの程度意味があ

るのか実証することはできない。しかし、第６章でも述べたとおり、中国のよ

うに定量的情報が完全に不透明であれば、核軍備管理も核軍縮も進めることは

不可能となってしまうため、核軍備管理・軍縮のためには米ソ・米露のように

定量的情報に関する一定の透明性が不可欠である。これは単に米露中の核軍縮

の問題に留まらず、地域の安全保障にも関わる問題である。例えば、北東アジ

ア地域においては、中国の核戦力及び戦略の実態が不透明なことから、日米の

安全保障関係者の間で、米国の大幅な核兵器削減は中国が米国と対等な相互抑

止関係を目指す誘因となりかねないとの懸念が示されるようになった442。中国

が自国の核兵器の数を公表し、定期的にアップデートするようになれば、米露

による将来的な核軍縮イニシアティブに対する国内外の不安感も低減すること

ができるかも知れない。したがって、透明性措置だけでは十分条件とはならな

いが、透明性措置は核兵器のない世界の実現を含め核軍備管理・軍縮のための

必要条件であり、透明性措置が核軍備管理・軍縮を促進する側面は否定できな

い。 

 第３に、核兵器国による説明責任を果たし、ＮＰＴにおける核兵器国と非核

                                                   
439 Creating the Conditions for Nuclear Disarmament: A New Approach, Remarks by Dr. 

Christopher Ashley Ford, Assistant Secretary of State, Bureau of International Security 

and Nonproliferation at Center for Nonproliferation Studies (CNS) Nonproliferation 

Workshop, Annecy, France (March 14, 2018). 

<https://www.state.gov/t/isn/rls/rm/2018/279386.htm>; Creating the Conditions for 
Nuclear Disarmament (CCND): Working paper submitted by the United States of 
America (NPT/CONF.2020/PC.II/WP.30: April 18, 2018).  
440 米国は、その後、名称をＣＣＮＤからＣＥＮＤ (Creating an Environment for Nuclear 

Disarmament)に変更した。Operationalizing the Creating an Environment for Nuclear 

Disarmament (CEND Initiative: Working paper submitted by the United States of 
America (NPT/CONF.2020/PC.III/WP.43: April 26, 2019).  
441 United Action with Renewed Determination towards the Total Elimination of 
Nuclear Weapons (A/RES/73/62: December 13, 2018).   
442 Ralf Cossa, “Nuclear disarmament: too much, too soon?” The Japan Times, April 22, 

2009. 

https://www.state.gov/t/isn/rls/rm/2018/279386.htm
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兵器国の信頼を醸成し、ＮＰＴ体制の維持・強化に資するという意義がある。

第４章及び第５章で見たとおり、ＮＰＴのような多国間の場においても透明性

の議論はますます活発になっている。ＮＰＴは、北朝鮮やイランの地域の核問

題、核テロ、核軍縮の進展の欠如など様々な問題を抱えている。就中、北朝鮮

は、ＮＰＴに非核兵器国として加入しながら、ＮＰＴにおける原子力の平和的

利用を悪用しつつ、秘密裏の核開発が暴露されると、ＮＰＴからの脱退を宣言

し、核実験や弾道ミサイル発射を続けるなど、ＮＰＴ体制の根幹を揺らがせて

いる。更に、北朝鮮の核開発は、日本の安全保障に直接の影響を与える深刻な

問題である。このような核不拡散問題への対処強化が特に西側諸国から唱えら

れることに対して、非同盟運動（ＮＡＭ）諸国を中心として、核兵器国による

核軍縮の具体的な進展が欠如している中で、非核兵器国に対してのみ原子力の

平和的利用の権利を更に制約することは受け入れられないとの反発が生じてい

る。こうした基本的な緊張関係が、これまでのＮＰＴ再検討会議の成功や失敗

を大きく左右してきている。このような文脈で、ＮＰＴにおいて議論が高まっ

ている透明性は、核兵器国と非核兵器国の信頼を醸成するものという意義が強

調されてきている。本来は、非核兵器国が核兵器を製造・取得していないこと

を検証するという観点から、非核兵器国側の透明性が最大限求められてきたと

ころであり、その意味で、非核兵器国の透明性は伝統的な軍事面での信頼醸成

措置としての機能も果たしていたと言える。すなわち、隣国が核兵器を製造・

取得していないことが透明な形で明らかになることで、特に地域内の相互不信

や恐怖を緩和・除去することができる。他方で、近年では、核兵器国に対する

透明性向上の要求が議論の中心であることを踏まえると、ＮＰＴにおける透明

性には、特に地域内における軍事的な意味での信頼(confidence)醸成もさること

ながら、核兵器国と非核兵器国の間の一般的な意味での信頼(trust)醸成という

意義も見いだされる。これまで核兵器国間（米ソ・米露間）の核軍備管理・軍

縮交渉は、戦略的安定性の確保を基礎として、ＮＰＴでの議論とは概ね切り離

された形で独自に進められてきた。しかし、今後の核兵器国間の核軍備管理・

軍縮交渉は、特にＮＰＴをはじめとする多国間での議論をより踏まえ、また、

多国間での議論にフィードバックすることをより想定して進めることが肝要と

なろう。ＮＰＴでは、核兵器国に対する透明性向上への要求が透明性の議論の

中心にあるからである。そのことはひいては、ＮＰＴ体制への信頼を維持し、

ＮＰＴ体制の強化に資することとなる。逆に言えば、従来どおり非核兵器国の

みの一方的な最大限の透明性に基づく体制は持続可能ではなく、核兵器国によ

る透明性向上がＮＰＴ体制の維持・強化にとって不可欠であることを意味する

ものである。 

 第４に、こうした二国間及び多国間での透明性をめぐる議論の進展は、第２
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章で挙げた、如何なる目的であろうと当然やるべきことであるという国際的な

規範としての透明性の意義に改めて注目させるものである。もちろん、米ソ・

米露の二国間では、基本的には、透明性措置は核軍備管理・軍縮条約という文

脈において限定的に進められてきたものであり、あらゆる透明性措置が認めら

れてきた訳ではない。米ソ・米露は、冷戦期を通して核軍備管理・軍縮条約と

いう枠組みを中心としてではあるが、透明性の規範性を高め、ＮＰＴといった

多国間の場での透明性に関する議論の盛り上がりに大きく影響を与えたと言え

る。近年は、合理化・簡素化といった観点からの一定の後退もあり、また、今

後の核軍備管理・軍縮条約の見通しが低く、条約の枠外での透明性措置も容易

でないこともあり、透明性の推進者は、かつての米ソ・米露から、多国間の場

での非核兵器国に重心が移りつつあるとも言えよう。もちろん、ＮＰＴのよう

な多国間の場での透明性に関する議論は、米ソ・米露の二国間に比べるとはる

かに進展が遅い。２０１０年ＮＰＴ再検討会議の行動計画において、核兵器国

が、標準報告フォームを作成し、２０１４年の２０１５年再検討会議第３回準

備委員会で報告することに合意したことは画期的であったが、その後の実際の

動きは非常に緩慢であると言わざるを得ない。これは、透明性の大幅な進展、

特に、透明性が規範化することに抵抗している国がいることを伺わせるもので

ある443。それでも、２０００年代までは扱いの小さな論点に過ぎなかったこと

を考えれば、今ではＮＰＴにおける主要議題の一つにまで成長しており、この

１０年間の進展は目を見張るものがある。現在では、透明性の原則そのものを

否定することは難しく、具体的な透明性措置の内容が、各国の攻防ラインに移

っている。その意味で、透明性は向上させるべきものであるという規範は徐々

に浸透していっているものと考えられる。今後、透明性の規範性をより高める

ためには、核兵器国の核戦力の現状を知りたいという単なる知的好奇心的な観

点からではなく、ＮＰＴ体制の維持のためには核兵器国がどの程度核軍縮を進

めているのか説明責任を果たす必要があるという意味付けをより明確にし、Ｎ

ＰＴ体制の維持というすべてのＮＰＴ締約国の共通目標に合致させる形で進め

                                                   
443 ２０００年再検討会議で中国は原則問題として透明性の概念に反対していた。Cammile 

Grand, “Nuclear Weapon States and the Transparency Dilemma,” in Transparency in 

Nuclear Warheads and Materials: The Political and Technical Dimensions, ed. Nicholas 

Zarimpas (New York: Oxford University Press, 2003), p35; John Simpson, “The 2000 

NPT Review Conference,” in SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford: Oxford University Press, 2001), p.495. また、２０１０年

再検討会議でも、第４章で述べたとおり、中国は詳細な報告項目への合意に反対した。

William C. Potter, Patricia Lewis, Gaukhar Mukhatzhanova, and Miles Pomper, The 
2010 NPT Review Conference: Deconstructing Consensus (CNS Special Report, June 17, 

2010), p.10. 

<https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2016/07/100617_npt_2010_sum

mary.pdf> 

https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2016/07/100617_npt_2010_summary.pdf
https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2016/07/100617_npt_2010_summary.pdf
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ることが肝要であろう。 

 とは言え、第６章で示したとおり、具体的な透明性措置をどこまで合意でき

るかというのは、実際には各国の核戦略に大きく規定される。しかも、米ソ・

米露と中国とでは、基本的な核戦略が根本的に異なっており、したがって、透

明性に関する考え方も根本的に異なっている。今後、新ＳＴＡＲＴの後継が成

立するか否かにかかわらず、核兵器国間の核軍備管理・軍縮は、中国が米露の

二国間に加わって米中露の三国間、あるいはその他の核兵器（保有）国も交え

た複数国間で進められていくものとなろう。そうした複数国間、また、ＮＰＴ

のような多国間で、透明性措置をどのように国際安全保障向上のために進展さ

せるのか、というのは今後の大きな課題となろう。むしろ、上述のとおり、条

約のような形での核軍備管理・軍縮の合意の可能性が低くなってきている時代

においては、透明性措置は、今後より注目を集めるものとなろう。核兵器国の

透明性措置がそれぞれの核戦略に規定される以上、核戦略が変更されなければ

前に進まないという悲観的な見方も可能である。しかし、現状の核戦略の中で

も、何かしらの連結点がないか、中国のケースについて次節で検討する。 

 

３．中国による透明性の可能性 

第６章で論じたとおり、米ソ・米露と中国とでは、透明性に対する考え方が

大きく異なっている。米ソ・米露の間では、若干の幅はありながらも基本的に

は戦略的安定性の確保という枠組みの中で、特に定量的情報を中心とした透明

性措置が実施されてきた。他方で、中国では、透明性については、米ソ・米露

間では核戦力の規模がほぼ同等と言える均衡（パリティ：parity）状態にあった

からこそ可能であったのであり、核戦力が小規模な中国は透明性を発揮するこ

とはできないとの考え方が根強い。そうであれば、ほぼ外形標準的なパリティ

を達成したと言える米ソ・米露の核超大国間の関係を、核戦力の規模がより小

規模な中国を米国や露と同列に論じ、そのまま米中や中露といった関係におい

て適用することはできない。特に、中国は、戦略的安定性の概念を否定的に捉

え、かつ、自国の最小限抑止戦略に基づけば、不透明性こそが同戦略の中核を

成し、透明性の向上は自国の核抑止力を損なうと考えている。すなわち、中国

は、透明性とは逆の量的曖昧さを中核に据えた核抑止戦略をとっていることか

ら、特に定量的情報に関する透明性措置には否定的で、意図情報に関する透明

性を唱えている。 

しかし、そのような中国との関係においても、米ソ・米露間の透明性措置か

ら何らかのヒントを得ることは可能ではないか。米ソ・米露の透明性措置は、

少なくとも両国の核戦略に合致する、あるいは矛盾しない範囲でとられたと推

論することができる。そうであれば、米ソ・米露間の透明性措置のすべてとま
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では言わずとも、そのうちの一定の部分については中国としても取り得るので

はないかと考えられる。すなわち、中国も「最小限」とは言え、核抑止戦略を

とっている以上、「最大限」の抑止戦略（あるいは、抑止戦略と戦争遂行戦略の

混合）とも言える核抑止戦略を採用する米ソ・米露の透明性措置のうち、核抑

止戦略との相似関係において、「最小限」の透明性措置をとることは理論的に可

能ではないか、ということである。 

本研究で明らかになったことは、幾つかのカテゴリーに分けられる透明性の

中でも、いずれのケースにおいても、信頼醸成のための透明性が最も重要であ

り、また、信頼醸成のための透明性から進展が始まっていることである。そこ

から検証のための透明性等へ発展している。中国についてもやはり信頼醸成の

ための透明性から始めることが良いのではないだろうか。信頼醸成のための透

明性と言っても、これまで見てきたとおり、危機管理的なものから、核軍備管

理プロセスへの真剣度を測るためのもの、あるいは、ＮＰＴでのそれのように

体制維持のためのもの等、それぞれの文脈によって実際の透明性措置は異なっ

ている。中国との間では、中国の透明性に対する警戒感を減じさせ、中国を含

めた国際安全保障に資する形での透明性向上を追求することへの利益を中国も

共有できるよう、まずは中国との一般的な信頼関係を構築できるような透明性

措置が適切であろう。今後の議論の出発点として、信頼醸成のための透明性の

可能性につき次の４点を挙げたい。 

 

（１）意図情報の透明性から始める 

外交においては、最小共通項(least common denominator)から議論を始める

ことが鉄則である。中国が定量的情報の透明性に否定的で、意図情報の透明性

に積極的であった一方で、米ソ・米露間においては、核軍備管理・軍縮条約の

枠組みという性質の中では制度化されてこなかったが、核戦略やドクトリンの

相互理解に反対してきたことはない。米露にとっても可能なことであり、第３

章４．（１）で述べたとおり、米ソ・米露の場合には戦略的安定性の確保の基礎

となった核軍備管理・軍縮条約の存在のために当面の必要性がなかったという

だけのことである。したがって、核軍備管理・軍縮条約の交渉を開始する素地

がない中国との間では、（平時の）意図情報の透明性から始めることが、長期的

な観点からは良いスタートを切るには良いであろう。 

意図情報から始めると言っても、現状においては、中国は、これまでどおり、

無条件の第一（先行）不使用政策やＮＳＡをもって、中国の核に関する宣言政

策には完全な透明性が保たれていると主張することは間違いない。しかし、米

国や日本が特に懸念しているのは、現在の中国の核政策・戦略もさることなが

ら、中国の核戦略・政策が今後変わり得るとすればどう変わるのか、あるいは、
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既に変わりつつあるのか、といった中国の核戦略・政策の将来の方向性である。

例えば、ジョンストン(Alastair Iain Johnston)は、１９８０年代頃からの中国

国内の核ドクトリンにかかわる議論を踏まえ、中国は、核戦争のエスカレーシ

ョンの各段階において敵に強力な打撃を与え、敵に核戦争に勝利させないこと

を可能とする限定的な核戦争遂行能力を有する限定的抑止ドクトリンに移行し

つつあると論じた444。２００５年７月にも、中国国防大学の朱成虎少将が、個

人的見解としながらも、台湾有事に際して「米軍が中国領土をミサイルや 精密

誘導兵器で攻撃した場合、核兵器で反撃せざるを得なくなる。」と発言した445。

また、２０１１年１月には、中国人民解放軍の第二砲兵部隊が内部文書で、核

兵器国との戦争で危機的状況に置かれた場合には、核兵器の第一（先行）使用

も検討するとしていることも報じられた446。このように宣言政策の根幹である

第一（先行）不使用政策ですら、中国国内で揺らぎが見えることは、中国の宣

言政策が今後も維持されるのかということについて疑問を抱かせる原因となっ

ている。複数個別誘導再突入体（ＭＩＲＶ）化や高度警戒態勢の整備といった

中国の実際の核戦力の開発・配備の方向性も、第一（先行）不使用政策を中核

とする最小限抑止戦略の将来の維持可能性に疑問を持たせるものとなっている。 

 これに対して、多くの中国の有識者からは、中国の国防白書等からも明らか

なとおり、核戦略や安全保障政策における核兵器の役割に関する中国の指導者

の認識は全く変わっていない、意思決定者は今も防御的な核戦力を遵守してい

る、時には国内で第一（先行）不使用政策を変更すべきといった主張をする者

もいるがそれらはあくまでも個人的見解であり、実際の意思決定には何ら影響

を及ぼしていないといった説明がなされている447。しかし、そもそも中国の核

戦略が防御的であったのは、核開発初期の１９６０年代の中国が置かれた国際

的な状況によるものである。近年、中国が、国力の増強に伴い、軍事力一般も

増強し、また、平和的台頭を放棄して、東シナ海や南シナ海で軍事力を前面に

出した積極的な行動をとるような中、核戦力についてもかつての核戦略がその

まま維持されるとは通常は考えにくいとみるのが普通であろう。ましてや、Ｍ

ＩＲＶ化や高度警戒態勢の整備といった実際の中国の核戦力の開発・配備の方

向性は、そのような疑問に拍車をかけるのみである。実際、中国の退役将軍は、

筆者に、１９６０年代に採用した第一（先行）不使用政策は哲学的なものであ

                                                   
444 Alastair Iain Johnston, “China’s New ‘Old Thinking’: The Concept of Limited 

Deterrence,” International Security, vol.20, no.3 (Winter 1995/96). 
445 Jonathan Watts, “Chinese General Warns of Nuclear Risk to U.S.,” Guardian, July 

15, 2005. <http://www.theguardian.com/world/2005/jul/16/china.jonathanwatts>  
446『共同通信』平成２３年１月５日。 
447 Sun Xiangli, “The Development of Nuclear Weapons in China,” in Understanding 
Chinese Nuclear Thinking, eds. Li Bin and Ton Zhao (Washington D.C.: Carnegie 

Endowment for International Peace, 2016), p.90. 

http://www.theguardian.com/world/2005/jul/16/china.jonathanwatts
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った一方で、当時、それ以外に選択肢がない中での選択であったことも確かで

あり、今は伝統的な第二撃能力のためではないＭＩＲＶ化が進む等、様々な代

替選択肢がある中で、今後どうなるかは正直わからないと吐露していた448。ま

た、別の中国の有識者も、中国によるＭＩＲＶ化は米国による先制攻撃の価値

を高めるだけであるとして、ＭＩＲＶ化や高度警戒態勢の整備が進めば、それ

だけで透明性の議論を行う素地が完全に失われてしまうと警告した449。 

 だからこそ、日米からすれば、いつでも変更可能な宣言政策といった意図情

報に関する透明性よりも、実際の核戦力に関する定量的情報に関する透明性の

方が重視されるのであるが、意図情報の透明性から始めるのであれば、中国の

核戦略・政策の今後の方向性により焦点を当てた形で対話を始めることが適当

であろう。これは二国間でも多国間でも同様である。ＮＰＴのような多国間の

場合には、二国間ほど突っ込んだ対話は期待できないが、それでも各国との討

論の中で、中国にとって受け入れやすい意図情報に関する透明性も議論すべき

とした上で、各核兵器国の核政策・戦略の今後の方向性について問いかけたり、

標準報告フォームに核政策・戦略の今後の方向性を記述させるといった形で、

意図情報を透明性の対象とすることができよう。 

米中といった二国間や、米、露、英、仏、中による５核兵器国会合（いわゆ

る「Ｐ５」会合）の場では、短期的には、中国の核政策・戦略の方向性を問う

のみとしても、中期的には、実際の核戦力の開発・配備状況と宣言政策との整

合性を問うような形で、定量的情報に関する透明性と合わせて、中国の核政策・

戦略の方向性を議論するとより効果的であろう。実際にはすぐに中国側からの

意味のある回答を引き出すことはできないであろうが、中国が自らの透明性を

誇る意図情報について、意図情報と言っても従来の宣言政策の主張を続けるだ

けではもはや周辺国や関係国を十分に納得させることができないという認識を

持たせる効果はあろう。その結果として、中長期的には、中国との間でより意

味のある対話が期待される。 

 また、意図情報としての中国の核政策・戦略の将来の方向性について対話す

る以上は、中国が自らの核抑止力の信頼性に直結するものとして懸念している

米国のミサイル防衛や通常弾頭型迅速グローバル打撃（ＣＰＧＳ）の開発・配

備の方向性についても対話の対象とする必要があろう。 

 なお、こうした対話は、特に二国間では有識者も交えたトラック１．５のよ

うな場で議論はなされている450。実質的にはそのような対話を続けていくので

                                                   
448 筆者による中国の退役将軍（匿名）へのインタビュー、北京、２０１８年９月６日。 
449 筆者による李彬(Li Bin)清華大学教授へのインタビュー、北京、２０１８年９月５日。 
450 Michael O. Wheeler, Track 1.5/2 Security Dialogues with China: Nuclear Lessons 
Learned, Institute for Defense Analyses (September, 2014). 

<https://www.ida.org/idamedia/Corporate/Files/Publications/IDA_Documents/SFRD/20

https://www.ida.org/idamedia/Corporate/Files/Publications/IDA_Documents/SFRD/2014/P-5135.pdf
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あろうが、そうした対話が、特に中国が主張するところの意図情報に関する透

明性の議論とも関係があることを明確にし、意図情報に関する透明性に資する

という文脈に置くことは、透明性に関する今後の中国側の意味のある対話を引

き出すためにも一定の意義が見いだされよう。 

 

（２）あり得べき定量的情報の透明性 

 日本や米国の観点からすれば、上記３．（１）の意図情報に関する透明性は、

中国とのより中長期的な透明性に関する対話の入口に過ぎず、意図を裏付ける

定量的情報の透明性こそが本丸であろう。他方で、第６章で詳述のとおり、中

国にとって、定量的情報に関する不透明性は中国の核戦略の中核であり、容易

に受け入れることはできない。それでも、短期的に、中国の現状の核政策・戦

略及び核戦力構成がそのままであるとの前提に立ったとしても、核抑止力の信

頼性を維持したいという中国の利益を尊重した形での透明性、すなわち、中国

の核抑止力の信頼性を害さない程度の意味のある定量的情報の透明性を特定す

ることは、下記のとおり可能である。この際、中国からより多くの定量的情報

を得ること自体を目的としないよう注意を払う必要がある。あくまでも戦略的

安定性、特に、軍備競争安定性及び危機安定性に資する定量的情報に関する透

明性を向上させるということを目的とすべきである451。中国の核戦略の実態を

つかむことは難しいが、実際に第一（先行）不使用政策を基礎とする最小限抑

止戦略を採用しているのであれば、論理的には、中国側の有識者が述べるとお

り、中国として軍備競争に与する必要がないので、そうした第一（先行）不使

用政策や最小限抑止戦略は軍備競争安定性に資するし、また、高度警戒態勢を

とる必要がないので危機安定性にも資するという点452は必ずしも間違いではな

い。したがって、中国がそのような核政策・戦略を維持しておくことは日米の

利益に資する。定量的情報の透明性はそうした利益に資することが目的である

ことをまず認識しておく必要がある。さもなければ、無制限に中国から定量的

情報を得ること自体が目的化してしまい、中国の無用な反発を招くだけだから

                                                                                                                                                     

14/P-5135.pdf>  
451 「戦略的安定性」の概念は「相互脆弱性」の存在を基礎としている。米中間の戦略的安

定性の構築については、米国が、米中間の戦略レベルでの相互脆弱性を認めることで、中国

が非戦略レベルでよりアグレッシブな行動をとる余地を広げることになるとして、日本では

懸念されている（安定・不安定のパラドックス）。高橋杉雄「核兵器をめぐる諸問題と日本

の安全保障――NPR・新 START 体制、『核兵器のない世界』、拡大抑止」『海外事情』第 58 

巻第 7・8 号（2010 年 7・8 月）48 頁。他方で、本節では、必ずしも米中の相互脆弱性

を前提とした戦略的安定性ではなく、軍備競争安定性や危機安定性との関連を中心に中国の

透明性の可能性を探っている。 
452 Pan Zhenqiang, “China’s No First Use of Nuclear Weapons,” in Understanding 
Chinese Nuclear Thinking, pp.63-64. 

https://www.ida.org/idamedia/Corporate/Files/Publications/IDA_Documents/SFRD/2014/P-5135.pdf
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である。 

 まず考えられるのは、核弾頭の保有総数である。中国の政府や有識者は、か

ねてから、中国の核戦力は小規模であり、世界の大多数の核兵器を保有する核

超大国である米露こそが核軍縮を進めるべきであり、米露の核弾頭数が十分に

削減されれば中国も核軍縮交渉に参加する用意があると述べている453。しかし、

中国の核兵器保有数が全くわからない現状においては、米露が核軍縮を進めよ

うにもどこまで削減していいのかわからない。特に、序章で述べたとおり、専

門家によっては、中国の核弾頭の保有数を約３、０００個と分析している454。

これでは、１５５０個という配備戦略核までの削減を義務づけた新ＳＴＡＲＴ

以降の削減交渉を進めようにも、どこに削減基準を設定すればよいのか難しい
455。当然、米露はそれぞれのインテリジェンス機関によって大方のことは把握

していると思われるが、インテリジェンス分析には一定の不確実性がある。ま

た、対外的に公表できるものではないので、非公開のインテリジェンス情報を

もとにした交渉は、特に削減レベルが下がるほど一般国民からの支持を得るこ

とが難しくなる。 

更に言えば、第６章３．（４）で述べたとおり、中国は、核開発当初の頃とは

違い、現時点では、少なくともＤＦ－３１Ａ及びＤＦ－３１ＡＧという残存性

が高い対米本土用の核戦力を配備している。つまり、核開発当初の頃とは違い、

それらの核戦力が実戦配備された時点で、中国の第二撃報復核抑止能力の信頼

性は大きく確保されたこととなり、透明性のレベルを一段上げることができる

はずである。当然、第６章３．（３）で論じたとおり、米国のミサイル防衛との

関係で、中国は自らの核戦力の将来の信頼性に不安を抱えており、米露並みに

透明性を上げることはできないかもしれないが、核開発当初以来の定量的情報

に関する透明性はゼロという状態から一段上げて、核弾頭の保有総数を公表す

るくらいのことは中国の現在の核戦略との関係でも中国の安全保障を害する問

                                                   
453 １９８２年の第２回国連軍縮特別総会において、中国は、米ソがそれぞれの核兵器を５

０％削減すれば、中国も核兵器の削減交渉に参加する用意があると表明した。Ibid., p.66. た

だし、近年は中国は長らくかかる表明をしていない。 
454 Phillip A. Karber, Strategic Implications of China’s Underground Great Wall 
(September 26, 2011). 

<https://fas.org/nuke/guide/china/Karber_UndergroundFacilities-Full_2011_reduced.pd

f>; William Wan, “Georgetown students shed light on China’s tunnel system for nuclear 

weapons,” The Washington Post, November 29, 2011. 

<https://www.washingtonpost.com/world/national-security/georgetown-students-shed-li

ght-on-chinas-tunnel-system-for-nuclear-weapons/2011/11/16/gIQA6AmKAO_story.htm

l?noredirect=on&utm_term=.d1c40dd874b4>  
455 なお、中国の約３、０００個が保有総数であるのに対して、新ＳＴＡＲＴの上限１、５

５０個というのは、保有する核弾頭のうち、配備している戦略核を対象にしている。したが

って、これら２つの数字を単純に比較してはならない。 

https://fas.org/nuke/guide/china/Karber_UndergroundFacilities-Full_2011_reduced.pdf
https://fas.org/nuke/guide/china/Karber_UndergroundFacilities-Full_2011_reduced.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/georgetown-students-shed-light-on-chinas-tunnel-system-for-nuclear-weapons/2011/11/16/gIQA6AmKAO_story.html?noredirect=on&utm_term=.d1c40dd874b4
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/georgetown-students-shed-light-on-chinas-tunnel-system-for-nuclear-weapons/2011/11/16/gIQA6AmKAO_story.html?noredirect=on&utm_term=.d1c40dd874b4
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/georgetown-students-shed-light-on-chinas-tunnel-system-for-nuclear-weapons/2011/11/16/gIQA6AmKAO_story.html?noredirect=on&utm_term=.d1c40dd874b4
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題を生じさせるとは考えられない。 

 核弾頭数と一口に言っても、２０１５年ＮＰＴ再検討プロセスで軍縮不拡散

イニシアティブ（ＮＰＤＩ）が提案したとおり（第５章参照）、所有の形態に応

じて、主に保有数、貯蔵数、配備数、また、核兵器の種類に応じて、主に戦略

核と非戦略核に分けられ、それぞれをたすき掛けした項目が「核弾頭数」の対

象となり得る。いずれも重要な項目ではあるが、中国についてはまずは中国に

とってより容易と考えられる保有数と配備数を優先させるべきであろう。第６

章で述べたとおり、中国は、保有数を開示すれば、米国による無能力化のため

の先制攻撃のリスクが高まると懸念している。したがって、当面、少なくとも、

核戦力の残存性を確実なものとする等、そのような懸念がなくなるまでは、中

国が正確な保有数や配備数を開示することは難しいであろう。まずは、正確な

数字(exact number)でなくとも、切り上げるような形で丸めた概数 (round 

number)であってもよいだろう。例えば、米国科学者連盟（ＦＡＳ）の分析の

とおり、２８０個前後であれば456、「約３００個」と公表するだけでも、少なく

とも約３、０００個という分析は間違っていることを宣言するという大きな意

味がある。あるいは、それでもまだ無能力化のための先制攻撃の懸念を払しょ

くできないということであれば、かつての英国のように「４００個未満」、ある

いは、「約３００～４００個程度」というようにある程度の幅をもたせることも

一案であろう。 

また、配備数について、中国の専門家によれば、ＳＴＡＲＴや新ＳＴＡＲＴ

の定義に基づけば、中国の配備核の数は「ゼロ」だということである457。中国

は第一（先行）不使用政策をとっており、敵の核攻撃に対して即座に反撃する

必要はなく、敵の核攻撃がなされた後に報復すればよいという考え方（最小限

抑止戦略）に基づいて、核弾頭と運搬手段を分離して保管しており(de-mating)、

米露のように常に実戦配備状態にしておく必要がない、というのである。もし

そうであれば、「ゼロ」であることを中国政府が公式に確認することは、それだ

けでも意義がある上に、中国の核戦略が最小限抑止戦略に基づいていることを

具体的な根拠で裏付けるものとして非常に大きな意義がある。今後、中国が高

度警戒態勢をとるようなことになれば、現状の de-mating から、実戦配備状態

に移行する可能性があることから、配備数の変化は中国の核戦略の方向性につ

いて非常に重要な徴候を示すものとなる。中国政府にとっても、中国の配備核

数が「ゼロ」であるということは、中国の穏当な核政策を国際社会に示すこと

となり、また、上記のとおり保有概数を公表することができるのであれば、配

                                                   
456 Hans M. Kristensen and Robert S. Norris, “Chinese nuclear forces, 2018,” Bulletin of 
Atomic Scientists, Vol.74, No.4 (2018), pp.289-290. 
457 Li Bin, “China’s Potential to Contribute to Multilateral Nuclear Disarmament,” 

Arms Control Today, Volume 41, Number 2 (March 2011), p.20. 
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備数「ゼロ」という情報がそれ以上に中国の核抑止力を阻害することにはなら

ないと考えられる458。 

なお、保有数と配備数のいずれについても、当面は戦略核と非戦略核を合計

した数字から始める方が中国の抵抗感は少ないであろう。中国の最小限核抑止

戦略では、理論的には、本来的には非戦略核にまで手を出す必要性がないはず

である。しかし、中国の核戦略が最小限抑止戦略のまま留まっているのか、あ

るいは、変化が見られるのかを把握するためには、非戦略核の動向は極めて重

要な情報であるので、中期的には戦略核と非戦略核とを区別した数字の開示が

望まれる。特に、既述のとおり、ＩＮＦ全廃条約が廃棄される見通しの中で、

中国の非戦略核の動向は日本の安全保障に直結する。 

また、核弾頭の保有数・配備数に並んで重要な定量的情報は、核弾頭に用い

られるプルトニウムや高濃縮ウランといった核分裂性物質の生産量である。中

国の核弾頭保有数が約３、０００個であるという分析に対しては、中国の核分

裂性物質の生産量に関する入手可能な公開情報に基づけば、生産されたすべて

の核分裂性物質が核弾頭に使用されていたとしても、最大約６８０個程度にし

かならないとする反論がなされている459。このように、核分裂性物質の生産量

は、核戦力の上限を明らかにすることとなる。これは、将来の手足を縛りたく

ない中国としては開示困難と言える一方で、核弾頭の保有数・配備数と同様、

中国の核戦力が実際に最小限抑止戦略に基づいて構築されていることを自ら証

明する強力な情報となろう。 

中国の核戦力の残存性が高まるより中期的な観点では、軍備競争安定性に資

するための更なる定量的情報として、中国の核戦力、特に運搬手段の構成状況

が挙げられる。いわゆる「三本柱」（大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）、潜水艦

発射型弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）、戦略爆撃機）の各要素をどのような割合でミ

ックスさせているのか。現在、及び、今後の方向性として、ＳＬＢＭや移動式

のＩＣＢＭといった残存性の高い第二撃報復能力を中心に核戦力を整備してい

るのか。更に、それぞれの構成要素についても、カウンターフォース能力を有

するまでに至っているのか、あるいは、カウンターバリュー能力に留まってい

                                                   
458 ただし、越通(Tong Zhao)カーネギー・清華グローバル政策センター研究員は、中国か

らすれば、ミサイル防衛やＣＰＧＳの動向が不確実な中で、概数であってもいったん数字を

発表すれば、いずれミサイル防衛やＣＰＧＳに対抗する形で保有数や配備数を増やさざるを

得なくなった場合、中国が核戦力を拡大しているとの批判を浴びるため難しいと述べた（筆

者による同氏へのインタビュー、北京、２０１８年９月５日）。配備数は、実際に弾頭数を

増やさなくても、配備の形態を変えるだけで定義に応じて増え得るものであるため、配備の

形態を変えて、配備数が増えたことになれば、中国が核戦力を拡大しているとの批判を受け

るということになる。 
459 Hui Zhang, “The defensive nature of China’s “underground great wall,”” Bulletin of 
Atomic Scientists (January 16, 2012).  
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るのか。特に、正確性の高い低出力核の開発は、第一（先行）不使用政策と合

致しない460。そのためには、核兵器の正確性と出力に関する情報が重要となる。

カウンターフォース能力かカウンターバリュー能力かを示す客観的な情報の一

つとして、発射されたミサイルの半数が内部に落下することが期待される円の

半径を示す半数必中半径（ＣＥＰ: Circular Error Probability）が挙げられる。

ただし、ＣＥＰは、第３章で示した米ソ・米露間の透明性措置でも対象とされ

てこなかった情報であり、中国が少なくとも一方的に開示することはないであ

ろう。他方で、米ソ・米露で対象とされてきていないのは、米ソ・米露では、

主に核軍備管理・軍縮条約の検証のための透明性措置が中心であり、ＣＥＰは

条約の検証には必要な情報ではなかったからである。中国の場合、本論文では

核軍備管理・軍縮条約の前段階としての透明性措置として検討していることか

ら、米露も開示することを前提として、中国にもＣＥＰに関する情報開示を求

めることは一案であろう。中国の立場にたっても、保有数の開示に際しての米

国による無能力化のための先制攻撃といった懸念が、ＣＥＰの開示にも当ては

まるとは俄かには論理的に考えることができない。 

また、中国は米国が開発・配備を進めるＭＤを突破するためにミサイルの多

弾頭化を進めていると言われるが、単なる複数再突入体（ＭＲＶ）化（あるい

は多弾頭化）に留まらず、米ソが損害限定を含むカウンターフォース戦略の一

環として開発したＭＩＲＶ化を進めているのであれば、第一（先行）不使用政

策との整合性がより問われることとなる。ＭＩＲＶかＭＲＶかについては、一

定程度ミサイルの発射時に発せられるテレメトリー情報で情報を得ることがで

きるので、テレメトリー情報を暗号化しないで発することは重要な透明性措置

と言える461。中国が今後も現在の最小限抑止戦略を採用し続けるのであれば、

中国の核戦力の開発は、敵国の都市・産業に対する確実な報復能力を確保する

ことに重点を置くはずであり、核戦力の正確性やＭＩＲＶといったカウンター

フォース能力は重視しないと考えられる。したがって、理論的には、現行の中

国の核戦略の下で、核戦力の正確性やＭＩＲＶ化に関する情報を開示すること

は、中国の核戦略との関係でも安全保障上の重大な問題を惹起しないはずであ

る。 

こうした能力面での定量的情報については、軍事パレードにおける示威的な

デモンストレーションといった面で得られるものもある。ただし、これは、信

頼醸成という観点からの透明性ではなく、抑止力誇示のための透明性である。

                                                   
460 Blake P. Wood, Nukes in the Post-Cold War Era: A View of the World from Inside the 
US Nuclear Weapons Program (LA-UR-18-20950: February, 2018). 

<https://permalink.lanl.gov/object/tr?what=info:lanl-repo/lareport/LA-UR-18-20950>  
461 筆者によるハンス・クリスチャンセン(Hans M. Kristensen)米国科学者連盟核情報プロ

ジェクト・ディレクターへのインタビュー、ワシントンＤＣ、２０１８年８月５日。 

https://permalink.lanl.gov/object/tr?what=info:lanl-repo/lareport/LA-UR-18-20950
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例えば、近年で言えば、北朝鮮は、自らの核抑止力を誇示するために、核弾頭

や弾道ミサイル等の画像や動画を積極的に広報している。しかしながら、当然

のごとく、能力は誇示するが、実際の配備数や配備位置までは明かさないよう

線引きをしている。中国についても同様である。特に開発初期の頃は、核抑止

能力を世界に知らしめるために一定の情報開示を行っている462。こうした点を

とらえて、中国や北朝鮮にも透明性があるではないかという主張も散見される

が463、これらは上述のとおり、信頼醸成という観点からの透明性ではなく、あ

くまでも抑止力誇示のためのプロパガンダ的な透明性である。全くないよりは

良いが、過度の評価を与える必要もない。 

いずれにしても、こうした観点に基づく核戦力の構成や能力に関する定量的

情報は、中国の核戦略の方向性に関する具体的な徴候を示すものである。中国

にとっては、特に核戦力の脆弱性が高いと認識している段階においては、こう

した具体的な核戦力の構成要素を開示することは困難であろうが、残存性の高

い第二撃報復能力を確保するにつれて、より可能となってくるであろう。具体

的には、保有総数の概数や配備数については、第６章の３．（４）で述べたとお

り、残存性が高いＤＦ－３１Ａ及びＤＦ－３１ＡＧを配備している以上、現段

階においても可能であろう。その他のより高度な定量的情報については、将来

の米国におけるミサイル防衛やＣＰＧＳ等の開発進展にも対処すると期待され

るＤＦ－４１や０９６型の戦略原潜が配備される時点を次のメルクマールとし

て可能となり得る。中国自身にとっても、中国の第一（先行）不使用政策を中

心とする最小限抑止戦略が不変であることを国際社会にアピールできる機会で

もある。 

なお、これら定量的情報の開示は、意図情報のような定性的な情報ではない

ため、必ずしも二国間での対話の場である必要はなく、むしろ、中国にとって

の国際社会へのアピールという観点からも多国間の場の方がむしろふさわしい

とも言える。ただし、核戦力の構成については、より踏み込んだ情報であるの

で、二国間の場から始める方が良いかもしれない。 

 

（３）行為情報 

 米ソがまずはホットラインの設置やミサイル発射事前通報といった危機安定

性に係る透明性措置から始めたのと異なり、中国との間では、中国の核政策・

戦略が、第一（先行）不使用政策を中心とする最小限抑止戦略に基づいていた

                                                   
462 例えば、JRRS Report: Science & Technology China (Selections from “China Today: 

Nuclear Industry”) (April 26, 1988).を参照。 
463 Wu Riqiang, “How China Practices and Thinks About Nuclear Transparency,” in 

Understanding Chinese Nuclear Thinking, pp.220-223. 
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とみなされてきたこともあり、危機安定性に係る透明性措置はそれほど喫緊な

ものとはされてこなかった。また、第６章４．で述べたとおり、中国にとって

は、危機安定性という概念自体が、第一（先行）不使用政策との整合性が問わ

れることとなりかねない。中国が今後も第一（先行）不使用政策を中心とする

最小限抑止戦略を維持するのであれば、中国側の有識者が述べるとおり、中国

として軍備競争に与する必要はなく（軍備競争安定性）、高度な警戒態勢にして

おく必要もない（危機安定性）のであろう464。しかし、中国側の研究者が認め

るとおり、中国の核開発及び核戦略の進展は、他国のそれに影響を強く受ける

ようになっており、特に高度警戒態勢に基づく迅速な対応能力の構築は、核抑

止力の信頼性を強化するものとして中国国内の戦略コミュニティの中で共感を

得ている。２００４年以来の国防白書は迅速な対応能力の改善の重要性に言及

し、２０１５年の国防白書は初めて核戦略警戒能力の改善を求めた465。これら

が、具体的にどのレベルの警戒態勢を意味しているのかは不明である。仮に、

敵によるミサイル発射情報を受けて報復攻撃をする(launch on warning)といっ

たレベルまで想定しているのであれば、将来、誤情報や誤認に基づく核使用の

リスクはこれまで以上に高まることとなる。このような状況においては、行為

情報のうち、特に、中長期的に米ソで始められたような危機安定性に係る透明

性措置の重要性が高まることとなろう。そのような状況に備えて、中国との間

で、米ソ・米露間のようにミサイル発射事前通告を実施することを目指すべき

であろう。 

 中国の核戦略の観点から、中国としてミサイル発射事前通告を受け入れ得る

であろうか。危機安定性と第一（先行）不使用政策との整合性が最も大きな論

点となり得るが、米ソ・米露間での成り立ちとは違い、中国との間では中国に

よる第一（先行）使用を懸念しているということを前提にするのではなく、平

時におけるミサイルや宇宙打上機の発射を相互に事前に通告することで、平時

における信頼醸成に繋がるという点を強調すれば、第一（先行）不使用政策と

の整合性を殊更に問題視する必要性もなくなろう。また、実際のところ、中国

は、既に２００９年露との間でミサイル発射事前通告に合意している。具体的

な合意内容は明らかになっていないが、米ソ間の初期の合意である１９７１年

の米ソ核戦争勃発危険低減協定に倣っているとみられている466。第３章で示し

たとおり、同協定は、後の１９８８年に合意された米ソの弾道ミサイル発射通

                                                   
464 Pan Zhenqiang, “China’s No First Use of Nuclear Weapons,” in Understanding 
Chinese Nuclear Thinking, pp.63-64. 
465 Tong Zhao, “Changes in and the Evolution of China’s Nuclear Thinking,” in 

Understanding Chinese Nuclear Thinking, p269. 
466 Luke Champlin, “China, Russia Agree on Launch Notification,” Arms Control Today, 
(November 5, 2009). <https://www.armscontrol.org/act/2009_11/ChinaRussia> 

https://www.armscontrol.org/act/2009_11/ChinaRussia
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告協定とは異なり、発射地点や着弾地点の地理的座標といった具体的な通告対

象は規定されていなかった。したがって、中国にとっては、現時点においては、

米ソ核戦争勃発危険低減協定レベルの曖昧な事前通告であれば受入れ可能とい

うことを示しているのかもしれない。より詳細な情報については、中国からす

れば、ミサイル発射事前通告を通じて、ミサイルの発射地点や着弾地点を通告

することは、サイロ型が多い中国の核ミサイル戦力の残存性を損なうものと考

える可能性はある。中国が弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動

規範（ＨＣＯＣ）467に参加しない理由の一つに、ＨＣＯＣには発射地点や発射

方向といった類似の事前通告対象が盛り込まれていることにあるのかもしれな

い。しかし、サイロ型ミサイルについては既に人口衛星で場所は特定されてお

り、また、移動式ミサイルについても、平時のミサイル発射事前通告であれば、

有事における発射地点とは異なるため必ずしも残存性を害するとは限らない。

むしろ、誤解や誤情報による敵からの報復リスクを減じることもでき468、残存

性の確保を重視する中国の核戦略との関係で必ずしも安全保障上の問題を惹起

することは考えられない。なお、第６章３．（１）で述べたとおり、中国は、軍

事一般の透明性に関する中国政府の公式な立場として、国境付近での軍事演習

の規模、頻度、地理的範囲といった行為情報の相互通報から始めるべきと主張

していたこともあることは、核関連の行為情報の透明性を考える上で参考とな

ろう。 

 

（４）米中の核政策上の連結点の可能性 

以上、中国の透明性そのものの可能性を探ったが、中国が透明性を向上しや

すい環境醸成のために米中の核政策面で何らかの合意乃至連結点を探ることは

できないであろうか。中国では、上述のとおり、核戦略思考の基本として、米

国から中国の小規模な核戦力に対して無能力化のための先制攻撃を受けるので

はないかという恐れが常にある。これに対して、米国は、主に同盟国への拡大

抑止を念頭に大規模な通常戦力侵攻や生物・化学兵器使用に対する抑止力の維

持のために第一（先行）不使用政策の採用を拒否しており、第一（先行）使用

のオプションを維持している469。いわゆる「第一（先行）不使用」政策の「第

                                                   
467 ＨＣＯＣについては、<https://www.hcoc.at/>を参照。 
468 Nicholas Cosmas, Meicen Sun, and John K. Warden, “US-China Need a Missile 

Launch Notification Deal,” The Diplomat, October 27, 2014. 

<https://thediplomat.com/2014/10/us-china-need-a-missile-launch-notification-deal/> 
469 ロバーツ(Brad Roberts)元国防次官補代理（核・ミサイル防衛政策担当）は、２０１０

年の米国の核態勢見直し（ＮＰＲ）の際に米政府内で議論された第一（先行）不使用政策と

実質的に同義の「唯一の目的」政策（注：抑止戦略における核兵器の役割を敵国からの核攻

撃に対する抑止に限定する政策）については、同盟国との協議の結果、採用されなかったと

説明している。Brad Roberts, The Case for U.S. Nuclear Weapons in the 21st Century 

https://www.hcoc.at/
https://thediplomat.com/2014/10/us-china-need-a-missile-launch-notification-deal/
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一」の概念は広いものであり、「先制」攻撃も含まれると解釈し得るが、「第一

（先行）使用」のオプションと言っても、大規模通常戦力や生物・化学兵器の

使用に対する抑止のための「第一使用(first use)」と、無能力化のための晴天の

霹靂の「先制攻撃(preemptive strike)」とは性質の異なるものである。米国にお

いて後者のオプションが実際に実施される可能性は前者よりも相当程度低いも

のと考えられる。これは、前者が、主に同盟国への拡大抑止の提供を主な目的

としている一方で、後者は戦争遂行戦略の一環としての性格が強いからである。

実際、米国の核態勢見直し（ＮＰＲ）では後者のようなオプションは政策とし

て明記されておらず、むしろ 2018年ＮＰＲでは明示的に否定されている。それ

にもかかわらず、中国が米国による無能力化のための先制攻撃を恐れて透明性

を向上できず、そのことがひいては危機安定性や軍備競争安定性に悪影響を与

えるとするのであれば、例えば、米国として大規模通常戦力に侵攻や生物・化

学兵器使用に対する核報復の可能性は残すが（したがって、第一（先行）不使

用政策は採用しない）、無能力化のための先制攻撃はしない（すなわち、「先制

不攻撃政策」）といった政策乃至宣言を打ち出すことを検討する余地はないだろ

うか。もちろん、無能力化のための先制攻撃の可能性が排除されている訳では

ないだろう。例えば、中国による日本に対する大規模通常攻撃に対して米国が

実際に核で報復する場合には、中国による核の再報復を招かないように、損害

限定戦略に基づいて中国の核報復能力を無能力化することが理論的な可能性と

して考えられる。しかし、実際に、米国が中国の核報復能力を先制攻撃によっ

て完全に無能力化することができる可能性は極めて低い470。そのような基本的

に理論的な可能性であり、現実的には極めて低い可能性のために、中国による

透明性向上の余地を閉ざすことが、地域及び米中間の安全保障全体に鑑みて望

ましいことか、今後の検討の余地、少なくとも米中間の対話の余地はあるので

はないか。少なくとも理論上は、中国が米国の核戦略は基本的に抑止であると

の確信を持つことができれば、中国にとっての透明性への制約は下がることと

なろう。 

 

以上、中国による透明性の可能性を、短期的に可能性があるものから中長期

的なものまで、中国の核戦略及び核戦力から論理的に推論した。短期的には、

米露とは非対称な核戦略及び核戦力を有する中国との間では透明性についても

非対称性を受入れざるを得ないという前提で、米中が建設的な戦略対話を行う

                                                                                                                                                     

(Stanford, CA: Stanford University Press, 2016), p.201.  
470 Hans M. Kristensen, Robert S. Norris and Matthew G. McKinzie, Chinese Nuclear 
Forces and U.S. Nuclear War Planning (Washington D.C.: Federation of American 

Scientists/Natural Resources Defense Council, November 2006). 

<https://fas.org/nuke/guide/china/Book2006.pdf> 

https://fas.org/nuke/guide/china/Book2006.pdf
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ことができれば、米国との一定の安定性の確保及びＮＰＴ体制の維持に利益を

見出す中国にとっても、例えば、上記３．（２）のような概数レベルでの核弾頭

保有数に関する透明性に収斂する可能性は十分にあろう。その他の情報、特に、

より詳細な核弾頭数や核兵器の正確性や出力といった定量的情報については、

特に米国による無能力化のための先制攻撃の可能性への中国の懸念が十分な形

で対処されない限り、中国にとって受け入れることは難しいであろう。そのた

め上記３．（４）で示した政策上の連結点は今後の鍵となり得る。 

また、上記３．（１）ではまずは中国が重視する意図情報から始めることを提

案した。この点、中国が意図情報の交換から始めることを受け入れる可能性は

あるが、日米が望む中国の核戦略・政策の将来の方向性については、中国は現

在の核政策の繰り返しに固執し、容易に明らかにすることはないであろう。中

国にとって、例えば、無条件の第一（先行）不使用政策は、国際社会において

中国の核保有を正当化する不可欠の根拠であるためである。他方で、中国は、

第一（先行）不使用政策といった現状の中国の核政策を足かせと感じている側

面はあるため、今後、米中の戦略関係が悪化する局面において、核戦略・政策

の変更の可能性を示唆する場面が出てくる可能性はあり得よう。ただし、その

場合であっても、中国として変更後の核戦略に十分に対応できる現実の核戦力

を相当程度整備し終わってからであろう。その意味で、上記３．（２）で中長期

的な透明性の課題として示した中国の核戦力の構成、特にカウンターフォース

能力に資する核戦力の構築の動向に関わる透明性は、中国の核戦略・政策の将

来を占う上で極めて重要な指標となる。 

 

４．終わりに 

 本研究は、米ソ・米露の核兵器大国の透明性を歴史から紐解き、新たな超大

国としてその存在感を著しく高めている中国の透明性の可能性を探った。本来

であれば、核兵器の面では未だ小規模な核兵器国とみなされている中国の透明

性の可能性を探るためには、英仏や印パといった同じく小規模な核戦力の保有

国の透明性も研究の対象にすべきであったであろう。今後の研究課題である471。

特に、米国との同盟国であり、さしたる敵対国のいない英仏よりも、相互に敵

対関係にある印パ、就中、中国を核の潜在的標的としているインドの核戦略と

その透明性に関する政策については今後の優先的な研究課題であろう。インド

をファクターに組み込むことで、中国の核戦略がより立体的なものとなり、透

明性の可能性の研究もより精緻なものとなろう。また、本研究では、各国の核

戦略との論理的関係を除いて、透明性がどのような条件であれば可能となり、

                                                   
471 ただし、中国が核戦力を増強しており、米露との将来のパリティまで囁かれているなか

で、それらの国と中国を同列に扱うべきではないであろう。 
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また、実施された透明性が安全保障上どのような結果をもたらしているのかと

いった点にまでは踏み込んでおらず、そうした点も今後の研究課題である。ま

た、ソ連におけるゴルバチョフ(Mikhail Gorbachev)大統領の出現といった各国

の政治・外交状況や透明性に対する各国国民の受容度といった国内社会の状況

との関係についても今後の研究課題であろう。特に中国の場合、核戦略との関

係いかんにかかわらず、国内社会状況が大きく影響する側面はあろう472。 

 更に、技術進展と透明性の関係も今後の研究課題である。透明性措置の有無

に関わらず、技術進展によっていずれにしても透明になってしまうのであれば、

核戦略の範囲内で透明性を受け入れるという原則はもはや当てはまらなくなる。

１９６０年代に人工衛星の実用化によって、弾道ミサイルや爆撃機といった運

搬手段が透明になってしまったことで、ＳＡＬＴⅠの内容が自ずと定まったの

であるが、仮に人工衛星の実用化がなければそうした運搬手段は未だに核戦略

との関係で透明にすることはできないということになったであろうか。仮に、

今後、核弾頭や核分裂性物質が透明になってしまうような技術進展が見られた

場合はどうなるだろうか。そのように考えると、核戦略の範囲内で透明性は認

められるという原則は、単に核戦略を隠れ蓑に必要以上に不透明にしているの

か、あるいは真に不透明にする必要はあったが技術進展によって致し方なく透

明性を受け入れることになるのであろうか。 

 また、技術進展と透明性の関係という観点からは、今後、精密攻撃兵器の技

術進展も大きく影響し得る。精密攻撃兵器の技術進展は、核戦力を無能力化す

るための先制攻撃の能力が高まることを意味する。その結果、そうした先制攻

撃を受ける側は脆弱性認識を高めることとなり、堅固な地下化等を通じて核戦

力をより隠匿する。すなわち、透明性はより困難となる。他方で、監視・偵察

の技術進展が進めば、敵国の核戦力の実態をより透明にすることができるが、

第二撃報復戦力の配備位置まで明らかにするレベルにまでなれば、暴露される

側は使うか失うかという状況(a use-them-or-lose-them situation)に陥ることと

なり、第一（先行）使用の誘因が高まることとなり、危機安定性を害すること

となる。いずれの場合においても、近年のＡＩ技術による自律兵器システム（Ａ

ＷＳ）の著しい進展は大きな影響を及ぼし得る473。 

 とは言え、本研究を通じて二国間及び多国間における核軍備管理・軍縮に

                                                   
472 李彬(Li Bin)清華大学教授へのインタビュー。 
473 ＡＷＳの戦略的安定性に与え得る影響については、例えば次の資料を参照。Jürgen 

Altmann and Frank Sauer, “Autonomous Weapon Systems and Strategic Stability,” 

Survival, vol.59, no.5 (October-November 2017), pp117-142; Edward Geist and Andrew 

J. Lohn, “How Might AI Affect the Risk of Nuclear War?” Security 2040 (2018); 

Jean-Marc Rickli, “The Impact of Autonomous Weapons Systems on International 

Security and Strategic Stability,” Defence Future Technologies (November 2017), 

pp.61-65.  
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おける透明性の議論や履行の過程を多面的かつ重層的に分析することで、上記

１．及び２．のとおり、核軍備管理・軍縮の透明性における目的や意義の全体

像を浮かび上がらせることができた。核軍備管理・軍縮における透明性は主に

米ソ・米露の二国間で履行されてきたことは確かであるが、二国間での議論が

多国間（ＮＰＴ）での議論に影響を及ぼしつつも、ＮＰＴでの議論は独自の形

で進展していった。結果として、透明性には、特に二国間においては、戦略的

安定性に資する効果と核抑止力を阻害する効果の互いに逆方向のベクトルがあ

る一方で、多国間においては核軍縮やＮＰＴ体制の信頼性といった観点からの

透明性に向けた要請という別のベクトルがあって、それらの３すくみの中での

均衡点で透明性が成り立つことも明らかとなった。また、表面的には透明性が

極めて困難な中国についても、上記３．のとおり、現状の核戦略の下でも何ら

かの余地があり得ることを示すことができた。透明性は過大評価されていると

いう中国側の研究者もおり474、もちろん過大評価してはならないが、過小評価

もすべきでない。 

 中国は透明性に欠けているとの批判が頻繁になされるが、一般論として単純

に中国に対して透明性を向上せよと要求するだけでは、中国側の反発を招くだ

けで建設的な対話を前進させることはできない。中国にとっての透明性の意味

や位置づけを理解し、我々が求めているものは何かを改めて把握した上で、そ

れらに基づいて具体的にどのような透明性を求めるのか、求め得るのかを特定

することが肝要である。その一例を上記３．で示した。 

この際、我々にとってのメリットのみならず、中国にとっても安全保障上有

害とならないこと、可能であればむしろメリットになり得ることを具体的に提

示できるようにしておくとなお良いであろう。中国では、現状の核戦略及び核

戦力の構成においては、透明性の向上は基本的に中国の核抑止力への否定的な

影響があると認識されているので、まずは影響がない、あるいは極力小さいも

のであって、かつ、軍備競争安定性や危機安定性に好影響のある透明性を特定

することで、中国の安全保障にとっても意義があることを示すことができよう。

更に、中国の核戦略及び核戦力は防御的なものであるという中国の伝統的なス

タンスを国際社会にアピールすることができる透明性であることが良い。これ

は、今後、中国の核戦略及び核戦力が攻撃的なものになる可能性がある中で引

き続き防御的であり続けること、あるいは、攻撃的なものに転じる時期を遅ら

せることは、日米にとっても意味があることだからである。逆に、上記の条件

を満たす透明性であるにもかかわらず、中国が消極的であれば、中国の中長期

                                                   
474 Dingding Chen, “Military Transparency is Overrated: China has good reasons to 

remain secretive about its military,” The Diplomat, April 16, 2014. 

<https://thediplomat.com/2014/04/military-transparency-is-overrated/>  

https://thediplomat.com/2014/04/military-transparency-is-overrated/
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的な意図、すなわち、中国が自らの核戦略及び核戦力について中長期的には攻

撃的なものになることを見越している可能性があることを示唆しているとも言

えるかもしれない。 

 更に言えば、特に定量的情報は、多国間条約であるＮＰＴ体制への信頼性の

維持・強化の観点からも極めて重要である。ＮＰＴは５核兵器国以外による核

兵器の保有を禁止する条約であるが、同時に、５核兵器国には核軍縮義務が課

されている。冷戦後、核軍縮が期待ほどには進展していないことへの不満から、

ＮＰＴ体制への信頼性の揺らぎが指摘されている。核軍縮が進展していること

を示すためには、定量的情報、特に核弾頭の保有数等を定期的に公表して、削

減していることを締約国に示すことが肝要である。その意味で、定量的情報の

透明性向上は、ＮＰＴ体制への信頼性の維持・強化に大きな責任を有する５核

兵器国の一角として責任ある行動を果たすことを意味する。逆に言えば、定量

的情報に関する一定程度の透明性は、ＮＰＴ体制への信頼性の維持・強化とい

う観点から、中国にとっても利益であることを意味する。 

結論として、本研究では、その成果をもとに、中国の論理を踏まえ、中国の

核抑止力を阻害しない範囲で、軍備競争安定性及び危機安定性、更にはＮＰＴ

体制への信頼性の維持・強化のための核軍縮に資するという観点から、中国自

身の「核抑止力レベルに相応した(corresponding)レベルでの透明性」を提唱し

た。「最大限」の抑止戦略（あるいは、抑止戦略と戦争遂行戦略の混合）とも言

える核抑止戦略を採用する米ソ・米露の透明性措置のうち、核抑止戦略との相

似関係において、「最小限」の透明性措置をとることは理論的に可能ではないか、

ということである。具体的には、定量的情報に関して言えば、確実な第二撃報

復能力を有していない核兵器開発当初の時代においては、透明性ゼロというの

は中国の核戦略の論理からは妥当するとしても、第二撃報復能力の確実度の進

展度合いによって、透明性の度合いも進展させることが可能であり、進展させ

ることが必要である。例えば、一定の第二撃報復能力を保有しているが脆弱性

を懸念する現段階においては、核弾頭の保有総数及び配備数について数字を丸

めた概数(round number)、英仏程度に確実な能力を保有する段階に至れば正確

な数(exact number)を開示するといった具合である。ＮＰＴの文脈でも、米露

の数字が大きい当面は正確な数字までは必要なく、概数で十分である。逆に言

えば、概数の開示くらいは不可欠である。まとめると図７－１のとおりである。 
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図７－１ 核戦略、核戦力の残存性、透明性の相似関係 

 

中国の核兵器開発・配備の初期は、同国の核戦力の脆弱性は未だ高かったこ

とから、透明性の度合いは低かった。その後、同国の核戦力の脆弱性は、上記

のとおり、中間段階に到達していると言え、更に戦略原潜や移動式ＩＣＢＭの

配備によって更なる残存性が確保される見込みである。したがって、中国は、

それに応じて透明性の度合いを高めることができるということである。 

中国は、よほど必要な場面に追い込まれない限り、すべからく不透明のまま

にして今後の交渉の際の妥協の余地を残しておく方が戦術的にも望ましいと考

えているかもしれない。しかし、透明性は、ＮＰＴの再検討プロセスにおいて

主要論点の一つに発展しており、単なる核大国間の戦略的安定性の問題ではな

く、ＮＰＴ体制への信頼性の問題でもある。また、透明性の欠如は、北東アジ

ア地域における不信感、ひいては地域における核拡散のリスクにつながり得る

問題でもある。更に言えば、ＮＰＴ第６条の核軍縮義務を果たすための必要条

件でもある。したがって、日本も、ＮＰＴ締約国として、また、地域の国とし

て、中国を含む核兵器保有国の透明性向上に利害を有する当事国である。実際

の外交の場面においては、中国の透明性については米国が中心となって中国と

の対話を進めることが必要であるが、日本も米国にインプットしつつ、中国に

対しても粘り強く対話を進めることが重要であろう。同時に米国に対して、米

国の透明性向上を具体的な項目を指し示しながら働きかけることも必要であろ

う。 

中国は、核戦力が小規模な国にとって透明性は不可能だと従来から主張して

いるが、通常戦力においては拡大の一途を辿っているにもかかわらず透明性は

それに相応して向上していないことからすると、もはや不透明であることの論

理としては根拠を失いつつあると言わざるを得ない。加えて、透明性のない形

での通常戦力の増大が地域の不安や不信を惹起しており、透明性のない核戦力

核戦略 

最小限抑止戦略 → 最大限抑止戦略 

（又は抑止戦略＋戦争遂行戦略） 

 

核戦力の残存性 

小（脆弱） → 大（非脆弱） 

 

透明性 

小     → 大 
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の増強がそれを更に増幅していることからすれば、核戦力の透明性のみを切り

離して議論することには本来的には限界があろう。将来的には、核戦力の透明

性は、地域における軍事力全般の透明性・信頼醸成措置の一環として位置付け

ることが必要となろう。 

日本は、第４章で述べたとおり、主にＮＰＤＩを活用して、この１０年以上

をかけて透明性をＮＰＴ再検討プロセスにおける主要論点の一つにまで押し上

げる外交を展開してきた。透明性については既にやり尽した感もなきにしもあ

らずであるが、上述のとおり、まだ開拓する余地は十分にある。これまで注力

してきた多国間（ＮＰＴ）の場もさることながら、北東アジアの地域における

透明性・信頼醸成措置の策定といった文脈で追求する余地は非常に大きい。核

軍備管理・軍縮の一環としての透明性を地域外交でも展開することで、日本の

核軍備管理・軍縮外交の地平線を広げることとなろう。 
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